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会長挨拶
第６９回租税研究大会開催にあたり

公益社団法人日本租税研究協会会長

佃 和夫
（三菱重工業株式会社 相談役）

本日は第６９回の租税研究大会開催にあたりま
して，多数の皆様にご参加いただき誠にありが
とうございます。

特に財務省星野主税局長，総務省の内藤自治
税務局長には公務ご多忙の中，パネリストとし
てご出席いただきまして誠にありがとうござい
ます。

また，ご出席の皆様方には常日ごろ租研の事
業活動にご支援，ご協力を賜っておりまして，
この場を借りまして改めて御礼申し上げたいと
思います。

さて，わが国の経済は，皆様もよくご承知の
ように，雇用，所得，支出等の面で改善が見ら
れておりますが，今後とも持続的な成長を実現
していくためには，思い切った成長戦略の実施
とともに，手を緩めることのない財政健全化の
推進が重要であります。

わが国の長期債務残高は平成２９年度末には
１，０９３兆円と見込まれ，GDP の２倍を超えると
いう歴史的に見ても，国際的に見ても最悪の水
準が続いていることは皆様もよくご承知のとお
りです。財政健全化を確保することが，社会保
障制度等を維持しつつ経済の持続的な成長を続
けていく上で欠かせないと考えます。

長期債務残高の累増に歯止めがかからなけれ
ば，国際的な信認が得られず，わが国の財政は
持続不可能な不測の事態にも陥る可能性がある
ということです。

政府は消費税率の引き上げを２度にわたって
延期し，引き上げは平成３１年１０月からとなりま
した。よほどの歳出抑制がない限り，当初に言
っておりました２０２０年度の財政健全化目標の達
成についても，なかなか厳しい状況になってき
ているということが言えるかと思います。

今後の人口減少社会では高い経済成長を実現
させることは決して容易ではありません。経済
成長だけに頼ることなく，思い切った財政健全
化策も，同時に早急に展開しなければなりませ
ん。

政府は経済社会の構造が大きく変化する中で，
税体系全般にわたるオーバーホールを進めてお
ります。

所得税制については，所得格差が拡大してい
ると言われる現状において，所得の再分配はど
うあるべきなのか。その中で，税収調達機能や
所得再分配機能を有する基幹税である所得税は，
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どのような役割を果たすべきかについて十分に
検討されるべきと考えます。

法人税改革については，日本企業の国際競争
力を高めることと，日本の立地競争力の強化を
目指すものであり，そのためには少なくとも，
国際的に調和の取れた税制とすることが重要で
す。

なお，イノベーションにつきましては，日本
の経済発展の基盤となるものであり，イノベー
ションの創出を促進する税制措置の拡充が重要
だろうと考えます。

国際課税の分野におきましては，BEPS 最終
報告書に沿って国際的な二重課税と課税逃れの
問題に対して，国際的に協調した取り組みが進
められております。今後の税制改正においては，
国際的な合意に基づき，企業の経済活動や競争
力を阻害することがないように，予測可能で，
法的に安定した制度とすることが重要です。

消費税につきましては，先ほども申し上げま
したように，平成３１年１０月に確実に税率を引き
上げることはもちろんですが，超高齢化社会の
財政を支える基幹税として，今後消費税率をさ
らに引き上げていくことも必要であると思いま
す。

私ども租研は，民間研究団体として中立の立
場から税・財政の問題を調査・研究し，毎年，
中長期的な課題を含め，あるべき税制改革につ
いて提言を行っております。

私どもはこれまでと同様に，成長戦略と財政
の健全化，社会保障制度改革を一体的に推進す
るためには，経済活力の強化と安定財源の確保
を基本として，経済社会の実態の変化に即した
税制改革への取り組みが必要であると考えてお
ります。

本日の東京大会では，まず午前の部におきま
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して，政策研究大学院大学の井堀先生から「わ
が国財政の現状と税財政改革の方向性」と題し
てご報告を頂きました。この後，開催いたしま
す討論会「税制改革を巡る現状と課題」，それ
から，明日午後の討論会「国際課税を巡る現状
と課題」と，今大会では２つの討論会を予定し
ております。また，明日午前には京都大学の岡
村先生からの研究報告を頂くことになっており
ます。

ご参加いただく皆様は税制，財政に精通され

た方々ばかりです。大変有意義なお話を伺える
ものと思います。皆さんとともに大きな期待を
込めて拝聴したいと思います。

最後になりましたが，ご出席の皆様方の今後
のますますのご発展をお祈り申し上げますとと
もに，当協会につきまして今後ともご支援，ご
協力を頂きますよう切にお願い申し上げて，私
の租税研究大会開催にあたってのご挨拶とさせ
ていただきます。ありがとうございました。
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はじめに

紹介いただきました政策研究大学院大学の井
堀です。よろしくお願いします。今日お話しす
る内容は「わが国の財政の現状と税財政改革の
方向性」ということなのですが，最初は，財政
に限らず，アベノミクスについても多少お話し
させていただきたいと思います。財政，或いは
税制との関係で一番象徴的なことは財政健全化
戦略が今後うまく機能するかどうか，或いはこ
れまでちゃんとやってきたのかどうかというこ
とだと思います。

１．財政健全化戦略とアベノミク
ス

ご存じのように，３党合意で２０１４年に消費税
率が５％から８％に引き上げられたのですが，
その後，消費税の引き上げの８％から１０％に関
しては２回引き上げが延期されている。本来で
すと今年の４月から８％から１０％に再引き上げ
が予定されていたわけですが，それが，ご存じ
のように，去年先送りされました。来年は財政
健全化目標の中間点，プライマリーバランスの

対 GDP が１％に な る の が 来 年 度 の 目 標
で，２０２０年度にプライマリーバランスが均衡す
るのが量的目標です。けれども，来年度がプラ
イマリーバランス１％を達成できるかどうか。
できなければ，財政健全化の進展を再検討する
というのが来年度のスケジュールです。それか
ら，２０２０年にプライマリーバランスを均衡させ
るのが今の政府の健全化目標で，これが国際公
約にもなっています。そのために消費税の引き
上げは延期されましたが，１９年の１０月には１０％
に引き上げる方針です。しかし，来年のプライ
マリーバランス１％と再来年の消費税の引き上
げ，それから，２０２０年のプライマリーバランス

９月１２日�・午前報告

井堀 利宏
政策研究大学院大学特別教授

わが国財政の現状と
税財政改革の方向性
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均衡の達成，この３つはクエスチョンマークを
付けていますが，かなり達成が厳しい状況です。

１―１．消費税増税の見直し：２０１６年５月まで
もう一度去年の５月の段階で消費税を今年の

４月から８％から１０％に引き上げることを先送
りした状況を振り返ってみます。総理は，去年
の５月に伊勢志摩でサミットが行われる直前で
すけれども，それまでは「リーマン・ショック
や大震災のような事態が発生しない限り予定ど
おり引き上げる」と国会で答弁した。リーマン・
ショック級の大きなマクロショックや阪神・淡
路，或いは東日本大震災のような大きな大震災
が起きない限りは引き上げるのが政府の既定方
針だった。ただ，政府のアベノミクスを主導さ
れた本田参与とか，浜田参与は当時から反対し
ていて，菅官房長官も税率を引き上げて，減収
になるような場合はやらないとか，当時，外国
から著名な有識者を招いて，そんな引き上げは
良くないキャンペーンを張ったわけです。

１―２．結果：消費増税の先送り
結果として，ご存じのように消費税は先送り

されました。これは２０１９年１０月までの先送りで
すが，問題は２回引き上げを先送りしたので，
マーケットで誰も政府の言うことを信じていな
いのではないかということです。法律では２０１９
年１０月に上げると書いてあるのですが，２度反
故にした前科がありますので，２度あることは
３度あるということで，なかなかこれが信用さ
れていない。ここがちゃんと引き上げられるか
どうかが大きなポイントになります。これは
２０１９年なので，来年は２０１８年ですから，来年の
今ごろはかなり大きな問題になってくると思い
ます。２０１９年４月ではなくて，１０月になった理
由は，ご存じのように２０１９年夏に参議院選挙が
ありますので，選挙の後の方がいいだろうとい
うことと，２０２０年まで先送りしてしまうと，国
際公約であるプライマリーバランスの均衡化に
矛盾するので，２０１９年ということだと思います。

１―３．中長期の経済財政に関する試算（２０１７
年７月）のポイント－マクロ経済の姿

これが今年の７月に内閣府が出した中長期の
日本経済財政の試算です。内閣府は毎年年の初
めと７月半ばと２回中長期の試算を出している
のです。一番直近のデータがこれです。これは
政府が今後中期的にどういう経済，或いはどう
いう財政を想定しているかということです。こ
れは実質経済成長率の見通しです。経済再生
ケースは，いわゆるアベノミクスがうまくいっ
て，経済が順調に回復するという希望的シナリ
オです。そうすると，実質経済成長率が１％台
から３％近くまで，２％台に順調に上がります。
名目 GDP はインフレ率を足したものですが，
これが３％台後半，４％近くまで上がるという，
これが経済再生ケースと言われているものです。
これに対してベースラインケースはあまりそれ
がうまくなくて，今までのトレンドがほぼその
まま続くとどうなるかというと，経済成長率が
実質で１％以下で低迷するということです。物
価もそれほど上がらないので，名目成長率もむ
しろ下がっていくのがベースラインケースです。

経済再生ケースはある意味で強気の予想を出
している。ご存じのように，日銀が２％の物価
上昇率の目標を出していますから，いずれは物
価が２％毎年インフレが起きるだろうと，起き
ないと困るわけです。そういう想定なので，そ
れを前提として織り込むと，経済成長率は実質
で２％だったら，名目４％ぐらいなるというシ
ナリオです。ところが，過去を見ると，実質で
２％を超えた時期はこの２年しかないわけです。
実質だとずっと０から１％の間です。名目でも
３％を超えた時期は全然ない。だから，過去の
トレンドから見ると，経済再生ケースはかなり
強気というか，楽観的な予想をしています。こ
れが本当に大丈夫かどうか。

マクロ経済全体で考えると，経済成長率は長
期的な経済の実力を示しているわけです。景気
はいいときと悪いときと循環する。サイクルで
見ると，今の日本経済は好況期に当たります。

― 5 ―



内閣府が景気の判断を示しているわけですけれ
ども，それで言うと，今は戦後でもほぼ最長に
近い好況がずっと続いている。需給ギャップが
かなり解消されて，失業率も低下して，ほぼ利
用可能な人的資源が生産活動に投入されている
という意味で景気はいい。

ただ，景気がいいことは必ずしも経済成長率
が高くなることを意味しない。景気が良くても，
経済成長率は１％ぐらいで推移し得る。それは
潜在的な経済成長率の実力がどうなるかに関係
します。潜在的な成長率がほぼ維持できていれ
ば，景気はいいことになる。ですから，景気が
良くても，必ずしも所得が増えるわけではなく
て，普通の人の実感で経済が良くなっていると
いうことには必ずしもならない。だから，景気
の良しあしと経済に関する普通の人々の感覚と
の間には当然ギャップがある。その意味では潜
在的な成長率を引き上げない限り，景気が良く
ても，その果実を多くの国民が実感するのはな
かなか難しいということになります。

１―４．中長期の経済財政に関する試算（２０１７
年７月）のポイント－国・地方の財政
の姿

この２つの経済成長率の推計の下で財政がど
うなるのかというのが資料６のグラフです。こ
れも今年の７月に政府の方で経済成長率の試算
を前提にして，日本の財政が今後どうなるのか
という試算をしております。経済成長率の見通
しがつけば，税収がどのくらい上がるかが大体
わかります。それから，歳出のうちある程度イ
ンフレ率が，或いは名目的な成長率に対応して，
例えば人件費等が計算できますし，それから，
高齢化要因がかなりはっきりしていますので，
それによって社会保障歳出もある程度計算でき
ます。経済成長率がわかれば，将来の財政の状
況は現在の税制，社会保障制度を前提にすれば，
ある程度試算ができる。

それでいきますと，これは国・地方を合計し
た基礎的財政収支ですが，現状ではまだ赤なす。

それが２０２０年の段階でここです。経済再生ケー
スでいくと，２０２０年の段階で８．２兆円の赤がま
だ残る。ベースラインケースで１０兆円を超える
赤がまだ残る。その後なのですが，経済再生ケー
スですと，基礎的財政収支の赤は徐々に縮小し
て，いずれは黒になる。要するに，この線が上
に行っています。ベースラインケースですと逆
にどんどん悪くなって，財政はフローの面でも
なかなか均衡しない。

片方，こちらは公債残高の GDP 比です。公
債残高の GDP 比は傾向的にどんどん上がって
いる。今後どうなるかというと，経済再生ケー
スですと，今後は下がってくる。公債残高は２０２５
年にかけてどんどん下がります。逆にベースラ
インケースですと，公債残高はまた上がり始め
ます。経済再生ケースとベースラインケースで
はかなり日本の財政に与える影響が違います。
ただ，この試算は２０１９年の１０月に消費税率が
１０％に上がるということを織り込んだ試算です。
法律で１９年には１０％に上げると書いてある以上
はそれを織り込んで試算はする。ただ，実際に
上がるかどうか。安倍さんが総理でいる限りは
かなり危ない感じがします。

基礎的財政収支の試算なのですけれども，昔
の試算，つまり，今年の１月時点がその前の試
算です。７月の半年前の試算です。今年の７月
というのは最新の試算で，その前が１月はその
前の試算です。半年間で試算がどのくらい変わ
ったかというのを見ますと，基本的には２０１７年
の１月よりも７月の方が，これは経済再生ケー
ス，こちらはベースラインケースですけれども，
いずれもちょっと上に来ている。ちょっと上に
来ているということは，ここ半年で政府の財政
状況に関する試算は，少しですけれども，定性
的には楽観的になっている。定性的には少し良
くなっている。もちろんベースラインケースで
すとどんどん基礎的財政収支は悪くなるけれど
も，その悪くなり方がちょっと縮まっている。
その意味で多少改善されています。経済再生
ケースですと，ここはほとんど重なっているの
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ですけれども，若干良くなっています。
それは公債残高の GDP 比で見てもよりはっ

きり出てきます。資料８は経済再生ケースで公
債残高の GDP 比がどうなっているかというの
を見ている。こちらが１月の時点で，下が直近
の時点です。１月よりも公債残高の GDP 比が
下に来ています。下に来ていることは，経済が
再生するケースですと，２０２５年近づけば近づく
ほど，国と地方の公債残高の GDP 比はより下
がるということです。公債残高の GDP 比が安
定的に下落していくのは財政健全化の１つの重
要な指標なので，その意味では１月に比べると
７月の方が政府の予想は財政健全化に関しては
ちょっと楽観的になっています。

なぜそうなっているか。状況は全般的にはあ
まり良くない。特にベースラインケースで言う
と，相変わらず財政は破綻するケースを想定し
ている。どちらのケースにしても，１月の試算
よりも７月の試算の方が若干良くなっている。
なぜ若干良くなっているかというと，その大き
な要因は金利の予想が少し変わっています。

名目金利の予想をみると，今はほとんどゼロ
ですけれども，今後名目金利は上がる想定です。
というのは，日銀もいつまでもゼロ金利政策を
続けるわけではなくて，インフレ率が２％にな
れば，出口戦略をする。そうすると，中期的に
は金利は上昇し始めます。政府の見通しです
と，２０２０年代になってインフレ率も２％を超え
て，名目成長率も４％に近づくわけですから，
そのころはいくら何でも日銀は今のような異次
元の金融政策をしているわけではない。そうす
ると，金利はいずれ上がる。

金利の上がる予想です。今年の１月時点では
こういうカーブで金利が上がっていく。だから，
結構早めに２０１８年，１９年あたりには，長期金利
が１％ぐらいに上がって，その後，４％に向か
ってどんどん上がっていくのが，これは経済が
再生するというのが前提になっています。再生
すれば，日銀も低金利政策を取らないという前
提です。ところが，今年の７月の想定だと，２０１８

年はちょっと無理なのではないか，ほぼ０に近
い。２０１９年ぐらいから少しずつ上がり始めると
いうか，上昇カーブが少しずれているのです。
名目金利の上昇カーブを低めに変えた。そうす
ると，金利が下がります。金利が下がると，国
債の利払いがその分削減できますので，財政的
には効果が大きい。

１―５．２０１７年７月の試算
まとめますと，２０１７年の７月の試算で行くと，

政府の目標であるところの２０２０年の基礎的財政
収支の均衡は無理です。経済再生ケースでも無
理です。８．２兆円の赤字が出る。これは GDP
比で１．３％の赤字が出るということを言ってい
ます。これは今年の１月の試算からほぼ不変で
す。けれども，１月の試算では８．３兆円だった
ので，それが８．２兆円になったので，若干良く
なっている。国の基礎的財政収支は相変わらず
悪いけれども，地方は改善です。地方で見ます
と，既に基礎的財政収支は全体で見ると黒にな
っています。もちろん地方自治体の財政状況も
いいところ，悪いところがあります。国の基礎
的財政収支をどういう形で改善するかというの
が問題です。

それから，長期金利の上昇予想が先送りされ
て，長期金利がそんなに急には上がらないだろ
うということになりました。その結果，公債等
残高 GDP 比の見込み値も前回から改善されて
います。ただ，この試算は２０１９年１０月の消費税
の増税を織り込んでいます。

それから，もう１つは，軽減税率の話は最近
話題になりませんでした。消費税の引き上げが
延期されたので，引き上げと同時に軽減税率を
入れるということになっています。軽減税率を
入れると，ご存じのように，消費税の課税ベー
スが小さくなりますから，税収が減る。軽減税
率を入れると，消費税の税収が減りますから，
その分の減税分をどうするかが問題になってい
る。これはまだ決着がついていないというか，
先送りされている。内閣府の試算では，軽減税
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率をしても，何らかの財政措置が取られて，税
収が減らないという前提で試算をしています。
その意味ではかなり税収に関しては消費税を引
き上げて，ちゃんと税収が入ってくるという試
算なので，これが本当かどうかというのは非常
に微妙です。

それから，もう１つ最大の問題は，経済再生
ケースの経済成長率が実質，しかも名目だとか
なりギャップがありますけれども，名目成長率
が本当に今後４％に近いところで安定的に成長
できるのかが最大の問題です。経済成長率が名
目でもちゃんと上昇していけば財政的にはある
程度楽観的なシナリオが書けます。それでも大
変は大変です。ただ，経済成長率があまり回復
しないと，政府の試算でも基本的には財政は破
綻する状況になってきます。しかもこの試算は
２０２０年代前半までしかやっていない。財政的に
は厳しくなるのは２０２０年代半ば以降と思います。
なぜかというと，そのころは少子高齢化の影響
が効いてきて，一番典型的には団塊の世代の方
が後期高齢者になりますから，特に医療を中心
とした社会保障需要が今まで以上に増える。要
するに，２０２０年代前半よりは２０２０年代半ば以降
の方が歳出が増えることは想定できます。

もう１つは，オリンピックが２０２０年で，オリ
ンピックが終わった後は，潜在的な経済成長率
が下がる可能性が高い。２０２０年まではいいとし
ても，２０２０年以降はこういう経済成長率が実現
できるかというのはかなり問題で，その意味で
は政府のシナリオというのは非常に楽観的，あ
る意味では危ないシナリオと思います。

１―６．当面の戦略
差し当たって２０１９年の１０月に消費税を本当に

８％から１０％に上げるのかどうか。財政再建と
の関係で言うと，消費税を上げると，課税ベー
スが非常に広いので，税収が相当入ってきます。
消費税を予定どおり２０１９年１０月に１０％に上げる
ことができるのかどうか。ここで対応は分かれ
ると思います。安倍さんが総理でいる可能性も

かなり高い。これは内閣支持率，その他政局に
依存しますけれども，安倍さんが総理でいる
と，２度延期しましたので，３度目の延期とい
うシナリオも当然あり得る。或いは２０１９年は景
気の面では非常にいい時期だと思うのです。オ
リンピックの直前なので，いろいろな意味で投
資需要とか，消費マインドも活発になる時期で
す。皆さん，強気のムードになる。だから，そ
の時期は景気がいい。そうすると，景気のいい
時期に引き上げを延期する合理的な理由を探す
のはなかなか難しいです。

去年，安倍さんが消費税の延期をしたときに
は，リーマン・ショックか，大震災という正当
化が必要でした。熊本地震ももちろん大きな震
災でしたけれども，あれは大震災とは言えない。
そうすると，リーマン・ショック級のことがな
いといけない。あのときは若干問題がありまし
たけれども，途上国の原油等の減産で価格が非
常に不安定なので，それがリーマン・ショック
の前と似たような動きをしているから，あの時
期はリーマン・ショック前夜ではないかという
資料をサミットで配って，ある意味こじつけ的
にリーマン・ショック的なことが来るかもしれ
ないから，消費税の引き上げは延期するという
話をした。

あのときもかなり強引な理由付けだった。
２０１９年１０月にそれをまた見つけることができる
かというと，かなり苦しいと思います。合理的
な理由が見つからなければ予定どおり引き上げ
るという可能性もあります。いくら安倍さんで
あっても，全く何の根拠もなしに法律を変える
のは難しいと思います。２番目のシナリオも結
構あると思うのです。まだわからないです。い
ずれにしても，消費税は８％に凍結するか，１０％
に上げたとしても，それだけでは２０２０年のプラ
イマリーバランスの均衡は無理なのです。経済
再生ケースでも８兆円以上の税収不足が残るの
が内閣府の試算です。この試算は，あと２年で
すから，そんなに極端にぶれるということはな
いと思いますので，２０１９年１０月に上げたとして
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も，かなり大きな税収不足が生ずる。そうする
と，歳出削減中心にしても限界がありますし，
高めの成長による税収増にも限界がありますし，
しかも今回１０％に上げるときは軽減税率を導入
しますから，それによる税収減も見込まれます
ので，かなり厳しい。

１―７．２０２０年時点の判断
２０１９年１０月に消費税率を１０％に上げたとして

も，２０２０年に想定通り健全化目標，プライマリー
バランスの均衡は達成できないのはほぼ確実な
状況です。１９年１０月に消費税が８％のままだと
さらにその状況は悪くなります。そうする
と，２０２０年の国際公約の基礎的財政収支の均衡
という健全化目標を２０２０年の段階で維持できな
い。となると，財政健全化目標をどうするかを
当然考えざるを得ない。来年ぐらいからその話
が出てくる。２０２０年に基礎的財政収支の均衡は
達成できないということがほぼ明らかです。

そうすると，それに対応する選択肢としては
２つあって，１つは健全化目標自体を変更する。
もう１つは達成時期を変更する。要するに，２０２０
年ではなくて，先に伸ばすということです。こ
の２つです。この２つが同時に起きる可能性も
あると思います。

最初の健全化目標の変更です。現在の財政再
建目標は基礎的財政収支の均衡化といういわゆ
るフローの目標です。それに対してストックの
目標に変える，要するに，公債残高の GDP 比
が上昇しなければいいということです。引き下
げられればいいと健全化目標を変えるというの
が１つの手です。そうすると，政府の試算で経
済再生ケースが実現すれば，２０２０年の段階で基
礎的財政収支は赤字ですけれども，２０２０年代の
前半はずっと赤字のままですが，赤字のままで
も公債残高の GDP 比は減るシナリオになって
いる。現在の政府の目標はこっちです。２０２０年
にこれをゼロにするのが目標なのです。けれど
も，こっちではなくて，公債残高の GDP 比で
安定的にするのだと目標を変えれば，経済再生

ケースさえ実現できれば，消費税が１０％に上が
れば，それ以上引き上げなくても何とか健全化
目標は達成できるという形になります。１つの
選択肢は健全化目標をフローからストックに変
える。

それから，もう１つの目標は，達成時期を
２０２０年ではなくて，２０２５年ぐらいにする。２０２５
年ぐらいにすれば，一応政府のシナリオだと均
衡化が達成できるということなので，達成時期
を先送りするという選択肢もあり得ます。ただ，
政府のシナリオは２０２５年までしかやっていない。
けれども，２０２０年代後半はどっちにしてもかな
り厳しい。実は公債残高の GDP 比は２０２５年ま
で下がっていますけれども，２０２５年以降，経済
再生ケースであってもずっと下がるのかという
と，これはかなり疑問があると思います。内閣
府の方で試算していないので，わかりませんが，
常識的に考えると，２０２０年代後半は政府のシナ
リオでも金利が上がっている。金利が上がるこ
とは利払いが増えることです。しかも社会保障
需要が増えます。経済再生ケースを想定しても，
経済成長率がこの後４％からずっと安定的とい
うより，もっと下がる可能性が高い。そうする
と，２０２５年以降を考えると，経済再生ケースで
あっても結構厳しいと思います。２０２０年代に入
ってからは，経済再生ケースが仮に実現したと
しても，消費税の再々引き上げ，１０％からその
先への議論が現実的な課題にならざるを得ない。

１―８．B/Yのダイナミックス
その前にフローの目標からストックの目標に

変えるということはなぜできるのか。基礎的財
政収支が赤のままでも，公債残高の GDP 比が
下がるというシナリオがどうして出てくるのか
を，ちょっと技術的になりますけれども，お話
ししたいと思います。

B が公債残高で，Y が GDP です。B/Y は公
債残高の GDP です。公債残高の GDP 比が何
に依存するか。B/Y は b です。これは公債残
高の GDP 比です。ここに△が付いているのは
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変化を表します。公債残高の GDP 比がどう変
化するかというのが何に依存するかという
と，２つの要因で技術的には決まります。１つ
は g―t です。g が歳出の GDP 比，t が税収の
GDP 比です。g はいわゆる政策的な経費です。
t が税収なので，g―t は基礎的財政収支の赤に
相当します。基礎的財政収支の赤字幅です。基
礎的財政収支が赤であればあるほど，公債残高
の GDP 比が増えるということです。

２番目の項は r が金利で，n が経済成長率で
す。２番目の項は金利と経済成長率の差に応じ
て，要するに，金利が経済成長率よりも高いと，
それだけ公債残高の GDP 比は増える。金利は
利払い費で，公債残高を増やす要因です。経済
成長率は GDP 比を増やす要因です。分母が増
えるのが経済成長率で，分子が増えるのが金利
です。だから，金利が経済成長率よりも高いと，
放っておくと，公債残高の GDP 比は増える。
公債残高の GDP 比の変化は基礎的財政収支の
赤字がどうなるかということと，それから，金
利と経済成長率の乖離がどうなるかということ
の２つの要因に依存します。

平時の状況では，金利の方が経済成長率より
も高い。普通の状況というのは中央銀行が極端
な異次元の金融緩和政策を取りませんから，普
通は経済が良くなると金利が上がります。経済
成長率よりも金利が高いのが平時です。平時で
すと２番目がプラスです。そうすると，１番目
が均衡していても，公債残高の GDP 比は増え
ます。だから，平時は２番目の項がプラスで，
公債残高の GDP 比を増やす方向に働きますか
ら，基礎的財政収支を良くしないと，公債残高
の GDP 比は安定的に下げることができない。

ということは，まず基礎的財政収支を安定的
に下げる。その後でここを大きく下げないと，
Δb はマイナスにならない。全体の公債残高の
GDP 比を下げようとすると，それよりも基礎
的財政収支を均衡化する方が相対的にやりやす
い。だから，平時ですと，まずは基礎的財政収
支の均衡化，黒字化が達成しやすい最優先の経

済目標，健全化目標です。それを達成して，そ
の後，ここをもっと黒にして初めて公債残高は
下げることができる。だから，平時を想定する
と，やりやすいのは基礎的財政収支の均衡です。
日本経済も平時だと思うと，まずは基礎的財政
収支の均衡を政府が考える。これが普通のシナ
リオです。

ところが，非常時はどうなるかというと，非
常時は現在の状況です。金利は日銀がゼロ或い
はマイナスにしていますから，金利は経済成長
率よりも低い。非常時は２番目の項がマイナス
になっている。ということは，基礎的財政収支
が赤でも，公債残高の GDP 比，Δb はマイナス
になることができる。それが実際の日本のシナ
リオです。ここで２０２０年前後の状況では，基礎
的財政収支は赤です。経済再生のケースです。
公債残高の GDP 比は下がっています。

なぜこれが起きているかというと，金利がこ
の時期は経済成長率より低いからです。金利が
経済成長率よりも低いのは非常時です。
非常時だと基礎的財政収支は赤のままでも公債
残高の GDP 比を下げることができます。とい
うことは，公債残高の GDP 比を下げるという
方が基礎的財政収支を黒にするよりも達成しや
すい健全化目標です。非常時であれば，こちら
の方がより目標としては達成しやすい。政府は，
最初は平時を想定していて，達成しやすいと思
っていた基礎的財政収支の均衡の方を最初は考
えたのですけれども，実は日銀が非常に大胆な
異次元の金利政策をやってくれて，今は非常時
になっている。非常時になっていると，基礎的
財政収支は黒にしなくても，金利が経済成長率
より低いので，それによって公債残高を下げる
ことができる。そうすると，より易しい目標に
変えてもいいのではないかということです。

１―９．出口戦略
非常時だとすると，公債残高の GDP 比を安

定的に下げるのが究極の目標ですけれども，そ
れを達成するのに無理に基礎的財政収支を黒に
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しなくてもいいのではないかということで，健
全化目標はフローからストックの方に変えよう
という話が出てくると思います。ただ，これは
非常時だから意味がある政策です。非常時でな
くなるとこの政策は狂う。問題は非常時がいつ
まで続くのか，ここが問題です。非常時は日銀
に頼っている。財政の金融ファイナンスで，日
銀が国債を買って，金利を下げている。これに
頼りすぎると，平時に戻れなくなるのではない
か。出口へのハードルがますます高くなってし
まいます。

今は日銀が国債を買っている。このペースで
行くと，来年か，再来年には買う国債がなくな
るのではないかと言われています。全部買って
しまって，その後，どうなるのだという話にな
ってくる。そうすると，最後の手段は何かとい
うと，日銀が国債を買うのも手詰まりで，しか
も出口が取れなくなって，インフレしかないと
いう話になってくるという非常に危ない状況で
す。

１―１０．アベノミクスの評価：いつまで非常時
なのか

アベノミクスは基本的に非常時の政策パッ
ケージだと思います。要するに，経済が危機的
状況なので，金融でも，財政でも，禁じ手をや
る。特に象徴的なのは金融政策です。異次元の
非伝統的な金融政策は非常時だからやれる政策
で，ずっとやられるものでもない。最初にお話
ししましたように，政府の公式見解でも物価が
２０２０年代になって安定的になってくれば金利は
上げますということを言っているわけです。金
利を上げることは出口戦略を取ることを想定し
ているわけです。アベノミクスは基本的に出口
戦略を取るまでの非伝統的な金融政策です。実
はこれに頼りすぎると，非常時から抜け出せな
いというジレンマがある。

財政も同じような話で，アベノミクスの財政
政策は積極的な財政運営ですから，財政再建と
は逆行する。景気の悪いときに減税して，補正

予算で公共事業を増やして，いろいろな歳出を
増やして，積極的に財政運営するということな
ので，財政再建には高いハードルになる。積極
的な財政政策，積極的な金融政策，機動的な財
政運営というのは非常時だから意味がある政策
です。けれども，安倍政権ができて５年間ずっ
とアベノミクスをやっていると，いつまで非常
時なのか。非常時の定義が非常に難しい。しか
も最近は，先ほどお話ししましたように，政府
の公式な景気判断でも好況な時期です。しかも
有効求人倍率が１をはるかに超えていますし，
失業率はここ２０～３０年で最もいい。低水準で，
ほぼ完全雇用に近い状況になっている。株価も
安倍さんが総理に復帰したときに比べると上が
っています。いつまでアベノミクスを続けるの
かというとこれが難しい。そろそろ出口戦略を
やる時期ではないかと常識的には思う。アメリ
カも金利引き上げを始めましたし，ヨーロッパ
も出口戦略の話が具体的に動き出している時期
なのですが，日本で全くその話が出てこない。
相変わらず物価２％までやるのだということを
ずっと言って，本当にいいのかどうか。問題が
あると思います。

それで，アベノミクスで一番重要なのは成長
戦略です。これは潜在的な成長率を上げる戦略
です。これで経済再生ケースの名目４％に近い，
実質で２％台の経済成長が持続できるというこ
とです。規制改革で成長促進が重要です。けれ
ども，ここでの問題は安心，安全と成長戦略の
規制改革とはかなり矛盾するというか，対立す
る面があります，。ちゃんと規制改革で成長戦
略が実現できるかどうか。また，実現したとし
ても，２０２０年代以降は少子高齢化の影響がまと
もに来ますので，潜在的な成長率は自然体で行
くとむしろ下がる。イノベーションがなかなか
起きにくいということです。それから，労働者
の人的な資本蓄積もそれほどこれから期待でき
ない。常識的にはサプライサイドから見ると，
経済成長率にはマイナスのプレッシャーがかか
る。それを成長戦略でそのマイナスのプレッシ
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ャーを底上げできるかどうかという話です，。
それをしても，４％の名目成長率が２０２０年代後
半に実現できるというのはかなり厳しい。そう
すると，財政再建も税収を確保できるかどうか
というのも大変だと思います。

１―１１．シムズ理論－目的
もう１つの問題は，非常時の金融政策に頼り

すぎると，結果として何が起きるかです。最近
はシムズ理論の話になってくる。増税も駄目，
歳出削減も非常時だからやらないということに
なってきて，しかも財政が破綻することが避け
られないとなると，最後の手段は，物価が上昇
して財政が持続可能になることしかないのでは
ないか。物価で調整するしかないということで
す。それが場合によってはいいのだというのが
シムズ理論という話です。要するに，ゼロ金利
の制約に直面した状況で金融政策が効かなくな
ってくる。しかも将来の増税や歳出削減をやる
と直近のマクロ経済に良くないとなる。そうで
はなくて，逆に歳出削減しない，増税しないと
いうことで，財政が破綻するということになっ
てくると，結果として人々がインフレ期待を形
成して，インフレが進行する財政運営ができて，
それがいいというのがシムズ理論です。

１―１２．シムズ理論－評価
財政政策を積極的に拡大することによって，

結果として意図的にインフレを起こして，政府
の債務の一部を物価上昇で相殺させる。人々の
インフレ期待を高まると，それが経済の活性化
にもつながるし，政府の債務を縮減するために
もつながるということです。だから，財政状況
が悪化することを前提にして，非常時にむしろ
インフレを積極的に財政面から起こすことがい
いという理論です。これは放漫な財政運営のデ
メリットを考えていないので，財政面から言う
と，非常に問題のある議論だと思います。実験
的な政策なので，非常に混乱の方が大きくなっ
て，誰が責任を取るのだという問題になる。

１―１３．想定されるインフレ率
想定されるインフレ率がどうなるか。仮に財

政再建必要額，政府の債務を何らかの形で面倒
を見なければいけないとします。健全化の努力
は歳出削減か，増税で返していく。それは通常
の財政再建です。もう１つはインフレによって
チャラにする。ただ，インフレ税でやるか。健
全化の努力は財政面での歳出削減か，増税，ネ
ットの国民負担でやるか。インフレによって政
府の債務，国債を持っている人の負担でやるか
という２通りの方法がある。仮に極端な話，政
府の債務が全てインフレで紙くずにすると，無
限大のインフレにしないといけない。インフレ
で名目資産を全部紙くずにするとなると，これ
は極端なハイパーインフレにしないといけない。

そうではなくて，５０％，５０％ぐらい，政府の
実質的な債務を半分にするということです。例
えば名目債務が１，０００兆円あるとして，実質的
にそれを５００兆円に半減させるとなると，半分
にするには物価を倍にしなければいけない。物
価を倍にすることは１００％のインフレが必要に
なってくる。１００％ぐらいインフレを起こさな
いと，インフレ税で半分にはならない。半分は
極端にしても，例えば現実的なシナリオとして
８割を健全化努力でやって，２割をインフレで
削減するとします。インフレで２０％削減すると
なると，必要なインフレ率は０．８分の１なの
で，２５％です。２５％インフレを起こすと，実質
的な債務が２割削減される。

２５％のインフレでも相当なインフレです。だ
から，日銀が想定している２％のインフレでは
実は政府債務をインフレ税で償却するというの
はほとんど不可能です。そうすると，極端なイ
ンフレを想定しないと，シムズ理論で想定して
いるインフレ期待と債務の削減を両立させるの
はかなり厳しい。２５％というと，狂乱物価のと
きのことを思い出します。これは大変だろう。
常識的には健全化努力を粛々とやるしかないの
ではないかと思います。
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１―１４．アベノミクスの好材料
アベノミクスの好材料もないわけではない。

デフレも２０年続いて，日銀もそこそこ非常時の
金融政策をやって，今はマクロで見ると，デフ
レギャップはもうない。有効求人倍率もかなり
高いですし，失業率も下がっていますから，こ
れ以上は物価が下落する材料というのは国内要
因としてはない。そうすると，今後はそんなに
極端な非常時の政策を取らなくても，そこそこ
物価は上がるのではないかということは想定で
きるので，いずれは非常時から脱却できる可能
性は高いと思います。

それから，財政再建の必要性にしても，昔は
財政状況が悪いと言っても，なかなか国民には
それが伝わらなかった情報の非対称性がありま
した。要するに，官僚の言うことはちゃんと受
け取ってもらえないので，どこかに隠し財源が
あるのではないかという話です。昔は霞ヶ関埋
蔵金の話があった。ただ，これも昔の民主党政
権のときに特別会計が２００兆円あれば，１割の
２０兆円ぐらいはすぐに出てくると，当時の菅さ
んが財務大臣になって頑張ってやったのですけ
れども，２０兆円は出てこなかった。

そんなに埋蔵金はないということが大体わか
った。昔に比べるとより情報の非対称性がなく
なって，財政再建の必要性というのがそこそこ
国民にもわかってきています。

それから，もう１つは，安倍政権は５年続い
ている。それ以前の政権が１年間でころころ変
わったのに比べれば，政権の視野はかなり安定
している。中長期的な社会保障制度改革はやろ
うと思えばできない話ではない。衆参両院で安
定的な多数を持っていて，政治的には非常に安
定な政権なので，通常は財政状況が悪い国は連
立政権で，しかも政治的に不安定な政権です。

１―１５．アベノミクスのリスク
日本はそういう政権が１９９０年代からずっと十

数年続いていた。その時期に財政状況が悪くな
った。安倍政権になってから，政治的には非常

に安定的な政権なので，財政状況を良くするこ
とがやろうと思えばできなくはないただ，問題
は，安倍さんが経済政策，財政政策にあまり関
心がない。特に財政再建にあまり関心がないが
最大の問題です。多分安倍さんの最大の関心事
は憲法改正です。だから，過半数の政権安定と
いうよりは３分の２の憲法改正の発議の方に関
心が高そうです。憲法や安全保障で前のめりに
なってくると，今後財政健全化の話のための社
会保障も含めた制度改革，或いは消費税増税も
含めた税制改革の話が飛んでしまう可能性があ
ります。

それから，もう１つは，先ほどから出ていま
すように，異次元金融政策をずっと続けている。
これをいつまでも続けるわけにいかない。ここ
から抜け出すのは結構抜け出すときのコストが
かかりますから，異次元の金融政策頼みがいつ
までも続けられるのかという限界は結構大きい
と思います。

対外的にはトランプ政権はアメリカの中でも
議会との関係とか，政治的に非常に不安定です。
トランプ政権の税制改革，或いは予算編成等は
非常にリスクが大きいですから，これがどうな
るか。TPP の問題とか，温暖化のパリ協定の
問題とか，いろいろありますけれども，安全保
障リスク以外にもかなりトランプ政権の不確実
性というのは大きい。

それから，今後は供給制約も入ってきますの
で，コストアップで悪いインフレが起きる可能
性もありますし，税収の自然増収が今後はそれ
ほど期待できなくなると，その限界もあります。
去年の税収は当初に見込んだものから，皆さん
もご存じのように下振れしている。去年は３次
の補正予算で赤字国債を追加発行している。
５７．６兆円の税収を見込んだものが，実際は５５兆
円台に下がりました。税収は自然増収がこれか
らどんどん期待できるかどうか。安倍政権にな
って税収が増えているのですけれども，一昨年
か，去年はちょっと下がっていますので，今後
それが増えるかどうかというのは楽観できない。
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２．２０１７年度当初予算案

２―１．一般会計歳出
今年の当初予算は，歳出総額は９７兆円です

（租税研０８―２８―２０１７資料（資料２４））。一番大き
いのは社会保障です。その次が交付税です。そ
れから，公共事業，文教・科学，防衛なのです
が，社会保障費はどんどん増えざるを得ない。
それから，１９６４年の東京オリンピックのときの
公共事業をやった社会インフラが更新期を迎え
ていますので，その維持費用とか，震災対応を
考えると，最近減っていますけど，ここもそれ
ほど減らすことは今後難しい。それから，防衛
費は北朝鮮等のリスクがありますから，今後増
やす方向になっている。歳出は切るのは非常に
難しい。

２―２．一般会計歳入
税収の方は所得税，法人税，消費税がメイン

の税収です。消費税に関しては税率の引き上げ
が予定どおり行われないと，消費税は増えない。
法人税は当然国際的な競争の中にありますので，
もちろん景気が良くなれば法人税収は増えます
けれども，そうはいっても，税率は引き下げざ
るを得ないと思いますので，全体として法人税
に頼るのはなかなか難しい。所得税は大きな課
税ベースです。けれども，所得税の大きな問題
は，高齢化が進みますと，勤労者の数が減りま
すから，特に長期で見ると，所得税はよほど課
税ベースを広げない限り，今の税構造のままだ
と税収が増えるのはなかなか難しい。

政府は歳出削減に関しては各項目でいろいろ
な細かい歳出削減の話はしている。社会保障に
しても，医療介護制度改革とか，生活保護にし
ても，それから，高額の薬剤の改革にしても，
ミクロベースではいろいろ改革はしている。効
率化しているのですが，トータルで社会保障費
をどうするかというキャップをかけていないの
で，歳出抑制はなかなか難しい。社会資本とか，

地方行財政改革も，文教・科学技術もそれぞれ
もっともらしいことをやっているのですけれど
も，問題は全体の歳出をどうコントロールする
かということができていない。結果として社会
保障費はどんどん増えています。

２―３．２０１８年度予算概算要求
来年度の概算要求も締め切ったばかりですけ

れども，ここ５年連続で歳出総額の上限を示し
ていない。概算要求に関して青天井で概算要求
をして，それを主計局で削るという形です。し
かも景気に応じて柔軟に予算を組むということ
で，景気が良くても，補正で対応するというこ
とをやっていますので，なかなか歳出を減らす
のが難しい。さらに４兆円の特別枠を設けて，
そちらは「１億総活躍社会」ということなので
すけれども，これも各省庁からいろいろなもの
が「１億総活躍社会」に関係するものがある意
味でこじつけ気味にこっちに紛れ込むというこ
とがあります。医療，年金は，高齢化対応は自
然増で認める形になっていますので，なかなか
歳出を抑えるのは難しい。

３．財政構造改革の課題

３―１．進展しない財政構造改革
今までお話ししましたのは政治的要因が多か

った。連立政権で財政赤字が増えるとか，選挙
区の不均衡，特に地方の過疎地の選挙区への思
いが重いので，そちらの既得権の削減が困難と
か，情報の非対称性の問題とかがあった。一番
の問題はその場しのぎなのではないかと思うの
です。政策決定が短期化して，社会保障改革は
先送りするということです。

３―２．財政政策のマクロ効果
結局，財政運営は，不況期にはもちろん積極

的に対応した方がいいのですが，不況期に積極
的に対応するためには，景気のいいときには債
務を削減しないと，不況期に積極的に財政運営
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できない。負債を抱えていないと，ケインズ政
策は有効です。不況期にあまり借金がなければ，
そこで借金して，景気対策することが有効です。
けれども，借金をたくさん抱えすぎていると，
不況期で政府がケインズ政策を取ろうとしても，
それはあまり効果がない。なぜかというと，景
気が悪いときに，政府が積極的な財政運営しよ
うとしても，既に債務を抱えすぎていますので，
もっとやると財政状況がさらに悪くなってくる
と将来が心配になってくる。将来が心配になっ
てくると，今いくら積極的な財政運営をしても，
将来の負担増を民間の家計や企業が身構えてし
まうと，現在のところで積極的に反応しない。
そうすると，不況期だからといって，民間需要
が出てこない。それはいわゆる非ケインズ効果
と言われている。景気の悪いときにきちんと財
政的に対応できるためには，景気のいいときに
債務を減らさないといけない。債務を減らせる
ときにきちんと減らせる対応ができていない。

３―３．政治的バイアス
これはどういうことかというと，景気は循環

するので，非常時にはもちろん景気出動しても
いい。けれども，そんなに非常時でない景気の
悪い時期を非常時だと，非常時だと考えすぎて
しまうと，そこで過度に積極的に対応しがちで
す。リーマン・ショックは基本的に１００年に１
回しか起きないと当時の麻生財務大臣が言った。
１００年に１回の非常時だったら，当然大変なの
で，きちんとした積極的な財政運営ができる。
けれども，景気は基本的に１０年ぐらいの周期で
いいとき，悪いときを繰り返す。サイクルの局
面で生じる不況期には極端な財政運用しなくて
も，財政制度にいわゆる自動安定化装置，ビル
トインスタビライザーと言われている社会保障
制度，累進的な税制，失業保険等で対応するの
で基本的に十分で，そこの見分けなのです。

財政規律をどう担保するかは，真の非常時な
のか，そうではなくて，通常の不況期なのかの
見分け方が非常に大事です。どうしても政治的

には非常時に過度に反応しがちで，そこが問題
になると思います。

４．税制改革の政治経済学

消費税に関していいますと，消費税は非常に
有力な選択肢で，課税ベースが広いし，一定の
低税率で，一定の税収が確保できるので，有力
な財政再建の手段です。ただ，福祉目的化され
ていると，有権者の中には福祉目的化されてい
る福祉が既得権化されて，無駄な福祉に使われ
ていると思うと，消費税の増税に反対する人も
出てくる。だから，中身の問題との関係が問題
になってきます。

４―１．増税のメリット
それから，消費税に限らず，増税のメリット

は現在と将来のどちらがいいかということです。
要するに，増税することをしなければ借金する。
借金するのは増税を先送りする。増税を先送り
することは，増税はその時点では負担なので，
現在負担を国民に求めるのか，借金して，将来
に負担を国民に求めるのか。どっちがいいのか。
現在と将来のどっちの国民に負担を求めるのが
いいかというのは，現在と将来のどちらが経済
的に恵まれているかという問題です。だから，
高度成長期のように将来の方がどんどん経済が
良くなる。経済がどんどん成長して，後になれ
ばなるほど，賃金も上がるし，経済状況も好転
するということがわかっているときは，将来の
方が経済的に今よりも良くなるから財政赤字を
出してもいい。財政赤字の負担を将来に先送り
してもいいし，例えば高速道路を作るときに，
それを全部増税でやるよりは借金で将来に回し
た方がいい。

高度成長期に建設国債を出して，社会資本，
インフラを整備したというのは当然いい政策だ
った。問題は経済成長の低迷期です。今後経済
成長が見込めないとなったときに借金して，将
来に増税の負担を先送りするのがいいのかどう
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か。消費税を増税すると必ず負担です。消費税
を増税すると負担だから，先送りしようという
議論がある。けれども，先送りすると，将来消
費税を増税せざるを得ない。将来の人が負担に
なる。将来と現在のどっちの方が負担に対する
抵抗力があるか。担税力があるかという問題で
す。

４―２．世代間公平をどう考えるのか
今後は人口が減少します。しかも社会保障は

賦課方式ですから，今の若い人，これからの人
は，経済成長しても，社会保障の負担が増えざ
るを得ない。人口減少社会で社会保障の負担が
将来世代にのしかかり，しかも経済成長があま
り期待できない。今後経済成長率が昔の１０％近
くは期待できない。ひょっとしたら２０２０年代後
半になると，マクロの経済成長率が私の予想だ
とマイナスになる可能性が高いと思います。経
済再生ケースはプラス４％とされていますけれ
ども，実際に２０２０年度になるとむしろ逆にマイ
ナスになる可能性が高い。そうなってくると，
将来世代の人は大変なので，現在の人が多少増
税の負担があるとしても，それを甘受した方が
いいのではないか。

４―３．消費税と軽減税率
消費税のもう１つの問題は軽減税率です。，

軽減税率はご存じのように２年前に決着した。，
税収減を考えると，軽減税率はあまり良くない
政策です。だから，今後もう消費税を８％から
１０％に上げるときに軽減税率を見直すのであれ
ば，やめた方がいいと思います。

４―４．消費税と駆け込み需要
むしろ軽減税率よりも，問題は駆け込み需要

に対する対応が問題です。消費税は消費税が上
がる前に駆け込み需要が起きて，消費税が上が
った後に反動で消費需要が下がる。駆け込み需
要の反動は自動車とか，住宅とか，耐久消費財
で起きる。それ以外のものでも起きる。それは

民間の経済活動にとってあまり良くない。駆け
込み需要とその反動を抑えるのが望ましい。そ
のためには何が必要かというと，１つは一時期
に極端に税率を上げるというのが良くない。明
日から税率が例えば８％が急に１５％ぐらいに倍
になると，その前にたくさん買った方が得にな
るので，急に駆け込みが大きいし，その反動も
大きい。そうすると，駆け込み需要のため，た
くさんお金を用意しなければいけないし，人も
たくさん雇って経済活動しなければいけないし，
その後，急に経済活動が落ち込んで，民間経済
活動に良くない悪影響をもたらします。駆け込
み需要とその反動をなだらかにするには，税率
は少しずつ小刻みに上げる方がいい。理想的に
は２％上げるよりは１％ずつ上げた方がいい。
だから，２０１９年に２％上げるよりは，例えば来
年１％，１９年に１％で，２％上げた方が駆け込
み需要と反動という意味では望ましい。

もう１つは，日本の場合，税率を上げること
に関して便乗値上げはけしからんということで，
税率を上げると，その段階ですぐに価格に転嫁
しようという話になっている。これは逆に言う
と，その段階で消費者の負担する価格が急に税
額分だけ上がる。これは駆け込み需要とその反
動を引き起こす。ある時期までは消費税は例え
ば８％でいい。その次の日から１０％に，２％も
上がりますとなると，そこで急に負担感が増え
る。便乗値上げを認めた方がいいと思います。
税率は例えば１０月１日に上げるとしても，その
３カ月前から３カ月後ぐらい，ある一定の期間
の間に徐々に価格に転嫁することを認める。そ
のためには内税に変えた方がいいと思います。
外税方式だと，それはなかなかやりにくい。内
税方式にして，消費者が実際に負担する価格が
なだらかに上がるように，実際の税率の引き上
げと消費者が負担する額と連動させないような
工夫が必要です。

ヨーロッパは基本的にそういった形で対応し
ている。ある時点で税率が上がっても，急に小
売価格が上がらない仕組みになっています。そ
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ういう形で駆け込み需要と反動への対策をきち
んとやる方が軽減税率をやるよりもはるかに消
費税対応としては重要ではないかと思います。

４―５．配偶者控除の見直し
所得税に関しては，去年配偶者控除の見直し

が議論になった。その後，その話は消えて，結
局，ご存じのように，配偶者控除の年収制限を
若干引き上げただけなのです。政府税調案は配
偶者控除を廃止して，夫婦控除を新設するので
した。けれども，それが迷走したのは，配偶者
控除の見直しをするときに，ネットで増税にな
ると，これはけしからんという話になった。ど
うするかということで，結果として迷走した。
税収中立の制約が税制改革の最大の制約になっ
ている。この制約を外した方がいい。

日本の税は税収額がそれほど大きくはないの
で，ネットで増税するという形の所得税の見直
しを税制改革でするべきです。基本的には配偶
者控除を廃止してしまえばいい。それだけでい
いのではないかと思います。所得税の課税ベー
スをもう少し広げて，広く薄く所得税を負担し
てもらうという形にした方がいい。消費税の引
き上げが難しければ，所得税でやるしかない。
消費税も，所得税も広く薄く取って初めて意味
がある。もちろん累進制は必要ですけれども，
極端に累進制にするよりは課税最低限を下げて，
多くの人から取る。

４―６．法人税改革
法人税に関しては，税率は下がってきている。

政策減税を縮小して，法人税の世界で税収中立
を実現しながら引き下げるというのが限界に来
ていますので，法人税に関しては税収中立の制
約を外して，税収減を前提にすべきでしょう。
全体では税収増ですけれども，法人税の世界で
は税収減になることを認めた上で税制改革をす
る必要があると思います。これはなぜかという
と，国際的に法人税に関しては課税競争のプレ
ッシャーがありますので，長期的に税率を下げ

ることが必要です。

４―７．法人税率の引き下げ
国税の税率はもちろん下がってはきている。

資料４１の図は財務省の資料ですけれども，４０％
台から３０％台，２０％台へ国税の税率は下がって
きている。数年前までは日本はアメリカと並ん
で国際的に法人税が非常に高い国だった。ヨー
ロッパやアジアの他の国と比べて極端に法人税
率が高い国だった。けれども，最近少し下がっ
てきて，アメリカよりは法人税の税率が下げて
いる。

４―８．地方法人課税の改革
法人税の税率は国税としては下がっているの

ですけれども，地方の法人課税に関してはまだ
問題が残っています。地方法人課税をどうする
かの１つの問題は，地方の法人課税を廃止でき
れば，それが一番いいのではないかと思います。
地方に関しては消費税の方が法人課税よりは課
税ベースとしてはやりやすい。なぜかというと，
法人は地域間で動きますので，法人税を地方税
として課すと，地方間での企業の立地に関して
悪影響が出ます。課すとすれば，地方に関して
言うと，やはり便益に応じた課税という原則か
ら，固定資産税と住民税を中心とした個人ベー
スで課す。企業には課さないのが地方の課税の
基本だろうと思います。

４―９．地方法人特別税
地方法人特別税は今年から法人住民税の一部

が地方法人税に税源移譲されて，暫定的な措置
として行われていた地方法人特別税が廃止され
ます。廃止された地方法人特別税は法人事業税
に復元される。しかし，消費税の増税延期で，
地方法人特別税の廃止も延期になりました。法
人税の話は消費税の増税の話とリンクしている。
本来であれば法人税は国税中心で，地方は法人
税ではなくて，地方税でやった方がいいと思い
ます。
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４―１０．税制改革の在り方
税制改正の基本的な考え方です。法人税，或

いは資本所得課税の税率はできるだけ引き下げ
る方が経済活性化，いろいろな面で望ましいと
思います。日本の場合，増税は当然必要ですが，
社会保障改革と歳出もこれからもちろん増える
ことは仕方ないとしても，無駄な歳出も結構あ
りますので，そこを削減して，必要な増収幅を
圧縮するのも大事です。

特に今後２０２０年代に入って社会保障需要が増
えることが予想されます。ここをそのまま増や
していいのか。高齢化の自然増をそのまま増や
していいのか。ここは非常に大きな問題で，例
えば高齢者の医療費の自己負担を現役世代並み
に３割にすることに関してはかなり政治的に抵
抗があります。高齢者の中にも本当の弱者の方
もいる。けれども，多くの高齢者はかなり資産
を持っている。資産を持っている高齢者でも，
フローの所得がないので医療費等を自己負担で
きないという人に関しては，医療費の本来現役
世代並みに負担すべき医療費の分を政府が債権
として持っておいて，その方が亡くなったとき
に資産から相続税よりも先に取ってしまう。

要するに，相続税は相続された人が分配した
ときに税を課す。けれども，そうではなくて，
遺産を残した段階で，政府が遺産の中で社会保
障の負担分として本来負担していただく金額を
回収する。フローの所得がなかったために負担
を見合わせた分をちゃんと債権として管理して，
資産を残したときに優先的に相続人に渡すより
も先に取ってしまう。お金はないけれども，資
産を持っている人から見ると，自分が死んだ後
の話なので，問題はない。そうすると，高齢者
の医療費の本人負担を３割にしても，実質的に
は１割とか或いは負担しなくても，その差額分
を政府が先に債権として差し押さえることがで
きる。そういう形で相続税と別の形で高齢者の
方の遺産をきちんと政府が取れば，その分税収
が増えますから，実質的に社会保障の歳出削減
と同じ効果がある。必要な増収幅をどうするか

というのはそういった工夫も必要だと思います。
労働所得税も，住民税と合わせて最高税率が

５０％ですけれども，これ以上累進税率を上げる
のは問題がある。むしろ課税最低限を下げる。
消費税と同じように広く薄く課税して，所得税，
住民税で増収を図る。住民税も均等割は非常に
少ない。均等割も極端にもっと高くして，例え
ば一律１人当たり１０万円ぐらい均等割を取って
しまうというぐらいの発想も必要ではないかと
思います。

５．ふるさと納税

５―１．落とし穴
最後にふるさと納税の話に行こうと思うので

す。ふるさと納税は最近弊害がだいぶ問題にな
っています。ふるさと納税の問題は，寄付を受
ける自治体はふるさと納税なので，そっちに住
民税が行きますから，税収はプラスです。寄付
者はふるさと納税する分だけ実は本来払う自治
体の住民税が減りますから，税負担はほとんど
ないす。しかも礼品として特産物が入ってきま
すので，寄付者は結構プラスになっている。地
域特産物を作っている生産者は販売増です。寄
付を受ける自治体も，寄付者も，それから，生
産者もプラスなので，３者がプラスで，この３
つのプラスが宣伝されて，非常にいい税ではな
いかと言っている。

みんながプラスになる話というのはどこかに
落とし穴がある。税金を移しているだけなので，
損している人は誰かというと，寄付者の居住す
る自治体です。これは主に都市部の自治体です。
本来払うべき住民税が過疎地の自治体の方に行
っているから，マイナスになっている。国は，
住民税がマイナスになると，一部は交付税で補
填しますので，その分交付税の補助金が必要な
ので，若干お金がかかるという意味でマイナス
です。これも財政赤字の拡大要因になりますか
ら，将来世代にとっても負担が増えます。だか
ら，プラスの得している人は寄付者と寄付を受
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ける自治体とそこでの販売業者，生産者で，損
している人は寄付者が居住する自治体と国と将
来世代ということになります。

５―２．印象的な事例
佐賀県のある小さな町で，ふるさと納税で町

の財政が良くなったので，議員の手当を増やそ
うとした。歳入８０億円のうちふるさと納税が４
分の１だった。特産の佐賀牛を出すということ
で，お金が入ってきた。ふるさと納税の寄付者
から「議員の報酬のために寄付したわけではな
い」という苦情が殺到して，結局，撤回された。

５―３．住民税の減収額（２０１７年度）
住民税の減収額は，ふるさと納税がネットで

簡単にできるようになって，ネットですごいサ
イトがいっぱいできますので，都市部の高額納
税者がふるさと納税を使います。去年の住民税
の減収額が２，０００億円近い。東京，神奈川，大
阪，愛知では数百億円の減収額になってくる。

寄付は豪華な返礼品を贈っている自治体に特に
集中するので，過熱する返礼品競争の見直しが
課題になっている。

５―４．改革の方向
これをどうするかということなのです。総務

省は過大な礼品を禁止すると言っている。けれ
ども，それだけでは根本的な解決にならなくて，
ふるさと納税は抜本的に変える必要がある。１
つは，礼品は一切禁止です。出すとしても，名
目的に絵葉書程度です。要するに，赤い羽根の
羽根ぐらいで，寄付をしましたという名目的な
お礼ぐらいで，一切礼品を禁止する。

もう１つ重要なことは，ふるさと納税なので，
ふるさと，つまり，自分の居住地にしか納税で
きないようにする。今はふるさと納税といいな
がら，どこの自治体にも納税できる。自分のふ
るさとに関係ないところまで納税するので，納
税競争が起きて，弊害が起きる。本来は自分の
居住している自治体に納税して，礼品を禁止す
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る。そうすると，事実上住民税を自分の自治体
に寄付する。住民税と何が違うのかという話に
なります。違いは住民税の使い道を納税者が特
定できる。ふるさと納税は自分の居住している
自治体しか納税できない。しかし，自分の居住
している自治体は「ふるさと納税」の使い道を
複数提示する。

例えばある自治体が子育て支援のためにこう
いったプロジェクトをする。或いは公園を整備
するために使う。或いは下水道整備をするため
に使う。いろいろなプロジェクトがあり得る。
そういったプロジェクトを複数出して，或いは
その自治体が支援する非常に公的なメリットの
ある NPO 法人への補助金に使うとか，幾つか
のパッケージを示して，そのうちのどれかに自
分の住民税の何割かを特定できるような形に変
わる。これは事実上ふるさと納税から納税者投
票に変えるということなのです。

５―５．納税者投票
納税者投票は，所得税，住民税の使い道の一

部を納税者自身が指定するというこです。自分
の自治体に住民税は行くのだけれども，納税者
投票しなければ，その自治体の首長さんなり，
議会が予算を作って，そこで配分を決める。け
れども，それは納税者の意向とは乖離している
可能性もある。そのときに納税者の意向をある
程度反映させるために住民税の一部を自分が必
要だと思っているものに使うように納税者が使
途を特定できるようにする。これが納税者投票
の意味です。これを住民税でやっておいて，そ
れが定着すれば，所得税で国の予算に関しても
やる。これは究極の特定財源は目的税です。所
得税，住民税の納税者は勤労世代なので，勤労
世代の意向が政策に反映される。

これをいろいろな歳出を担当している政策当

局から見ると，自分の担当している政策が非常
にいいのだということを納税者にアピールする
必要がある。社会保障関連がいいのか，公共事
業関連がいいのか，文教関係がいいのか。いろ
いろな歳出ごとにプロジェクトを出して，それ
らに対して納税者はどっちがいいかを，使途を
特定する形で税金の一部をそこに入れます。ど
ういったものを納税者が望んでいるかがはっき
りします。政策当局の説明責任が要ります。こ
れに NPO を加味すると，NPO 寄付への財政
支援としては非常に有効なものが出てきます。

こういう形に変えるのが現行のふるさと納税
よりはいいのではないかと思います。ふるさと
納税という仕組みがあるわけですから，居住す
る自治体しかふるさと納税できない形にして，
礼品を禁止すれば，納税者投票にすぐに変える
ことができる。そっちの方がはるかに良い。今
の日本では，住民税をたくさん払っている人が
私的に礼品をもらって，得をするというわけの
わからない不公平の制度です。それよりははる
かに公平感があって，しかも政策当局と納税者
のギャップも小さくなる。

大体時間が来ましたので，以上で終わりにし
ます。基本的に今日のお話に興味のある方は，
私が去年書いた本，特に最初の『消費増税は，
なぜ経済学的に正しいのか～「世代間格差拡
大」の財政的研究～』というダイヤモンドの本
があります。今日の話に関連した内容がかなり
ありますので，もし興味のある方は読んでいた
だければと思います。

２番目のものはテクニカルなので，アベノミ
クスに興味のある方は２番目も読んでいただけ
ればと思います。

以上で，今日の話は終わりにしたいと思いま
す。どうもご清聴ありがとうございました。
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討論会 ９月１２日�・午後

慶應義塾大学法務研究科教授 佐藤 英明
総務省自税務局長 内藤 尚志

株式会社日立製作所取締役 租研副会長 中村 豊明
財務省主税局長 星野 次彦

岩﨑 政明

●参加者（五十音順）

税制改革を巡る現状と課題

討論中に言及されている資料は，巻末「資料編１頁～７１頁」に掲載されています。

司会 横浜国立大学大学院国際社会科学
研究院（法科大学院）教授
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はじめに

（岩﨑） ご紹介いただきました，横浜国立大
学の岩﨑政明でございます。法科大学院で租税
法を担当しています。本日の司会を担当させて
いただきます。どうぞよろしくお願いいたしま
す。

さて，世界の税制改革の動向は，米国トラン
プ大統領の改革方針がなかなか決まらず，また
EU においてもイギリスの離脱交渉がうまくま
とまらないということから，不明瞭さを増して
きています。さらに，経済の方も新興国の景気
悪化やテロなどの影響を受けまして，将来的な
不安が増してきているという状況にあります。

これに対しまして，日本国内の経済の方は，
昨今の企業の業績改善や雇用・所得環境に改善
が見られまして，安定的な成長が報道されてい
ます。とはいえ，将来的には少子化による生産
年齢人口の減少や高齢化，そして社会資本の老
朽化に対処するため，財政支出が増大するとい
うことが予想されていますので，平成２９年度税
制改正におきましても，国税及び地方税両面に
わたりまして税体系全般にわたるオーバーホー
ルが着実に進められつつあるところであります。

本日は，このような税財政の構造変革期にお
ける現在の取り組み状況につきまして，財務省
星野主税局長，そして総務省内藤自治税務局長
をお迎えしてご説明いただき，これに対して租
税法の専門的立場からは佐藤教授に，また企業
活動の現実的観点からは中村租研副会長に，そ
れぞれご意見を開陳していただきながら討論を
進めさせていただこうと思っています。

進行に当たりましては，前半と後半２つに分
けまして，まず前半においては国の税財政につ
きまして星野主税局長からご説明いただいた上，
これに基づいて佐藤教授と中村副会長からご意
見を頂き，その後，星野局長からそれに対する
お答えを頂くということにいたします。その後，
後半におきまして，内藤自治税務局長から地方

税財政につきましてご説明いただきまして，そ
れに対しまして同様に佐藤教授と中村副会長か
らご意見を頂き，その後にご回答いただくとい
う手順で進めさせていただこうと思います。

それでは，早速まず国の税財政に関する中長
期的課題，そして現下の税制改革の動向につき
まして，星野主税局長からご説明をお願いいた
します。

Ⅰ．税・財政の現状と課題

（星野） 岩﨑先生，ありがとうございます。
ご紹介いただきました主税局長の星野でござい
ます。租研の関係の皆様におかれましては，日
頃より税制，また税務行政全般にわたりまして，
様々な形でご指導ご支援いただいているところ
でございます。冒頭，まず，前もって御礼を厚
く申し上げます。ありがとうございます。

本日のテーマに基づきまして，まず私の方か
ら「税・財政の現状と課題」という資料に沿い
まして，概括的な説明をさせていただきたいと
思います。

１．最近の経済情勢

冒頭の資料②～⑧が現在の経済状況について
の資料でございます。岩﨑先生からもお話がご
ざいましたとおり，経済は大変好調な状況にご
ざいます。資料②は，現在の安倍政権が発足前
と現在と比べてかなり経済指標が良くなってい
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るということを概括的に付けたものでございま
す。

次に資料③を見ていただきますと，景気循環
で見てみましても，事後的な検証を待つ必要も
ございますが，現在のこの景気拡張期間は史上
第２位ということで，いざなぎ景気と並んで５７
カ月続いているということでございます。
資料④でございますが，先般発表になりまし

た GDP の成長率を見てみましても，６四半期
連続でプラスが続いていまして，改定で若干下
がりましたものの，年率２．５％が直近の数字で
ございます。例えば消費についてもかなり好調
に伸びていますし，最近は公需も出てきている
ということで，こうした好調な景気の局面がう
まく回っていくことを引き続き期待していると
いうことでございます。

世界経済を見ましても今のところはかなり状
況が良いわけでございますが，何といっても雇
用・賃金の状況が好調でございます。資料⑤を
見ていただきますと，有効求人倍率は１．５２倍と
なり，史上初めて全都道府県で１倍を超えてい
ますし，賃上げにつきましても４年連続でベー
スアップが図られました。また，総雇用者所得
の伸びを見ましても直近２．１％ということで，
雇用者数の増加や賃金の伸びを受けて，全体の
所得が伸びているということがうかがわれるわ
けでございます。

また，こうしたことを背景に，企業収益は大
変好調でございます。資料⑥を見ていただきま
しても，企業の収益は大変に伸びているという
ことでございます。ただ，欲を言いますと，設
備投資についてかなり順調には伸びてきていま
すが，伸びが若干鈍化していることや，労働分
配率についてもかなり低い水準になってきてい
るといったようなことが指摘されています。

また，ここ最近ずっと議論になっていますが，
企業の内部留保，これ自体が非常にたまってい
まして，これについて例えばもう少し国内の投
資や賃金引上げに回らないのかといったような
指摘もありますし，現金・預金がかなり増えて

きているということについても議論がございま
す。

この点については，企業の方も，例えば海外
の M&A 資金ですとか投資有価証券という形
で内部留保を確保されているというご意見もあ
りました。こういうことも含めて，税制につい
てどう考えていくかというようなことも議論に
なっていくかと考えています。

今の経済状況自体は非常に良い状況ですが，
もちろん課題がございます。まず，資料⑧をご
覧いただきますと，GDP ギャップの推移とい
うことでございます。これまでずっと供給過剰
の課題，需要不足ということが言われてきたわ
けですが，人手不足ということを背景に供給過
剰の課題が解消に向かっています。GDP ギャ
ップがむしろプラスということで，ギャップが
解消されてきているということが見て取れるか
と思います。政策面で考えますと，マクロ的な
需要の追加ということではなくて，供給力を高
めていく，生産性を上げていくための構造改革
がむしろ政策的にはこれからますます必要にな
ってくる局面だということが言えようかと思い
ます。

人手不足の話について，資料⑨を見ていただ
きますと，いわゆる生産年齢人口につきまして
は，左側のグラフの真ん中の点線ですが，１９９０
年代の半ばから減少傾向に入っています。しか
し，最近の労働力人口を見ますと，横ばいない
しは若干の増加ということになっています。
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この内訳を見てみますと，資料⑩の右側のグ
ラフです。例えば就業者数は，ここ４年ぐらい
で１８５万人増えているわけでございますが，お
年寄りと女性の雇用者・就業者数が増えている
ということで，生産年齢人口の減少をここでカ
バーしているということであります。雇用形態
で見ていただきますと，非正規の形でかなり増
えてきているということでございます。今後さ
らに生産年齢人口の減少が見込まれる中で，こ
ういう形で労働力のカバーをしているわけであ
りますが，それもやはり限界があるわけでござ
いまして，人手不足に対してどのように構造改
革をし，対応していくのかということが課題に
なっていくというのが１つでございます。

次に，資料⑪，資料⑫を見ていただきますと，
わが国の労働生産性でございます。最近，日本
企業の収益力，労働生産性がかなり高くなって
きているのは事実でございます。ただし，諸外
国と比べてまだまだ低い部分がありまして，そ
の差がなかなか諸外国と縮まらないということ
でございます。

あと，総労働時間と労働生産性の関係を見ま
すと，逆相関といいますか，負の相関関係があ
ると言われています。こういったことを背景に，
或いは働き方改革によって生産性を上げていく
必要があるということが１つの大きな政策的な
課題ということが言えようかと思います。

それを踏まえまして，資料⑬から働き方改革
の話でございます。本年６月に閣議決定された，
いわゆる骨太の方針でこの点についても触れら
れていまして，下線のところを見ていただきま
すと，「雇用・所得環境が改善する一方，日本
経済は，潜在成長力の伸び悩み，将来不安から
の消費の伸び悩み，中間層の活力低下といった
課題を抱えている」と記載されています。これ
に対して今取り組んでいます働き方改革は，潜
在成長力の底上げにもつながる第三の矢・構造
改革の柱となる改革でありまして，生産性向上
の成果を働く人に分配することで，賃金の上昇，
需要の拡大を通じた成長を図る成長と分配の好

循環の構築にもつながるということで，働き方
改革による構造改革を進めていくという問題意
識が骨太の方針にもはっきり書かれているわけ
でございます。

本年３月には働き方改革実行計画の中で，こ
の働き方改革のメニューはいろいろありますが，
各般のメニューを取りそろえて今後実行してい
くということが決められたわけでございます。

今後の構造改革としては，大きく２つの柱が
考えられるわけでございます。資料⑮を見てい
ただきますと，今申し上げました人材への投資
を通じた生産性向上ということが骨太の方針に
書かれています。例えば働き方改革，人材投資・
教育と財源確保の問題や消費の活性化といった
ようなことがまず１つの大きな柱として考えら
れるわけでございます。

それからもう１つの柱が，未来投資戦略でご
ざいます。これも骨太の方針と一緒に本年の６
月に閣議決定されたわけでありますが，いわゆ
る Society５．０の実現ということでありまし
て，５つの戦略分野に当たって，例えば，IoT
やビッグデータ，AI などを使ってイノベーシ
ョンを取り入れていき，それによって課題を解
決していく社会を目指そうということでござい
ます。こういう Society５．０の目指すべき戦略分
野と併せて横割りの課題ということで，例えば
データの利活用の基盤・制度の構築，規制の「サ
ンドボックス」の創設，規制改革・行政手続の
簡素化等々の課題が載っていまして，これらの
人の話と未来型のこういった投資を進めていく
ということが，２つの大きな政策課題としてあ
るということでございます。

２．財政健全化をめぐる状況

こういうことを踏まえた上で，日本の直面し
ている構造の問題の１つ，最大の問題の１つは，
やはり財政問題だということが言えようかと思
います。資料⑰以降，数ページにわたりまして，
財政の現状の資料を載せています。財政が悪化
している状況，それから，その要因である社会
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保障給付費の増加に伴う公費負担の増加を解決
するために，これまで社会保障と税の一体改革
を進めてきましたし，消費税率の二段階の引上
げ，また子ども・子育てに対して消費税収を充
てていくような枠組みを決めたということにつ
いて，資料に載せているわけでございます。
資料㉒をご覧ください。今後の財政について，

若干数字を見ていただこうかと思います。これ
まで何度か目に触れたことはあろうかと思いま
すが，これは内閣府が出していますいわゆる中
長期試算でありまして，本年７月に出されたも
のでございます。これには，経済運営がかなり
うまくいった経済再生ケースと，足元，潜在成
長率並みで将来にわたって推移した場合のベー
スラインケース，２つのケースについて経済シ
ナリオを置いています。経済再生ケースという
のは，大体３％の後半，平均すると名目３．８％
ぐらいの成長が続いていくという前提でござい
ますが，そういう状況が続いたときに，２０２０年
の PB 黒字化という目標も含めて，財政がどの
ようになるかということを試算したものでござ
います。
資料㉒にございます右下の折れ線グラフのう

ち，上の線で示されているのが経済再生ケース
でございますが，これは経済が非常にうまくい
った前提で，２０２０年の PB 黒字化にはまだ８．２
兆円のギャップがあるということがこの表から
見て取れるかと思います。これは，先ほど申し
上げましたとおり非常に好調な成長を続けると
いうこと，消費税率が２０１９年１０月に１０％に引き
上げられるということ，加えて軽減税率がその
ときに実施されるわけでありますが，その財源
としては総合合算制度の分の４，０００億円分は既
に織り込まれているということが前提になって
います。このようにかなり好調な税収が入って
くるということを前提としましても，なかなか
厳しい状況であるということがこれから見て取
れるわけでございます。

また，２０１８年度は経済・財政再生計画の集中
改革期間の３年目ということでございまして，

集中改革期間の最終年ということであります。
今年の予算編成では，例えば医療や介護の報酬
改定がございまして，歳出面にとっても例年に
も増して非常に大事な年であります。２０１９年１０
月の消費税率引上げを着実に行っていくために
も経済環境を整えていく必要があります。そう
いった議論をこれからやっていく上で，今申し
上げた歳出をいかにうまく効率化できるかとい
う話，それから経済成長に伴って税収もある程
度増えていきますので，そういうこともある程
度見極めた上で中間整理を行い消費税率引上げ
を着実に行っていく中で，２０２０年の展望をして
いかないといけないと考えています。

最大の財政の問題についてはやはり消費税で
ございますので，そういった議論がこれから行
われていくということでございます。これに関
連して税収等について見ていただこうと思いま
す。
資料㉓をご覧ください。これまでの税収の推

移のグラフでございます。棒グラフで示されて
いるのが全体の税収，その下の折れ線グラフが
所得税，法人税，消費税の３税目についての税
収の推移を示しているものでございます。リー
マンショック後，かなり順調に税収は伸びてき
ました。特に景気回復局面で法人税等の税収が
伸びてきたのと，消費税率の５％から８％への
引上げによって税収が伸びているということで
ございます。比較的順調に税収が伸びてきてい
ます。若干特殊要因もありまして，２８年度につ
いては２７年度よりも税収が落ちていますが，今
後の税収についても，今の経済状況が続けば，
税収についてはそれに比例して増えていくとい
うことを予想しています。

先ほど見ていただきました経済再生ケースと
ベースラインケース，それぞれの今後予想され
る税収が，右側に２本の棒グラフで示されてい
ます。仮に経済運営がうまくいった場合には，
この右側の薄い色の棒グラフから左側の濃い色
の棒グラフの方にできるだけ税収が近づいてい
くということになるわけでございますが，そう
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いった経済環境をこれからも続けていけるよう
に何とかしていくことが課題だということであ
ります。

これに関連しまして，成長率と税収との関係
について，いわゆる税収弾性値が非常に高いの
ではないか，したがって経済成長すればそれを
かなり上回る税収が入るのではないか，といっ
たような主張がなされることが一時期ございま
した。資料㉔から資料㉖にかけて，その点につ
いての資料を付けさせていただいています。

結論として申し上げますと，消費税や法人税
というのは，結果として経済成長にほぼパラレ
ルな形でしかその税収が入ってきません。法人
税については，一時期景気回復をするその局面
の数年間だけは赤字法人から黒字法人に変わっ
たり，繰越欠損金がなくなるような過程ではそ
れまで法人税を納めていなかった企業が納める
ようになったりということで，不連続に税収が
増えるという局面はないわけではありません。
しかし，ある程度成長が続くような局面が続け
ば，今申し上げたように，経済成長と税収とい
うのはほぼパラレルに税収弾性値は１に近い形
で伸びていきます。

唯一所得税だけは累進税率になっていますの
で，１を超えた率になるわけでありますが，こ
れも昔に比べれば累進構造がかなりなだらかに
なってきていること，それから昔よりは消費税
のウエートが大きくなってきているということ
で，税収全体で見てみますと弾性値はほぼ１に
近い形になってきていると考えるのが妥当でご
ざいます。これからの財政の推移を考えるに当
たっても，そういった税収弾性値がものすごく
伸びるというような，ある意味制度にそぐわな
いような仮定を置いて考えるというのは慎まな
いといけないのではないかと考えています。

次に資料㉗，資料㉘をご覧ください。個人消
費との関係を見てみますと，消費税率引上げに
伴って消費が非常に低迷したということが指摘
されました。これは，昨年 GDP 統計の基準の
改定が行われたわけでありますが，改定前の数

字で議論するのと改定後の数字で議論するので
はかなり見え方が違うということでございます。
資料中の折れ線グラフのうち，１７年基準の方の
グラフが基準の改定前の消費支出の推移を示し
ておりますが，こちらを見ますと，名目と実質
のどちらも確かに消費税率引上げ後にものすご
く低迷し，横ばいないしはマイナスになってい
ます。一方，基準の改定後である２３年基準の方
のグラフを見ますと，必ずしも消費税率引上げ
をまたいで消費がものすごく悪くなったという
ことではありません。もちろんそんなに伸びて
いないところもありますが，それでも消費税率
引上げを挟んで比較的消費は回復してきている
ということが言えるわけでございます。そうい
う意味では，そのファクトに基づいて政策判断
をしていく必要があるかと思います。

消費の関係でもう１つご指摘しておきます。
資料㉘をご覧ください。最近将来に備える意識
と申しますか，将来不安のために消費を抑える
傾向が，特に若年層を中心に見られるというこ
とでございます。例えば右側のグラフを見てい
ただきますと，２９歳以下のところで年を追うご
とに消費性向が低下しているというような傾向
が見て取れます。これも，今後，社会保障制度
や消費税率引上げを巡ってやはり考慮に入れて
いかないといけない点と考えています。

最後に，財政関係で若干トピックス的なこと
を申し上げます。資料㉙をご覧ください。最近，
政府が出している国債を日銀がどんどん買い入
れているということがあります。それで，日銀
と政府のバランスシートを統合してみると，同
じ公的部門なので，日銀が買い入れた国債につ
いては相殺できてしまいます。そうすると，日
本の財政というのは大丈夫になっているのだと
いうような指摘をされる方がいらっしゃいます。
その点については，日銀のバランスシートの見
方についてやや誤解，ミスリードなところがあ
ると考えています。日銀の B/S について，例
えば日銀券ですとか当座預金は全て日銀の負債
になります。例えば，金本位制みたいなことを
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考えますと，日銀は銀行券を出して日銀の持っ
ている資産といつでもある意味交換できるから
こそ，日銀券というのはその信用力を持って通
用しているわけであります。ある意味，日銀に
とってみれば，日銀が持っている資産との引換
券みたいな意味なので，それは日銀にとって負
債なわけであります。日銀券にしましても，当
座預金にしましても，いずれも負債であります。

従いまして，日銀が政府の国債を買い入れて
代わりに日銀券や当座預金を出しているという
状況を考えますと，国債の部分については確か
に相殺できるわけでありますが，その分日銀の
負債が膨らんでいるわけでございまして，トー
タルとして国と日銀を両方統合して見るという
のは，それはそれで日銀が財政問題に巻き込ま
れているということを見る意味では統合して見
られるのかもしれませんが，トータルとして見
ました国と日銀の最終的な負債超過額は変わり
ません。何ら変わらないので，それでもって公
的部門の財政問題が楽になっているとか，クリ
アされているということには，決してならない
ということであります。最近，そういったやや
ミスリードな議論がありますので，補足してご
説明したところであります。

３．最近の税制改正

税制の話でございますが，最近の税制改正に
つきましては，資料㉛に安倍政権ができて以降
の主だった税制改正の事項を載せています。こ
れまではデフレ脱却・経済再生ということに重
きを置いてきましたが，３年目以降はどちらか
といいますと抜本改革と申しましょうか，構造
改革を税制上も進めています。その１つの例が，
いわゆる成長志向の法人税改革でございます。
課税ベースを拡大しながら法人実効税率の引下
げを行い，これによって企業になるべく稼ぐ力
を持ってもらおうという方向に政策のかじを切
っていこうということで行っています。

また，所得税改革についても，俎上に載せて
議論を行っているということであります。

法人税改革の考え方につきましては，資料32
に与党の税制改正大綱の考え方を載せていると
ころでございます。ここに書いてありますとお
り，法人課税をより広く負担を分かち合う構造
へ改革することによって，稼ぐ力のある企業等
の税負担を軽減することによりまして，企業に
対して収益力拡大に向けた前向きな投資，継続
的・積極的な賃上げが可能な体制への転換を促
すという狙いを込めて，法人税改革を行ってき
ています。この結果として，日本の法人実効税
率はヨーロッパの先進国，ドイツとほぼ同じぐ
らいの水準まで下がってきているということで
ございます。

もう１つが，所得税改革を行ってきていると
いうことでございます。これは，先ほど申し上
げました人手不足がだんだん深刻化してきてい
る中で，働き方の自由度を高め，また所得再分
配機能の回復にも着目して行っている改革でご
ざいまして，配偶者控除等の見直しを２９年度の
改正で行ったということでございます。

４．税制の構造改革

所得税改革の考え方につきましては，資料39，
資料40をご覧ください。本年の骨太の方針の中
でも，「個人所得課税については所得再分配機
能の回復や多様な働き方に対応した仕組み等を
目指す観点から，引き続き丁寧に検討を進め
る」と書いてございます。大きく所得税改革の
考え方は３つほどに分けられるかと思います。
昨年の与党の税制改正大綱を資料40に載せてお
りますので，後ほどご覧いただければと思いま
す。

１つは，この四半世紀に起こってきている経
済社会の構造変化の中で，例えば若者を中心と
して，若干所得水準の低下が見られます。そう
いうことを背景として，晩婚化ですとか，少子
化が進んでいます。従いまして，若い人に光を
当てるという意味も含めて，所得再分配機能を
もう少し高めていくのがいいのではないかとい
う論点が１つです。
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それから，働き方がものすごく変わっていく
中で，今の所得税の構造がどちらかというと所
得の種類に応じて所得計算上の控除がまちまち
になっています。これをもう少し横断的な制度
に切り替えていくことによって，働き方が変わ
っていくことに所得税として対応していけるよ
うにしようという話が第２の論点です。

最後に，第３の論点が，これからは公的年金
がそれほど伸びない中で，老後に向けた資産形
成を各個人が行っていくに際して，それに対応
する税制について，今はかなり金融商品間です
とか，私的年金の種類に応じて税制がまちまち
になっているわけでありますが，そういったも
のをなるべく横断的な制度に変えていこう，そ
れでもって老後に向けた資産形成を安定的に後
押ししていこうという３つの論点が大きな論点
でございます。

２９年度の配偶者控除等の見直しについても，
今申し上げました３つの論点の１，２にある程度
対応して決めたわけでありますが，最近の国の
働き方改革の議論の中で，本年の秋以降特に議
論を深めないといけないと考えていることにつ
いては，資料41以下の話でございます。働き方
の多様化について，対応していく必要があろう
かと考えています。

最近皆様方がよく耳にされるのが，シェアリ
ングエコノミーとか，クラウドソーシングとい
ったことでして，大きく働き方の環境が変わっ
てきています。これまで個人ベースで自分の持
っているものとかスキルとか，車だとか場所だ
とかそういったものについて，それらのニーズ
がどこにあるかということは個人ベースではわ
からなかったわけですが，こういったプラット
フォームが作られることによって，どこにニー
ズがあるか，コンピューターを通じて把握でき，
ネットを通じて提供でき，なおかつ簡単に決済
もできるという技術革新が格段に進んだという
ことでございます。

そういう中で，個々人がある程度こういうこ
とを利用して，例えばサラリーマンでも週末を

利用してそういった起業を行うとか，事業を行
ってみるとか，女性で言いますと子育ての傍ら
スキルを持っているなら，これを多少そういっ
たマーケットに出してみようかといったような
人が出てくるということでもあります。

また，会社側からしてみましても，クラウド
ソーシングで不特定多数の人にある程度会社の
中の業務を外注できる，かなり簡単にできると
いうようなことになりますと，正社員の雇用を
ある程度抑えた上でこういったクラウドソーシ
ングによって仕事をしてもらう人を見つけると
いった環境にこれから変わっていくということ
であります。こういうことも踏まえて転職しよ
うというような人も増えるでしょうし，また，１
カ所にずっと勤めるのではなくて，会社を変わ
っていくときにその変わるちょうど端境期のと
きに例えばこういう働き方でつないでいくとい
うようなことも起こるでしょう。

恐らく働き方が非常に変わっていくわけです
が，こういった変化を念頭に置いたときに，今
の所得税というのはやはり若干古く，対応しき
れていない部分がございます。

例えば，資料45以下を見ていただきますと，
１つは諸外国と比べて所得税，個人所得課税の
負担率がまず低いという問題が日本の場合はご
ざいます。これを見ていただきますと７．８％と
いうことで，欧米１０％台に比べて低いでわけで
あります。この理由は，１つは税率が低い部分
がかなり多いというのがありますが，あとは課
税ベースが控除によって大きく浸食されていま
す。特に給与所得控除が諸外国に比べて非常に
大きいということが言えようかと思います。
資料47を見ていただきますと，所得計算の方

法として今の所得税というのは収入の種類が
区々に分かれていまして，例えば給与収入です
と給与所得控除という大きな控除があり，公的
年金であれば公的年金等控除という控除があり
ます。こういった働き方の種類が違うときに，
適用になる控除がかなり区々に分かれています。
これらをもう少し束ねて考えることができない
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か，むしろ人的な控除の方にシフトさせること
ができないかというのが１つの問題意識であり
ます。
資料48をご覧ください。給与所得控除を見て

いただきますと，各国に比べてかなり日本は大
きいものになっています。これは，実際のサラ
リーマンが支出している年間の支出額に比べて，
かなり大きなものになっています。

それから，公的年金等控除につきましては，６５
歳以上の方は１２０万円の控除の上乗せが認めら
れているわけでありますが，これから定年にな
って以降も，先ほど言った環境変化の中で年金
をもらいながらさらに自分でお仕事をされる方
も増えていくと思います。そういった年金以外
の所得がある場合に，公的年金等控除をどうし
ていくか，これだけ大きな控除を認めていいか
どうかというようなことが議論になります。ま
た，退職所得の在り方を見てみますと，今の退
職所得というのは実は１カ所で長いこと勤める
ようなタイプの働き方をある程度念頭に置いた
ような制度になっていまして，これについても
どうしていくかというようなことが制度上は問
題になろうかと思います。

今申し上げた多様な働き方を踏まえた所得計
算の仕組みですとか，働き方の変化を踏まえた
退職所得ですとか，公的年金等控除の在り方と
か，さらに問題になるのは，こういった働き方
が変わっていく中で所得把握をどのようにやっ
ていくのかということであります。これまでの
ように会社を通じてということではなくて，個
人個人のレベルで仕事の請負を行うというよう
なときに，そういった情報をどのように把握し
ていくのかということが課題になるわけでござ
います。そういったことについても，個人所得
課税を考えるもう一方の制度上の対応として，
納税環境なり，所得把握の仕方ということを考
えていく必要もあろうかと考えています。

５．納税環境整備に関する動き

資料53をご覧ください。納税環境整備に関し

ましては，こういった個人の所得の話と併せま
して，例えば法人に関する納税環境みたいなこ
とも併せて考えていく必要があろうかと思って
います。本年の骨太の方針で，グローバル化や
ICT 化が急速に進展する中で，納税者利便を
向上させるとともに，適正・公平な課税を実現
し，税に対する信頼を確保するために，制度，
執行体制の両面からの取り組みを強化するとい
うことがうたわれています。キーワードとして
は，納税者の利便性の向上，それと適正・公平
な課税と両方を追求していくということかなと
思っています。

近年，納税環境の整備につきましては，ICT
化の活用を通じて，手続の合理化・簡素化を考
えていく必要があるということで，例えば規制
改革推進会議の中で行政手続のコストを２０％以
上削減していこうというようなことが今年議論
されました。そういう中で，税制の手続につい
ても，例えば法人税などに関しては大法人につ
いて電子申告を義務化していったらどうかとい
った議論などが出てまいりました。
資料56を見ていただきますと，問題意識と検

討の視点ということで書かれていますが，高度
情報化社会に対応した納税環境の整備というこ
とで，納税に関して ICT の更なる活用を通じ
て，手続の合理化・簡素化を進めて，納税者に
とって利便性の高い納税環境を整備する必要が
あります。例えば電子申告の利便性向上と普及
促進であります。あと，日本の場合は韓国やド
イツと並んで年末調整が行われていますが，年
末調整事務の電子化をさらに進めていくという
ようなことが必要かと考えています。

さらにその下，働き方や収入の稼ぎ方の多様
化への対応ということで，これも税制全般に対
する国民の信頼を確保する観点から，所得税の
あり方を，先ほど申し上げたような検討を進め
るとともに，適正運用を確保するための手続の
あり方について検討することが重要ということ
でございます。

今申し上げたいろいろな環境変化については，
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各国ともいろいろと頭を悩ませて検討している
ところでありまして，政府税調などでもそうい
った実態の報告を行いつつ，今後各国の制度も
参考にしながら，日本でどういった納税環境，
納税の手続制度の整備を図っていくかというこ
とについて，この秋，さらに議論を深めたいと
考えています。各国の制度のあらましについて
は概要を資料55に参考で載せさせていただいて
いるところでございます。

６．国際課税

国際課税につきましては，BEPS プロジェク
トが進んでいます。これは一昨年の１０月に
BEPS の最終報告書が出されまして，各国がそ
れに基づいて国内の法制化を進めているところ
でございます。２９年度改正では外国子会社合算
税制について制度の整備を行ったわけでありま
す。今年につきましては，６月にいわゆる多数
国間条約である BEPS 防止措置実施条約に我
が国も署名しております。資料59を見ていただ
きますと，その概要が載っています。BEPS の
最終報告書ではいろいろな勧告を行っているわ
けですが，このうち租税条約に関する勧告を実
施するためには，租税条約を個別に改正する必
要があります。しかしながら，租税条約は全世
界で３，０００本以上あると言われていまして，個々
の租税条約を改正するのは非常に大変です。

一方，この多数国間条約によれば，加盟した
国は，自国の租税条約のうち，どの租税条約に
ついてこの多数国間条約を適用するかとか，そ
れからどの措置を適用するかということを各国
が任意に選択でき，各租税条約の両締約国の選
択が合致した場合にこの多数国間条約の規定が
適用されることとなります。そのため，各租税
条約を個別に改正しなくても二国間で行う租税
条約の改正と同じ効果をもたらすことができる
画期的な条約であると言えます。

BEPS プロジェクトには１５個の行動計画があ
りますが，その中の行動２，６，７，１４の最終
報告書に含まれる租税条約に関する勧告がこの

多数国間条約の対象になっています。今後の検
討課題としましては，行動７「人為的な PE の
認定回避」が特に重要であると考えています。
従来 PE 認定されなかった場所ですとか代理人
PE について今回この条約の関連で勧告がなさ
れていまして，例えば，従来は保管や引渡しの
ためのみに使用される場所というのは PE 認定
されなかったわけですが，実際にその活動が準
備的・補助的な性質のものでなければ PE 認定
できるといったような PE の概念を見直すとい
うことや，代理人 PE の範囲を拡大するという
ことが盛り込まれています。このような点を中
心に，今後は国内の法整備を進めていきたいと
考えているというのが，国際課税関係の１つで
ございます。

７．米国の法人税改革

最後に，法人税の関係でこれから影響があり
そうな話としまして，アメリカの税制改正の話
があります。資料63以降に若干資料を掲載させ
ていただきました。これはもともと税制改革の
中身，例えば国境調整措置なども含めて日本の
企業が増税になるのではないかということで大
変心配されていましたが，結果的には国境調整
措置は取らないということが本年７月に政府の
方から発表されました。最新の状況としては，
資料63に記載しております。トランプ大統領が
８月３０日に演説を行いまして，今アメリカの法
人税率は３５％でありますが，これを理想として
は１５％まで引き下げたいということを言った上
で，基本的には議会の方できちんと検討してほ
しい，取り組んでほしいということで，議会の
方に球が投げられたということになっています。

ただし，今申し上げた国境調整措置でもって
ある程度財源が出てくるのではないかと言われ
ていた話，それからいわゆるオバマケアの見直
しによって出てくると言われていた財源の話，
そういったものが難しい状況になってきていま
すので，議会の方の検討次第ではありますが，
どれぐらい実際に財源を得て法人税，また所得
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税等の税率引下げが提案されてくるかというこ
とについては，まだまだ予断を許さない状況で
あり，関心を持って見守っているというところ
でございます。これが仮に何らかを引き下げる
みたいな話になったときに，各国にどのように
影響するかということは，今後のある意味予断
を許さない点かなと考えています。

私からは以上でございます。ありがとうござ
います。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） 星野主税局長，ありがとうございま
した。それでは，続きまして，佐藤教授から，
租税法の観点からご意見を頂きたいと思います。
よろしくお願いします。
―――――――――――――――――――――

Ⅱ．税・財政の現状と課題への意
見

（佐藤） 慶應義塾の佐藤英明です。どうもあ
りがとうございます。星野局長，大変多くのデー
タや情報を簡潔にまとめてくださいまして，あ
りがとうございます。大変勉強になりました。
国税に関しては，総論的に３点申し上げたいこ
とがございます。

〔個人にかかわる税制の全体像について〕
まず，これから個人に関わる税制がどういう

全体像になるのだろうかということを考えます
と，今後税収における消費税のウエートが増え
ていくということは不可避です。他方，比例税
率で，かつ，担税者の人的事情を考慮すること
ができないという消費税の性格を考えますと，
国民の皆様の負担としては，まず消費税で薄め
に広く負担していただき，その上でいわばその
上に乗る感じで，所得税で担税力の比較的大き
な納税者に比重を置いて追加的な負担を頂き，
そういう構造を相続税と贈与税が補完するとい
うような将来像になるのではなかろうかという

ように，私は考えています。

〔所得税の累進度について〕
第２点ですが，そういう所得税の位置付けを

考えましたときに，所得税の累進度を維持して
いくということは税制の公正さを保つ上で極め
て重要な論点になろうと思います。税調に出し
ておられました資料を拝見しますと，現在の所
得税では約４，９００万人の納税者のうち，５８％が
最高税率５％，それから１６％が最高税率１０％の
適用ということであり，２０％以上の最高税率が
適用されているのは所得税の納税義務者のうち
で約１６％にすぎないという状況であります。所
得税の累進度という観点から見たときに，当局
がこの点をどのように評価しておられるのか，
大変興味のあるところであります。

〔人的控除のあり方について〕
総論の第３点として，先ほどのお話でもお触

れになりましたが，２９年改正で配偶者特別控除
が拡充されるとともに，配偶者控除が消失控除
化された点が重要だと思います。人的控除は税
額控除とせずに所得控除で維持するべきであり，
また一定の人的控除は消失控除化して所得税の
累進度に資する構造にすべきであるということ
はかねてから考えていましたので，その意味で
は適切な改正であると評価しています。また，
今回の改正で消失が開始する合計所得金額９００
万円というのは，概ね最高税率２０％，先ほどの
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上位１６％ぐらいであろうと推定していますので，
現在の税率表の累進度が前提となるのであれば，
その水準もおおむね適正であると言えようと思
います。

今回の改正は，２つの方向から見ることがで
きますが，消失控除という点で所得税の累進度
の維持という観点から拝見すると，次は基礎控
除などの人的控除に消失控除の仕組みを取り入
れていくということが考えられようかと思いま
す。他方，今回の改正を在宅配偶者，多くは女
性であったわけですが，在宅配偶者が家庭外で
収入を得る仕事をする，そういうことに資する
ものだという観点から見れば，在宅配偶者の就
労を後押しするという観点から，消失型の勤労
配偶者控除を働く本人，すなわち女性自身に適
用するというような見通しも立つのではなかろ
うかと考えています。

〔退職所得・年金への課税について〕
各論を簡単に２つ申し上げます。２点ありま

す。１つは，途中でお触れになりました退職所
得，年金への課税ですが，これは年金受給者の
うちで他の所得があるというような経済的余裕
のある納税者を念頭に置いて，年金課税の拡充
が重要であります。ただ，ここで気を付けてお
かないといけないのは，企業年金の多くが公的
年金として課税されているという現状です。し
たがって，年金課税の拡充は実は退職所得課税
の適正化と直接にリンクします。ここが重要な
論点であろうと思います。終身雇用を前提とし
た「老後の糧」への課税として作られている現
行の退職所得税制は，明らかに社会から取り残
されているものであり，年金と退職所得につい
て，これを整合的な形で改正していくことが喫
緊の課題であるというように考えます。

〔給与所得課税について〕
各論の２つ目も既にお触れになったところで

すが，給与所得について，給与所得か，それと
も他の所得類型かということにより課税内容が

著しく異なるという点に，実は大きな問題を感
じます。給与所得という金の稼ぎ方がなくなる
ということはないと思います。しかしそれは，
コアな給与所得は残るが，周辺が溶けていくと
いうようなイメージで今後捉えていくことが適
切なのであろうと考えています。そうすると今
の「給与所得」というのは「給与所得控除」「源
泉徴収」「年末調整」などが一括りになったと
いう意味で非常に硬いパッケージですが，周辺
が溶けていくときに，それに対応する「緩い給
与所得課税」というようなものを用意して，そ
れを雑所得や事業所得の課税とつなげていくと
いうような連続的な課税の在り方というのが，
将来的な課題の１つであろうと考えています。

私からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。それでは
続きまして，中村副会長から，ビジネスの観点
から見た国税に関するご意見を頂きたいと思い
ます。
―――――――――――――――――――――

（中村） 租研の中村でございます。財務省の
星野局長より，非常に詳細に税・財政の現状と
課題について，わかりやすくご説明いただきま
してありがとうございました。私からは，今，
岩﨑先生から言われましたように，企業側の立
場からコメントと質問をさせていただきたいと
思います。

〔経済情勢，財政健全化をめぐる状況〕
まず，経済情勢，財政健全化をめぐる状況で

ございますが，日本経済は緩やかながらも成長
過程にあり，GDP の６００兆円経済に向けてデフ
レ脱却，経済再生への取り組みを加速させるチ
ャンスを迎えていると考えています。このチャ
ンスを確実に捉えて潜在成長率の底上げを図る
べく，未来投資戦略２０１７で掲げられた Society
５．０の実現に向けた施策を確実に実行して，設
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備投資や研究開発投資などをさらに活性化させ
ることが重要であろうと考えています。

一方で，社会経済基盤の状況でありますが，
企業業績の改善や雇用・所得環境の改善に伴っ
て税収の増加が見られるものの，少子化による
生産年齢人口の減少や高齢化，社会資本の老朽
化などによって，労働生産性の低迷，将来不安
からの消費低迷，中間層の活力低下といった課
題も顕在化しています。ご説明にありましたよ
うに，潜在成長力を向上させる働き方改革とい
った構造改革を徹底し，日本の立地環境の改善
と企業の国際競争力を強化し，その結果として
の生産性向上の成果を働く人々に分配すること
で，賃金の上昇，それから需要の拡大といった
成長と分配の好循環を強化することも重要であ
ると思います。

また，将来世代に大きな負担を残す公債残高
の累増を抑制し，社会保障制度と財政の持続可
能性を確保するという観点から，消費税は予定
どおり１０％へ引き上げることが必要と考えてい
ます。これは日本国憲法が規定する基本的人権
を享受するには，同時に定められている国民の
３大義務の１つであります納税の実践も不可欠
と考えるからであります。また，幼児教育や子
育て支援などの喫緊の課題に対する安定的な財
源は，社会全体で支える観点から，情報や IT
活用などによる社会保障など，財政の効率化も
重要と考えています。

経済界といたしましても，民主導のイノベー
ションを通じて，経済の好循環に引き続き貢献
していきたいと考えています。GDP６００兆円経
済に成長させるための税財政改革の議論には，
企業の投資促進や生産性向上，働き方改革によ
る人材育成や労働生産性向上が不可欠でありま
すので，政府がこれを税制改革で支援すること
は非常に重要だと考えています。

〔税制改正・税制の構造改革について〕
そこで，税制改正，税制の構造改革について

お伺いしたいと思います。企業は，厳しい国際
競争の中でイノベーションを通じて収益を増加
させることにより，事業を成長させ，これに必
要な雇用の維持・創出，労働生産性の向上に伴
う賃金の増加を行い，それに伴う消費拡大によ
って経済の好循環を実現するという役割が求め
られていると思います。法人税制は，こうした
企業活動を促進し，労働生産性を高めるような
めりはりが必要であると考えます。

具体的には，新規事業，イノベーション創出，
事業再編の円滑化を後押しし，労働移動を促し，
労働生産性を向上させる制度が必要であります。
そのため，研究開発税制については総額型の堅
持，サービス開発やオープンイノベーション型
の使い勝手改善を含め，引き続き制度全体を維
持拡充することが不可欠と考えています。また，
低い労働生産性を改善するために必須でありま
す IT 投資，設備投資，人材投資，そして事業
再編，これらを後押しし加速させる税制やデー
タの高度活用とセキュリティ確保を促す税制措
置が必要と考えています。こうした施策につい
て，足元，また今後の中長期的な方針をお伺い
したいと思います。

また，２点目でありますが，国際的イコール
フッティングの観点から，諸外国の動向を見つ
つ，法人実効税率引下げは必要と思います。現
在の法人実効税率引下げに当たりましては，法
人課税の中での税収中立の下実施され，法人の
実質負担は変わっていないように思われますの
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で，単なる法人課税の中で議論するのではなく，
複数年度税制中立の議論や国全体及び地方税も
含めた中であるべき税体系を検討する必要が出
てきていると思います。

これらの点につきまして，今後の方針をお伺
いしたいと思います。

〔行政手続の簡素化・効率化〕
最後に，行政手続の簡素化・効率化について

であります。現在検討されている電子申告につ
きましては，行政コスト削減により財政健全化
に資するものであり，ぜひ進めていただきたい
と考えていますが，電子申告の義務化につきま
しては行政側のメリットのみならず，納税者の
利便性向上に資するものとして，企業の生産性
向上及び納税コスト削減につながるようにお願
いしたいと思います。また，企業のコンプライ
アンスコストは増加傾向にあり，今後の税制改
革は一増一減といったスクラップ・アンド・ビ
ルドの視点や企業の生産性向上の視点を踏まえ
実施していただきたいと思います。さらには，
省庁の壁を超えて改革をやり遂げる必要がある
と考えられますので，これらの点についてご意
見をお伺いしたいと思います。

以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。多様なご
意見と問題提起がございました。

星野主税局長におかれましては，お答えでき
る範囲で結構ですので，お考えを伺わせていた
だければと思います。
―――――――――――――――――――――

（星野） 佐藤先生，ご専門の立場から所得税
の関係につきまして，深い洞察に裏打ちされた
ご指摘ありがとうございます。また，中村様に
おかれましては，企業の立場から法人課税も含
めましてご指摘いただきまして，ありがとうご
ざいます。順次お答えさせていただきます。

〔個人にかかわる税制の全体像について〕
まず，個人にかかわる税制の全体像でござい

ます。少子高齢化の進展ですとか，人口の減少
を踏まえますと，税制全体の在り方として勤労
世代に負担が偏らずに資本蓄積を極力阻害しな
いものとすることが必要だと考えています。ま
た，経済活動や資本移動のグローバル化を踏ま
えた場合に，国境を越える移動の足の速い所得
に対する課税には一定の限界・困難があると考
えています。こういった中で，社会保障等の公
的サービスの財源を安定的に確保していくため
には，ライフサイクルを通じた生涯所得に着目
して，その処分である消費及び遺産に負担を求
めることを基軸として，消費税及びその補完税
としての遺産課税により重点を置いていくとい
うことであります。さらに，累進構造を持つ所
得税によって所得再分配機能を発揮させるとい
った税体系を構築していくことが重要であると，
当方としても考えていまして，佐藤先生のご意
見ご指摘はごもっともだと考えているところで
ございます。

〔所得税の累進度について〕
所得税の累進度でございますが，これも昭和

６２年，６３年の抜本税制改革において負担軽減を
実施しました。さらに，平成６年の税制改革に
おいて，今度は中高所得のサラリーマンを中心
に，所得水準の上昇に伴う負担累増感を緩和す
るということで，税率構造の大幅な緩和を行い
まして，その結果としてご指摘のありましたと
おり，所得税の累進構造を人数分布から見ます
と５％ブラケットに６割程度，１０％ブラケット
まで入れますと８割程度という状況になってい
まして，諸外国と比較しても累進構造はなだら
かな姿となっており，そういったことについて
の現状問題意識は持っているところでございま
す。

所得再分配機能の回復につきましても，近年，
例えば所得税の最高税率の引上げですとか，給
与所得控除の見直しですとか，金融所得課税の
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見直しといったような取り組みを行ってきてい
るところでございまして，所得再分配機能の在
り方については，引き続きよく考えていく必要
があると思っています。

一方，高齢化の進展ですとか社会保障関連施
策の充実に伴いまして，中低所得者を含めて，
社会保険料負担が順次引き上げられてきたとこ
ろでございます。平成１６年から段階的に引き上
げられてきた厚生年金の保険料率は，本年９月
に引き上げが終了することになりますが，こう
いったことも含めて，あるべき税負担構造につ
いても引き続き検討してまいりたいと考えてい
ます。

〔人的控除のあり方について〕
次に，人的控除のあり方でございます。これ

は，ご指摘がありましたとおり，２９年度改正で
配偶者控除等の見直しを行いまして，配偶者の
収入制限を１０３万円から１５０万円に引き上げると
ともに，配偶者控除が適用される納税者本人に
所得制限を設けたという意味では，所得再分配
機能の回復にも資するものですし，ある意味こ
の人的控除の制度の中では画期的な改正を行っ
たというふうに考えています。

人的控除の控除方式について，今後さらに議
論していく必要があると考えていますが，税率
構造と合わせてどのように所得再分配機能を発
揮させるべきかという点と，担税力の調整とい
う機能をどのような方式，例えば所得控除方式
を維持しつつ消失控除にするのか，或いはゼロ
税率とか税額控除方式で行うのかといったよう
なことも含めまして，検討していく必要がある
と考えています。

なお，ご指摘ご提案のありました勤労配偶者
控除につきましては，これは確か政府税調でも
一度先生からご説明を頂戴しているところでご
ざいます。このご提案については，所得の大き
さを測る単位を，例えば夫婦と見るか個人と見
るかというその単位をどのように考えるかとい
う話と，あとは家事労働から得られる帰属所得

をどう考えるかといった所得税のある意味根本
的・根源的な論点を含むものでございまして，
更なる議論をしていく必要があると考えていま
す。ただ，ご提案については，非常に示唆に富
むものだと考えています。

〔退職所得・年金への課税について〕
次に，退職所得・年金への課税についてです

が，これもご指摘のとおりだと考えています。
年金制度を含めて老後の生活など各種のリスク
に備えるための諸制度の在り方については，世
代間と世代内の公平性の確保ですとか，働き方
の違いなどによって有利・不利が生じない公平
な制度の構築などの観点も含めて，拠出・運
用・給付を通じて課税の在り方を総合的に検討
する必要があると考えています。退職一時金も
年金も，共に老後の所得保障という機能を有す
る仕組みであることを踏まえて，バランスの取
れた課税の仕組みとしていくことが必要である
ことは，まさにご指摘のとおりであります。一
体で制度設計を考えていく必要があろうかと考
えています。

今後所得税改革の中で年金課税の在り方，ま
た退職所得課税の在り方，どちらも検討してい
くことになろうと思いますので，またその際に
は佐藤先生にもいろいろご知見をお伺いできれ
ばと思っています。

〔給与所得控除について〕
最後に，給与所得控除でございます。今日説

明させていただいたとおり，シェアリングエコ
ノミーとかクラウドソーシングなど，最近の進
展に伴ってサラリーマンが副業・兼業を行う，
またサラリーマンの雇用契約ではなくて請負契
約に基づく働き方が増えていくといったような
働き方の多様化がこれからますます進んでいく
と思います。これまでの所得税というのは，サ
ラリーマンとして働いて給与のみから収入を得
る方を主たる念頭に置いて制度設計をしてきた
と考えていますが，結果として働き方の違いに
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よって制度上，税制上の取り扱いが大きく異な
る仕組みとなっていることは確かでございまし
て，こういった構造変化に対応して多様な働き
方をある意味応援する観点からどのように所得
税を再構築していくか，非常に大きなテーマで
あると考えていまして，今後さらに検討を深め
てまいりたいと考えています。

〔今後の経済財政運営について〕
中村様からのご指摘でございます。まず，今

後の経済財政運営につきましては，冒頭に述べ
させていただきましたが，本年６月に閣議決定
いたしましたいわゆる骨太の方針２０１７におきま
しても，働き方改革を含めた人材への投資によ
る生産性向上を取り組みの中心に据えていくと
いうことで，従来に引き続き６００兆円経済の実
現と２０２０年度の財政健全化目標の達成の双方の
実現を目指していくということが盛り込まれて
います。こういった点を踏まえまして，引き続
き経済再生なくして財政健全化なしという基本
方針の下で，メリハリの付いた税制改正として
いきたいと考えているところでございます。

〔法人税について〕
法人税に関しましては，冒頭に少し申し上げ

ましたが，企業の内部留保が増加しているとい
うようなことはございますが，これについても
よく議論していきたいと考えています。２９年度
の法人税改正におきましても設備投資減税や所
得拡大促進税制などにつきまして，メリハリの
付けた見直しを行っていまして，これまでの法
人税改革の流れに沿って，それと軌を一にする
ものとして企業の攻めの投資ですとか，賃上げ
の促進など，経済の好循環を促す環境を整備し
てきたところでございます。財政状況が厳しい
中にあって，IT 投資等に関する税制改正につ
いては，恐らく３０年度の改正におきましても関
係省庁，例えば経産省からもいろいろと要望が
提出されていますし，今後議論していきたいと
思います。これまでの取り組みを踏まえた上で，

政策効果を見極めつつ，見直す必要があれば十
分そこは検討してまいりたいと考えているとこ
ろでございます。

また，法人の実効税率の関係について申し上
げますと，法人税改革によって実効税率２０％台
が実現されて，相対的に稼ぐ力の強い企業が現
時点で収益力が上がっていき，企業の収益も伸
びているところでございます。そういった企業
に対する税負担は明らかに減少してきています
し，そういった負担の軽減を受けて設備投資で
すとか，賃上げを連続して行っていけるような
企業体質，企業行動になっていただくことを期
待しているところでございます。

そういった法人税率を今後どうしていくかと
いうことは，もちろん各国の動向をよく見てい
く必要があると思いますが，例えば法人税率が
低いアジア諸国などと比べて，もちろんそれら
の国との競争環境もあるので，更なる引下げと
いったような議論もございますが，例えば社会
保障制度１つ取って見ても，そういったアジア
諸国の国々とは，制度の整備状況も違っていま
すし，また企業に求められる責任や制度などの
成り立ちにも違いがございますので，そういっ
た違いも勘案しながら実効税率の高低の議論を
行っていく必要があるのではないかと考えてい
ます。

〔電子申告・ICT化について〕
次に，電子申告・ICT 化の話でございます

が，経済社会の ICT 化が進んで企業の経営管
理等におけるシステムの活用が一般的になる中
で，官民を含めた多様な当事者が ICT で作成
したデータを，データのまま円滑にやりとりす
ることができる環境を整備していくことが企業
の生産性向上，また官民合わせたコスト，社会
全体のコストの削減の観点から重要だと考えて
います。こうした考え方の下で税務分野におき
ましては，電子申告の更なる普及に向けた方策
を検討していきたいと考えています。

その際には，単純に大企業への電子申告義務
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化を行うのではなくて，ご指摘にありましたと
おり，企業における財務会計処理の実情も踏ま
えて，例えば提出を求める情報の範囲やその
データの形式などについて，制度・運用両面か
ら検討を加えて，全体として納税者の利便性向
上に資する見直しとなるように，十分取り組ん
でまいりたいと考えているところでございます。

最後に，税を巡るさまざまなコストについて
のご指摘がございました。これまでも税制改正
に当たっては，企業を含めた納税者の手続上の
コストにも常に留意しながら見直しを行ってき
ているところでございます。今後とも制度の見
直しや税務手続の電子化を通じて，企業の生産
性向上，官民を通じたコストの削減にできるだ
け資するように取り組んでまいりたいと考えて
います。

私からは以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） 大変丁寧にお答えいただきまして，
ありがとうございました。それでは，国税に関
する議論はいったんここで切り上げさせていた
だきまして，続きまして，「地方財政・地方税
制の現状と課題」につきまして，内藤自治税務
局長からまずご説明をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．地方財政・地方税制の現状と
課題

（内藤） 総務省の自治税務局の内藤でござい
ます。租研の皆様方には，地方行財政及び地方
税務行政に多大なご協力ご支援を賜っています
ことに，厚く御礼を申し上げる次第でございま
す。それでは，お手元にございます資料「地方
財政・地方税制の現状と課題」と書いてござい
ます資料でご説明いたします。

総論：地方財政・地方税制の現状と課題

国と地方のウエートでございますが，最終支

出ベースで見た場合には，真ん中の合計の欄，
国が４２，地方が５８ということになっていまして，
地方がかなり大きなウエートを占めている状況
でございます。
資料❸でございますが，その歳出の仕方でご

ざいます。一番右の年金・防衛等は国が直接歳
出をしておりますが，例えば社会資本整備，社
会保障，教育といったものは，国が基準を決め
て一定の負担をした上で，それに地方負担分を
足しまして執行されています。それから，戸籍・
保健所，警察・消防等につきましては，国が法
令等で実施を義務付けて基準等を設定していま
すが，地方が全額負担をして支出しています。
そして一番左が文化・スポーツ等で，これは地
方団体のある意味裁量で行っている行政です。
これらをトータルして地方財源というのが必要
になってくるわけであります。これを地方税，
或いは地方交付税といったもので支えていると
ころであります。
資料❹です。２９年度の地方財政の収支は，歳

出を地方団体マクロで見積もりまして，その時
点で見積もれる歳入を見積もりますと，歳出が
歳入を上回る財源不足が７兆円出てまいりまし
た。これを臨時財政対策債という赤字地方債の
元利償還を，再度地方債を発行するといったこ
とと，地方交付税の加算などでやりくりをして
何とか縮めましたが，それでも最後に１．３兆円
の財源不足が残りました。これを国と地方で折
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半して，半分を交付税で，半分を赤字地方債で
ある臨時財政対策債で埋めて何とか収支を償っ
たというところでございます。
資料❺が，その財源不足の推移でございます。

次のページに出てまいりますが，リーマンショ
ック後税収が落ち込みましたときには財源不足
が非常に膨らみましたが，その後，地方税収の
回復に伴って財源不足は減ってきていますもの
の，先ほど申し上げましたとおり７兆円の財源
不足がまだ現にある状態でございます。

それから，ストックベースの借入金残高で見
てみますと，大体２００兆円ぐらいで横ばいに推
移しています。住民に密着した行政サービスを
提供しています地方団体がこれだけ巨額の借入
金残高を抱えている国は，国際的に見ても非常
に少なく，そういう意味では，財政状況は非常
に厳しいという認識を持っています。

その中で，地方団体も行革に取り組んでまい
りました。地方公務員の数を１つの例で見てみ
ますと，資料❻の右側でございますが，この２０
年ちょっとの間で地方公務員の総職員は３２８万
人から２７３万人にかなり縮小しているところで
ございます。

それを，資料❼でございますが，歳出全体で
見た場合でございます。平成１２年度，１３年度ご
ろが実は歳出のピークでございまして，大体８９
兆円前後のマクロでの歳出ということになって
おりました。その後，行革等をかなり進めた結
果，現在は，一番右側の８６．６兆円となっていま
す。その中身を見てみますと，１つは，投資的
経費を非常に圧縮しています。一番のピークは
３０兆円前後ございましたのが，今１１兆円という
ような形になっています。一方で，公共施設の
老朽化の問題などがかなり指摘されてきている
ような実態にございます。もう１つは，先ほど
の地方公務員数の減少に応じまして，給与関係
経費が減少してきているというものでございま
す。

こうやって減らしてきているものの，一方で
社会保障関係費等の一般行政経費は年々増えて

まいりますので，これで結局のところは現在微
増というような状態になっているところでござ
います。

続きまして，税の方に入らせていただきます。
資料❽でございます。国税，地方税の税収内訳
の図でございます。２段目が地方税でございま
す。個人住民税，地方法人二税，地方消費税，
固定資産税が非常に大きな税目となっていまし
て，その他で右にございますような税がござい
ます。併せまして，３９．１兆円ほどでございます
が，一方で国税の中の６１．４兆円の中の一番右側
の２番目に，地方法人特別税というのがござい
ます。これは，地方税の偏在是正を行いますた
めに，法人事業税の一部を国税化いたしまして，
地方法人特別譲与税として配分するという，い
わば実質的には地方税という部分でございます。
この２兆円を加えますと，大体４１兆円というこ
とになってまいります。

税収の推移でございます。リーマンショック
前，平成１９年度，２０年度あたりが１つのピーク
でございまして，３９兆円前後ということでござ
いましたが，その後いったん落ち込みまして，
またしばらく回復してまいりまして，足元で見
てみますと平成２９年度は，地方税収としては先
ほど申し上げましたように３９．１兆円でございま
すが，平成２０年度に導入された地方法人特別税
が，実際の税収が上がりますのは平成２１年度で
ございますが，これを加えますと４１．１兆円とい
うことで，リーマンショック前を上回る税収に
なっているということでございます。
資料10は，主要税目の税収の推移でございま

す。固定資産税や地方消費税のように安定的な
税収のものもあれば，個人住民税や地方法人二
税のように景気に敏感な税目もございます。

それから，資料11でございます。人口１人当
たりの税収額の指数，地方税の偏在を見るもの
でございます。地方税全体としては最大最小，
東京都と沖縄を比べますと大体２．５倍でござい
まして，個人住民税と固定資産税がほぼ同じぐ
らいの偏在ということになっています。一方で，
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地方法人二税は東京都と奈良ということで，６．２
倍ということでかなり偏在は大きいものでござ
います。

一方で，地方消費税は後ほど清算の仕組みと
いうことを申し上げますが，この清算後で見て
みますと１．６倍ということで，かなり偏在の少
ない税ということになってまいります。
資料12でございますが，消費税或いは地方消

費税の引上げ後の姿ということで書かせていた
だいていまして，これは主税局長さんからお話
がございましたので，ご覧いただきたいと思い
ます。
資料13でございますが，いずれにしても地方

団体も地方消費税が社会保障の財源として非常
に重要な役割を果たしていますし，資料12にご
ざいますように，地方交付税分を合せますと
１０％時には３．７２％の地方分のウエートを持って
いますので，非常に貴重な財源という認識を持
っていまして，資料13にございますように，地
方六団体から１０％の引上げを確実に行うために
もうんぬんというような意見が出ているところ
でございます。

各論：個別税目の現状と課題

１．地方法人課税

続きまして，資料14でございます。個別税目
につきましての課題なり現状について，ご説明
を申します。
資料15～16をお開きいただきまして，地方法

人二税でございます。法人事業税，法人住民税
ということでございますが，そこに税収の推移
とともに，どのような改正が行われてきたかと
いうことを記したものでございます。最近で申
しますと，外形標準課税の拡大など，課税ベー
スの拡大等に合せまして，法人税率及び法人事
業税所得割の税率の引下げが行われたこと，そ
れから地方法人税の創設です。この２つが大き
な改正でございます。
資料17は，その法人実効税率の引下げという

ことで，先ほども主税局の資料にあったもので
ございます。

このときに，この法人事業税の所得割の税率
の引下げと同時に外形標準課税を拡大していま
して，今現在，足元では全体の８分の５まで外
形標準課税が導入されているところでございま
す。

今後の課題ということでは，資料19にござい
ますが，地方法人課税については大法人向けの
法人事業税の外形標準課税の拡大も踏まえ，分
割基準や資本割の課税標準のあり方等について
検討するとされています。併せて，適用対象法
人のあり方についても引き続き慎重に検討を行
うとされています。中小法人課税につきまして
は，実態を丁寧に検証しつつ，一律に同一の制
度を適用することの妥当性について検討を行う
こととされているところでございます。

続きまして，資料20でございます。地方法人
課税のもう１つの改革の内容でございます。地
方法人課税の偏在是正でございます。平成２０年
度税制改正におきまして，このころ非常に地方
税収が回復したものですから，地域間で財政力
格差が大きく拡大いたしました。それを踏まえ
まして，税制の抜本的な改革において，偏在性
の小さい地方税体系の構築が行なわれるまでの
間の暫定的な偏在是正措置として，地方法人特
別税・譲与税を創設しています。これが先ほど
申し上げていましたものでございますが，法人
事業税の一部を国税に持ってきて，それを譲与
税として配分するという仕組みでございます。

これを消費税率の５％から１０％への引上げに
伴いまして，抜本的な税制改革が行われるとい
うことで，地方税財源も充実はいたしますが，
一方でさらに財政力格差が拡大するという懸念
もございますので，この暫定措置である地方法
人特別税・譲与税制度を段階的に縮小・廃止い
たしまして，地方法人課税について本格的な偏
在是正措置を講ずることとしています。

消費税率１０％への引上げ時の点線のところが
最終形でございますが，法人住民税の法人税割
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の一部を国税化して，これを交付税原資にする
ということで，地方の財源という位置付けは変
わりませんが，いわゆる税収が非常に豊かな不
交付団体の財源にはしないという改正を行い，
偏在是正をより強化する形で改正する予定にな
っています。

一方で，暫定措置であった地方法人特別税・
譲与税を廃止し，法人事業税へ復元するという
セットの改正でございます。

これを分解して申しますと，資料㉑が地方法
人特別税，地方法人特別譲与税の推移でござい
まして，２０年度改正で入れて，２６年度改正で一
部縮小し，２８年度改正で復元するということで
ございます。もちろん改正時期は消費税率の引
上げと同時でございますので，これは延期され
ている状況でございます。

それと併せまして法人住民税の法人税割につ
きまして，２６年度の改正で国税化し，２８年度改
正でさらに国税化します。これも消費税の引上
げの延期に伴いまして伸びていますが，最終形
はこういうことでございます。

従って，法人住民税の法人税割は，改正前の
一番左側のときには，都道府県分は５％，市町
村分は１２．３％ということで，合せて１７．３％の税
率がございましたが，この２段階の税率引下げ
後の姿で見てみますと，真ん中より少し下でご
ざいますが，都道府県分が１．０％，市町村分が
６．０％，合せて７．０％になっていまして，全体で
見てみますと１７．３％から７．０％ということで，
かなり縮小しているというのが今の内容でござ
います。
資料24がそれを，複雑な内容でございますの

で，１枚にするのにはちょっと無理があるので
すが，あえて１枚にしてみたらということで作
ったものでございまして，参考にしていただけ
ればと思います。

２．固定資産税

続きまして，固定資産税でございます。ご案
内のとおり，市町村の基幹税目でございまして，

土地，家屋及び償却資産の価格に応じて課税さ
せていただいているわけでありまして，税収
ベースで，一番下でございますが，８兆６，６００
億円余りございます。

ご案内のとおり，土地と家屋は３年に一度評
価替えを行っていまして，特に平成６年度以降，
宅地については地価公示価格等の７割を目途と
して評価を行っているところでございます。こ
の評価替えに伴う価格の変動に伴って，税負担
の激変を緩和するための負担調整措置というの
も３年に１回講じてきていまして，平成３０年度
税制改正でこの負担調整措置のあり方なども検
討する必要が出てまいります。
資料28が，今の負担調整措置の内容でござい

ます。左側が商業地等の宅地の負担調整措置で
ございまして，評価額を１００といたしますと，
負担水準と呼んでいますが，どの程度評価額に
対して負担していただいているかということで
見てみたときに，７０％を超える場合には７０％ま
で下げる，そして６０％より下の場合には６０％に
向けて段階的に引き上げる，そして６０～７０％の
ゾーンで均衡化していくというような仕組みに
なっているところでございます。

３年前の税制改正のときに，負担調整措置が
議論になりました。資料29でございますが，こ
の時点におきまして商業地等の負担水準はどう
なっているかというのをマクロで見てみますと，
この据置ゾーン６０～７０％の間に９９．５％が入って
いるという状態でございましたのと，それから
据置特例のゾーンがありますものですから，例
えばそこの右側に具体例として挙げていますが，
同じ市の中で例えば同じ面積で評価額が左側は
６，９３５万円なのだけれども，負担水準が７０％な
ので税額は６８万円です。一方で，右側が評価額
は７，６００万円と左よりも高いのですが，負担水
準が６０％なので税額が６４万円となっていて，逆
転している現象が生じています。こういうよう
な課題があるということで，地方団体からは据
置措置を廃止して負担水準を７０％に統一すべき
だというような要望が行なわれたところでござ
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います。
一方で，不動産業界を中心といたしまして，

その当時の状況では据置特例の廃止は取るべき
でないという強い反対の声もございまして，前
回の評価替えのときには現行制度を継続するこ
とといたしまして，次期評価替えまでの間にお
いて検討を進めるとされているところでござい
ます。
資料30が，そのときの党税調の大綱でござい

ます。その下線部分に書いていますのが，その
当時の認識ということになってくるかと思いま
す。
資料31が，平成３０年度，これからの評価替え

に向けまして既に幾つかの団体からご意見を頂
いているところでございまして，地方団体側か
らは先ほど申し上げました特に負担の公平とい
う観点からのご意見が出てきています。一方で，
国交省等からは延長のご要請が出てきていると
ころでございます。大きくこれから議論されて
いくことになるかと思います。

償却資産につきましては，固定資産税収が約
１．６兆円ございまして，市町村にとって重要な
基幹税ということになってまいりますが，ここ
数年償却資産課税を巡りさまざまな議論がされ
てまいりました。平成２８年度の税制改正では，
中小企業者等が新規取得する一定の機械装置に
限定して特例措置を創設し，償却資産の固定資
産税の制度は堅持するという明記はされていま
すが，こういう特例が講じられました。２９年度
はさらに拡充のご要請があり，一定程度の追加
がなされたところでございます。

そういうことで，償却資産課税についてさま
ざまなご意見を頂いていますので，市長会・町
村会からも非常に強いご意見を今頂いていると
ころでございます。

３．森林吸収源対策に係る地方財源の確
保

続きまして，資料33以降，森林吸収源対策と
いうことでございます。資料34でございますが，

平成１７年２月に京都議定書が発効し，平成２４年
１０月には国税といたしまして地球温暖化対策の
ための税が創設されました。石油石炭税の上乗
せということでございますが，この財源で CO
２の排出抑制対策を行うということとされてい
ます。

一方で，森林吸収源の方の財源は確保されて
いないということから，与党でもさまざまな議
論がされてまいりました。平成２９年度，昨年度
の大綱におきまして，右下にございますが，森
林環境税（仮称）の創設に向けて具体的な仕組
み等について総合的に検討し，平成３０年度税制
改正において結論を得るというふうに書かれた
ところでございます。

この内容が資料35に書いてございます。下の
４行でございますが，市町村が主体となって実
施する森林整備等に必要な財源に充てるという
のが１つです。それから，個人住民税均等割の
枠組みの活用を含め，都市・地方を通じて国民
に等しく負担を求めることを基本とするという
ふうに書かれています。従って，ある意味個人
住民税の均等割と同様の仕組みというようなイ
メージで書かれているところでございます。

今，資料37でございます。私どもの方で検討
会を設置いたしまして検討していまして，１０月
上旬頃に中間整理，そして１１月中旬頃には取り
まとめということで，その仕組み等について検
討会で意見を頂くこととしているところでござ
います。
資料38は，地方団体からのさまざまなご意見

を頂いていますが，基本的には導入に向けての
ご意見を頂いているところでございます。

４．地方消費税の清算制度

続きまして，資料39でございます。地方消費
税でございます。ここでご説明申し上げたいの
は，地方消費税の清算制度でございます。ご案
内のとおり，地方消費税は国の消費税と一緒に
税務署で徴収していただいていますが，多段階
で納税をしていただいています。一方で，地方
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消費税自体は最終的に消費者が負担するという
考え方でございますので，税収の納めていただ
くところと消費地がずれるということになって
まいります。

特に本店所在地の税務署に一括して申告納付
するということでございますので，左側にござ
いますように，東京都に極めて集中して納付さ
れます。これを，真ん中よりちょっと右側にご
ざいますが，清算基準というのを作りまして，
小売年間販売額ですとかサービス業対個人事業
収入額ですとか人口或いは従業者数といった基
準でこれを再度計算いたしまして再配分する仕
組みを採っています。その結果といたしまして，
右側にありますような地方消費税清算後の姿と
いうことになってまいります。

地方消費税ができてからもう２０年余りたつわ
けでございますが，その間先ほどの清算基準と
いうのを抜本的に見直してまいりませんでした。
その間の社会経済構造の変化というものがござ
いますので，与党の大綱でも，より適切に帰属
させるため，統計データの利用方法等の見直し
を進めるとともに必要に応じ人口の比率を高め
るなど，抜本的な方策を検討し，結論を得ると
いうふうな宿題となっていまして，これも私ど
ものところに検討会を設けまして，現在検討し
ているところでございまして，１１月をめどに取
りまとめをする予定でございます。

全国知事会からも同様の提言を頂いています
ので，何とか来年度に向けて成案を得たいと考
えているところでございます。

５．ふるさと納税・企業版ふるさと納税

それから，ふるさと納税ということでかなり
話題になることが多いわけでございますが，詳
しい中身は別といたしまして，資料45の仕組み
にございますように，左が適用下限額２，０００円，
これが自己負担ということになるわけでござい
ます。それを超えた部分は，限度額はございま
すが，住民税なり，或いは所得税から控除され
る仕組みであります。右下にございますように，

ワンストップ特例というものを入れてより手続
を簡略化したこともございまして，かなりふる
さと納税は伸びています。
資料46が，ふるさと納税の受入額ということ

でございまして，平成２８年度には２，８４４億円ま
で増加し，ここ２，３年で非常に増えてきてい
るということが見て取れるかと思います。

一方で，よくご指摘を受けましたのは，返礼
品目当てで行われているのではないかとか，或
いはカタログショッピングみたいになっている
のではないかというようなご指摘を頂いて，ふ
るさと納税の仕組み，本来の趣旨を逸脱してい
るのではないかというようなご指摘も頂いたと
ころでございます。

こういうこともございまして，通知を発出さ
せていただきまして，ふるさと納税制度を健全
に発展させていくために，責任と良識のある対
応をお願いしますということで出させていただ
きました。特に返礼品のところにつきましては，
一番下にございますように，金銭類似性の高い
商品券等のものとか資産性の高いものとか価格
が高額なものとかは送付しないでいただきたい
ということ，或いは�２にございますが，返礼割
合は３割以下に抑えてくださいというような通
知を発出させていただきまして，大方の地方団
体は大体これを目安にしてその返礼品の見直し
を行ってきているところでございます。

それとともに企業版ふるさと納税というのが
ございまして，これは私どもというよりも内閣
府が所管している税制でございますが，企業の
方々に地方創生を応援していただく税制として
講じられているものでございますが，実はこれ
は非常に利用が低調でございます。従いまして，
こういう税制もあるということを，１枚付け加
えさせていただいたということでございます。

６．地方税の電子化

続きまして，地方税の電子化でございます。
これはかなりさまざまご指摘を頂いている分野
でございます。資料50左側にございます電子申
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告でございます。電子申告につきましては，全
ての地方団体に対して申告が可能ということに
なっていまして，例えば法人道府県民税で見ま
すと，電子申告利用率が６０．９％ということでか
なり伸びてきています。それらの税目が伸びて
きていますが，この更なる普及を目指す必要が
あるということで，使い勝手をさらによくする
ということを一生懸命やっていきたいと考えて
いるところでございます。

一方で，電子納税でございますが，個人の皆
様方は口座振替とかコンビニ収納とかクレジッ
トカード納付，特に前２者は相当普及してきて
いまして，そこにございますような件数までな
ってきているところでございます。一方で，法
人向けの電子納税に対応しているのは２２団体し
かありませんで，非常に電子納税利用率が低調
でございます。法人道府県民税で見てみますと
１％程度という状態でございまして，民間電子
決済サービスが１５年たつわけでございますが，
全く普及が進んでいないということで，これは
大きな問題だと私どもは認識しています。

この地方税のシステムでございますが，今資
料51にございますような eLTAX という仕組み
を設けていまして，申告ですとか或いは国税連
携の関係はこの eLTAX というシステムを通じ
ましてやっていますので，ある意味統一化が図
られているわけでございます。一方で，先ほど
の電子納税ということに関して言うと，個々の
地方団体が対応していまして，eLTAX では今
やっていないという状況にございます。
資料52は，さまざまなところからご指摘いた

だき，規制改革推進会議からも行政コストの話
も指摘を受けています。経団連や経済同友会か
らは，電子納税に関してご指摘を頂戴している
ところでございます。

こういうこともございまして，資料53でござ
いますが，従来は左側にございますように，そ
れぞれの市町村或いは都道府県が，それぞれの
システムで電子納税システムに対応するという
ことでやってまいりましたので，導入が非常に

進みませんでしたし，あるところ，例えば E
市が導入していても C 村と D 市が導入してい
ませんと，企業にとっては電子納税するメリッ
トがないということで全然進まないという悪循
環に陥っています。従って，私どもとしては，
右側にございますような eLTAX を使って一気
に共通の電子納税システムを入れたいというふ
うに思っています。これを入れますと，企業の
方は一括してここに収めていただいて，振り分
けはこの電子納税システムが行うということで，
かなり省力化されるのではないかと思っていま
す。これを，私どもとすれば平成３１年１０月の運
用開始を目標にして取り組んでまいりたいと考
えているところでございます。

さらに，個人住民税におけます給与所得に係
る特別徴収税額通知につきまして，これも企業
の皆様方にご協力を賜っているわけでございま
すが，この電子送付をやはり進めてまいりたい
ということで，さまざまな課題がございますが，
でき得ればこの電子送付に順次移してまいりた
いと考えているところでございます。その他に
も地方税の様式が各地方団体でばらばらではな
いかとかいろいろなご指摘を頂いています。私
どもとしては，納税者の皆様方の利便性向上の
ために，積極的に取り組んでまいりたいと考え
ているところでございます。

私からのご説明は以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） 詳細なご説明，ありがとうございま
した。それでは，ここで佐藤教授の方から，地
方税財政に関する問題点について，ご意見をお
願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅳ．地方財政・地方税制の現状と
課題への意見

（佐藤） ありがとうございます。内藤局長，
非常に多岐にわたる地方税の現状と課題をご解
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説くださいまして，ありがとうございました。
非常に勉強になりました。ばらばらな論点です
が，３点，コメントを申し上げたいと思います。

〔土地に対する固定資産税について〕
第１点が，土地に対する固定資産税です。土

地に対する固定資産税については，今日特には
お触れになりませんでしたが，宅地については
全国的に負担水準の均衡が達成されたというよ
うに考えています。そのことを前提としますと，
次の２点が差し当たりの問題であろうと思いま
す。第一に，小規模宅地については課税標準が
評価額の約１６．７％，６分の１のあたりに収れん
しつつあるというように私は考えています。従
って，今後は小規模宅地についてどのような負
担を求めていくのかという観点から，特例の見
直しがなされるべきではないかという点です。

第二に，宅地の負担水準の均衡が達成された
のに対しまして，商業地と農地についてはまだ
同じ水準の達成というわけではなかろうと思い
ます。商業地については資料29でお触れになり
ましたが，農地についてもまだかなりの幅があ
るというように考えています。宅地についての
あるべき負担論を議論する前提としても，商業
地，農地についての負担水準の均衡化は加速さ
せるべきであろうと考えますが，いかがでござ
いましょうか。

〔償却資産に対する固定資産税について〕
大きな第２点です。償却資産に対する固定資

産税について種々ご議論があることは存じてい
ますが，その税収の大きさも考慮すると，実体
面の見直しについてはやはり慎重であるべきだ
と思います。他方で，最後の方でお触れになり
ましたが，手続，特に申告時期，申告内容或い
はそれの電子化というようなことについては，
納税環境整備という観点から一定の見直しを行
って，より使い勝手のいい制度とする余地は大
きいように思っています。平成３１年１０月からの
電子納税には，恐らく償却資産の分は乗らない

と思いますので，そういう点の見通しなども興
味の持たれるところであります。

〔森林吸収源対策〕
第３の森林吸収源対策につきましては，森林

整備が喫緊の政策課題であること，それから広
く抽象的に全国民に受益が及ぶ施策であること
を考えますと，その費用を広く分任することは
適切であります。そこから，仕組みとして個人
住民税均等割の考え方を活用するということに
ついても，基本的には適切であると考えていま
す。ただ，今後財源調達が必要な事項が出てく
るたびにこういう形の新税が出てくるのではな
いかという懸念が，一方で持たれるところであ
り，その意味では，ある種の歯止めが必要であ
ろうと考えます。

本税につきましては，既に多くの地方公共団
体で森林税財源として住民税均等割が用いられ
てきたという経緯を踏まえて，ある種経路依存
という観点からも正当化するというような説明
が必要であろうと考えています。簡単ですが，
私からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。引き続き
まして，中村副会長から地方税財政に関するご
意見をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（中村） 地方税制，それから財政の現状と課
題につきまして，わかりやすくご説明いただき
ましてありがとうございました。私から，コメ
ントと２点ほど質問させていただきたいと思い
ます。

〔地方税体系の抜本改革〕
まず，地方税体系の抜本改革についてであり

ます。地方自治体の財政責任を伴った地方分権
を実現するということが必要で，そのためには
地域行政サービスの受益者が広く負担する応益
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原則の明確化が必要ではないかと考えます。ま
た，現在の地方税は，法人住民税の均等割，法
人税割，事業税の所得割，付加価値割，資本割，
固定資産税，都市計画税，事業所税など，税目
が非常に多く複雑な上に，法人住民税の法人税
割と法人事業税の所得割，固定資産税と都市計
画税と事業所税などの課税ベースが重複してい
ます。さらに，法定外税や超過課税は地方自治
体ごとの統一性を欠いています。これら地方税
の複雑さは，行政コストの増加，民間の納税コ
ストの増加につながるものでありまして，企業
といたしましても行政手続の簡素化，効率化，
労働生産性向上の観点からの見直しは不可欠と
考えています。

見直しの考え方といたしましては，応益負担
の原則から，法人住民税の法人税割，事業税の
所得割のような応能負担の所得課税は整理統合
し，国税へ移譲すべきと考えています。また，
シャウプ勧告で創設されました超円安時代に定
着した償却資産に係る固定資産税は，国際的に
見ましても極めて異例なものでありまして，グ
ローバル化が進展した現在の世界で，企業の成
長や労働生産性向上に必要な設備投資の促進を
阻害し，国際競争力を損なうものであるため，
撤廃すべきと考えています。固定資産税，事業
所税の資産割，都市計画税につきましては，固
定資産を課税標準とする税目であり，応益負担
の観点によって整理統合すべきと考えています。
また，応益負担，安定財源確保の観点から，こ
れらの税目の見直しとともに，地方消費税を充
実，強化すべきと思います。

これらの抜本的改革の検討は急務と考えます
が，個々の税目ごとに検討すると，結局財源議
論から事が進まないということが想定されます。
実現のためには，政府主導の下，国税及び地方
税全体での税体系の改革が必須ではないかと思
います。今後の方針について，お伺いしたいと
思います。

〔行政手続の簡素化・効率化〕
次に，行政手続の簡素化と効率化につきまし

ては，地方税は対象自治体が都道府県及び市町
村にまたがり多数であること，多数の税目があ
り複雑化していること，関連書類の様式に自治
体によって異なるものがあることなどから，先
ほどお話がございましたように，民間の納税コ
ストは大きなものとなっており，企業にとって
国税よりも改革が急がれる問題に感じています。
現在推進されておられる電子申告の義務化は，
関連書類の様式の統一等の標準化を含めて納税
コストの低減を進める視点でぜひ進めていただ
きたいと思います。

また，多数の地方自治体にまたがって事業活
動を行っている企業にとっては，納付事務の効
率化は何としてでも実現していただきたい改革
であります。国の強いリーダーシップの下，電
子申告にとどまらず，一括納付制度の設立など
によって，納税手続の簡素化・効率化・標準化
を実現して，企業の労働生産性向上を後押しし
ていただきたいと思います。また，将来的には
こうした納税手続の標準化の実現によって，地
方税における行政手続の一元化ですとかシェ
アード化を導入するなど，一層の行政手続の効
率化を目指していただきたいと思っています。
これらの点につきまして，今後の方針をお伺い
したいと思います。

また，各地方自治体の個別事情やさまざまな
障害を乗り越えて実現する必要があるように思
いますので，この点についてもお伺いしたいと
思います。

以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。それでは，
内藤自治税務局長からお考えを承りたいと思い
ます。
―――――――――――――――――――――
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（内藤） 佐藤先生，それから中村様から貴重
なご提言ご指摘を頂きまして，ありがとうござ
います。

〔土地の固定資産税について〕
まず，佐藤先生からご提言がございました，

土地の固定資産税でございます。小規模住宅用
地の特例でございますが，昭和４９年に住民の日
常生活に最低限必要と認められる小規模の住宅
用地ということで，その税負担を軽減するため
に導入されたものでございまして，地価公示の
７割評価の導入に伴いまして税負担の急増に配
慮して６分の１の特例となっています。

一方で，この現状に対しまして異なる用途間
或いは他の資産との関係で税負担にバランスを
欠いているのではないかというようなご指摘が
あることも事実でございます。納税者の方がど

の程度のご負担ならばご理解いただけるかとい
うような点も踏まえつつ，今後の固定資産税制
度全体のあり方を検討する際に，併せて検討し
てまいりたいと考えています。

次に，負担水準均衡化の加速についてでござ
います。商業地・農地につきましての現状はご
指摘のとおりでございます。固定資産税は，資
産価値に応じて課税いたします財産税でござい
ますので，負担の公平を実現するためにその均
衡化を図るということは極めて重要なことと認
識していまして，ご指摘のとおりでございます。

平成３０年度の評価替えに向けましては，先ほ
ど申し上げましたとおり，市町村からは負担の
公平の観点から見直すべきだというご意見を頂
いていますが，一方で現行の措置を延長すべき
というようなご意見もございます。今後評価替
えによりましてどのような評価額の変動の状況
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になるかというようなことも踏まえながら，検
討を行ってまいりたいと考えています。いずれ
にしても，基本的な視点についてのご指摘，あ
りがとうございました。

〔償却資産に対する固定資産税〕
償却資産に対する固定資産税の申告時期等の

見直しにつきましては，経済界，特に中小企業
や日本税理士会連合会等から，償却資産の申告
期限を法人税等の申告期限と一致させることで
事業者の負担を減らしてほしいというご要望を
頂いています。一方で，大企業の皆様方からは，
もう既にご自分で独自のシステムを構築済みな
ので，申告期日見直しのメリットは少ないとい
うようなこととか，或いは繁忙期である決算の
時期に新たに償却資産の申告業務が上乗せにな
るというのは避けてほしいというような，現行
制度を維持してほしいというような要望も頂い
ているところでございます。

また，制度見直しは課税実務に非常に大きな
影響を与えますので，こういった経済界の皆様
方のご意見ですとか地方公共団体のご意見，そ
れらを十分に伺いまして，いずれにしても使い
勝手が良い仕組みとする観点に立って今後検討
を進めてまいりたいと考えています。

〔森林吸収源対策〕
森林環境税につきましては，森林整備等のた

めに必要な費用を，国民一人一人が広く等しく
負担を分任して森林を支える仕組みとして，創
設に向けた検討が進められています。一方で，
個人住民税均等割は，地域住民に対しまして所
得の多寡に拘らず定額を課税するということで
ございますので，その枠組みの活用に当たって
は納税者の理解が得られるかどうか，慎重に検
討する必要があると考えています。

この森林環境税の仕組みとして個人住民税均
等割の枠組みの活用が議論されていますのは，
先生がご指摘のとおり，多くの道府県における
森林環境の保全等を目的といたしました超過課

税が既に実施されているということもございま
して，これらを念頭に均等割の枠組みというこ
とが提起されていると承知していまして，一般
的にこの枠組みが活用可能かというと，なかな
か難しい面もあるというのがこの個人住民税の
均等割であると思っています。

〔地方税体系の抜本改革〕
それから，中村様からご提言いただきました

地方税体系の抜本改革でございます。地方税に
はさまざまな税目が確かにございます。ござい
ますが，例えば固定資産税は市町村の基幹税目
でございますし，都市計画税は都市計画事業等
のため，事業所税は都市環境の整備のためとそ
れぞれに課税の目的或いは性格といったものが
ございます。また，償却資産の固定資産税につ
きましては，償却資産が土地や建物と一緒に企
業の事業活動に用いられるものでございまして，
事業活動に当たっては市町村からの行政サービ
スを受けるということから，戦後のシャウプ勧
告以来市町村の重要な基幹税目となっていると
ころでございます。

これらの税の性格，或いは位置付け等を踏ま
えながら，一方で社会経済情勢の変化に対応し
て地方税体系の改革を行っていくことが重要と
考えています。その改革の視点といたしまして
は，やはり税源の偏在性が小さく，税収が安定
的な地方税体系ということが重要であると考え
ています。またご指摘いただきました応益性と
いうことも必要な視点だろうと思っています。

従来も個人住民税につきまして，累進課税か
ら一律１０％の比例税率化，或いは事業税への外
形標準課税の導入，或いは地方消費税の税率の
引上げ及びそれに伴いまして法人住民税の国税
化，交付税原資化を進めてまいりました。法人
住民税の国税化等につきましては，国税当局の
ご理解も得て，国税・地方税を通じての体系の
見直しということになっているものでございま
す。

今後とも，税源の偏在性が小さく，税収が安
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定的な地方税体系の構築に向けて努力してまい
りたいと思いますし，その際ご指摘のございま
した応益性ということも十分念頭に置いて改革
を進めてまいりたいと存じます。

ありがとうございました。
―――――――――――――――――――――

おわりに

（岩﨑） 本日は，星野主税局長，内藤自治税
務局長から，大変要領よく税制改革の状況につ
いてご説明いただきました。どうもありがとう
ございます。両局長からのご説明にもございま
したように，中期的な税制改革の方向性やその

内容につきましては，もう既に非常に綿密に練
られ，かつその方向性が決まっているというこ
とがご理解いただけたと思います。あとは着実
に実行し，実現することだと思われますので，
今後ともぜひ両局長におかれましては，この計
画をお進めくださいますようにお願い申し上げ
たいと思います。

また，本日，フロアの皆様方におきましては，
雨の中，多数ご出席くださいまして熱心に耳を
傾けてくださいましたことに感謝申し上げます。
終了の時間が参りましたので，これをもちまし
て本日の討論会は終わりとさせていただきたい
と思います。本日はありがとうございました。
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１ はじめに

この報告では，仕向地基準（または仕向地主
義，destination principle）に基づく課税につい
て，考えてみたいと思います。仕向地基準とい
うのは，国際課税上の課税権分配のひとつの考
え方です。国境を越える取引において，資産や
役務が送り出された目的地のある国または地域，
言い換えれば，受領された国または地域が課税
権を有するという基準です。仕向地基準が日本
の消費税や EU などの付加価値税において，一
般に採用されていることは，ご承知の通りです。
しかし，この基準は，米国において，仕向地基
準キャッシュ・フロー税（destination-based
cash flow tax１，以下「DBCFT」といいます。）
と呼ばれる変形された法人税の中で，用いられ
ようとしました。DBCFT は，トランプ政権の
税制改革が右往左往する中で，現在は沈没した

ものと思われますが２，BEPS（Base Erosion and
Profit Shifting，税源侵食と利益移転）などの国
際課税の問題の中で，法人税と消費税の関係や
将来のあり方，とりわけ，移転価格税制や CFC
税制，過大利子控除の制限など，現在，法人税
が苦悩している問題を解消しようとする場合，
大いに参照すべき部分があると思われます３。

９月１３日�・午前報告

岡村 忠生
京都大学大学院法学研究科教授

仕向地基準課税再考

１ A Better Way : Our Vision for a Confident America，GOP TAX REFORM TASK FORCE（June２４，２０１６）．
http : //abetterway.speaker.gov/_assets/pdf/ABetterWay-Tax-PolicyPaper.pdf［perma.cc/G6B3-YMT3］．

２ DBCFT の採用がまだ真剣に考えられていた最後と思われる２０１７年５月の時期に，トランプ税制改革の中でどの
ように位置づけられていたかを述べるものとして，David S．Miller，How Donald Trump Can Keep His Campaign
Promises，１５５Tax Notes１１０５，１１０６―１１１３（２０１７）参照。
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すなわち，所得に関する国際課税において，現
在の主流となる考え方は，BEPS 行動計画でも
確認されているように，所得を生み出すような
事業活動が行われた国または地域，つまり，価
値創造が行われた国または地域に税源を配分す
るという原則（この考え方そのものは，全世界
所得課税主義（world-wide system）にも地域
内所得課税主義（territorial system）にも共通
しています。）です。移転価格税制や CFC 税
制なども，この原則に基づいて理解されるよう
になってきています。しかしながら，この原則
の具体的なルール化（たとえば，適正な独立当
事者間取引価格をどのような方法で決める
か。）やそのようなルールの執行（たとえば，
独立当事者間価格比準法で，比準すべき取引を
どのように選定し，どのような調整を加え，ま
たは加えないか。）については，困難を極めて
いるのが原状ではないかと思われます。所得発
生地（価値創造地）の基準がこのような問題を
解決し切れないことと対比したとき，仕向地基

準によって税源を分配すること，すなわち，資
産や役務の移動先の国や地域（仕向地国）に課
税権の全部を機械的に分配してしまうことは，
課税権分配ルールの顕著な明確化，簡素化につ
ながるのではないかと思われます。現在の国際
課税の病理ともいえる，価値創造地の決定とい
う苦しみから解放される点で，DBCFT，仕向
地基準キャッシュ・フロー税には，魅力がある
ように感じられます４。

２ 仕向地基準課税

２―１．設例と効果
本論に入ります。まず，仕向地基準による課

税を，設例を使って説明します（表１）。
いま，農業者が２５の仕入れにより収穫した農

産物を５０で加工業者に販売し，加工業者が８０で
販売業者に販売し，販売業者が１００で消費者に
販売するという例を考えます。それぞれの段階
の付加価値は，農業者２５，加工業者３０，販売業

３ なお，法人所得税を現行の課税ベースのまま仕向地基準化すべきであるとする主張として，Michael Devereux &
Rita de la Feria, Designing and Implementing a Destination-Based Corporate Tax, Oxford University Centre for
Business Taxation Working Paper WP14/07（2014）があります。また，付加価値税における仕向地基準の検討と
して，Michael Keen & Walter Hellerstein, Interjurisdictional Issues in the Design of a VAT, 63 Tax L. Rev. 359
（2010）を参照。

４ これに対して，DBCTF を地域内所得課税主義の一種と捉え，移転価格の問題がより深刻化するとの意見もあり
ます。Samuel C.Thompson Jr., Why Trump Should Reject the DBCFT and Stick to His Original Imputation Pro-
posal, 155 Tax Notes 473（2017）．

－８０－１００２０８０１００輸出

２００２０８０１００国内販売

販売業者：

３００３０５０８０製造業者

５０２５２５２５５０農業者

純課税ベース国境税調整所得型VAT課
税ベース仕入れ売上事業者

表１ 付加価値税と国境税調整

― 75 ―



者２０です。ここで，農業者の仕入れは全て国外
から行われ，販売業者の販売は全て輸出であっ
たとします。輸入と輸出については，仕向地基
準による課税のために，国境税調整（boarder
adjustment）が行われます。国境税調整は，
輸入に関する輸入課税と，輸出に関する輸出免
税の２つからなります。この例では，輸入であ
る農業者の仕入れに対して，輸入課税が行われ
ます。これは，輸入である仕入額の２５に対する
課税になります。輸入関税と同様の手続で徴税
される場合も多いと思われますが，この例の限
りでは，農業者に対する仕入税額控除を認めな
いことによっても可能です。輸出免税は，この
例では，販売業者の輸出に対して行われます。
すなわち，１００の売上げに対する課税が行われ
ないことになります。仕入税額控除は，通常通
り可能ですから，販売業者に対する還付になり
ます。これは，輸出補助金のように見えます。

消費税や付加価値税では，ご承知の通り，売
上げに係る税額から仕入に係る税額を控除する
税額レベルでの計算が行われて納税額が決まり
ます。税額控除の結果がマイナスになれば，還
付が行われます。しかし，以下では，DBCFT
に合わせて，所得レベルでの計算を考えること
にします５。すなわち，農業者の課税標準は２５
（売上５０－仕入２５）＋２５（輸入課税）＝５０，加
工業者は３０（売上８０－仕入５０），販売業者は－
８０（売上１００－仕入８０）－１００（輸出免税）とな
ります。

この設例から直ちに分かることは，仕向地基
準では，販売業者において，移転価格操作やタ
ックスヘイブン利用のインセンティヴが生じな

いことです。従来の所得発生地の基準では，国
外への販売価格を引き下げると，販売業者の税
負担が減少しました。したがって，たとえば，
タックスヘイブンに中間販売子会社をおいて，
時価よりも低い価額でこの販売子会社に販売し，
その子会社を経由して外部に販売することによ
り，税負担を軽減することができました。そし
て，現在の国際課税では，様々な議論はありま
すが，結論として，この子会社に何らかの実態
がある限り，完全に無視することはできないと
考えられます。そうすると，子会社に実態を与
えるために，国内の事業が空洞化する現象が生
じるわけです。

これに対して，仕向地基準課税では，販売業
者がいくらで輸出をしても，その税負担に影響
はありません。つまり，移転価格操作による税
負担軽減の効果が生じません。その理由は，販
売業者の販売対価を，課税の対象としないから
です。しかも，販売業者には，８０の控除が認め
られています。このことは，国内で創造された
価値の一切に対する課税権を，仕向地国に与え
ていることを意味します。さらに，仕向地主義
課税では，タックスヘイブンに販売のための中
間会社を置いても，税負担の軽減はありません。
また，消費税や付加価値税では利子控除が認め
られないので，過大利子や過小資本による税負
担軽減もできません。つまり，これまで問題と
されてきた BEPS による税負担軽減は，ほと
んどできなくなると思われます。もっとも，別
の方法による税負担回避があり得ますが，これ
については，後に触れます。

５ DBCFT では，所得レベルで計算が行われることから，税の連鎖（前段階で税を支払われていない限り，税額控
除が認められないこと）をインボイスによって確保することができません。このことが生み出す問題をについて，
David A. Weisbach, Should the United States Prefer a Cash Flow Tax to a VAT?, 155 Tax Notes 1559, 1564―
1566（２０１７）参照。この論文は，DBCFT ではなく VAT を採用すべきであると述べています。
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２―２．仕向地基準の正しさ
２―２―１．消費課税と税負担の転嫁

では，課税権の全てを仕向地国に与えるとい
う課税方法が，なぜ正当化されるのでしょうか。
仕向地基準を実現するための国境税調整による
輸入課税と輸出免税は，輸入課徴金のように輸
入を抑制し，輸出補助金のように輸出を促進す
るように見えますが，なぜ，このような税制が
認められるのでしょうか。

まず考えられる理由は，仕向地基準や国境税
調整が認められるのは，消費に対する課税だか
ら，ということです。つまり，消費税や付加価
値税の実質的な課税ベースは消費であるから，
消費が行われる国や地域である仕向地国に，全
ての税源を配分すべきだという考え方です。た
しかに，消費税や付加価値税のような多段階消
費課税は，最終消費者に対する小売売上税を多
段階化したものとみることができますから，最
終消費地国だけが課税権を有するべきであり，
価値創造の行われた生産地国には，税源を分配
する必要はないし，分配すべきでもない，とい
うことができます。そして，多段階消費税にお
いて，最終消費地国だけが課税するという仕組
みを確保するためには，各段階で輸出入が行わ
れた場合の課税権の割振りは，仕向地国とすべ
きであることになります。

仕向地国のみに課税権を与える考え方は，課
税ベースが消費だから消費地国が課税権を有す
るべきだ，という今述べた議論，これは一種の
規範論だと思いますが，そのような議論に止ま
らず，仕向地基準によって実現される経済的中
立性を根拠にして主張されています。すなわち，
ある消費者の消費に係る税負担を基準とすると，
その人が国内で生産された消費財を購入しても，
国外で生産された消費財を購入しても，同じ税
率で課税されることになるから，仕向地基準は
中立的であり，内国製品と外国製品との選択に
歪曲が生じないので，効率的だという議論です。
たしかに，たとえば，消費者のいる国の税率が
１０％であれば，生産地国の消費税（付加価値税）

の税率が２０％であっても，５％であっても，消
費者が負担する税負担は，消費地国の税率１０％
に基づくものになります。後に見るように，
WTO は，消費税や付加価値税であれば，国境
税調整は許容され，所得課税（所得税や法人税）
であれば認められないとしていますが，その理
由は，消費に対する課税，消費者が負担する課
税であるからだと考えられます。

しかしながら，この中立性論は，税負担は全
て消費者が負担している，という前提の下に成
り立っています。この前提は，法的には保証さ
れていません。というより，契約自由の原則の
下では取引価格をいくらにするかは当事者の合
意によりますから，消費者への転嫁を法的に保
証することはできませんし，すべきでもないと
考えられます。あるいは，しようとしてもでき
ない，というべきかもしれません。

ひるがえって，経済学の教科書によると，物
品に対する課税は，需要と供給の弾力性に応じ
て負担されるとされています。すなわち，消費
者の側で，ある物品がどうしても必要であれば，
いくら高い対価を出しても買わなければならな
いことになりますから，税負担は消費者に転嫁
される（逆に，その物品がなくても済ませられ
るのであれば，消費者には転嫁されない）とい
う方向に作用します。また，生産者の側では，
生産調整による増減産ができないようなもので
あれば，かならず一定の量を売らないといけな
いので，税負担は生産者に転嫁される（逆に，
簡単に生産調整できれば，生産者には転嫁され
ない）方向に作用するというわけです。そうす
ると，およそ全ての商品やサービスに対する消
費税の税負担は，需給の弾力性により，少なく
ともある程度は，生産者に転嫁されていること
になります。これが，ミクロ経済学が消費税や
付加価値税の実質的負担者が誰なのかについて
述べていることです。消費税の税負担は，消費
者と生産者が分け合うという見方は，確立され
たものと考えていただいていいと思います。

そこで，先の設例において，税負担の一定割
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合（たとえば半分）は売主が負担し，価格には
上乗せされないとしましょう。しかし，それで
も残りは買主が負担しますから，農業者による
輸入段階においては，農業者は，輸入課税の半
分を負担する（利益が減少する）ことになりま
す。したがって，農業者が輸入のために支払う
ことのできる対価はその分小さくなり，輸入で
きる量は減少します。販売業者による輸出段階
においては，販売業者は輸出免税による還付金
の半額を，実質的に手に入れる（利益が増加す
る）ことになります。しかし，それでも，販売
価格は，輸出補助金の半分，減額されることに
なります。これらの効果は，この例では税負担
や補助金の半分にはなりますが，やはり，その
限りで輸入関税を課し，輸出補助金を交付して
いるのと同じです。つまり，仕向地基準課税と
は，輸入関税と輸出補助金とが組み合わされた
ものです。

それでは，なぜ仕向地基準課税が正当化でき
るのでしょうか。輸入関税や輸出補助金は，い
ずれも典型的な国内産業保護の手段であり，保
護主義の象徴ともいえる施策です。なぜ，こう
した施策が，消費税や付加価値税の範囲とはい
え（しかし，このような経済効果は，その租税
にどのような名前を付けるかには関係しないは
ずなのですが），WTO において認められてい
るのでしょうか。現実にも，仕向地基準課税は
消費課税において世界的に実施されているにも
かかわらず，保護主義の害が発生するとはいわ
れないのは，なぜでしょうか６。

２―２―２．国境税調整の中立性と為替レートの
変化

国境税調整と保護主義との関係については，
DBCFT に関して種々議論されて来ました。直
感的には，輸入課税と輸出免税は，どちらも国
内産業保護の方向にものですから，２つ併せれ
ば，強い保護主義の税制になりそうです。しか
しながら，経済学者が一致して説明しているの
は，輸入課税と輸出免税が対称的に，シンメト
リカルに行われているのであれば，つまり，ど
ちらも同じ率（輸入税の税率＝補助金の算定
率）であれば，両者は打ち消し会うから，経済
的な歪曲は生じない，国内産業保護にはならな
いという説明です７。このことを述べます。

まず，輸出補助金を導入すると，国内の輸出
業者は，請求する価格を低くすることができる
ので，国際競争上有利となり，国外からの需要
が増加します。この結果，為替レートが変化し，
輸入国における価格が上がって，需給がバラン
スすることになります。たとえば，輸出国が米
国だとすると，ドル高となります。ただし，こ
の為替レートの変化は，輸出補助金による輸出
価格の低下を，部分的にしか打ち消すことがで
きません。なぜなら，ドル高となることにより，
米国への輸入品の価格が下がるので，輸入品へ
の需要が増加し，これがドル安の方向に作用す
るからです。もし，輸出補助金による輸出価格
の低下を，ドル高が完全に打ち消すとすると，
ということは，輸出補助金を導入する前と同じ
輸出が行われる（輸出に関して，輸出補助金に
よる歪曲が生じない）とすると，ドル高によっ

６ だだし，以下の説明に対しては，外国の所得課税との関係で DBCFT を分析し，輸入に対する二重課税と輸出に
対する二重非課税が生じて，結果的に合衆国法人の税負担を増加させると主張する論文として，Timothy Reichert
& Perry Urken, The Border Adjustment : What Companies Need to Know, 154 Tax Notes 1543（２０１７）があり
ます。

７ Auerbach, Alan J. and Douglas Holtz-Eakin, The Role of Border Adjustments in International Taxation, Ameri-
can Action Forum（Dec. 2, 2016）, available at https : //www.americanactionforum.org/research/14344/. なお,
Alan Auerbach & Michael Devereux, The Case for a Border-Adjusted Tax, NY Times March 6, 2017, at A23も
参照。
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て輸入が増加しますから，貿易収支が悪化する
（赤字が大きくなる）ことになります。これは，
輸出補助金によるドル高への動きに，ブレーキ
を掛けます。結果として，輸出補助金は，単独
で導入されれば，輸出を増加させることになり
ます。なお，輸出が増加すれば，貯蓄やその他
の条件が変化しない限り，通貨が余りますから，
国際的キャッシュ・フローの均衡から，輸入も
増加することになります。

次に，輸入課税（関税）を導入すると，国内
における輸入品の価格が上昇し，その需要が後
退します。そこで，この場合も，為替レートが
変化して，需給がバランスすることになります。
すなわち，需要を回復させるために，ドル高の
方向に作用します。しかし，このドル高も，輸
入課税による価格上昇を完全に打ち消すもので
はありません。その理由は，輸出補助金の場合
と同じです。ドル高によって輸出が減少するた
め，貿易収支が悪化し，それが，ドル高の方向
にブレーキを掛けるからです。したがって，輸
入課税も，単独で導入されれば，輸入を減少さ
せることになります。なお，輸入が減少すれば，
貯蓄やその他の条件が変化しない限り，先と同
様の国際的キャッシュ・フローの均衡から，輸
出も減少します。

しかしながら，同率の輸出補助金と輸入課税
を同時に導入すると，つまり，国境税調整を行
うと，輸出促進と輸入削減の両方の作用が生じ，
それぞれがドル高に働くので，このドル高によ
り，結果として，輸出の増加も輸入の削減も起
こらず，貿易収支は動かないことになります。
単独では不十分であったドル高の効果が，二つ
合わさって，完全に生じるわけです。したがっ
て，仕向地基準課税が，米国の貿易赤字を改善
することはありません。また，このような貿易
に対する中立性のため，国内の販売や消費も，
影響を受けないことになります。結果として残
るのは，ドル高だけです。これは通貨の換算に
関する名目的な変化に過ぎず，実質的な変化（歪
曲）は生じません。

ただし，この結論が有効に成り立つためには，
一定の条件があります。まず，いうまでもなく，
輸出補助の補助率と輸入課税の税率が等しいこ
とが前提です。これは，名目的な率としては，
国境税調整において成り立っています。しかし，
実質的な転嫁と帰着を考えると，それは商品ご
とに違うでしょうから，両者の等しさは，保証
されないことになります。もっとも，長期的な
投資収益の均衡を考えると，どのような商品の
生産や流通についても，同じ利潤が得られるは
ずだから，事業者への税の転嫁は同じになるは
ずだ，とはいうことができます。

次に，この結論が成り立つのは，全ての国際
取引について，国境税調整が行われる場合です。
しかし，実際には，消費税や付加価値税の非課
税や軽減税率があります。また，土地や貴金属
の取引，ある範囲の金融サービスなど，課税を
受けないものがあります。さらに，後で議論し
ますが，国境を越える役務提供では，国境税調
整が行われないか，行われることになっていて
も著しく困難なものがあります。

それから，為替レートの調整には一定の時間
がかかるので，均衡が成り立つまでの間には，
国境税調整による経済的効果（歪曲）が生じる
ことが考えられます。しかし，永久に影響を与
え続けることはありません。

最後に，国境税調整が貿易に対して中立的で
あるのは，他の租税政策による影響を考えずに
導かれた結論です。したがって，たとえば，投
資（貯蓄）を有利に，消費を不利に扱うような
政策がとられた場合，輸入の需要も減少するの
で，貿易収支はプラスに動きます。「輸出－輸
入＝国民貯蓄」の関係からは，右辺の国民貯蓄
が増加すれば，貿易収支がプラスになるという
説明もできます。DBCFT については，キャッ
シュ・フロー税であること（総合所得税と比べ
てると，貯蓄を有利に扱うこと）を，どのよう
に評価するかになると思われます。

それから，輸入課税による歳入と輸出補助金
のための歳出は，貿易収支が均衡していれば，
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同額になりますが，しかし，均衡していなけれ
ば，たとえば輸入超過であれば，差し引きで歳
入をもたらすことになります。米国において，
DBCFT に歳入が期待されるのは，輸入超過で
あるためです。

なお，Desai と Hines による実証研究では８，
前世紀の少し古い資料に基づくものではありま
すが，付加価値税（国境税調整）は輸出と輸入
の両者を減少させ，その効果が継続する場合が
多いと分析しています。彼らは，その理由を，
付加価値税の執行において，付加価値税が貿易
関連部門により重く負担されていること，およ
び，輸入課税に比べて，輸出免税における還付
が完全ではないことに求めています。

２―２―３．実質的な為替レートと価格水準，通
貨供給

以上の説明では，国境税調整の中立性を確保

するのは，為替レートの変化であったと述べま
した。では，EU のように通貨が統一されてい
るが VAT の税率は統一していない場合や，自
国通貨の為替レートを固定している（ペッグ制
をとる）国との間では，どうなのでしょうか。

この議論では，為替レートの内容を分析する
ことが必要です。すなわち，為替レート，ここ
では実質的な為替レートになりますが，その中
味が，名目的なレートと価格水準（price level）
から構成され，その２つが複合された（掛け合
わされた）ものであることを認識することにな
ります。たとえば，同じユーロを通貨とする EU
の国々の間でも，１ユーロで購入できる同一品
質のガソリンの量には，違いがあります。これ
は，ユーロ圏の国々においてもユーロの価格水
準が異なること，同一通貨についても実質的な
為替レートが存在し，そのレートが１ではない
ことを意味します。
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図１

８ Mihir Desai and James Hines, Value-Added Taxes and International Trade : The Evidence（Nov. 2002）, https :
//pdfs.semanticscholar.org/0245/59563b9d1470c5932a0b858bb9153ab750df.pdf[perma.cc/5SCZ-E7U5］．
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そこで，まず，国境税調整の導入前，アウデ
ィ（ドイツ車）が，ドイツにおいてもフランス
においても，１００で販売されているとします９。
また，プジョー（フランス車）も，両国におい
て，１００で販売されているとします。そして，
この状態が需給バランスによって決まった経済
的に最適なものであるとしましょう。次に，フ
ランスが，２０％の輸入関税を導入したとします。
この結果，アウディの実際の価格が具体的にい
くらになるかは分かりませんが，はっきりして
いることは，フランスにいるアウディの購入者
は，ドイツの購入者よりも，２０％多く支払わね
ばならないことです。一般に，輸入課税は，そ
の国の物価を引き上げます。次に，フランスが
２０％の輸出補助金を導入したとします。このと
き，プジョーの販売価格が具体的にいくらにな
るかは分かりませんが，はっきりしているのは，
フランスのディーラーが，ドイツの顧客が支払
うより，２０％大きい対価を得ることです。この
差額（補助金）は，ドイツでの価格を引き下げ
る方向に作用します。つまり，輸入課税と輸出
補助金のどちらもが，フランスでの価格を，ド
イツでの価格に対して相対的に引き上げる方向
に働きます。そして，このような価格の変化は，
国境税調整導入前の最適な状態が回復されると
ころまで進みます。両国とも，国内における相
対的な物価は変化しません。フランスでもドイ
ツでも，アウディとプジョーの価格は同じです。
他の物品やサービスの価格も，同様に変化しま
す。つまり，国境税調整を導入した国では，同
一通貨を使う国との関係では，輸入課税と輸出
補助金の率の分，物価が上昇することになりま
す。

もっとも，物の値段が全般的に上昇するため
には，それだけの通貨が必要です。したがって，

もし，ドイツやフランスにかつてのような通貨
発行の自主権があり，ユーロが国境を自由に通
過できないとすると，中央銀行が通貨供給量を
増やさない（税制に対応した通貨供給量の調整
を行わない）限り，価格水準は変化しない（で
きない）ことになります。その場合には，ドイ
ツに存在するユーロとフランスに存在するユー
ロとは別のものであり，ユーロがドイツ国境を
通過するときに，何らかの換算が行われること
になると考えざるを得ません。もちろん，現在，
ユーロは全て欧州中央銀行が供給しており，国
境を自由に通過しています。にもかかわらず，
ユーロ圏内の国々において，VAT の税率は統
一されていないし，仮に統一されたとしても，
仕向地基準をとるのであれば，原則として国境
税調整が必要になります。

ペッグ制により名目的な為替レートが固定さ
れている場合も，同様です。ただし，ペッグ制
をとる国々は，国内生産品の保護のためにそう
している場合があります。この場合，米国の例
に戻ると，実質的なドルの上昇を反映するよう，
為替レートを変更する可能性があります。

このような実質的な為替レートに関する考察
は，自らの通貨を持つ通常の国家についても，
示唆を与えてくれます。すなわち，先の米国の
例において，もし，連邦準備銀行が，今述べた
中央銀行の仮想例のように，税制に合わせて通
貨供給量を増加されれば，これによって価格水
準が上昇しますから，名目的な為替レートは，
変化しなくなるはずです。要するに，米国がイ
ンフレになれば，ドル高にはならないというわ
けです。

中央銀行による通貨供給量の決定には，いく
つかの事実上の制約があります。その重要なも
のは，価格，特に賃金の名目水準が下方硬直的

９ Martin A. Sullivan, Why Economists Believe the Blueprint Boosts the Dollar, 155 Tax Notes 555（2017）の設例
を少し変えています。
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であることです。すなわち，賃金の名目額を下
げることは極めて困難です。にもかかわらず，
消費税や付加価値税を導入すると，前述のよう
に一定の割合は企業に転嫁されますから，その
限りで企業利益は減少します。企業は，これを
回復するために賃金を引き下げようとするでし
ょう。賃金が下がらなければ，企業は雇用を控
え，失業率が悪化するでしょう。したがって，
消費課税は，勤労者の賃金に転嫁されることが
予測されます。ところが，賃金の名目額の引下
げは，前述の下方硬直性から困難ですから，中
央銀行は，通貨供給量を増やして価格水準を引
き上げ，名目賃金を維持して実質賃金を引き下
げる選択肢をとる可能性が高いと思われます。
そうすると，中央銀行が通貨供給量を増やした
分，名目的な為替レートの変化は生じないこと
になります。

いずれにしても，実質的な為替レートは，国
境税調整により必ず変化しますが，実質的な為
替レートは，名目的な為替レートと価格水準と
を複合したものですから，中央銀行は，貨幣供
給の調整により価格水準を調整し，これを通じ
て，名目的な為替レートを調整することが可能
であることに留意して下さい。この場面に限り
ませんが，ドル買いの賭けでは，いつも米国の
失業率に注意しておく必要があります。

２―２―４．法人税への適用
以上で示したことは，租税の名目が消費税や

付加価値税であるか，法人税や所得税であるか
には，関係しません。消費税や付加価値税であ
るから，消費者が税負担の全てを引き受ける，

だから，消費者の所在地国だけが課税権を得る
べきであるという考えは，規範論や政治的ス
ローガンとしては主張可能かもしれませんが，
少なくとも，税制をデザインする租税政策論で
は，考慮外に置くべきです。税負担の転嫁は，
その租税の名前を消費税としても法人税として
も，変わらないと思われます（モノの名前が人
間の行動を変える可能性はありますが）。国境
税調整の効果に関する以上の議論は，租税の転
嫁を含めたものとしており，消費税でも法人税
でも成り立つものと考えられます。

もっとも，WTO は，国境税調整の対象を間
接税に限定しています。DBCFT が間接税に分
類できるかどうか，もし無理なら，どのような
方策があるかについては，次に検討します。

３ 仕向地基準キャッシュ・フ
ロー税

３―１．租税の仕組み
ここで，仕向地基準キャッシュ・フロー税，

DBCFT について，その仕組みを紹介し，検討
を加えたいと思います。ただし，DBCFT は法
案として具体化されなかったので，昨年６月に
Paul Ryan 議員ら下院共和党から公表された
Blueprint と呼ばれるペーパーに基づいて説明
します１０。また，DBCFT の源泉は，２００５年１１
月にブッシュ大統領の顧問会議から公表された
Growth and Investment Tax（GIT）１１まで遡る
ことができると考えられますし，DBCFT の原
型は，UC Berkley の Auerbach 教授らによっ
て作られたものですので，これらも適宜参照し

１０ 注１であげた文献。
１１ President’s Advisory Panel on Federal Tax Reform, Simple, Fair, and Pro-Growth : Proposals to Fix America’s

Tax System（2005）．紹介として，岡村忠生「法人税の課税ベースと消費課税」日本租税研究協会『税制改革と国
際課税（BEPS）への取組』８２頁（２０１５年）。さらに，Hall-Rabushka による The flat tax を発展させた David Brad-
ford による X-tax にまで遡ることもできます。Alan D. Viard, The Brady-Ryan Plan : Potential and Pitfalls, 155
Tax Notes 249（2017）．The flat tax と X-tax についても，前述の拙稿で紹介しています。
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ます１２。さらに，本年５／２２に公表された下院
の報告書（JCX―２０―１７）も適宜用います１３。

DBCFT は，一言でいえば，法人税を消費税
や付加価値税の方向に，次に述べる３点で変形
したものとなります。どのような変形かという
と，第１に，キャッシュ・フローの基準により，
課税時期を決定します。したがって，資産や負
債という概念が存在しません。これは，消費税
などと同じです。ただし，消費税などとは異な
り，支払給与を控除することができます。この
ような租税について，米国では１９８０年代から，
Flat Tax，X―Tax などとして，繰り返し提案さ
れてきました１４。DBCFT も，このような一連
の提案のひとつと位置づけられます。これらの
租税で給与を控除する理由は，その実質的な負
担者が，給与に相当する部分については，その
支払先である被用者であると考えられているた
めです。これは，大変興味深いのですが，考え
てみれば，法人税が株主に負担されているのは，
支払配当が費用控除できないため，法人税の税
引後利益を配当しているからだ，という論理に
近似したものと見ることができます。この考え
方に立つと，支払給与の部分については，企業

で控除をし，被用者の所得とすることで，企業
ではなく被用者に対して課税が行われ，被用者
の人的な事情を考慮した課税，すなわち，所得
控除や累進税率による課税ができることが，公
平や再分配の観点から，消費税や付加価値税に
対する大きなメリットと考えられます。

第２は，利子に関する取扱いです。Blueprint
では，支払利子は受取利子のみから控除するこ
とができ，控除しきれない部分は，期間の限定
なしに繰り越され，将来の受取利子から控除す
ることとされています。また，金融機関につい
ては，利子に関する特別なルールを設けること
が予定されています１５。なお，先に述べたブッ
シュ政権下での GIT では，受取利子や受取配
当は非課税，支払利子・支払配当は非控除とな
っています。株式や債券などの金融資産の譲渡
損益，というより，キャッシュ・フロー・ベー
スですので，譲渡収入と取得費になりますが，
これらについても，非課税・非控除と考えられ
ます。

３―２．国境税調整
そして，第３が，国際課税における仕向地基

１２ 最新のものとして，Alan J. Auerbach et al., Destination-Based Cash Flow Taxation, Oxford University Centre
for Business Taxation Working Paper WP17/01（2017）があります。また，Alan J. Auerbach, A Modern Corporate
Tax, The Hamilton Project（2010），available at http : //www.hamiltonproject.org/papers/a_modern_corporate_
tax ; Alan Auerbach & Michael P. Devereux, Consumption and Cash-Flow Taxes in an International Setting, Ox-
ford University Centre for Business Taxation Working Paper WP12/14（2012）も参照。批判的考察も多数あり
ますが，Wei Cui, Destination-Based Cash-Flow Taxation : A Critical Appraisal, 67 University of Toronto Law
Journal 301（2017）を参照。

１３ Joint Committee on Taxation, Destination-Based Taxation and Border Adjustment,（May 22, 2017）（JCX-20-17）．
１４ 岡村前掲注１１を参照。また，Robert Carroll & Alan D. Viard, Progressive Consumption Taxation : The X-Tax

Revisited（AEI Press, 2012）も参照。
１５ 金融サービスに関する検討として，David P. Hariton, Financial Transactions and the Border-Adjusted Cash

Flow Tax, 154 Tax Notes 239（2017）は，金融サービス事業は，従来通りの所得課税に服すべきであると述べて
います。また，Mike Gaffney, It’s the Journey, Not the Destination : Financial Services Enterprises and the
DBCFT, 155 Tax Notes 501（2017）も，金融サービスを非課税とすることが政治的に不可能であるとして，DBCFT
の下での金融サービスの仕向地についての検討を行い，従来の移転価格税制（グローバル・トレーディングに関す
る米国規則）や OECD の恒久的施設に関する考え方に従って，金融サービス所得を生み出した活動のあった場所
を仕向地とみなすべきであるとの提案を行っています。
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準です。冒頭でもお話ししましたが，DBCFT
は，国際課税の側面では，法律上の（言い換え
れば，事実上の転嫁を考えない場合の）課税権
を仕向地国（対価を支払う者の所在する国，最
終的には消費地国）のみに与える税制です。所
得が創造された国ではありません。このため，
移転価格操作やタックスヘイブンの利用（ただ
し，Blueprint は，サブパート F のかなりの部
分を温存するとしていますが１６。）などによる
税負担軽減ができないことになるはずです。こ
れは，DBCFT のメリットだと考えられます。
Blueprint がこのような国境税調整を導入しよ
うとする理由は，多くの先進国が VAT を導入
しており，米国がこのままの法人所得税を続け
ることは，競争上不利益になるためとされてい
ます。

仕向地基準は，これまでの所得課税における
全世界所得課税主義（world-wide system）と
も，地域内所得課税主義（territorial system）
とも異なるものです。なぜなら，これらはいず
れも所得の発生，創出に着目しているからです。
しかし，あえて言えば，ある商品の生産から販

売までが生み出す全ての価値に対して，最終消
費地国だけが課税権を有する点において，全世
界所得課税主義と似ていると考えられます１７。
もっとも，通常は，全世界所得課税主義であっ
ても外国税額控除などにより外国にも課税権を
分配しますので，仕向地基準課税は，ひとつの
国が課税権を持つという考え方を，さらに徹底
しているということができます。

DBCFT における国境税調整は，消費税や付
加価値税とは異なります。消費税では，輸入時
（通関時）に税を支払います（なお，付加価値
税では，再販売時に支払う場合もあり，これが
いわゆるカルーセル・スキーム（回転木馬詐
欺）の原因のひとつになっています。）１８。また，
輸出免税では，輸出を免税としながら，それに
係る仕入税額控除を認め，税額よりも税額控除
額が大きければ，必ず還付が行われます。そし
て，輸入時と輸出時のいずれでも，税額レベル
での計算が行われます。これに対して，DBCFT
は，法人税を変形したものであり，所得レベル
で計算が行われます。

１６ A Better Way, supra note 1, at 29.
１７ これとは異なる見解として，注４であげた文献があります。
１８ 岡村忠生・酒井貴子・田中晶国『租税法』（有斐閣，２０１７年）２４５頁参照。

－９０－１００１０８０１０１００輸出

１００１０８０１０１００国内販売

販売業者：

１５０１５５０１５８０製造業者

４５２５２０２５５５０農業者

純課税ベース国境税調整DBCFT 課
税ベース仕入れ支払給与売上事業者

表２ DBCFTと国境税調整
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表２をご覧下さい。これは，表１と同じ取引
の連鎖について，DBCFT の扱いを示したもの
です。前述のように，支払給与が仕入れととも
に控除され，いったん DBCFT 課税ベースを
計算した後，国境税調整，すなわち，農業者の
輸入について＋２５（仕入資産の取得費），販売
業者の輸出について－１００（国外への売上高）
の増減が行われます。すなわち，輸入課税は，
輸入品の原価を費用（損金）に算入しない方法
で行われます。なお，DBCFT はキャッシュ・
フロー税ですから，原則となる損金算入時点は，
支払時になります。輸入品を販売した対価は，
課税の対象です。そうすると，現在の法人税と
比較して，輸入品を販売した場合，原価が損金
算入できない，という形で，重い税負担が生じ
ることが分かります。輸出免税は，輸出により
売上高に課税しない（益金不算入）によって実
現されます。輸出に係る原価は，輸入によるも
のでなければ，控除されますから，輸出からは

必ず損失が生じることになります。この扱いは，
単に輸出による所得（売上－仕入）を非課税と
すること（テリトリアル・システム）より，は
るかに大きな租税上の利益です。

３―３．損失の売買と資産の所在地
そこで，まず問題とされるのは，輸出による

損失の扱いです。消費税とは異なり，法人税で
は，損失に税率を乗じた金額を還付することは
行われていません。DBCFT では，還付を認め
ることも考えられないではありませんが，通常
の損失（Net Operating Loss）と輸出に係る損
失とを切り分けることは，難しいと思われます。
また，インボイスによって税の連鎖（前段階で
税が支払われていない限り，仕入税額控除が認
められないこと）を確保することも予定されて
いないので，不正還付に対する懸念もあります。
これらのことから，DBCFT においては，還付
を認めることはないとの理解が一般的です１９。

� �� �

�

図２

このとき，現在の法人税にも増して，損失を
他の法主体に移転して現金化すること（損失の
売買）を欲する強いインセンティヴが生じ，こ

うした取引が盛んに行われるようになることが
予想されています２０。この点に関係する DBCFT
の根本的な脆弱性として指摘されているのは，

１９ ただし，Blueprint 自体は，還付の可否について明言していません。
２０ 以下の取引については，David P. Hariton, Planning for Border Adjustments : A Practical Analysis, 154 Tax

Notes 965, 974-976（2017）を参照。また，Raymond J. Wiacek, Casey at the BAT : Tax Reform and the Border-
Adjustable Tax, 155 Tax Notes 1589, 1595-1597（2017）も参照。
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取引における税の連鎖を，輸出入を介在させる
ことで，切断できることです。図２をご覧下さ
い。いま，Ａ社がＢ社に商品を販売すれば，そ
の対価は，キャッシュ・フロー・ベースで，Ａ
社で課税，Ｂ社で控除となりますが，その中間
に外国法人Ｃ社が介在すれば，Ａ社では非課税，
Ｂ社では控除不可となります。そうすると，仮
に，Ａ社が黒字法人，Ｂ社が赤字法人（損失
（NOL）を抱えた法人）であるとすると，Ａ
社は輸出から生じる損失により黒字を打ち消し，
Ｂ社は輸入から生じる非控除を損失で打ち消す
（損失があるので，輸入による控除不可は問題
にならない）ことになります。そして，ここで
取引される商品の対価は，このような税負担減
少のメリット（租税利益，tax benefit）を含ん
だものになるでしょう。ここでは，損失が売買
されているのです。この目的からは，取引され
る商品は無価値なものとして取引コストを節約
し，租税利益だけを売買することが最適だと思
われます。また，Ａ社とＢ社は，関連法人であ
る必要はありません。独立法人でも，このよう
な取引を行うことでしょう。介在するＣ社も，
Ａ社やＢ社の関連会社でもいいのですが，この
ような介在専門の業者が出てくることも考えら
れます。そして，このような取引を防止するた
めには，移転価格税制が必要になりそうです。
ただし，移転価格の算定において，租税利益を
どのように勘案するか否かについては，いわゆ
るロケーション・セービングに関連して，議論
の余地があります。

さらに，取引対象資産の所在地国とキャッシ
ュ・フローの生じる国を変えることも考えられ
ます。たとえば，内国法人が外国法人（特にそ
の内国法人の外国子会社）に商品を販売し，そ
の対価を受け取ることは，輸出に該当するでし
ょうか。もしそうなら，つまり，キャッシュ・
フローによって輸出や輸入を判定するのであれ
ば，親会社が国外で生産した資産を「輸出」し
て損失を得ることや，外国法人の所有する国内
に所在する資産を「輸入」することが可能にな

ります。そうすると，前述した損失の売買は，
もっとやりやすくなるでしょう。もし，輸出免
税をキャッシュ・フローの生じた場所によって
判定することが不適当であれば，物理的な資産
の所在地に基づくことになります。実際，この
ような判定は，EU での資産の物理的所在地判
定（place of supply rule）で行われています。
しかし，特に米国のような国にとって，このよ
うな資産の所在地を IRS が捕捉することは困
難であると言われています。

もちろん，DBCFT において，損失の売買を
租税回避行為として禁止することが妥当かどう
かは，根本的な問題です。消費税や付加価値税
では，民間での売買どころか，政府が直接還付
をしているからです。しかし，議論の大勢は，
前述のように他の原因による損失との区別がで
きないことや，莫大な還付となり，EU 付加価
値税におけるカルーセル・スキームのような国
に対する詐欺が懸念されることから，認めない
としています。もっとも，先ほど述べました輸
入課税と輸出補助金との対称性の必要性の議論
からは，最終的に利用（控除）できない欠損金
が生じることは，均衡を崩す要素のひとつとな
るので，好ましくないことになります。

輸入に関しても，乱用が懸念されています。
DBCFT は，もともと法人税の変形ですから，
EU 付加価値税のような厳格さの輸入課税（国
境税調整）は予定していません。輸入について
は，仕入原価の控除を認めないこととしている
ので，いわば輸入の瞬間（国境を越える瞬間）
を捉える必要はないと考えられています。しか
し，控除否認の方式では，前述の輸出免税とは
対称的に，輸入者が輸入商品を販売したとき，
非常に重い税負担が生じます。仕入の原価が控
除できないからです。このため，IRS は，輸入
業者をしっかりと把握し，執行を確保しなけれ
ばならないことになりますが，IRS として，こ
れには，かなりの資源を投入することになると
予想されています。さらに，たとえば，中国法
人の米国支店が商品を米国に持ち込み，米国で
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販売する場合，輸入課税の対象となるのは，付
加価値税や消費税の仕組みでは中国法人の米国
支店になりますが，DBCFT をこのように執行
することは，現在の法人税と同様の困難さが生
じると言われています。しかし，かといって，
この中国法人の支店から商品を購入した者を輸
入者とすることも，困難です。なぜなら，資産
の発送と引渡は米国内で完結しているので，購
入者にとって，それが輸入なのかどうかが分か
らないからです。執行のためには，事業者登録
制度とインボイスの導入が必要になるかもしれ
ませんが，DBCFT では全く予定されていませ
ん。

このように，DBCFT では，消費税や付加価
値税と同様，資産の物理的な所在地を決める必
要があるのですが，ここで問題となるのは，無
形資産です。パテントやノウハウのような主と
して B２B で取引される金額の大きい無形資産
から，音楽ファイルのダウンロード販売のよう
な消費者向けの少額大量のものまであります。
これらは，物理的な意味での国境税調整
（boarder control），つまり，国境通過の規制
や管理ができません。そうすると，前者（パテ
ントなど）では，輸出免税との関係で注意すべ
き点があります。それは，国内で多額の資金を
投入して研究開発を行い，その成果として取得
した無形資産を，国外の関連法人などに譲渡す
る場合も，この輸出免税の対象となることです。
この場合，国内での投入資金は（キャッシュ・
フロー・ベースで）控除されますが，譲渡の対
価は課税を受けません。所得課税では，まさに
BEPS，税源侵食のケースになるのですが，
DBCFT は仕向地基準だから，そうではないと
いうことになるのでしょう。輸出になるかどう

かで大きな税額が動きますので，無形資産が最
初，ほんとうに国内に所在していたことを，確
認することが重要になります。後者（ダウンロー
ド販売など）では，消費者に課税することの可
否のほか，仮にそれが可能であるとしても，消
費者側が輸入であるのか否かの判断ができない，
つまり，やはりここでも，資産の所在地が判定
できないことが問題となります。輸出に関して
も，音楽ファイル等が本当に国外にダウンロー
ドされているか（国内の消費者が購入していな
いか）の把握が必要になりますが，この作業も
極めて困難と思われます。

また，この所在地決定に関連する問題として，
資産のようには所在地が決められない役務，
サービスの扱いがあります２１。EU の VAT 指
令では，提供者の居住地や提供を行った恒久的
施設の所在地とされています２２。しかし，原則
は消費（事業での費消）が行われる場所ではな
く，提供者の所在地で判定することとなります
と，操作の可能性は大きくなることが考えられ
ます。そのためかと思われますが，たとえば英
国で VAT を担当する英国歳入関税局（Her
Majesty’s Revenue and Customs，HMRC）の
具体的なルールを見ますと，実際には１８項目の
要素を勘案する複雑なものとなっています２３。

３―４．WTO協定との関係
WTO は，ご承知のように，企業に対する輸

出補助金を禁止しています。この禁止には，輸
出に関する租税の減免も含まれます。DBCFT
に関して問題となる具体的な規定は，WTO に
よる「補助金及び相殺措置に関する協定」
（Agreement on Subsidies and Countervailing
Measures，SCM）の付属文書（Annex）Ⅰのパ

２１ なお，EU の VAT では，無形資産の移転もサービスの提供に含めています。COUNCIL DIRECTIVE 2006/112
／EC Art２５（１）．

２２ COUNCIL DIRECTIVE 2006/112/EC Art 43.
２３ HMRC internal manual, VATPOSS05000.１８項目への整理は，Hariton, supra note 20, at 973で行われています。

― 87 ―



ラグラフ（e）です。経産省の HP にある訳文で
は２４，「商工業を営む企業が支払う又は支払う
べき直接税（注２）又は社会保障負担金につき，
輸出に関連させてその額の全部又は一部の免除，
軽減又は繰延べを認めること（注３）。」とあり，
注２では，「「直接税」とは，賃金，利潤，利子，
賃貸料，ロイヤルティその他の所得に対して課
される税及び不動産の所有に対して課される税
をいう。」「「間接税」とは，売上税，個別消費
税，取引高税，付加価値税，フランチャイズ税，
印紙税，流通税，事業資産税，国境税その他の
税であって直接税及び輸入課徴金以外のものを
いう。」と規定されています。したがって，補
助金の禁止は所得税のような直接税（direct
tax）に対するものであり，消費税や付加価値
税のような「間接税（indirect tax）」における
輸出免税は，還付を伴うものであっても，禁止
の対象外になります。もちろん，先に見た輸入
課税と輸出免税との均衡による中立性の議論は，
直接税であるか間接税であるかを問わずに成り
立ちますから，この WTO の方針は当を得ない
ものなのですが，ルールはルールですので，租
税の形式や名称が問題となるものと思われます。
つまり，DBCFT を，所得控除方式の間接税と
見ることができるかどうかが問題です２５。

なお，租税の名称に関連して，Blueprint は，
新たに付加価値税を導入することはしないと述
べました２６。そして，国境税調整を変形された
事業税制の文脈（context）において行うと述
べています。Blueprint は，間接税についての
み国境税調整を認めることによって，WTO が，
これまで間接税のない米国を競争上不利に扱っ
てきたとの認識を示した上で，しかし，DBCFT

は，消費を課税ベースとする租税であり，WTO
の輸出補助金の禁止には抵触しないから，これ
からは米国も同じ土俵で競争ができると述べま
した。これは，WTO の輸出補助に関するルー
ルが，所得課税を中心にしてきた米国からどの
ように見えるかを示していて，興味深いものが
あります。そして，なぜ間接税なら輸出を免税
にしても輸出補助金にならないのかが，問われ
ることになります。

DBCFT は，支払給与が控除される点で，消
費税や付加価値税と大きく異なります。多くの
論者が，このことを理由に，DBCFT は WTO
において間接税とは認められないだろうと述べ
ています２７。たしかに，給与が控除できるとす
ると，商品の価格そのもの（売上）が課税の対
象であるとはいえないことになります。これは，
制度の形（課税ベースや税額の計算方法の形
式）においてのことですが，さらに，課税ベー
スの内容から見ても，通常の付加価値税の課税
ベースは，経済学的には，２つの要素，すなわ
ち，労務費（約２／３を占めるといわれていま
す。）と超過利潤（通常利潤を超える利潤）で
あるのに対して，DBCFT では，このように課
税ベースの大部分を占める労務費が，課税ベー
スから抜け落ちています。もちろん，この部分
は，給与所得者において課税されているので，
その部分までを含めて，言い換えれば，DBCFT
と給与所得税（賃金税）を一体として，実質的
な付加価値税であるとする主張は行われていま
すが，給与所得者における課税では，基礎控除
などの所得控除や累進税率が適用されるので，
不完全なものになります。したがって，支払給
与の控除は，形式的にも実質的にも，DBCFT

２４ http : //www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto_agreements/marrakech/html/wto13.html
２５ Reuven S. Avi-Yonah & Kimberly Clausing, Problems with Destination-Based Corporate Taxes and the Ryan

Blueprint, 8 Colum. J. Tax Law 229（2017）．
２６ A Better Way, supra note 1, at 15.
２７ 代表的な主張として，Avi-Yonah & Clausing，supra note２５，at２３５-２４６．
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を，WTO のいう「間接税」から遠ざける方向
に作用します。

では，実質論である輸入課税と輸出免税との
対称性については，どうでしょうか。前に説明
したように，この対称性により，輸入課税と輸
出補助金とがいわば打ち消し合い，どちらの効
果も生じないことになります。つまり，輸出補
助金の作用は，対称的な輸入課税により打ち消

されている，だから，このような輸出補助金は
禁止しなくてよいという論理になります。この
論理からいくと，DBCFT は，どうなるでしょ
うか。相対立する２つの見解があります。

第１の見解は，支払給与が損金算入されてい
る分だけ，輸出補助金が輸入課税の負担よりも
大きな金額になるというものです２８。

表３をご覧下さい。いま，ぶどう農園でぶど
うを栽培してワイン製造者に販売し，ワイン製
造業者がそのワインを輸出するという設例を考
えます。やや非現実的ですが，ぶどう栽培には
労務費（支払給与）以外の原価はなく，労務費
は３０，利益を１０とし，DBCFT の税率を２０％と
します。そうすると，ぶどうの販売価格は税抜
き４０，税込みでは４２（税額は（４０－３０）×２０％
＝２）になります。ワイン製造業者は，この４２
に，４５の労務費と１５の利益を加算して税別で１０２，
税込で１０５（税額は（１０２－４２－４５）×２０％＝３）
で販売することになります。ただし，これは国
内向けの場合です。今議論している輸出の場合
には，国内の課税を抜いて考えて，１００（ぶど
う製造段階の原価と利益の合計４０に，ワイン製

造段階の税抜きでの原価と利益の合計６０を加算
して１００）で販売することになると思われます。
この販売対価は，免税（益金不算入）です。控
除側では，税抜きのぶどうの原価４０と，ワイン
製造のための労務費４５の合計８５が，キャッシ
ュ・フロー・ベースで控除（損金算入）されま
す。この控除は，８５×２０％＝１７の価値を持つ租
税利益です。この租税利益は，ぶどう栽培やワ
イン製造における利益とは別に，それらに追加
して，政府からもたらされる利益です。

輸入国では，仮に付加価値税の税率が同じ
２０％であるとして，１２０で販売されることにな
ります。同じ税率なのに，国内の販売価格１０５
より，１５だけ高い価格になります。これは，外
国での付加価値税算定において，労務費の控除

２８ Id. at 238-239. 以下の設例は，この記述に基づきます。また，Wolfgang Schoen, Destination-Based Income Taxation
andWTOLaw : A Note（January 2016）. Working Paper of theMax Planck Institute for Tax Law and Public Finance
No. 2016-3. Available at SSRN : https : //ssrn.com/abstract=2727628or http : //dx.doi.org/10.2139/ssrn.2727628も参
照。

－８５－１００１５４０４５１００輸出

１５０１５４２４５１０２（１０５）国内販売

ワイン製造
販売業者：

１００１００３０４０（４２）ぶどう栽培
農家

課税ベース国境税調整利益仕入れ支払給与売上事業者

表３ 支払給与の控除と輸出補助金
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（その価値は，（３０＋４５）×２０％＝１５）が認めら
れないことに対応しています。なお，国内でも
通常の付加価値税と同じ計算（労務費の控除な
し）をすれば，もちろん，国内販売と輸出のど
ちらも，販売価格は税別１００，税込１２０になりま
す。

さて，DBCFT の下では，ぶどう農家の利益
もワイン製造業者の利益も減らさずに，輸出価
格を引き下げることができます。ワイン製造業
者は，租税利益である１７を，対価の引き下げに
使うことができるからです。輸出価格が１７引き
下げられたとすると，税別で８３（＝１００－１７）
となり，相手国での販売価格は，２０％の付加価
値税を加えても，９９．６（＝８３×１．２）となります。
そうすると，米国内で通常の付加価値税を課さ
れた場合よりも２０．４安い価格で相手国において
販売することができ，相手国や他国の競争者よ
りも有利となります。これは，DBCFT におい
て支払給与が控除されたためであり，支払給与
の控除は，輸出補助金であるといえます。支払
給与の控除により，通常の付加価値税における
輸出免税よりも大きな租税利益を与えることに
なるので，経済的な実質論としても，DBCFT
は競争を歪曲するといえます。均衡論から見れ
ば，DBCFT における輸入課税が２０であるのに
対して，輸出補助金は通常の付加価値税での２０
に，今述べた支払給与の控除１７を加えた３４にな
るので，両者は均衡しないといえます。

このように，第１の見解が DBCFT の支払
給与の損金算入が輸出補助金に当たると主張す
るのに対して，第２の見解は，DBCFT を擁護
して，次のように述べます２９。たとえば Auer-
bach は，仮に米国が支払給与控除のない標準
的な付加価値税を導入し，同時に，給与所得課
税（賃金税）を減税したとしても，WTO に関
する問題は何も生じないことをまず指摘します。

そして，DBCFT における支払給与の損金算入
も，賃金税の減免と同じだと主張します。また，
経済的にも，給与の損金算入による効果は，意
味がないと述べます。なぜなら，たしかに，賃
金税の減税は，国内での生産コストを引き下げ，
生産と雇用を促進するけれど，それは，国内生
産への減税の全てに共通する効果であるからで
す。輸出補助金をその経済的実質から見るので
あれば，国内生産に対する所得課税の減税も認
められないはずです。さらに，このような経済
的実質からの主張が通らないとしても，税制の
形式として，DBCFT そのものでは支払給与の
損金算入をしないこととするが，それとは別に，
支払給与について，減税をするか，補助金を与
えることにすればよいと主張しています。

この問題は，結局のところ，租税の転嫁をど
のように考えるかになります。おそらく，Auer-
bach の言うように，国内生産に関する様々な
優遇措置は，通常の付加価値税の下でも，輸出
促進の方向に作用するものと考えられます３０。
しかし，WTO が各国の租税政策をそこまで問
題とすることはできないので，現在のところ，
間接税か直接税かという形式的区別が行われて
いると思われます。DBCFT における支払給与
の控除は，たしかに輸出を促進するものではあ
りますが，この控除自体は，内外を問わずに適
用されるので，表面的には，輸出補助金という
ことは困難かもしれません。少なくとも，形式
の上で，DBCFT の支払給与の控除を廃止し，
相当する補助金の支給などを行うことにすれば，
WTO 協定をクリアすることは可能と考えられ
ます。

３―５．租税条約との関係
租税条約との関係では，まず，DBCFT が条

約の対象とする所得に対する租税か否かが問題

２９ Auerbach, supra note 12, at 84-85.
３０ Id．
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となります。もしこれが肯定されるとすると，３
つの問題が生じると言われています３１。

第１に，輸入課税が恒久的施設（PE）を経
ずに行われた場合，事業利益に対して「PE な
ければ課税なし」を規定するモデル条約７条と
抵触する可能性があります。これは，仕向地基
準による所得課税全般にいえることです。第２
に，輸入課税は，モデル条約１２条に規定された
ロイヤリティやロイヤリティに代わりうるその
他所得で２１条に規定されたもの（合わせて「ロ
イヤリティ等」といいます。）を生じる無形資
産に対しても課されます。つまり，DBCFT で
は，ロイヤリティ等の国外への支払いは輸入で
あり，控除できないはずです。ところが，モデ
ル条約のこれらの規定は，ロイヤリティ等は，
その受益的所有者の居住地国のみが課税できる
と規定しています。つまり，外国の受益的所有
者に支払われるロイヤリティ等は，控除を認め
なければならなくなります。第３に，DBCFT
では，輸出を行う国内企業を，輸入を行う外国
企業よりも有利に扱うこととなり，無差別条項
に反する可能性が指摘されています。

このような条約規定との関係に加えて，貿易
相手国が DBCFT に対して，どのように反応，
対応するかも，問題となります。DBCFT は，
米国に企業を誘致し，利益を移転する強い誘因
を与えると思われます。この背景の下で，相手
国は，（報復的に）DBCFT が所得に対する租
税でないとして，外国税額控除を与えないこと
や，米国をタックスヘイブンと見て，米国の関
連企業に CFC 税制を適用することが考えられ

ます。そして，結局のところ，租税条約による
国際租税秩序が崩れ，米国の納税者が，外国の
源泉徴収や移転価格税制の執行において，外国
政府から不利益を被ることを懸念する見解があ
ります。

３―６．その他の問題
DBCFT については，最初に述べた国際租税

上の利点（移転価格税制や CFC 税制が不要で
あること）に対して，いくつかの問題点も指摘
されています３２。まず，インバージョンは，防
止できないのではないかといわれています３３。
インバージョンが生じる原因は，法人課税のな
い 国 や 地 域 の 存 在 と，国 外 に 囚 わ れ た
（trapped）資金（国内に送金すると税負担が
生じる資金）の存在がいわれますが，DBCFT
でも収益に対する２０％の課税があるので，やは
り資金や事業を税率ゼロの国において，テリト
リアル・システムを米国が採用する前提で，非
課税で米国に適宜，送金した方が有利になるか
らです。もちろん，国外で得られた収益には，
それが米国の事業から得られた場合にも課税を
しないように徹底すれば，国外移転のインセン
ティヴは減少すると思われますが，この内外判
定は，特に役務や無形資産を巡って困難です。
これは，消費税や付加価値税でも明らかです。
このことは，次に見ます。

さらに，知的財産権（IP）の輸出免税につい
ては，先にも少し触れましたが，これを利用し
た次のようなスキームが，既に考案されていま
す３４。①米国のたとえば製薬会社が，合衆国で

３１ Avi-Yonah&Clausing, supra note 25, at 246-247.なお，より詳細な検討として，Richard S. Collier & Michael P. De-
vereux, The Destination-Based Cash Flow Tax and Double Tax Treaties, Oxford University Centre for Business
Taxation Working Paper WP17/06（2017）があります。

３２ 以下で述べた問題点以外にも，いくつか指摘されています。David M. Schizer, Border Adjustments and the Con-
servation of Tax Planning, 155Tax Notes 1451, 1457-1459（2017）．

３３ Id. at 247-248 ; David S. Miller, How Donald Trump Can Keep His Campaign Promises, 155 Tax Notes 1105, 1123
（２０１７）．

３４ Avi-Yonah & Clausing, supra note 25, at 248-249 ; Miller, supra note 33, at 1120-1121.
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開発費用の控除を受けながら IP を開発し，そ
れをアイルランドの子会社に輸出します。対価
は可能な限り高くします。これにより，米国で
は非課税，アイルランドでは高い取得価額とい
う二重の利益を得ることになります。アイルラ
ンド子会社が薬品を製造して利益を得ると，テ
リトリアル・システムの下，米国親会社は非課
税で受け取ります。アイルランド子会社にアイ
ルランドでの課税所得が生じそうな場合は，米
国親会社はさらに IP を売却し，アイルランド
子会社の償却費等を増加させます。②アイルラ
ンドの親会社が米国子会社を保有する場合には，
アイルランド親会社は借入れにより資金を調達
し，米国子会社から IP を取得します。米国子
会社は，費用控除を受けながら，さらに IP を
開発し，親会社に輸出します。③アイルランド
親会社が米国子会社から取得した IP を，米国
で使用して利益を得ようとする場合，米国子会
社にライセンスしても，米国では輸入課税とし
て費用控除ができず，かつ，アイルランドでも
課税されますから，このようなライセンスは行
われないと思われます。では，それに代えて，
親会社が IP を米国子会社に現物出資した場合，
どうなるでしょうか。Blueprint からは，輸入
課税と出資に対する非課税との関係や，キャッ
シュ・フロー税と償却の可否との関係などが明
らかではありませんが，様々なプラニングの可
能性があります。④役務提供の扱いについても，
Blueprint は明確ではありません。たとえば，
米国居住者のヘッジファンドのマネージャーが，
オフシュアのヘッジファンドに役務を提供した
場合，輸出免税になるか，また，そのマネージ
ャーが取引のアルゴリズムを開発してオフシュ
ア・ヘッジファンドに売るかライセンスすれば，
対価やロイヤリティは免税となるかという疑問，
そして，もしそうなら，オフシュア・ヘッジフ

ァンドは巨大なタックス・シェルターになるの
ではないかといった懸念が表明されています。

４ 消費税改正と仕向地基準

４―１．改正の概要と特徴
DBCFT では，以上のように，役務提供と IP

関連収益など，国境税調整が物理的にはできな
い場合の仕向地基準課税に，大きな問題のひと
つがあることが明らかにされました。しかし，
この問題は，消費税や付加価値税でも，ほぼ同
様に生じると思われます。以下では，このよう
な観点から，平成２７年度の消費税改正における
国境を越える役務の提供に係る課税の見直しを
振り返りたいと思います３５。

この改正は，当時の税制調査会の資料などか
らも明らかなように３６，インターネット等を通
じた国境を越える役務提供の急増が，日本国外
の事業者を国内の事業者に対して有利に扱い，
競争上の不公平が生じていたことなどを背景に，
仕向地（消費者の居住地）を基準として課税権
を分配する改正でした。ただし，国境を越える
役務提供に係る見直しの対象は，①電気通信利
用役務の提供と，②芸能・スポーツ等の役務の
提供（「特定役務の提供」）という２つの領域に
限定され，それ以外のもの，たとえば前述のフ
ァンド・マネージャーのようなケースは，改正
の対象外に置かれました。ただし，改正の対象
外とされた領域には，従来から仕向地基準であ
った領域が含まれ，一定の明確化も行われてい
ます（法４条３・４項と施行令６条２項の改正）。
このような対象領域の限定は，２７年度改正のひ
とつの特徴といえます。このことから，２７年度
改正は，今後必要になる役務提供に関するルー
ルの抜本的改正の前触れのようなものと位置づ
けられるのかもしれません。特に②の部分は，

３５ 岡村他前掲注１８，第４章（酒井執筆部分）参照。
３６ 税制調査会 web サイト・第５回国際課税ディスカッショングループ（２０１４年６月２６日）の資料を参照。
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役務提供のごく一部であるが，相当の税額にな
ると思われる芸能・スポーツ等の役務提供のみ
を対象としており，そのように感じられます。
もうひとつの特徴は，インボイス制度がなく，
したがって事業者登録制度もない状態で改正を
行わねばならなかったことに由来するものです。
このことから，B２B と B２C を正確に区別す
ることができないため，事業者向け取引と消費
者向け取引（正確には事業者向け取引ではない
取引）という近似的な区別を行い，リバースチ
ャージのような課税方法が導入されました。

４―２．内外判定基準
消費税の対象は，「国内において」（消法４条

１項）行われた課税資産の譲渡等です。この判
定を行う基準が，内外判定基準です。仕入税額
控除の対象も，国内において行われた課税仕入
れに限られますから（消法３０条１項），内外判
定が必要になります。内外判定は，資産の譲渡
および貸付けについては，その資産の所在地（消
法４条３項１号），役務の提供については，原
則として役務提供が行われた場所により行われ
ます（同項２号）。仕向地基準では，資産の譲
渡等を受けた者の所在地となるはずですから，
このような基準は，仕向地基準とは異なるもの
です。とりわけ資産の譲渡については，譲渡資
産の所在地が原産地である可能性は高いと考え
られます。さらに，役務の提供が行われた場所
が明らかでない一定の役務の提供については，

役務の提供を行った者の役務の提供に係る事務
所等の所在地によって判定されます（消法４条
３項２号括弧書，消令６条２項６号）。この基
準は，まさに原産地基準です。内外判定基準が
原産地基準に傾斜するのは，課税権（申告をさ
せ，調査と課税処分を行う権限）と徴収権（強
制徴収をする権限）の行使可能性が念頭に置か
れるためと考えられます。

２７年度改正では，電気通信利用役務の提供に
ついての内外判定基準は，仕向地基準に忠実に，
その役務の提供を受ける者の住所若しくは居所，
本店若しくは主たる事務所の所在地とされまし
た（消法４条３項３号）。また，特定役務の提
供については，次に述べるリバースチャージの
関係で，特定仕入れの内外判定が問題となりま
すが，やはり，役務の提供地による判定になり
ます（消法４条３項２号・４項）。このような
仕向地基準では，国外事業者（消法２条１項４
号の２。所得税法上の非居住者と法人税法上の
外国法人）に納税義務を課さねばならないから
です。外国の主権下では実地調査などができず，
この課税の執行は不完全とならざるを得ないこ
とが容易に想像されます。

このように見ると，たとえば前述のファン
ド・マネージャーのようなケースや，外国の弁
護士が日本に来て役務を提供するといった場合
については，原則通り，役務提供地による判定
になりますが，その具体的なあり方については，
今後の検討が必要と考えられます。
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４―３．課税方法

表４をご覧下さい。前述のように，改正は，
①電気通信利用役務の提供と，②特定役務の提
供という２つの領域を対象としました。これら
２つの領域に対する課税方法は，電気通信役務
提供については，おそらく日本の事業者には登
録制度がないことから，その取引の性質によっ
て事業者向け取引とそれ以外（消費者向け）の
取引に区別し，事業者向け以外については，国
外事業者に納税義務を課すこととされました。
これは，消費税の原則通り（仕向地基準）です
が，国外事業者への執行の問題があります。つ
まり，国外事業者に納税義務を完全に履行させ
ることはできないし，資産の場合のような物理
的な国境税調整ができないわけです。したがっ
て，国外事業者に任意的な協力を求めざるを得
ないこととなり，そのためのインセンティヴも
必要になります。国外事業者が納税しない場合，
相手方が消費者であれば，課税できないだけで
済みますが，そして，それは改正前と同じです
が，相手方が事業者で課税仕入れに該当する場
合は，仕入税額控除がありますので，日本は二

重に税収を失うことになります。このため，国
内でおこなわれた取引とされたにもかかわらず，
事業者が提供を受けた場合にも，これを仕入税
額控除の対象とすることは，「当分の間」認め
られないこととされました（平成２７年改正法附
則３８条１項）。もっとも，一定の登録を受けた
「登録国外事業者」から提供を受けた場合には，
一定の請求書等の保存を要件に，仕入税額控除
が認められています（平成２７年改正法附則３８条
１項但書）。これは，国外事業者に登録，ひい
ては納税を促す一定のインセンティヴになると
考えられます。しかし，インボイスがあれば，
このような制度は必要なかった（インボイス制
度により登録が強制できる）と思われます。な
お，税制調査会では，物品の場合と同様，輸入
者たる個人に納税義務を課すことができないか，
そのために，たとえばクレジットカード情報を
利用できるのではないか，といった発言もあり
ましたが，少なくともこの改正を検討した平成
２５―２６年頃は，調査等が無理ではないかといわ
れました３７。ただし，役務提供が国内で行われ

リバース・チャージ（国内のみ）仕入税額控除の
対象（国内のみ）

仕入税額控除不
可（当分の間）

役務の提供を受
けた事業者（国
外事業者を含
む。）

特定課税仕入れ（課税仕入れ該当）
国外登録事業者
から

未登録国外事業
者から

特定仕入れ（事業として）

課税の対象ではない行為課税の対象（国内のみ）

役務の提供をし
た国外事業者

（国内の事務所
等での提供を含
む。）

特定資産の譲渡等
事業者向け以外

特定役務の提供
事業者向け

電気通信利用役務の提供

表４ 国境を越える役務提供に関する用語と課税関係

３７ 税制調査会 web サイト・第２回国際課税ディスカッショングループ（２０１３年１１月１４日）の議事録２２―２３頁を参照。
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たか否かの判断では，顧客のクレジットカード
情報を用いることがあるとされています。なお，
カード会社に対するカード情報の調査など，第
三者の情報の調査については，比較的近い将来
において，外国の例も参考にしつつ，制度の整
備が進むことを期待したいと思います３８。

事業者向け電気通信役務提供は，特定役務の
提供とともに，「課税特定仕入れ」としてリバー
スチャージの対象とされます。リバースチャー
ジとは，資産の譲渡等を受けた事業者に納税義
務を課すことをいいます。もともと，輸入取引
では輸入をした者に納税義務が課されますから，
リバース・チャージは，輸入課税の原則的な方
法といっていいでしょう。なお，一定の場合に
は，リバースチャージと仕入税額控除とを相殺
する規定がおかれています（平成２７年改正法附
則４２条，４４条２項）。これは，DBCFT におけ
る輸入課税に似ています。

なお，前述のファンド・マネージャーのよう
なケースや，たとえば，外国の弁護士が日本に
来て役務を提供するといった場合については，
原則通り，役務提供地による判定になりますが，
今後，リバースチャージの範囲（特定仕入れの
範囲）をどの程度拡大するかが問題となるもの
と思われます。

５ おわりに

最後に，本日の検討から，学び取れるものを
あげておきたいと思います。第１に，DBCFT
は，冒頭でも述べたように，少なくとも表面的
には，課税権分配として簡素で明解であり，移
転価格税制や CFC 税制，利子控除制限などの
苦悩から解放される点でエレガントです。しか
し，DBCFT には DBCFT の租税回避があるこ

とも確かです。輸出入を挿入することにより，
いつでも税の連鎖を断ち切ることができること
を説明しましたが，租税回避ではこのことが利
用されるでしょう。ちなみに，これは，インボ
イス制度があっても同じであり，DBCFT に止
まらず，付加価値税の根本的な脆弱性であると
思われます。

仕向地基準自体の問題点も列挙しておきます。
①国境税調整が困難または不可能な場合があり
ます。これは，消費税について述べたとおりで
す。②仕向地（消費地）の決定が困難な場合が
あります。たとえば，外国の美容院で髪をカッ
トしたら，どちらの国が仕向地国でしょうか。
③すべての税収を仕向地国だけが得ることにつ
いて，是非の議論がありえます。また，国家間
で税源が大きく移動しますから，国際的にそう
簡単な話ではないと思います。もっとも，米国
の場合には，慢性的な輸入超過なので，輸入課
税の部分から得られる税収をあてにして，税率
の引き下げなどの大きな改革を実施しようとし
たわけです３９。米国では，輸入課税は，貿易赤
字の改善や国内雇用の確保をもたらすのであれ
ば，政治的にも反対することが困難なものでし
た。現在，米国の税制改革は停滞していますが，
その理由は，税源が確保できないことにありま
す。

なお，DBCFT の問題点と思われたものは，
かなりの程度，消費税や付加価値税にもあては
まります。とりわけ問題となるのは，国境税調
整に基づく仕向地基準の実効性です。平成２７年
度改正は，ごく限られた範囲について，仕向地
基準への転換を図りましたが，残された広い領
域については，今後の課題となります。たとえ
ば，国境を越える B２C 取引が事業者側の国で
輸出免税を受けながら，消費者側の国で輸入課

３８ 税制調査会 web サイト・第１０回税制調査会（２０１７年６月１９日）の資料と議事録を参照。
３９ しかし，長期的な歳入確保はできないことを指摘する文献は多数あります。たとえば，David Kamin & Brad Set-

ser, House Plan’s Bad Math : Revenue From a Border Adjustment, 155Tax Notes 105（2017）
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税を受けない場合，国際的二重非課税が生じま
す。これは，かなりの規模で生じているのかも
しれません。もしそうであれば，BEPS のよう
に国際協力による対応が必要です。ちなみに，
日本がこの種の二重非課税に対して「当面の
間」として対応したのは，２７年度改正により国
外取引から国内取引とされた B２B 取引で，国
外事業者が役務を提供するものです。

第２に，仕向地基準的な考え方を，所得課税
に部分的に導入することも考えられます。具体
的には，販売要素だけによる定式配分（formu-
lary apportionment）（ユニタリー課税方式）
について，検討してもよいと思われます４０。

第３に，一般には税源分配と課税ベースの分

配とは同義と考えられていますが，執行面から
は，別に考える余地もあります。たとえば，輸
出を免税にせずに同じように課税をするが，そ
の税収は仕向地国に支払う，仕向地国は輸入課
税をせず，仕入税額控除を認めるといったこと
ができれば，もちろんインボイス制度の下にお
いてですが，このようなことができれば，輸出
入による税の連鎖の切断は防止できます。本日
は説明できませんでしたが，EU の MOSS（Mini
One Stop Shop）制度でも，消費者向け電子役
務提供について，納税地と税収を得る国とを別
にすることが行われています４１。

第４に，仕向地基準のようなある基準なり原
理なりの「正しさ」を，どのように評価するは，

４０ Bill Parks, SalesFactorApportionment : AFair Path toCorporateTaxReform, 155TaxNotes 1169（2017）参照。
４１ 岡村他前掲注１８，２５７頁。
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かなり根本的な問題ですが，DBCFT における
国境税調整は，経済的歪曲（中立性）の観点か
ら，マクロ経済学に基づく検討が行われ，租税
の転嫁が考慮されたものであったことを指摘し
ておきます。

最後に，これも「正しさ」に関係しますが，
消費課税だから仕向地基準，あるいは，所得税
だから所得創生地基準といった考え方には，限
界があるように感じられます。経済活動に対す
る中立性の観点からは，消費課税と所得課税（消
費税と法人税・所得税）の関係に，もっとダイ
ナミックな検討が必要ではないかと思われます。
DBCFT を WTO 協定に沿わせるには，給与の
控除の部分を分離すればよい（たとえば賃金税
の減税や給付措置で代える）という主張を紹介
しましたが，ほとんどの国が実施している消費
税・付加価値税と法人税・所得税，そして被用
者への給付は，ミックスして考えると，企業段

階で支払給与の一定の部分が控除され，それが
個人の段階で累進課税される租税であったとい
うことができます。そうすると，DBCFT をめ
ぐる輸出補助金の議論は，このようなタック
ス・ミックスという観点を通じて，多くの国の
租税制度にも及ぼすことができそうです。租税
の経済的効果は，その形式や名称ではなく，実
質によって決まると考えられますから，個々の
租税だけではなく，少なくとも消費税，法人税，
所得税を一体視した場合の検討が必要となるで
しょう。この検討は，いわゆるグローバル化の
中でますます必要となるものと思われますが，
その中で，法学者は，税制全体が，貿易収支や
為替レート，国民貯蓄に与える様々な影響を考
慮しながら，制度の不完全性や脆弱性と，その
治癒可能性を指摘することになるでしょう。

以上で，報告を終わります。
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仕向地基準課税再考 
岡村 忠生（京都大学） 

１ はじめに 
仕向地基準または仕向地主義(destination principle)に基づく課税 

資産や役務が送り出された目的地のある国または地域に課税権 
日本の消費税や EUなどの付加価値税において、一般に採用 

 
仕向地基準キャッシュ・フロー税 
(destination-based cash flow tax, DBCFT) 

  変形された法人税 
移転価格税制や CFC 税制、過大利子税制など、法人税が苦悩して
いる問題を解消しようとした。 

価値創造が行われた国または地域への税源配分の困難さ 
仕向地基準では、課税権の全部を仕向地国に機械的に分配 
課税権分配ルールの顕著な明確化、簡素化につながるか？  

２ 仕向地基準課税 
２-１ 設例と効果 
 

表１ 付加価値税と国境税調整 
事事業者 売売上 仕仕入れ 所所得型 VAT 

課税ベース 
国国境 
税調整 

純純課税 
ベース 

農業者 50 25 25 25 50 
製造業者 80 50 30 0 30 
販売業者：      
 国内販売 100 80 20 0 20 
 輸出 100 80 20 -100 -80 

 
 
 
表 2 DBCFT と国境税調整 

事事業者 売売上 支支払 
給与 

仕仕入れ DDBCFT 
課税ベース 

国国境 
税調整 

純純課税 
ベース 

農業者 50 5 25 20 25 45 
製造業者 80 15 50 15 0 15 
販売業者：       
 国内販売 100 10 80 10 0 10 
 輸出 100 10 80 10 -100 -90 
 

資 料

１／１０
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２-２ 仕向地基準の正しさ 

２-２-１ 消費課税と税負担の転嫁 
消費（消費者）に対する課税だから、仕向地基準は正しい（歪曲がない）。 

消費地国の税率が 10%であれば、生産地国の税率が 20%であって
も 5%であっても、消費者の税負担は 10%。 

 
 税負担は全て消費者が負担しているという前提 

 
しかし、物品に対する課税は、需要と供給の弾力性に応じて、消費者と生産
者が負担する。 
税負担の転嫁（法律上の納税義務者以外の者が税を負担）が生じる。 
 
転嫁が生じることを前提とすると、仕向地基準課税は、輸入関税と輸出補助
金とが組み合わされたものになる。 
 

２-２-２ 国境税調整の中立性と為替レートの変化 
輸入課税と輸出免税が対称的に行われているのであれば、両者は打ち消し会
い、経済的な歪曲は生じず、国内産業保護にはならない。 
 
輸出補助金 

国内の輸出業者は国際競争上有利 
国外からの需要が増加 
為替レートが変化して輸入国で値上がり、需給はバランス 
ただし、為替レートの変化は、輸出補助金による輸出価格の低下
を、部分的にしか打ち消すことができない。 

ドル高により輸入品の価格が下がり、需要が増加してド
ル安の方向に作用するから。 

輸出補助金は、単独で導入されれば、輸出を増加させる。 
輸出が増加すれば、貯蓄その他条件が変化しない限り、
輸入も増加する。 

 
輸入課税（関税） 

輸入品の価格上昇、需要後退 
為替レートが変化して値下がりし、需給はバランス 
ただし、この為替レート変化も、輸入課税による価格上昇を部分
的にしか打ち消すことはできない。 

ドル高により輸出が減少して貿易収支が悪化し、ドル高
の方向にブレーキが掛かるから。 

輸入課税は、単独で導入されれば、輸入を減少させる。 

２／１０
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輸入が減少すれば、貯蓄その他条件が変化しない限り、
輸出も減少する。 
 

輸出補助金と輸入課税を同率で同時に導入する（国境税調整を行
う）と、輸出促進と輸入削減の両方の作用が生じ、それぞれがド
ル高に働くので、輸出の増加も輸入の削減も起こらず、貿易収支
は動かない。 

 
この結論が有効に成り立つための条件 
 輸出補助の補助率と輸入課税の税率が等しい 
  実効税率で等しくできるか？ 
 全ての国際取引に対して国境税調整 
  役務提供などで問題 
 為替レート調整の時間 
貯蓄誘導政策がとられると、輸入への需要が減少し、貿易黒字に動く。 
貿易収支が均衡していなければ、国境税調整から歳入・歳出が生じる。 
Desai と Hines による実証研究 
 

2-2-3 実質的な為替レートと価格水準、通貨供給 
 共通通貨やペッグ制ではどうか。 
  

為替レートの内容 
  名目的レートと価格水準(price level)の複合 
  

設例 
国境税調整導入前、アウディとプジョーが、ドイツにおいてもフ
ランスにおいても 100 で販売されている（最適な状態）。 
 
フランスが、20％の輸入関税を導入 

フランスにいるアウディの購入者は、ドイツの購入者よ
りも、20%多く支払わねばならない。 
一般に、輸入課税は、その国の物価を引き上げる。 
 

フランスが 20%の輸出補助金を導入 
フランスにいるプジョー輸出業者は、ドイツの顧客が支
払うより 20%大きい対価を得るので、ドイツに販売する
価格を引き下げることができる。 
一般に、輸出補助金は、相手国の価格を引き下げる。 
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輸入課税と輸出補助金のどちらもが、フランスでの価格を、ドイ
ツでの価格に対して、相対的に引き上げる方向に働く。 
この価格変化は、国境税調整導入前の最適な状態が回復されると
ころまで進む。フランスでもドイツでも、アウディとプジョーの
価格は同じになる。 
国境税調整を導入した国の物価は、同一通貨を使う国との関係
で、輸入課税と輸出補助金の率の分、上昇する。 
 
もっとも、物価が上昇するためには、それだけの通貨が必要。 

EU では、通貨統合が行われたが、VAT は不統一。 
 

ペッグ制でも同じ。 
ただし、ペッグ制は、国内生産品保護のためである場合が多い。
中央銀行が為替レートを変更する可能性。 

 
ドルについても、連邦準備銀行が通貨供給量を増加されれば、価格水準が上
昇し、名目的な為替レートは変化しなくなる。 

米国がインフレになれば、ドル高にはならない。 
 

通貨供給量の決定には、事実上の制約 
賃金の名目水準は下方硬直的 
付加価値税の一部は企業に転嫁されるので、企業利益は減少。 
企業は、その回復のために賃金を引き下げようとする。 
名目賃金低下を防止するため、中央銀行は通貨供給量を増やす。 

 

2-2-4 法人税への適用 
 国境税調整の効果に関する以上の議論は、法人税でも成り立つ。 
 WTO は、国境税調整の対象を消費課税に限定。 
 

３ 仕向地基準キャッシュ・フロー税 
３-１ 租税の仕組み 

法人税を消費税の方向に、３点で変形したもの 
① キャッシュ・フロー基準 
 資産や負債の概念はない。 

支払給与は控除・・・給与部分を人税化 
② 利子や金融資産の取扱い 
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③ 仕向地基準による国際課税 
 

３-２ 国境税調整 
法律上の課税権を仕向地国のみに与える。 

ひとつの国だけが課税権を持つという考え方を徹底 
 所得レベルで計算 
 

３-３ 損失の売買と資産の所在地 
輸出による損失の扱い・・・還付はない。 
損失が売買される可能性（輸出に係る大きな租税利益） 
 輸出入により、税の連鎖を切断できる（付加価値税でも同じ）。 
 中間法人を挟んで、税の連鎖を切断して損失を売買する。 
 

例 
Ａ社からＢ社に商品を販売するが、中間に外国法人Ｃ社を介在させ
る。Ａ社では非課税、Ｂ社では控除不可 
Ａ社が黒字法人、Ｂ社が赤字法人（損失(NOL)を抱えた法人）であ
れば、Ａ社は輸出から生じる損失により黒字を打ち消し、Ｂ社は輸
入から生じる非控除を損失で打ち消す（損失があるので、輸入の控
除不可は構わない）。 

 
取引対象資産の所在地国とキャッシュ・フローの生じる国を変える。 

キャッシュ・フローによって輸出や輸入を判定するのであれば、
国外で生産した資産を「輸出」して損失を得ることや、外国法人
の所有する国内所在資産を「輸入」することができる。 
EU の資産の物理的所在地判定(place of supply rule) 

 
 DBCFT において、損失の売買を防止することは妥当か？ 
 
 輸入での問題 
  輸入者が輸入商品を販売したとき、非常に重い税負担 
  執行の確保が重要 

たとえば、外国法人の米国支店が商品を米国に持ち込み、米国で
販売する場合、いつ課税できるか。 

 
 無形資産では、所在地の特定が困難 
  国内開発無形資産の輸出 
  米国で控除かつ免税・・・所得課税では問題視されてきた。 
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 消費者向け販売・・・消費者には、輸入か否かの判断が困難 
 

３-４ WTO 協定との関係 
「補助金および相殺措置に関する協定」(Agreement on Subsidies and 
Countervailing Measures, SCM)の付属文書(Annex)Ⅰパラグラフ(e) 

「商工業を営む企業が支払う又は支払うべき直接税又は社会保障
負担金につき、輸出に関連させてその額の全部又は一部の免除、
軽減又は繰延べを認めること。」 
「「直接税」とは、賃金、利潤、利子、賃貸料、ロイヤルティそ
の他の所得に対して課される税及び不動産の所有に対して課され
る税をいう。」 
「「間接税」とは、売上税、個別消費税、取引高税、付加価値
税、フランチャイズ税、印紙税、流通税、事業資産税、国境税そ
の他の税であって直接税及び輸入課徴金以外のものをいう。」 

  
 支払給与の控除が問題 
  付加価値の 2/3 を占めるといわれる。 

DBCFT と給与所得税（賃金税）を一体として、実質的な付加価値
税であると主張 

 
 実質論・・・輸出補助の経済的効果があるか。 
  見解１  

支払給与が損金算入されている分だけ、輸出補助金が輸入課税の
負担よりも大きな金額になる。 
 
表 3 支払給与の控除と輸出補助金 

事事業者 売売上 支支払 
給与 

仕仕入れ 利利益 国国境 
税調整 

課課税 
ベース 

ぶどう栽培
農家 

40 
(42) 30 0 10 0 10 

ワイン製造
販売業者：       

 国内販売 102 
(105) 45 42 15 0 15 

 輸出 100 45 40 15 -100 -85 
 
 
  見解 2 
  支払給与の控除は、賃金税の減免と同じ。 

賃金税の減税は、国内生産コストを引き下げ、生産と雇用を促進
するが、これは、国内生産への減税の全てに共通する効果。 
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  国内生産の優遇措置は、付加価値税の下でも、輸出促進に作用。 
 

３-５ 租税条約との関係 
DBCFT が条約の対象であれば、3つの問題 

i) 輸入課税が恒久的施設(PE)を経ずに行われた場合、事業利益に
対して「PE なければ課税なし」を規定するモデル条約 7 条と
抵触。 

ii) ロイヤリティ等の国外への支払いは輸入であり、控除できない
はず。ところが、モデル条約は、その受益的所有者の居住地国
のみが課税できると規定。 

iii) 輸出を行う国内企業を、輸入を行う外国企業よりも有利に扱う
こととなり、無差別条項に反する可能性。 

 
貿易相手国の対応 

外国税額控除の不適用 
CFC 税制の適用 
 

３-６ その他の問題 
インバージョンは、防止できないのではないか。 
 インバージョンの原因 
  タックスヘイブンの存在と囚われた(trapped)資金 

テリトリアル・システムが採用される前提で、資金や事業を税率
ゼロの国において、非課税で米国に適宜、送金した方が有利。 

  
 輸出免税を利用したスキーム 

1. 米国の製薬会社が、国内で開発費用の控除を受けながら IP を開発し、ア
イルランドの子会社に輸出する。対価は可能な限り高くする。アイルラ
ンド子会社が薬品を製造して利益を得ると、テリトリアル・システムの
下、米国親会社は非課税で受け取る。 

2. アイルランドの親会社が米国子会社を保有する場合には、アイルランド
親会社は借入れにより資金を調達し、米国子会社から IP を取得する。米
国子会社は、費用控除を受けながら、さらに IP を開発し、親会社に輸出
する。 

3. アイルランド親会社が米国子会社から取得した IP を、米国子会社に現物
出資する。 

4. 米国居住者のヘッジファンド・マネージャーが、オフシュアのヘッジフ
ァンドに役務を提供する。または、取引のアルゴリズムを開発してオフ
シュア・ヘッジファンド販売するかライセンスする。 
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４ 消費税改正と仕向地基準 
４-１ 改正の概要と特徴 

平成 27 年度改正における国境を越える役務の提供に係る課税の見直し 
 仕向地（消費者の居住地）を基準として課税権を分配する改正 

インターネット等を通じた国境を越える役務提供の急増が、日本
国外の事業者を国内の事業者に対して有利に扱い、競争上の不公
平が生じていた。 

 
特徴 

  対象は限定 
  ①電気通信利用役務の提供 

②芸能・スポーツ等の役務の提供 
 
  インボイス制度と事業者登録制度の不存在 
  B2B と B2C の区別ができない。 
  「事業者向け」と「事業者向け以外」で近似的区別 
 

４-２ 内外判定基準 
役務の提供については、原則として役務提供が行われた場所 
 資産の譲渡等を受けた者の所在地とは規定されていない。 
 
役務の提供が行われた場所が明らかでない一定の役務の提供 
 役務の提供を行った者の役務の提供に係る事務所等の所在地 
 原産地主義に傾斜 
課税権と徴収権の行使可能性 
 
電気通信利用役務の提供については、仕向地主義に忠実に改正 
 

４-３ 課税方法 
電気通信利用役務の提供 
 事業者向け以外（消費者向け） 
  国外事業者に納税義務 
  提供を受けた事業者は、仕入税額控除原則不可 
   ただし、登録国外事業者からであれば可能 
 事業者向け 

「課税特定仕入れ」としてリバースチャージの対象 
 

８／１０
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 9 

 特定役務の提供 
「課税特定仕入れ」としてリバースチャージの対象 
 
 

 表 4 国境を越える役務提供に関する用語と課税関係 

役務の提供
をした国外事
業者（国内の
事務所等での
提供を含
む。） 

電気通信利用役務の提供 特定役務の提供 
事業者向け以外 事業者向け 

特定資産の譲渡等 

課税の対象（国内のみ） 課税の対象ではない行為 

役務の提供
を受けた事業
者（国外事業
者を含む。） 

未登録国外事業者か
ら 

国外登録事業者か
ら 

特定仕入れ（事業として） 
特定課税仕入れ（課税仕入れ該

当） 
仕入税額控除不可 
（当分の間） 

仕入税額控除の対
象（国内のみ） 

リバース･チャージ 
（国内のみ） 

 

 その他の役務提供 
  役務の提供地 

その意味について、検討を進める必要 

５ おわりに 
DBCFT のエレガントさ 
 課税権分配基準は簡素で明解 

移転価格税制や CFC 税制、利子控除制限などの苦悩から解放 
 DBCFT における租税回避（税の連鎖の切断など）・・・消費税でも問題 

 仕向地基準の問題 
① 国境税調整の不可能 
② 仕向地決定の困難 
③ 全ての税収は仕向地国に 

国際課税における（部分的）利用 
 売上高による定式分配 

課税ベースと税収の国際分配 
MOSS(Mini One Stop Shop)・・・税収を他国に移転  

仕向地基準（のような基準や原理）の「正しさ」 
 経済的歪曲（中立性）の観点 

９／１０
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転嫁の考慮 

「消費税→消費者が負担→仕向地基準」は正しいか？ 

消費課税と所得課税の関係 
新たなタックス・ミックスの考え方 

  消費税・付加価値税 
  法人税・所得税 
  被用者への給付 
３つをミックスすると、給与が、企業で控除され、被用
者で累進課税される租税 
消費税、法人税、所得税を一体視した検討が必要 

１０／１０
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討論会 ９月１３日�・午後

早稲田大学大学院会計研究科教授 青山 慶二
東レ株式会社税務室長 租研理事 栗原 正明
財務省主税局国際租税総合調整官 細田 修一

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 吉村 政穂

渡辺 裕泰

●参加者（五十音順）

国際課税を巡る現状と課題
―BEPSプロジェクト等からの
多面的な取組と展望―

討論中に言及されている資料は，巻末「資料編７３頁～１０３頁」に掲載されています。

司会 日本租税研究協会参与・財務省財務
総合政策研究所顧問
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はじめに

（渡辺） 皆さん，どうぞよろしくお願いいた
します。それではパネルディスカッション
「BEPS プロジェクト等の国際的な取組み及び
わが国の対応」を始めさせていただきます。パ
ネリストは，ただ今ご紹介いただきました４人
の方々でございます。それぞれ組織に属してお
られますが，本日は，その組織の意見というよ
りは，個人としての資格で個人としての意見を
言っていただくようにお願いしていますので，
ご発言は個人としての発言ということで受け止
めていただければと存じます。従いまして，こ
こではパネリストの方のお名前を，肩書なしの
何とかさんということで呼ばせていただきます
ので，その点もよろしくお願い申し上げます。

この研究大会のパネルディスカッションで
BEPS を取り上げますのは，３回連続になって
います。BEPS を３回も連続でいささか飽きも
来ているという方もいらっしゃるかもしれませ
んが，まだまだ BEPS は猛スピードで進んで
います。また，課税に相当の影響が出てくるも
のでございますので，一番最近のところでどこ
まで進んでいるのか，またこれからどう進みそ
うか，それからどうなってほしいとみんなで考
えるかというようなことを議論してまいりたい
と存じます。

本日のパネルディスカッションは，全体とし
て２部構成になっています。第１部は，BEPS
プロジェクトに関するこれまでの取組みでござ
います。第２部は，BEPS 合意に関する今後の
展望ということで，これまでと今後ということ
で１部，２部を分けてございます。それぞれの
部につきまして，最初に細田さんからご説明い
ただきまして，その後青山さん，吉村さん，栗
原さんから順次ご意見，ご質問を頂戴して，さ
らに細田さんからお三方のご質問ご意見等にお
答えいただくという順番で進めさせていただき
たいと思っています。

それでは，細田さん，よろしくお願いいたし
ます。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．BEPSプロジェクト・税の透
明性に関するこれまでの取組み

（細田） 細田でございます。どうぞよろしく
お願いいたします。それでは，私の方からお手
元にある資料に従いまして，まず BEPS プロ
ジェクトに関するこれまでの取組みということ
でお話しさせていただければと思います。国際
課税資料３をおめくりいただければと思います。

１．BEPSプロジェクト

〔「BEPSプロジェクト」について〕（国際課税
資料３）
BEPS プロジェクト，税源浸食と利益移転プ

ロジェクトということで，もう何度かこの租研
の大会ではご説明させていただきましたが，今
の BEPS プロジェクトの概要を簡単におさら
いさせていただければと思います。

BEPS プロジェクトは，もともとは多国籍企
業が特にグローバルに展開し，また，その取引
の中身も電子商取引などの新しいビジネスモデ
ルが多くなっていく中で，実際の企業の活動と
国際税制のルールの間にずれが生じていたので
はないかということで，行き過ぎた租税回避を
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抑制する，また企業間の公平な競争条件を確保
するという観点から，この国際税制のルールを
見直していこうという国際的な取組みでありま
した。２０１２年に BEPS の議論が始まりまして，
特に G２０のメンバーに支持を頂いて，２０１５年に
は最終報告書が公表され，それに基づいて今度
はこれを実施に移していくための BEPS 包摂
的枠組み（Inclusive Framework）というもの
が２０１６年に立ち上がり，今は実施のフェーズに
入っているという状況になっているところです。

この BEPS プロジェクトの特徴的なものを
何点か挙げますと，１つ目は，税制というのは
国の主権に関わる問題ですが，それにも関わら
ず，国際的な協調が進められているという点で
す。また２つ目には，今までの国際税制のルー
ルというのは OECD を中心に議論されていま
したが，それに加えて G２０のメンバー，また実
施フェーズにおいてはより多くの途上国が参加
したということで，非常に広がりを持った活動
になっているということです。３つ目に，日本
も積極的にその議論に参加していったという点
で，非常に特徴的ではなかったかなと思ってい
ます。

この BEPS プロジェクトの中身は大きく３
つあると思っています。１つ目は，緑の丸のと
ころですが，一番大きなものとしては，グロー
バル企業は価値が創造されるところで税金を払
うべきという大きな原則の下で，国際課税の考

え方を見直していこうという実質性を担保する
ための取組みです。ただ，実質性を担保するた
めには各国政府またはグローバル企業がどのよ
うに活動しているのかをしっかりと把握してい
かなければいけません。そういう意味で２つ目
として，各国間の情報共有，また情報交換とい
った制度を向上させていこうという透明性向上
の取組みです。そして３つ目に，青の丸にあり
ますが，そういう形でいろいろな取組みを行っ
ていきますと新たな措置も入り，また，先進国
だけでなく途上国も入った取組みになります。
そうすると，企業にとっての制度の不確実性も
増すのではないかということで，それに対して
どのように対応し，予見性をいかに高めていく
のか，こういった取組みも併せて行っていくべ
きという，この３つの柱で BEPS プロジェク
トを進めているということです。

〔BEPSプロジェクトの今後〕（国際課税資料４）
現在は実施フェーズということで，どのよう

な活動が行われているかが国際課税資料４です。
後ほど１５の行動については簡単にご説明させて
いただきますが，１５の行動を実施するために，
各国において国内法の改正，また OECD にお
いてはモデル租税条約，移転価格ガイドライン
を改正していきます。そして，その実施状況を
モニタリングしていくということが１つ目です。
それから，後ほどご紹介しますが，例えば移転
価格の問題ですとかまだ残された問題がござい
ますので，議論を続けていくということが２つ
目です。

３つ目は，新興国・途上国にもできるだけこ
の取組みに参加していただこうということです。
Inclusive Framework は，２０１６年の６月に始ま
ったときには４６カ国でスタートしましたが，今
では参加国・地域が１０２カ国まで増えています。
新興国・途上国の方々にも対等な立場で参加し
ていただいて，この BEPS の考え方を広めて
いこうとしています。もちろん，各国状況が違
いますので，BEPS 合意全てを講じるというの
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はなかなか大変です。そこで，日本を含めた各
国で途上国に対する支援なども併せて行ってい
ます。その全体の実施フェーズの進捗状況をモ
ニタリングする，管理するという意味で，この
右端に書いてあるように，InclusiveFramework
on BEPS という会議体を作り，定期的に会合
を開き，BEPS の実施状況をフォローしていく，
議論していくということになっています。

〔BEPS実施フェーズ（Inclusive Framework
onBEPS）参加国・地域（２０１６．７～）〕（国際
課税資料５）
国際課税資料５を見ていただきますと，今の

正式なメンバー国・地域１０２カ国がリストにな
っています。これを見ていただきますと，OECD
の加盟国や G２０のメンバーだけでなくて，途上
国，いわゆるタックス・ヘイブンと言われるよ
うな国も含めて，広く参加していただいている
状況になっています。

〔「BEPSプロジェクト」最終報告書の概要〕（国
際課税資料６）
この BEPS プロジェクト，１５の行動という

ことで申し上げましたが，国際課税資料６にそ
の中身を簡単にまとめています。行動１～１５ま
でが並んでいますが，この緑のところが払うべ
きところで税金を支払うべきという実質性の観
点，赤いところが透明性の観点，青色で書いて
いるところは，企業の不確実性の排除，予見可
能性を高める観点です。この３つの観点で区分
けしています。

これを見ていただきますと，青枠で囲んであ
るものがあります。行動１電子経済，行動２ハ
イブリッド・ミスマッチ等々ありますが，これ
らについてはこれまでの税制改正などで対応を
ある程度してきたものということです。そして
黄色い線と点線で書いたものがあります。これ
は，また後ほど申し上げますが，BEPS を防止
するための多数国間条約を結ぶことで対応して
いこうというものです。そして，茶色で囲んで

あるものは，今後制度改正の要否を含め検討し
ていく必要があるだろうということで示してい
るものです。

まず第１部では青い枠で囲んであるものにつ
いて幾つかご紹介し，第２部ではこの茶色，又
は黄色で囲んだものについてお話しさせていた
だこうと思います。

〔BEPSプロジェクトの概要と進捗状況〕（国際
課税資料７）
これまでの BEPS 行動１～行動１５までの概

要，それから OECD，またわが国においてど
のような対応をしてきたかというのを一覧でま
とめたものですので，参考までにしていただけ
ればと思います。

２．【行動３】外国子会社合算税制の見直し

〔外国子会社合算税制の強化：平成２９年度税制
改正〕（国際課税資料８）
それでは，国際課税資料８以降でこれまでに

行ってきた対応ということで，幾つかご紹介さ
せていただきたいと思います。

まず国際課税資料８のところで外国子会社合
算税制です。これは昨年の税制改正で議論させ
ていただきまして，来年４月以降の課税年度か
ら始まる制度ということで法改正を行ったもの
です。

この制度の考え方，特に BEPS で議論にな
った考え方ですが，外国子会社を合算する際に
は，この真ん中の３つ目の○のところに書いて
いますが，実質的な経済活動を伴わないものは
基本的には親会社の利益とし，海外で実質的な
活動をしているものについては，海外で課税さ
れてしかるべきだろうということです。そのよ
うな所得の中身を見る形で見直すべきではない
かという指摘を頂いたところです。

〔見直しの方向性〕（国際課税資料９）
それを踏まえまして，国際課税資料９です。

日本の外国子会社合算税制を改正させていただ
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いたということです。
左側の改正前の制度ですが，これまでの外国

子会社合算税制につきましては，外国の子会社
の外形，会社の租税負担割合が２０％未満であれ
ば，すべからく外国子会社の所得は親会社に合
算すべきだろうという形で制度が組まれていま
した。その結果何が起こっていたかというと，
この右上の赤枠で囲んであるように，本来は所
得として把握すべきようなものであっても把握
できていない，又はこの左下の赤枠にあります
ように，本来は実体的な活動をしているにも関
わらず子会社の所得が親会社に合算されてしま
うという問題がありました。

それを，今回の改正におきましては，まず一
番右端の柱のところですが，一見して明らかに
受動的な所得しか得ていない，ペーパーカンパ
ニーのようなものについては，広く合算してい
きましょうということです。その上で，本来の
事業を行っているような会社については，事務
負担に配慮して，その外国子会社の租税負担割
合が２０％以上の場合には能動的所得・受動的所
得というのは考慮しなくてよい，外国子会社合
算税制のことを心配しなくてもいいという形で
免除することにして，外国子会社の租税負担割
合が２０％未満の場合のみ能動的所得・受動的所
得を分けて，受動的所得のみについてこれを合
算するという形としたわけです。

〔見直しの主なポイント①〕（国際課税資料１０）
国際課税資料１０以降でもう少し詳しく見てい

きます。国際課税資料１０を見ていただきますと，
今申し上げましたように，この真ん中の左側の
ところにトリガー税率の廃止とありますが，改
正前の制度ですとこの入り口のところで外国子
会社の租税負担割合が２０％以上であるかどうか
というのを見て外国子会社合算税制を適用する
かしないかというのが定められていたわけです
が，そこで見るのではなくて，まずは中身で見
ましょうということで，例えば一番下の②のと
ころにありますように，ペーパーカンパニーで

すとか事実上のキャッシュボックスですとか，
もしくはブラックリスト国に所在する外国子会
社，このようなものについては，基本的に合算
するということです。後の残りのところは事業
の活動内容を見て，事業が経済活動基準のいず
れかを満たさないということであれば，会社単
位で合算税制が適用される可能性が出てきます
し，経済活動基準を全部満たすということであ
れば，所得の中身を見て受動的所得のみが合算
されるという大きな流れになっているというこ
とです。

〔見直しの主なポイント②〕（国際課税資料１１）
国際課税資料１１です。特にペーパーカンパ

ニーですとか事実上のキャッシュボックスとい
うようなものに着目したということが１つの大
きな改正の中身です。

〔見直しの主なポイント③〕（国際課税資料１２）
国際課税資料１２の表の一番上，④のところを

見ていただきますと，これまで関連会社と判断
するときに資本関係だけを見ていましたが，実
質的な支配関係があるかないかというのを見る
ようにしたという改正ですとか，⑤のところで
すが，実体のある事業を行っている会社，例え
ばこれまで事業基準を満たさなかった航空機
リース会社，製造子会社のうち来料加工などを
行っているような会社，こういった会社につい
ても合算課税が適用されないよう手当てをした
ところです。

また，⑥の非関連者基準のところで，第三者
が介在することによって実質的に関連者となっ
ているような取引については，外国子会社合算
税制の対象となるような改正も行っているとこ
ろです。

〔見直しの主なポイント④〕（国際課税資料１３）
そして国際課税資料１３で受動的所得について

中身を整理させていただくとともに，少額の免
除基準も１，０００万円以下だったものを２，０００万円
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以下に引き上げ，事務負担にも配慮してその適
用範囲を限定したということです。

〔見直しの主なポイント⑤〕（国際課税資料１４）
様々な配慮につきましては，国際課税資料１４

に一覧でまとめています。申し上げましたよう
に，実際に事業活動を行っている企業に支障が
ないような配慮や事務負担への配慮も行いなが
らいろいろな措置を組み合わせ，今回の外国子
会社合算税制の改正を行ったというところです。
これから実際に適用が始まりますので，ご協力
いただければと思います。

３．【行動１３】移転価格税制に係る文書
化制度

〔移転価格税制に係る文書化制度の整備：平成
２８年度税制改正〕（国際課税資料１５）
国際課税資料１５以降は行動１３の関係で，２８年

度税制改正で行った移転価格税制に関する文書
化制度についてお話しさせていただきたいと思
います。これは，まさに皆様，今，国別報告事
項の準備などをしていただいているところでは
ないかと思います。これは，多国籍企業グルー
プの課税を適正に行っていくためには，国外関
連取引の情報だけではなくて，多国籍企業が各
国でどのように取引をしているのかというグ
ローバルな情報も必要であり，各国間の情報共
有をより高めるべきではないかという議論を背
景として，このような制度ができたということ
です。

具体的には，大きく分けて３つ，ローカルフ
ァイル，国別報告書，マスターファイルという
ものがあります。まず，ローカルファイルは，
国外関連取引における独立企業間価格を算定す
るための詳細な情報であり，これまでも作成い
ただいていたかと思いますが，義務ではありま
せんでした。改正により，一定の条件を満たし
た場合，確定申告書の提出期限までに作成し，
保存しなければならないこととされました。ま
た，国別報告書は，多国籍企業グループの構成

会社等の事業が行われる国又は地域ごとの収入
金額や納付税額といった情報であり，各国共通
の様式に基づいて提供していただきます。また，
マスターファイルは，その多国籍企業グループ
全体の概要に関する情報となります。国別報告
書については，税務当局に提供していただいた
後に，税務当局の間でその情報を交換するとい
う制度にしたわけです。

〔（参考）行動１３多国籍企業の企業情報の文書
化〕（国際課税資料１６）
国際課税資料１６を見ていただきますと，新し

くできた国別報告書のガイドラインの概要につ
いてまとめてあります。この国別報告書の提出
方法について，いろいろと議論があったところ
ですが，この４．のところ以降ですが，基本的
には対象企業グループの親会社が所在する国の
当局，例えば日本であれば日本の当局に提出し
た上で，租税条約等に基づいて外国の当局と交
換が行われることが原則になっています。

そのような租税条約に基づいて情報の交換を
行うための当局間合意がないという場合のみに
限って子会社方式が容認されていますので，現
地の子会社から現地の当局にその資料が提出さ
れるというようなことは限定的な状況になって
います。この国別報告書を，共通の様式に基づ
いて情報交換するわけですが，それで今，まさ
にその資料の作成などをお願いしているところ
ではないかと思います。国税庁においても，ホー
ムページなどで Q&A なども作っていますし，
また各国税局などでもお問い合わせを受けてい
ますので，ご不明な点等があればそういうもの
を参照しながら作成をお願いできればと思って
います。

〔（参考）行動１３多国籍企業の企業情報の文書
化〕（国際課税資料１７―１９）
国際課税資料１７，国際課税資料１８，国際課税

資料１９は，今申し上げたスキームを簡単にご説
明しているところですので，省略させていただ
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きます。

４．【行動１】電子経済の課税上の課題
への対処

〔平成２７年度税制改正〕（国際課税資料２０）
この電子経済に対する課税の問題ですが，こ

れは，電子経済が広がっていくに従って，現行
の国際課税ルールでは対応できないものがある
のではないかということです。これは，消費税，
付加価値税（VAT）の世界でもそうですし，
また直接税，利益に対する課税という点でもど
のように対応していくのかということもこれは
BEPS の中で議論されたわけです。

行動１の結論としましては，まず利益に対す
る課税につきましては，今の段階では電子経済
に特有の BEPS，回避行為というのは存在しな
いということなので，現行のいろいろな BEPS
対応措置を行っていけば対応できるのではない
か，という結論になったということです。

一方で，付加価値税については，国境を越え
て提供されるサービスについては，制度改正が
必要ではないか，特に顧客が所在する国を課税
地とするということが原則ではないか，例えば
B to B 取引については，リバースチャージ方式
ということでサービスを受けた顧客が申告する
ような制度を入れるべきではないかということ
です。B to C の取引も，消費者に対する取引と
いう観点からは，国外の事業者が事業者登録を
行うようなことをして消費税を納税すべきでは
ないかということが勧告されたわけです。

〔国境を越えた役務の提供に対する消費税の課
税の見直し（平成２７年度税制改正）〕（国際課
税資料２１）
このような仕向地主義に基づく考え方を受け

て，日本でも法改正を行っていまして，国際課
税資料２１のところですが，実際に消費税を納税
するのは消費されたところであるということ
で，２７年度税制改正で法改正が行なわれました。

それから，後ほど出てまいりますが，この電

子経済というのはその内容自体がいろいろと変
わってまいりますので，それに対する議論が引
き続き必要なのではないかということで，
OECD においては特に利益に対する課税をど
のようにしていくべきかという議論はまだ続い
ているというような状況です。

今まで申し上げたのが，BEPS 関係で最近行
われた改正の内容です。

５．税の情報交換

〔国際的課税逃れ対策（BEPS・税の情報交換）
及び実質的所有者情報の透明性向上に関する
流れ〕（国際課税資料２２）
国際課税資料２２を見ていただきまして，国際

的にその BEPS をどういう流れ，どういう議
論が取り囲んでいるかというのをご説明させて
いただきたいと思います。

一番左側のところ，BEPS ですが，申し上げ
ましたように，BEPS は実施のフェーズに入っ
ています。一方で，その真ん中のところですが，
そういう BEPS の取組みを補完する意味で税
の透明性，もしくは情報交換を強化していくべ
きではないかというのは，G２０，G７の会議な
どでも指摘されているところです。特にパナマ
文書などの出来事以降，そのような意見が非常
に強まったということで，G２０などで議論が進
められています。

さらに，それだけではなくて，その透明性を
議論する際には，例えば法人などの実質的な所
有者というところまで遡って情報交換などを進
めていくべきではないかというような議論も欧
州などを中心に出ていて，G２０でも議論が始ま
っているところです。

〔税務当局間の情報交換〕（国際課税資料２３）
次の資料以降では，特に税の情報交換の関連

について，今現状どうなっているのかというこ
とをお話しさせていただければと思います。国
際課税資料２３は情報交換ということで，基本的
なトラディショナルな情報交換という意味で
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は，１もしくは２にありますように，税務当局
が要請に基づいて外国当局にお願いして「これ
これこういう情報をください」ということで情
報を提供してもらう，もしくは，調査の過程等
で見つけた，外国当局にとって有益な情報を外
国当局に提供します，こういうのが中心だった
わけですが，最近の流れとしましては，３つ目
にありますように，定期的に大量の情報を一括
に交換していくというようなことをどんどん進
めていったらいいのではないかということにな
っています。

〔グローバル・フォーラムについて〕（国際課
税資料２４）
特にその情報交換というのは，国際課税資料

２４ですが，グローバル・フォーラムという枠組
みがありまして，これは先進国だけではなくて
途上国も含めた１４６の国・地域が参加していま
して，前身となる組織はいわゆるタックス・ヘ
イブンなどを特定するために作られましたが，
現在はこの情報交換の促進，また各国が情報交
換をちゃんとやっているのかというのを相互に
審査することをやっています。これは，先進国・
途上国に限らず，日本も含めてこのような審査
を受けていますし，今までは要請に基づく情報
交換の審査を行っていたわけですが，それだけ
ではなくて，今，足元で始まっている自動的な
情報交換についても審査をこれから行っていく
ということになっています。

〔自動的情報交換を巡る国際的取組みの経緯〕
（国際課税資料２５）
自動的情報交換ということで，具体的に，で

は何をやっているのかということですが，特に
金融口座情報についての情報交換が始まってい
ます。もともとはアメリカが外国口座税務コン
プライアンス法（FATCA）ということで米国
市民が国外に保有する金融口座の情報交換を求
めるようになったわけですが，特にそれ以降，
各国で共通のフォーマット（共通報告基準）に

基づいて金融口座の情報交換をしていくべきで
はないかという流れが盛り上がりまして，足元
では２０１７年又は２０１８年までにこの自動的情報交
換を開始するということが国際的な流れとなっ
ているということです。

そのため，日本においても，これは２７年度の
税制改正でしたが，金融機関による非居住者に
ついての口座情報を各国と交換できるように法
整備をして，２０１８年に初回の情報交換を始めよ
うという状況になっています。

〔非居住者に係る金融口座情報の自動的交換の
ための報告制度〕（国際課税資料２６）
具体的にどういうことを行うかというと，こ

の国際課税資料２６の下の絵のところです。例え
ば，情報を提供する場合，日本の金融機関から
非居住者の口座情報を集めて，それを国税庁か
ら各国の税務当局に提供します。また，右側の
方ですと，これはもらうときのイメージですが，
各国の税務当局が日本居住者の口座情報を集め
て日本の国税庁に提供します。これを使って税
務調査などにも活用していくということです。

〔自動的情報交換の実施時期に関する国際的な
状況〕（国際課税資料２７）
この共通報告基準に基づく自動的情報交換は

世界的にも広がっていまして，国際課税資料２７
ですが，合計１０１カ国が今，この実施にコミッ
トしている状況です。

〔税務行政執行共助条約の概要〕（国際課税資
料２８）
こういった情報を交換するためには，交換の

ための枠組みが必要になってまいります。国際
課税資料２８ですが，情報交換を含む行政支援を
行うための多数国間の条約というのもありまし
て，これは１１２カ国・地域が結んでおり，二国
間の租税条約だけではなく，この条約に基づい
ても情報交換を行うことができるということで
す。
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〔G２０の「税の透明性に関する非協力的地域の
リスト」について〕（国際課税資料２９）
共通報告基準に基づく情報交換が始まりまし

たが，実際にこういうことをやりますというだ
けではなくて，実効性を高めていかなければい
けないということで，国際課税資料２９になりま
すが，G２０ではさらに透明性の向上のためにプ
レッシャーをかけていこうという動きになって
います。昨年の G２０の議論からですが，税の透
明性に関して，非協力的な地域を特定すべきで
はないか，そのためには基準を作って，その非
協力的な地域のリストを作るべきであるという
議論が進められてまいりました。

具体的に客観的な基準というのは何かという
と，この真ん中に書いてあります。１つ目にい
わゆる要請に基づく情報交換を国際基準に則っ
てやっているかどうか，２つ目に共通報告基準
に基づく自動的情報交換をやることを約束して
いるかどうか，３つ目に税務執行共助条約を結
んでいるかどうかです。この３つを基準として
リストを作り，今年の G２０ハンブルクサミット
には１カ国，具体的にはトリニダード・トバゴ
ですが，ここが非協力的な地域として特定され，
今後，要すれば，防御的措置，いわゆる制裁措
置のようなものも検討されることになっていま
す。今の段階では１カ国ということでありまし
たが，例えば，共通報告基準に基づく自動的情
報交換については約束しただけで，実際に守っ
ているかどうかというところまではまだ見てい
ませんので，こういう基準なども今後より厳し
い方向に見直されていくと思いますし，そうい
うプレッシャーをかけながら適切な情報交換の
実施を含む，税の透明性を高めていく取組みを
続けているということです。

６．国際的流れ

〔G２０サミット首脳宣言（仮訳抜粋）（２０１６年９
月４－５日）〕（国際課税資料３０）
そのような国際的な流れをご説明するという

ことで，国際課税資料３０以降に昨年１年間の G

２０，G７のコミュニケを付けさせていただいて
います。いずれにも共通する項目としましては，
BEPS のコミットをこれからしっかりと実施し
ていくこと，税の透明性を高めていくこと，情
報交換をやっていくことの重要性，また，途上
国をしっかり支援していくべきではないかとい
うことです。幾つか特徴的なものを申し上げま
すと，国際課税資料３０のパラグラフ１９の下から
３行目ぐらいのところです。投資と貿易を促進
する上で税の安定性が利益となるのではないか
ということで，いろいろな新たな制度を入れて
いく中で，その制度の予見性が重要ではないか
ということが G２０で指摘され，OECD と IMF
にレポートを作るように指示しています。

〔G２０財務大臣・中央銀行総裁会議共同声明
（仮訳抜粋）（２０１７年３月１７－１８日）〕（国際課
税資料３１）
国際課税資料３１のコミュニケのところに飛び

まして，これはドイツのバーデン・バーデンに
おける G２０のコミュニケですが，パラグラフ１０
の２行目のところで，税の安定性の報告書が提
出されています。この中では，税の安定性強化
のためにどのような方策があるかというメニ
ューのようなものが示されていて，紛争防止な
ども含まれています。それらをしっかり各国で
やっていきなさいということです。また，その
進捗を２０１８年中に評価しなさいと言っています。
このように税の安定性というものが１つのキー
ワードとして出てきたということです。

もう１つは，パラグラフ１０の下から３行目ぐ
らいですが，OECD の電子経済タスクフォー
スで，先ほど申し上げました電子経済に対する
課税について議論されています。電子経済につ
いてはもともと BEPS の報告書の中で２０２０年
までに最終報告を出しなさいということになっ
ています。ただその前に，ここにありますよう
に，来年の春までに一度中間報告を提出し，さ
らに G２０の中で議論を深めていこうということ
になっていまして，この電子経済に対する課税
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にもまた光が当たっているという状況になって
います。

〔G７財務大臣・中央銀行総裁会議共同声明
（仮訳抜粋）（２０１７年５月１２―１３日）〕（国際課
税資料３２）
国際課税資料３２のイタリア・バーリで行われ

た G７では，租税犯罪だけではなく金融犯罪，
いわゆるマネロンの問題についても言及され，
こういった問題を一緒に考えていくべきではな
いかということが指摘されました。

〔G２０サミット首脳宣言（仮訳抜粋）（２０１７年７
月７―８日）〕（国際課税資料３３）
その上で，ドイツのハンブルクで行われた G

２０サミットにおいては，今，私が申し上げたポ
イントが全て再確認されています。今，BEPS
を取巻く国内，海外における議論の概要という
ことでご紹介させていただきました。ありがと
うございます。
―――――――――――――――――――――

Ⅱ．BEPSプロジェクトに関する
これまでの取組みと課題に対す
る意見・質問

（渡辺） 細田さん，どうもありがとうござい
ました。最新の情報，大量の情報を大変要領よ
くまとめていただきまして，ありがとうござい
ました。

今，ご説明のあった中で，税の安定性という
言葉がございます。あまり聞きなれない言葉か
なと思います。普通，税の予測可能性とかそう
いうふうに言われている言葉とほとんど同義で
はないかと思います。それから，この中にも恐
らくご友人等から，「昔外国にいた。その外国
の金融機関に預金口座を持っていて，そして何
十年も音沙汰がなかったのに急に銀行から電話
がかかってきていろいろ聞かれた。一体これは
何が起きているのだ」ということを心配して聞

かれた経験をお持ちの方があるかと思います。
これは，まさに情報交換を世界各国の金融機関
も含めて一生懸命やろうとしているあらわれな
のです。そのために，預金者の情報を持ってい
かなければいけないということで，わざわざ外
国から日本の預金者に電話をかけてくるという
ケースが幾つかあるようでございます。国際的
取決めが日頃の生活にもぴんぴんと響いてくる
例かと思います。

それでは，ここでパネラーの方から順次ご意
見，ご質問を頂戴したいと思います。最初に，
青山さんからお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（青山） それでは，私の方から，幾つかコメ
ントと質問をさせていただきたいと思います。

今のご説明の中で，わが国が BEPS プロジ
ェクトの最終報告書確定に向けた活動及び昨年
から本格化したその実施段階において非常に重
要な役割を果たしてこられたということがよく
理解できました。これについては，浅川財務官
が OECD の租税委員会の議長として活躍され
る中で昨年の租税委員会京都会合が包摂的取組
の口火を切る重要な会議として位置付けられ，
その後も BEPS プロジェクトのリーダーシッ
プを主税局参事官室が引き継がれておられる成
果であろうと考えます。この点にまず敬意を表
したいと思います。
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BEPS 問題が実施に移っている現時点は，理
論的な課題と実践面での諸問題を取りまとめて
議論するのに，非常にいいタイミングではない
かと思っています。まず，課税ルールのガイダ
ンスの手直しが現在も進行しつつあるわけです
が，これについて，２，３コメントさせていた
だきたいと思います。

〔BEPS対応での国際課税ルール手直しに関す
るコメント〕
もともと BEPS プロジェクトは，従来の国

際課税の基本的なルール，建付けを根底から変
えるわけではなくて，その上に立って BEPS
という未曽有の大災害と言ってもいいかもしれ
ない，税制にとっての非常事態に対応するため
に，どういう大規模修繕が必要なのかというこ
とで始まりました。従って，母屋の骨格を守り
ながら，災害防止のために必要な大規模設備投
資を思い切ってやっていくという趣旨であった
と思います。大規模修繕に属する部分は着々と
進んでいますが，一方で，先ほどのご説明にも
ありましたように，例えば電子経済に対する課
税問題は，二重非課税排除という BEPS 対応
にとどまらず，将来の経済社会における国際課
税のルールの在り方を根本的に見直す契機とな
りうるものであり，今後の重要な検討課題では
ないかと思います。

そういった意味では，現在進行中の実施段階
でルール適用の具体的ガイダンス作成を行って
いる領域の中にも，従来の検討枠組みを超えた
斬新な課税理論を内包しているものも散見され
ます。，例えば，移転価格の無形資産取引への
適用ガイダンスを取り上げると，特に PS 法の
適用に関しては所得相応性基準の導入も見据え
た結果利益概念の検討が行われ，また，PE の
帰属主義についてのガイダンスでは，シングル
エンティティ方式の容認につながる可能性のあ
る事例検証が行われるなど，新しい課税理論に
もつながりうる詳細な検討が進んでいます。従
って，これから展開される追加的なガイダンス

の策定についても，我が国は引き続き積極的に
参加していかなければいけないと思います。

また，BEPS 対応の制度設計をやっている間
は，どちらかというと処方箋をどう書くのかと
いう課税庁の視点に重点が置かれていましたが，
他方，その処方箋が納税者にどのような影響を
及ぼすか，特にコンプライアンスコストの面で
の影響はどうかという点についての検討は，後
追いで行われました。先ほどのご説明によれば，
税の安定性（タックスサータンティ）を確保し
なければいけないという問題意識に今真剣に取
り組まれている状況にあります。伝統的な国際
課税の制度の下でも，納税者の権利保護という
ものは従来から配慮されてきましたが，BEPS
対応を機会に新たな課税の理論や手法が考案さ
れてきた際に，納税者の権利確保が特にクロス
ボーダーの取引局面で各国において十分保障さ
れるのかといった問題意識が強まったのがその
背景ではないかと思います。

［質問事項］
それでは，質問事項を４点申し上げます。１

つ目は，先ほどご説明のありました包摂的取組
みに関するものです。参加国が１００カ国以上に
伸びたことは大変評価すべきことだと思います
が，心配なのは，後から参加した途上国等がこ
の BEPS の合意をすべて実践するだけのキャ
パシティが十分にあるのかどうかという点です。
言いかえると，自分の国にとって都合のいい執
行しやすい BEPS 勧告をいいとこ取りして主
張する心配はないのかということです。これら
は，恐らく多国間条約への取組み状況を見れば，
その国の真剣度というものがある程度判断でき
るかもしれませんが，この包摂的枠組みに参加
している途上国の動向について，我が国を含め
た OECD 加盟国はどのように評価されている
のかというのが１点目です。

２点目は，BEPS プロジェクトに先進国は一
致して取り組んだわけですが，先進国の中には，
特に二国間主義に強くこだわる米国の対応例が
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あります。これは，多国間条約にサインしてい
ないという事実にも表れていますが，米国以外
にもイギリスやオーストラリアなどが合意の枠
を超えた独自の課税制度を導入しています。こ
ういった BEPS の合意に沿った実行という全
体の方向と違った取組みをしている国々は，現
在，BEPS の成果を広範な国々に拡大しようと
する際の阻害要因になってはいないか。この点
はいかがでしょうか。

次に３点目は，透明性の向上と納税者の権利
の葛藤の問題です。租税条約に基づく情報交換
について共通報告基準が普及しますと，恐らく
納税者情報は非常にスムーズに交換されるよう
になると思います。ただ，交換される情報の質
は非常に高度のものが求められています。すな
わち，厳正な本人確認を踏まえた受益者ベース
の情報を目指しているとのご説明でした。この
情報を得ることの困難性は容易に推測されます
が，どのようにして正確な受益者情報を確保す
るのでしょうか。また，これに加えて，法人の
ウェブサイトに国別報告書を公表しなければい
けないという EU の指令案について，欧州進出
企業は大変な不安を抱えています。これらの
EU の BEPS 基準を上回る要求に対して，
OECD 等 BEPS を推進する国際機関や我が国
はどのように働き掛けをしているのでしょうか。

最後の４点目は，２９年度の我が国 CFC 税制
の改正についてです。各国がまだこの CFC 税
制の改正に十分取り組んでいない時点で，しか
もベストプラクティスの提示を参照しつつ，自
国の実態に即した改正を行わなければいけない
という困難な環境下での取組みでした。しかし，
出来上がりは，世界に誇るモデルになるような
税制改正ではなかったかと思います。と言いま
すのは，この改正過程で，ビジネスとの密接な
コンサルテーションを積み重ねて，コンプライ
アンスコスト面での納税者の懸念を大きく解消
したからです。ただ，新制度の執行を行うに当
たっては，おそらく技術的な課題に直面するこ
とになると思います。どのような課題を想定さ

れているか，お教えいただければと思います。
以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 青山さん，どうもありがとうござい
ました。それでは次に吉村さん，どうぞよろし
くお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（吉村） それでは，私の方からは，コメント
と質問を合せて３点ほど申し上げたいと思いま
す。

〔経済の電子化への対応について〕
１点目は，後半でも取り上げられました経済

の電子化への対応についてです。BEPS におけ
る議論については，国際課税資料２０で表として
おまとめくださったように，現時点で BEPS
として特段の勧告は見送られたということであ
ります。その上で引き続き検討するということ
でありました。この議論の過程では，一部の国
が電子上の存在，インターネット上の存在を
PE として認定する，その上で自国の課税権を
主張するということも意見としてあったという
ふうに聞いていますが，電子経済を定義するこ
とは難しいといった問題が指摘されて，議論継
続ということで一応の結論が得られたというこ
とであります。

このような結論はある意味納得できるところ
で，当時こうした電子経済に対する課税に積極
的な国といいますのは，どちらかというと新興
国や途上国に偏っていて，従来型のビジネスモ
デルに対する課税も含めて，源泉所得国の取り
分を増やしたいといった動機があったと見受け
られていたところではないかと思います。

これに対して最近注目されるのは，EU の動
きです。EU 諸国の間には，アメリカ系のイン
ターネット企業に対する反感が高まっています。
特に Google や Apple といった企業，まさに
BEPS のきっかけになったような企業のタック
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ス・プランニングに対する批判が根強くあると
いうことです。最近ですと，フランスを中心と
しまして，ドイツ，イタリア，スペインといっ
た相対的に大きな国々が声明を出して，電子経
済に対する特別な課税を要求するといった事態
になっています。もちろん EU として税に関す
る指令を出すためには，全加盟国一致で決議し
なければなりませんので，すぐに指令が出ると
いった事態は起きないかとは思いますが，今回
のフランスなどの EU の大きな国々の動きによ
って，電子経済に対する課税の議論は急速に進
むのではないかと考えているところです。

そこで質問なのですが，こちらの資料の中で
も，国際課税資料３１，国際課税資料３２で最近の
G２０サミットでの宣言において電子経済の問題
が取り上げられ，かつ，そのスケジュールが若
干早められたということをご紹介くださいまし
た。改めて G２０の中でアジェンダとして電子経
済の問題がフォーカスされ，特にスケジュール
を早める形で議論の必要性が高まっているとい
うことの背景について，お教えいただければと
思います。

また，来年 OECD から報告書が出るという
ことになっていますが，その報告書作成に向け
た現在の議論状況について，また今後の見通し
につきまして，これは差し支えない範囲でお教
えていただければと思っています。また，電子
経済に対する対応に関しては，先ほどの青山さ

んのコメントでもありましたように，イギリス
やオーストラリアといった国々が，独自に迂回
利益税を導入して対応するといった動きや，イ
ンドのように平衡税をかけるといった形で一方
的措置を取り入れる国が現れているところです。

先ほど申し上げたように，国際的な合意とし
てどういった枠組みが求められているか，どう
いった方向の議論が打ち出されるかということ
も１つ関心があるのですが，こういう一方的措
置によって課税強化を進めている国に対して，
日本としていかなるスタンスで臨むのかという
点についてもお教えいただければと思います。

〔ピア・レビュー〕
２点目は，ピア・レビューの在り方について

です。こちらの資料でご紹介くださったように，
BEPS の議論が始まった２０１３年から現在までを
振り返ってみますと，BEPS に関するさまざま
な報告書だけではなく，透明性に関しても
OECD 又は G２０の場で政治的なコミットが強
化され，またその実現に向けたさまざまな措置
が打ち出されるという動きがありました。最近
の G２０サミットの宣言を見ましても，やはり税
に関する項目は必ず入っており，国際社会にお
ける政治的な関心は高い水準で維持されている
と認識しています。

一方で，こうした国際的な取組において重要
なのは，やはり実施であり，ちゃんと全ての国々
が実施しているかをモニタリングするための枠
組みではないかと思います。BEPS パッケージ
につきましては，「一貫した実施」が重要であ
るとして，BEPS 参加国全てが導入すべき行動
として示されているもの，ミニマムスタンダー
ドとされている行動がある一方で，共通の方向
性について合意をした，またある一定の対応を
行うに当たってのベストプラクティスを示した
にすぎないといった形で示された行動もありま
す。BEPS 参加国であれば，ミニマムスタンダー
ドとされた行動については必ず実施しなければ
ならないとされていますし，先ほど国際課税資
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料２２でお示しくださったように，包括的枠組み
の中で各国の BEPS 合意の実施状況を相互監
視していく，ピア・レビューしていくというこ
とで，そのための書式等が既に公表されていま
す。

私が疑問に思いますのは，ミニマムスタン
ダード以外の行動，すなわち共通アプローチと
して合意したもの，またベストプラクティスが
示されている行動については，今後どのように
扱われるのかという点であります。先ほど青山
さんからも指摘がありましたように，BEPS の
包摂的枠組みに参加しているものの，結局自分
に都合がいい行動しか実施しない，そういった
いいとこ取りの恐れが存在しています。各国が
BEPS 行動，パッケージとしての BEPS につい
て，どの程度実施しているのかに関するモニ
ターはどのように進められるのか，この点につ
いて詳しくお教えいただければと思います。

特に，ミニマムスタンダード以外の行動，共
通アプローチやベストプラクティスとして示さ
れた行動については，この包摂的枠組みの参加
国に対する働き掛けをどのような形で行ってい
くのか，国際社会として一致して足並みをそろ
えてパッケージを実施していこうという具体的
なアクションがあり得るのかといった点につい
て，お教えいただければと思います。

〔外国子会社合算税制の強化（平成２９年度改正）〕
最後に，平成２９年度改正で実施された外国子

会社合算税制の強化についてです。平成２９年度
税制改正におきましては，アクティブな所得に
ついては経済活動の場所において課税し，合算
税制で取り込むことはしないという方向を強化
しました。これに対して，パッシブな所得につ
いては，広く親会社の所得に合算する方向での
改正でした。

わが国におきましては，平成２１年度税制改正
によって外国子会社からの配当が益金不算入と
されて以降，国際課税上のポリシーとして全世
界所得課税主義が放棄されたのかどうかといっ

た点を含めて，合算税制の本質に関する議論が
続いていたところであります。今回の改正にお
きまして，制度的には１つの回答があったとい
うように認識しています。すなわち，先ほど触
れましたように，アクティブな所得とパッシブ
な所得を区別した上で，アクティブな所得につ
いては経済活動の場所と結び付けて課税権を基
礎付け，これに対して，パッシブな所得につい
ては原則として親会社の方で取り込むといった
方向性が示されていると理解しているところで
す。学界では，国際課税のポリシーについては，
これまで資本輸出中立性又は資本輸入中立性と
いった非常に大上段の議論がなされていたとこ
ろでありますが，今回，合算税制がこのような
形で整理されました。特に経済活動の場所にお
ける課税という BEPS の原則の下で整理され
ましたので，これをどう評価していくのかとい
うのが１つ課題になるかと思います。これはた
だのコメントでありますが，研究者としてその
ような宿題を与えられたと受け止めています。
以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 吉村さん，どうもありがとうござい
ました。それでは栗原さん，どうぞよろしくお
願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（栗原） 東レの栗原でございます。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

平成２８年度税制改正以降，移転価格文書化対
応に私どもの会社も相当の時間とコストをかけ
てまいりました。既に対応済みの会社，若干予
定遅れではあるけれども現在頑張っていらっし
ゃる対応中の会社，まだ迷っておられる会社な
ど，各社さまざまな状況だと思います。正解を
つかみ切れていない中で，時間だけが過ぎてま
いります。税務担当者の方の多くが大きなスト
レスを感じておられるのではないかと思います。
疲れ切らないように，お互い頑張りましょう。
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さて，諸外国の中でも日本政府が率先して制
度改正，コンプライアンス向上の取組みなど，
BEPS 対応施策を講じてこられました。税制の
環境は改善し，少なくともこれまで問題とされ
てきたアグレッシブな節税行動はあまり聞かな
くなりました。敬意を表したいと思います。一
方で，納税者の事務負担は増加の一途をたどり，
今後行われる改正を視野に入れると，どこまで
増え続けるのか想像すらできません。

課題としては，移転価格文書化，タックス・
ヘイブン対策税制の変更，その他の改正を含め
て，効果を一定の時期に総括することであると
考えております。また，BEPS プロジェクトの
きっかけとなりましたアメリカの多国籍企業の
行動はどうなったのか，非常に気になるところ
であります。個別のお話で，幾つか質問とお願
いをしたいと思います。

〔移転価格文書化〕
まず，行動１３「移転価格文書化」について，

各方面からの要請を入れて，参考となる資料を
多々出していただき，感謝いたします。３月決
算の場合，２０１８年３月末までにマスターファイ
ルと国別報告書を作成して，e―Tax で提出し
ます。日本の税制対応で２０１８年３月末を目標と
して準備していますが，その作成途中において
海外子会社経由で提出するマスターファイルや
海外子会社の文書化について，海外子会社より

依頼が入ります。諸外国は必ずしも日本と作成
時期が同じではなく，しかも短期間の対応とな
るため，苦慮しています。起用する税理士法人
も全世界で統一できているわけではございませ
んので，その都度対応せねばならず，手間とお
金が非常にかかっているということをご理解い
ただきたいと思います。ローカルファイルは致
し方ないと思いますが，マスターファイルは世
界で統一いただきたいと考えています。

次に質問でありますが，来年の３月ですが，
我々が提出した資料を国税当局はどのように活
用するのか，ご教示いただきたいと思います。
現在は作成し提出することに手いっぱいな状況
でございますが，提出後の対応もそろそろ視野
に入れておきたいと思います。

〔タックス・ヘイブン対策税制〕
行動３「外国子会社合算税制の強化」により

平成２９年度税制改正でタックス・ヘイブン対策
税制が改正されました。産業界の要望を入れて，
現行制度に則した形にしていただきました。あ
りがとうございます。施行は，平成３０年４月１
日以後開始する外国関係会社の事業年度からと
なっています。まだ時間があるように思いがち
ですが，準備を考えればそれほど多くの時間が
残されているわけではありません。今年年末に
も通達などが出ると伺っていますが，通達に載
らない項目についても納税者の質問・疑問に答
えていただくため，各国税局に事前照会の窓口
の設置をお願いしたいと思います。

それから，行動１「越境消費税」，先ほども
お話が出ていましたが，行動２「ハイブリッド・
ミスマッチの無効化」も税制改正により対応済
みでございますが，影響はどうだったのでしょ
うか。

また，その他の項目で既に対応済みとされて
います行動５「有害税制への対抗」，行動１４「よ
り効果的な紛争解決メカニズムの構築」につい
ても日本の対応をご紹介ください。会社側の実
務対応がないことから，関心が薄くなっていま
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す。

〔ピア・レビュー〕
最後にピア・レビュー，特に国別報告書につ

いて概要をご教示ください。日本ではなく，新
興国の審査はどのように行われているのでしょ
うか。損益データなどの守秘と適正な利用が義
務付けられていると伺っていますが，審査の手
順はどのように行われているのか，非常に関心
がございます。データは厳格に管理し，不適切
な利用はしていないとコメントすれば問題なし
とされるのではないかと心配しています。以上
です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 栗原さん，どうもありがとうござい
ました。会社で税務の実務に携わっておられま
すので，今回の改正が事務負担或いはコンプラ
イアンスコストにどういう影響があるのかとい
うことに，非常にご関心をお持ちだということ
が良くわかりました。ありがとうございました。

それでは細田さんの方から，ただ今のお三方
からのご質問・ご意見につきまして，お答えを
お願いしたいと存じます。よろしくお願いいた
します。
―――――――――――――――――――――

（細田） 多方面からいろいろとコメント，ご
意見，ご質問いただきまして，どうもありがと
うございました。全てにお答えできるか分かり
ませんが，幾つかの内容に分けまして，お答え
させていただければと思います。

〔Inclusive Framework〕
まず，BEPS プロジェクト全体の観点からで

すが，青山様から，Inclusive Framework への
参加国の拡大について評価を頂いた上で，途上
国の BEPS 合意を実施するキャパシティにつ
いて，また吉村様からミニマムスタンダード以
外の勧告のモニタリングについてご質問をいた

だきました。
Inclusive Framework ですが，申し上げまし

たように，現在，参加国は発足当初の４６カ国か
ら１００カ国以上に拡大したということで，非常
に広がりがあり，また，後ほど出てきますが，
BEPS 防止措置実施条約に署名した国は現在７０
カ国に拡大しています。このように先進国・途
上国に限らず，広く BEPS 合意の実施の試み
が広まっていることは，非常に評価できるので
はないかと思っています。

ただ，この BEPS 合意を実施に移していく
ときには，先ほどもご指摘がありましたが，本
当に Inclusive な，包摂的な取組みにしていく
ためにも，途上国にどうやってこれを実施して
もらうのかということを考えなければいけませ
ん。その途上国の事情や，キャパシティの問題
もあるかと思いますので，OECD，IMF，国連，
それから世界銀行，こうした税に関わる国際機
関などが連携して，途上国を支援するためのプ
ラットフォームなどを作っており，それが中心
となって途上国の BEPS 合意の実施に対する
支援もしくは情報交換の制度を導入していくこ
とへの支援を行っていまして，そういうものを
通じて，私ども日本政府も途上国の税制や税務
執行に対する支援を行っているところです。

また，途上国が BEPS 勧告のいいとこ取り
をしないかというお話もありました。途上国が
実際に BEPS 合意を実施しているのかという
モニタリングも確かに重要です。私どもとしま
しても，Inclusive Framework 会合や BEPS 防
止措置実施条約を議論する会議など，さまざま
な国際会議を通じて，途上国にしっかりと参加
を働きかけていきたいと思っています。

〔ミニマムスタンダード以外のモニタリング〕
吉村様からご質問がありました，ミニマムス

タンダード以外のモニタリングについてです。
ミニマムスタンダードについては，モニタリン
グのための相互審査の枠組み，どういう基準で
やるのか，どういうスケジュールでやるのか，
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ということがきっちりと決まっています。具体
的には行動５，行動６，行動１３，行動１４がミニ
マムスタンダードで，これらは審査の内容やス
ケジュールが決まっていて，Inclusive Frame-
work の中で各国が互いに実施状況を審査して
いくことになります。

一方で，これ以外の措置については，各国の
税制や税務当局の体制，また BEPS のリスク
なども国によって違いますので，必ずしも各国
が同じ措置を取る必要はなく，各国が適切な措
置を講じていくものと理解しています。先ほど
吉村様がお話しになられました，いわゆるコモ
ンアプローチですとか，ベストプラクティスに
ついては InclusiveFramework でレビューが行
なわれることになっていますが，そのレビュー
を具体的にどのように行うかというところまで
は，まだ具体的な議論は進んでいないところで
ありまして，今後，詳細はまた議論されること
になるのだと思っています。

そういう状況ではありますが，Inclusive
Framework において各国がどのような措置を
実施していくのかということは，いずれにして
もフォローアップしていきますし，また先ほど
G２０などのコミュニケを見ていただきましたが，
先進国・途上国を含めてこうした国際的な取組
みにコミットしているところです。そのような
流れを背景に，当局としても幅広く各国に
BEPS 防止措置を実施するよう，働きかけてま
いりたいと思いますし，また，そのような流れ
を後押しするためにも，日本においてもこの
BEPS における合意事項を段階的に，また着実
に実施していく必要があるのだろうなと思って
います。

〔外国子会社合算税制〕
次に，外国子会社合算税制につきまして，幾

つかご意見，ご質問を頂きました。青山様から
は，いろいろとポジティブな評価を頂きまして，
ありがとうございました。その上で，執行上の
問題は何があるのだろうかというご質問を頂き

ましたし，また栗原様からは，通達に載らない
事項について事前照会のための窓口のようなも
のはできないのだろうかというコメントも頂き
ました。

外国子会社合算税制については，先ほども申
し上げましたように，日本企業が海外展開をす
るときの競争力を阻害することなく，租税回避
に対応するように制度を組んできたところです。
その改正に伴って，現在国税庁で関係通達を整
備していまして，関係省庁，関係者の方々にヒ
アリングを実施しています。具体的には，特に
早めに出さなければならない通達については年
内，それ以外については来年を目途に公表でき
ればということで，作業を行っているところで
す。

執行上の問題という意味では作業中というこ
とで，あくまでも想定の話にはなってしまいま
すが，見直し後の外国子会社合算税制は国外に
ある関係会社の活動，経済活動基準などという
形で見させていただくことになります。確かに，
申告いただくときに，関係会社の財務諸表等の
資料を添付していただいているわけではありま
すが，場合によってはさらに契約の関係の資料
などを提出いただくこともあるであろうという
ことです。そういうときに，しっかりご対応い
ただけるかどうかというところは，なかなか難
しいところではあるのかなと考えているところ
です。

いずれにしましても，この外国子会社合算税
制の関連でご質問等がある場合には，ご担当の
国税局なりの所管の部門にお問い合わせいただ
ければ，丁寧に対応させていただきますので，
何とぞよろしくお願いいたします。

〔移転価格の文書化〕
それから，移転価格の文書化の関連で幾つか

ご質問とコメントを頂いたところです。１つ目
ですが，移転価格文書をどのように活用するの
かということでした。国別報告書はハイレベル
な移転価格リスクの評価や経済分析に使用する
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ということが，BEPS の勧告にも書いています。
したがって，国税当局においてもこのマスター
ファイルと，企業グループ全体の情報とを併せ
て，移転価格リスクや BEPS リスクの評価に
使うことが想定されているところです。

ただ，その情報はあくまで個別の取引やその
取引価格の詳細な移転価格分析に代わるもので
はありませんので，国別報告書の情報のみに基
づいて移転価格課税を行うというようなことは
想定されていないということです。

２つ目に，マスターファイルのフォーマット
の点もご指摘を頂いたところです。確かにこの
マスターファイルの運用というのは，各国の法
令に依拠していますので，ご指摘のような話も
あり有るということです。このマスターファイ
ルや国別報告書は新たな取組みですので，いろ
いろとご指摘を頂く点等あると思いますが，実
際にどのような問題が生じてくるか注視してま
いりたいと考えています。

それから，３つ目に，国別報告書のピア・レ
ビューについて，特に新興国についてちゃんと
審査されているのだろうかというご指摘を頂い
たところです。国別報告書のピア・レビューは，
実施状況の審査でございますが，これには３つ
の分野がありまして，国内法制がどうなってい
るのか，情報交換の体制はどうなっているのか，
そして，情報の守秘義務やその情報が適切に使
用されるのか，ということです。この３つの分
野について，OECD が定めた審査の基準と実
施方法に従って審査されることになっていまし
て，この基準自体は日本を含む先進国，また途
上国も同じです。また，この審査方法自体は一
般に公表されています。

この審査ですが，２０１７年から始まりまし
て，２０１９年までの３年間で段階的に実施されま
す。第１フェーズにおいては，まずは，法令面
から審査を始め，第２フェーズ以降は実際の運
用面も含めて審査を行っていくということです。

その審査の中では，各国が，関係する法令の
具体的な根拠なども含めて，しっかり審査して

いきますし，また，審査項目に従っていないよ
うな事例がありましたら，改善勧告が出される
ことになっています。このように先進国・途上
国含めてしっかり対応していくということです。

〔国別報告書〕
その関連で，青山様から，欧州における国別

報告書を公開する動きについてご質問を頂きま
した。BEPS の合意では国別報告書は非公開と
されています。私どもとしてはこのような EU
の動きは国際協調に反しているのではないかと
いう懸念を有していまして，いろいろなレベル
で各種国際会議，もしくはバイ会談のときに，
「BEPS 合意の足並みを揃えた実施を通じた公
平な競争条件の確保」を揺るがすようなリスク
となるのではないかということを，主張してい
るところです。

こうした働きかけもあり，欧州にも国別報告
書を公表する動きを再考し始めている国もある
ようですので，今後も欧州諸国に対してしっか
り働きかけをしてまいりたいと考えています。

〔電子経済〕
次に，電子経済について，吉村様から G２０の

中での議論の状況についてご質問がありました。
また，栗原様からは，越境消費税に関する税制
改正の効果についてご質問を頂きました。G２０
で電子経済が今回取り上げられた背景は，先ほ
ど吉村様からお話がありましたように，欧州の
中では非常に関心が高い問題であるという理由
もあると思います。特に今回，G２０の議長国で
あるドイツが，電子経済の進展は持続的な成長
に不可欠であるとして，電子経済自体を G２０の
項目の１つとして取り上げたというところは大
きかろうと思います。

そのような盛り上がりの中で，議論の状況で
すが，電子経済の今後の進展が国際課税にどの
ような影響を与えるのか，また，他の BEPS
勧告を実施したことによって電子経済にどのよ
うな影響を与えるのか，ということをモニタリ
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ングしていこうということになっており，来年
の春の G２０の財務大臣会合に中間報告を提出す
るということが定められているというところで
す。

この議論がどういう方向に進んでいくのか，
今の段階で申し上げることはなかなか難しいの
ですが，こうした議論を行うときに，私個人的
には，単なる源泉地課税の強化を目的としたよ
うなスコープの狭い議論ではなく，そもそも電
子経済が進展した中でどのような課税の在り方
があるのか，例えば電子経済の進展は，ビジネ
スモデルや個人の企業の活動にどのような影響
を与えるのか，そうしたときに，BEPS で議論
になった価値の創造，課税所得をどのように認
識していくのか，また，課税のタイミングなど
もどう考えていくのかといったことを，より包
括的な観点から深く分析・評価していく必要が
あるのだろうなと思っているところです。

また，電子経済の関連での税制改正の影響で
すが，２７年度税制改正を行ったことによって，
国境を越えて提供される電子書籍ですとか音楽，
広告の配信といった電子商取引については消費
税が課されることになっています。これにより，
同種の取引を行う国内外の事業者間の競争条件
の不均衡が一定程度改善されたというところは
効果があったと思っているところです。ただ，
これも今後いろいろと見直す必要もあるかと思
いますので，引き続きこの電子経済の議論を注
視していく必要があるだろうと思っています。

〔BEPS行動計画の対応済の項目〕
それから，BEPS の行動計画の関連で，幾つ

かの対応済み項目についてどのような状況にな
っているのかというご質問を，栗原様から頂き
ました。１つ目は行動２です。ハイブリッド・
ミスマッチということで，これは国によって税
制が異なる場合に，その隙間を利用して租税回
避を行うというものです。このハイブリッド・
ミスマッチへの対応につきましては，２７年度税
制改正において外国子会社配当の益金不算入制

度の見直しを行っていまして，外国の子会社の
所在地国で損金算入が認められているような配
当については日本において親会社の益金に算入
して課税するということにしていまして，国際
的な二重非課税には対応しているところです。

次に，行動５の有害税制への対抗の関係です
が，BEPS 最終報告書の中では次の３点が指摘
されています。１点目は知財優遇税制などの有
害性審査基準の中で，特に経済活動の実質性に
関する基準を精緻化しなさいということです。
また２点目に，各国の優遇税制の透明性向上の
枠組みを考える際に，他国に影響し得るような
通達，ルーリングなどを提供した国の当局に対
して，その影響を受けそうな国の当局に通知し
てくださいというものです。それから３点目に
は，OECD 加盟国，G２０メンバー国等について，
この有害税制がないかどうかという審査をしっ
かり行いなさいということです。この３つが指
摘されていたところです。

この１点目と３点目については，G２０の国だ
けではなくて，非 G２０の国，OECD 以外の国
についても審査を拡大して，実際に審査基準な
ども見直した上で審査を行っており，まさに今
日，その会議をやっているところです。この審
査にも，日本としても積極的に参加しています。

また，２点目のルーリング，通達の通知の関
係ですが，これも租税条約に基づく情報交換の
枠組みというのがございますので，それに基づ
いて既に他国の税務当局との情報交換を実施し
ています。

それから，行動１４の紛争解決メカニズムの関
係です。これは，最終報告書の中でいろいろと
指摘されたところで，その指摘事項については，
既に日本が締結している租税条約に相互協議条
項がありますので，概ね満たしているのではな
いのかなということです。ただ，それをより拡
充していくという意味で，後ほど申し上げます
が，BEPS 防止措置実施条約というのに今回署
名しましたし，また個別の二国間交渉などにも
相互協議条項を規定していくということです。
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また，相互協議手続における仲裁規定につき
ましても，日本は積極的に租税条約に盛り込む
ということを方針としていますので，今申し上
げました BEPS 防止措置実施条約も通じて，
仲裁規定を積極的に導入していきたいと思って
います。

〔情報交換〕
それから情報交換に関連して，青山様よりこ

の情報交換を行っていくに当たって，受益者
ベース情報へのアクセスはなかなか難しいので
はないかというご質問も頂きました。この受益
者ベースの情報交換ですが，先ほどご紹介しま
した金融口座の共通の報告基準に基づく自動的
情報交換制度の中において，金融機関が金融口
座を開設するときに顧客管理手続の中で確認を
行って国税庁に報告するという制度があります
し，また，この自動情報交換の中ではわが国の
居住者が海外に口座を持っていた場合に，海外
からその情報も交換されることになっています
ので，一定の対応はできていると思っています。
ただ，こうした実質的な所有者に関する透明性
の問題は，まさに今年のイタリアの G７などで
も指摘されているところですので，さらに今後
議論は続いていくのだろうなと思っています。

〔米国との関係〕
最後にアメリカとの関係で，青山様から，二

国間主義にこだわるアメリカの対応が BEPS
プロジェクトの阻害要因になるのではないかと
いうご指摘も頂きました。ただ，先ほどのコミ
ュニケにもありましたが，G２０，G７の場でも
BEPS 措置の実施に対する国際協調の重要性と
いうのは繰り返し指摘されていますので，全体
ではアメリカも同じ方向を向いているものと思
っています。アメリカが BEPS 防止措置実施
条約にまだ署名していない状況などはあります
が，アメリカも含めてより多くの国・地域が国
際的な枠組みに参加するよう働きかけてまいり
たいと思っています。私からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 細田さん，どうもありがとうござい
ました。それでは，以上で第１部「BEPS につ
いてのこれまでの取組み」を終わらせていただ
きます。次に第２部の「BEPS 合意に関する今
後の展望」に入らせていただきたいと思います。
時間も若干押していますので，要領よく進んで
いきたいと思います。

最初に細田さんの方からご説明をお願いいた
します。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．BEPS合意に関する今後の対応

１．今後の国際課税のあり方についての
基本的考え方（骨子）

（細田） それでは，国際課税資料３５をご覧い
ただければと思います。

BEPS 合意に関する今後の対応ということで，
まず，昨年の年末に取りまとめられた与党の税
制改正大綱の補論「今後の国際課税のあり方に
ついての基本的考え方」の概要を資料として入
れています。この国際課税の基本的考え方は，
BEPS への対応でいろいろと今まで改正をやっ
てきましたが，まだその課題が残っていますの
で，ここで国際課税や日本を取巻く現状を踏ま
えた上で，今後の国際課税の基本的な考え方を
取りまとめてみてはどうかということで，政府
税調でもご議論いただき，技術的なご指摘も踏
まえた上で，昨年の年末に与党の方で取りまと
めていただいたものですが，それをまずご紹介
させていただきたいと思います。

〔問題意識〕（国際課税資料３５）
国際課税の基本的な考え方としては，その制

度を考えるに当たり，企業の健全な海外進出の
促進と租税回避への対応をいかにして両立させ
ていくかということが重要であろうと思ってい
ます。
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〔グローバル経済・日本経済の構造的変化〕（国
際課税資料３５）
では足元はどのような状況にあるのだろうか

ということで現状分析しています。例えばグ
ローバル経済の状況を見てみますと，新興国・
途上国の経済規模が大きくなっていて，一昔前
だと先進国と途上国で経済規模は８対２ぐらい
だったものが，６対４ぐらいになって，どんど
ん途上国が大きくなっています。また，実際の
資本の流れを見てみると，税制上の優遇措置を
持つような経済規模の小さな国・地域を経由地
とする直接投資がぐっと増えています。例えば
ルクセンブルクやモーリシャスなどのオフショ
アセンターに取引が非常に集中していて，GDP
などに比べて取引が大きくなっているのではな
いかということです。それから，知的財産の関
連で見てみると，自国での知的財産開発の取組
みと比べ，その使用料の受取りが多くなってい
るのではないかという傾向も見られます。

その中で日本の状況ですが，対外直接投資は
増えています。証券投資も増えています。では，
その投資はどこに行っているのかというと，例
えば国際課税資料３５の下のところに書いてあり
ますが，オランダへの直接投資が１０倍に増えて
いるとか，証券投資についてはケイマン諸島へ
の投資がアメリカに次ぐ第２位の水準になって
いるなどの現状があります。また，日本のクロ
スボーダーの知的財産使用料の収支は世界で第
３位の水準ということで，かなり大きくなって
おり，増加傾向にあります。では，日本からの
支払の額が多いところはどこかというとシンガ
ポールなどとなっています。日本の経済の稼ぎ
方が，物から資本投資へのリターンへと変わっ
ている中で国際課税をどう考えていくのか，と
いうことを考えなければいけないということで
す。

途上国がプレゼンスを拡大していることや，
グローバルな投資が増えてきていること，知的
財産が重要になっているといったことなどを頭
に入れながら，国際課税の制度を考えなければ

いけないと認識しているところです。

〔今後の国際課税のあり方に関する基本的考え
方〕（国際課税資料３６）
そのような現状の中で，国際課税の基本的な

考え方ということですが，１つ目は BEPS プ
ロジェクトという形で１つの方向性が示されま
したので，その合意事項を着実に実施していく
ことです。日本はこれまでも BEPS プロジェ
クトの議論をリードしてきましたが，これから
も日本がリードして BEPS 合意の着実な実施
を進めていき，グローバルに公平な競争条件を
国際課税の世界でもしっかりと確立していく必
要があるだろうということです。

それから２つ目ですが，経済活動が行われる
場所と税が支払われる場所を一致させるという
ことです。この原則を満たしつつ，企業の健全
な海外展開の支援と租税回避の抑制の両方を満
たしていく制度をどうやって考えていくのか，
その際には，先ほど知財の話がありましたが，
特に知の国外流出というものがリスクとしてあ
るのではないか，そういったものに対して，ど
のように対応していくのかということも考える
必要があるだろうということです。

３つ目は，そういう制度を作る際には，情報
交換ネットワークを拡大していって税の透明性
を向上していくことも必要であろうということ
です。この３つが基本的な考え方になっている
ということです。

〔個別の制度改革に当たっての視点〕（国際課
税資料３６―３７）
この基本的な考え方の下で，今までいろいろ

な制度改正，もしくは情報交換の取組みなどを
行ってきましたが，そういった制度改正などは
国際競争力の強化と租税回避への対応のバラン
スの中でやってきたものであろうと整理した上
で，国際課税資料３７以降に今後当面検討しなけ
ればいけない課題を記載しています。

２９年度税制改正につきましては昨年末ご議論
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いただいたところですが，外国子会社合算税制
の見直しをまずは実施すべきであろうというこ
とです。それから，中期的に取組む課題として
３つのご指摘を頂いていまして，１つ目が移転
価格税制です。特に知的財産等の無形財産をど
う扱っていくのか，所得相応性基準を含めて検
討すべきであろうということです。２つ目に，
過大支払利子税制をどのようにしていくの
か，３つ目に，タックス・プランニングの義務
的開示制度について，諸外国の制度，運用実態
などを踏まえながら日本でどうしていくのかと
いうことを検討していく必要があるであろうと
いうことです。

本日は，この３つの課題の現状に BEPS 防
止のための多数国間条約を加えた，４つについ
て順次お話しさせていただきたいと思っていま
す。

２．【行動８―１０】移転価格税制

〔移転価格税制：「BEPSプロジェクト」の結
論〕（国際課税資料３８）
BEPS プロジェクトの，「価値が創造された

ところで税金を払うべき」という原則に基づい
て，移転価格のガイドラインについても見直し
ていこうということです。特に無形資産取引に
ついては，BEPS リスクが高いということで，
これを中心に見直していこうという議論がなさ
れたということです。

右下の図にありますように，もともと A 社
が発明した特許を，軽課税国の L 国の子会社 L
社に移して，孫会社からの利益を L 社にため
るというような取引を想定したときに，例えば
L 社と A 社との間で，その特許を移転したと
きの取引価格が本当に適切なのか，小さ過ぎる
のではないか，というような点ですとか，もし
くは L 社と孫会社との間で見てみますと，孫
会社が L 社に払っている使用料は本当に適切
なのか，そのリスクに比して大き過ぎるのでは
ないかと，いろいろな議論があるわけです。

最初の例で言えば，行動８のところですが，

特に無形資産は他の参照する価格がなかなか無
く，移転時には本当の価値は分からないという
性質がありますので，独立企業間原則の直接の
適用は困難であろうということです。そういっ
た点から，例えば資産の価値を評価するに当た
って，ディスカウント・キャッシュ・フロー法
も適用できるようにすればいいのではないか，
また，特許によって実際に生じたキャッシュ・
フローが当初の予測から大きく乖離してしまっ
た場合には，事後的に価格を調整できる所得相
応性基準と言われる手法を導入してはどうかと
いうご指摘を頂いています。

それから，行動９のところでは，実際に使用
料を受取るに当たり，本当にこの特許を持って
いる企業は実際に事業のリスクを引き受けてい
るのか，本当にそのリスクに対応できるだけの
資本を有しているか，そういった状況にないの
であれば，本当はそのリスク相応のリターンし
かもらえないのではないか，そのような観点か
ら，移転価格のルールを見直すべきではないか，
というご指摘も頂いています。

また，行動１０では，同じグループ企業内での
費用の分配などを適切に行う方法についてご指
摘を頂いているところです。

〔【行動８】無形固定資産取引に係る移転価格
ルール〕（国際課税資料３９）
特にご関心が高いのは，無形資産に関する移

転価格ルールのところではないかと思います。
適正な移転価格の算定がより困難である無形資
産については，いろいろな方法を使えるように
しようということで，まず，無形資産の定義を
明らかにした上で，その無形資産の利益を受け
られる企業というのは，この無形資産の開発等
に関して重要な機能を果たしている関連企業で
あるべきですので，例えばディスカウント・キ
ャッシュ・フロー法が使えるようにガイダンス
を拡充するということです。また，先ほど申し
上げました評価困難な無形資産については，所
得相応性基準と言われる予測利益とその実際の
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利益が一定程度乖離した場合には，実現値，す
なわち実際に受けた収益に基づいて評価し直す
ということを認めていいのではないかというこ
とも指摘されているところです。

〔評価困難な無形資産に係る移転価格ルールの
策定〕（国際課税資料４０）
所得相応性基準のところです。これは新たな

概念ですので，実際に適用するには非常に難し
いところがあるかと思っています。そのため，
実際に適用される場面は恐らく限定されるであ
ろうということです。この点について，３つ目
の○のところにありますように，適用が免除さ
れる場合というのは，事前に納税者が収益を予
測できなかった場合ですとか，事前に相談をし
ていた場合，もしくは予測と実際の結果の乖離
が取引時点の価格の２０％以下である場合が報告
書では示されています。また，予測と実際の結
果の乖離が取引時点の価格の２０％以下である状
況が５年間経過した場合については，以降の年
度についてその適用を免除するということで，
一定の安定性を確保した上で，所得相応性基準
を導入してはどうかということが提案されてい
るところです。

〔評価困難な無形資産（HTVI）に関する実施
ガイダンスの概要〕（国際課税資料４１―４２）
所得相応性基準の中身自体は，まだガイダン

スの策定が続いているところでして，国際課税
資料４１，国際課税資料４２にガイダンスのドラフ
トを付けていますが，これがパブリックコメン
トに出されていまして，引き続き議論が続けら
れているという状況です。

〔【行動９】リスクと資本に係る移転価格ルー
ル〕（国際課税資料４３）
国際課税資料４３は，リスクと資本に関する移

転価格ルールの関係です。これは，キャッシュ
ボックスのような実体のない事業体に利益を蓄
積することを防ぐという意味で，契約上だけで

はなくて，実際にリスクを取っている場合にの
み利益の移転が認められるべきであろうという
ことです。そうでない場合，基本的にはリスク・
フリー・リターン，報告書の中では国債利率の
程度となっていますが，その程度しか利益の移
転は認められないのではないか，ということが
指摘されています。

〔【行動１０】他の租税回避の可能性の高い取引
に係る移転価格ルール〕（国際課税資料４４）
それから，行動１０のところでは，その他の移

転価格ルールの改正をまとめています。特に真
ん中のところの①利益分割法の適用の明確化と
いうことで，グローバル・バリュー・チェーン
といいますか，国際的な分業体制が進む中で，
利益分割法を適用するような場面が多くなって
くるかと思います。その中で，どのような場合
にこの利益分割法を適用することが最適な手法
となるのか，ということを明確化するためのガ
イドラインの改定作業が進められていまして，
これもそのガイダンスはパブリックコメント中
です。

〔利益分割法ガイダンスの概要〕（国際課税資
料４５）
国際課税資料４５に，参考までにそのサマリー

を付けていますので，参照いただければと思い
ます。以上が移転価格税制の関係で，現在議論
されている内容です。

３．【行動４】利子控除制限ルール

〔利子控除制限ルール〕（国際課税資料４６）
次は行動４の利子控除制限ルールついてお話

しさせていただきます。これは，支払利子が損
金算入されることを利用して行われる租税回避
行動をいかに防ぐかというもので，日本にも既
に過大支払利子税制が導入されています。

それに対して，BEPS 最終報告書においては，
固定比率ルールを基本とし，その基準固定比率
について日本は調整所得の５０％ですが，これを
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１０～３０％の範囲に収めるべきではないか，また，
オプションとして，多国籍企業グループ全体の
比率まで利子の損金算入を認めるようなグルー
プ比率ルールという制度を導入してもいいので
はないか，といったご指摘を頂いているところ
です。

〔制度の基本及び日本の現行制度「過大支払利
子税制」〕（国際課税資料４７）
国際課税資料４７，国際課税資料４８では，日本

の制度と BEPS 勧告の比較で資料を２枚付け
ています。日本の場合は，左側にありますよう
に，関連者のネットの支払利子に減価償却費で
すとか所得などを足し，全体の調整所得を計算
しまして，その５０％までが損金算入限度額で，
それ以上については損金不算入になるという制
度を，現行の制度としているところです。

〔「BEPSプロジェクト」の結論〕（国際課税資
料４８）
国際課税資料４８に移ります。これが利子控除

制限に関する BEPS プロジェクトにおける結
論です。企業 A の EBITDA について，日本の
制度では５０％となっているところ，BEPS では
１０～３０％となっています。それから EBITDA
の計算の方法ですとかその対象についても，関
連者なのか，それとも第三者を含めてなのか，
というように，違っているところがあります。
そのようなところを，今後，日本としてどう反
映させていくのか，といったことを検討してい
く必要があると考えているところです。

４．【行動１２】タックス・プランニング
の義務的開示制度

〔制度の基本及び「BEPSプロジェクト」の結
論〕（国際課税資料４９）
そして国際課税資料４９以降は，タックス・プ

ランニングの義務的開示です。これは，企業活
動の透明性向上という観点から，いわゆるプロ
モーター，コンサルタントのような方，または

スキームの利用者が一定の租税回避スキームを
税務当局へ報告，開示していただく制度です。
これによって，税務当局ではそのスキームに対
して早急な対応ができます。また，開示を求め
ることによって租税回避スキームのけん制効果
も得られるであろうということで，アメリカや
イギリスなど諸外国で導入されているものです。
このタックス・プランニングの義務的開示制度
ついても，ベストプラクティスということで
BEPS 勧告が出ていますので，導入の検討をこ
れから進めていくということになっています。

〔（参考）報告義務に係る項目ごとのオプショ
ン・勧告〕（国際課税資料５０―５２）
具体的な制度につきましては，OECD の勧

告を見てまいりますと，この右側の方ですが，２
つの考え方があって，１つは租税回避スキーム
自体なかなか特定できませんので，租税回避の
リスクが高いもの，例えば守秘義務がかかって
いる，もしくは成功報酬制になっているという
ものについて報告対象とするものです。もう１
つはよく租税回避スキームで使われるような損
出しのスキームであるとか，取引の内容に着目
したものについて報告対象とするものです。こ
の２つの報告基準を組み合わせることによって，
ある程度報告の対象を絞った上でプロモーター
ないし納税者の方に開示・申告いただく，報告
を頂くというようなことになってくるのだろう
と思っています。
国際課税資料５１，国際課税資料５２にその効果

ですとか，また諸外国ではどのような状況にな
っているのかということを簡単にまとめていま
すので，ご参照いただければと思います。

５．【行動１５】BEPS防止措置実施条約

〔BEPS防止措置実施条約の概要・経緯〕（国
際課税資料５３）
BEPS 防止措置実施条約については，BEPS

防止措置のうち，租税条約に関する措置を導入
するためには既存の二国間条約を改正する必要
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がありますが，全世界で３，０００以上の租税条約
があり，それを１つ１つ改正するのはなかなか
大変ですので，１つの多数国間条約を策定して
一斉に関連する租税条約を変更していこうとい
う取組です。

ただ，その際，４つ目の○に書いてあります
が，どの租税条約をこの多数国間条約の対象に
するのか，また多数国間条約に含まれるどの措
置を自分たちは適用するのか，ということにつ
いて，各国は任意に選択することができるよう
になっていまして，その選択を寄託者である
OECD に対して通告することになっています。
日本は６月にこの多数国間条約に署名しまして，
今後国会で審議いただいた上で批准発効するこ
とになっています。

〔BEPS防止措置実施条約と各行動の関係〕（国
際課税資料５４）
導入される BEPS 防止措置の中身は，国際

課税資料５４にあります。行動２，６，７，１４の
報告書に含まれる租税条約に関する BEPS 防
止措置をこの多数国間条約によって二国間条約
に反映させることが可能になっています。

〔【行動７】恒久的施設（PE）認定の人為的回避
の防止〕（国際課税資料５５）
国際課税資料５５に１つの例があります。恒久

的施設認定の人為的回避の防止ということ
で，１つは代理人 PE の定義について見直しを
行います。２つ目は，準備的又は補助的な性格
の活動として条約中に規定されるものは，今ま
ではすべからく PE 認定の対象外となっていた
ものを，そのような条約中に規定される活動に
ついても企業にとっての実質的又は本質的な活
動であるものについては基本的に PE 認定の対
象とします。例えば商品の引渡しやその購入の
みを行う場所というのは，これまでは，基本的
には，PE 認定の対象にならなかったものを，
今後は，その企業の本質的な活動があると判断
されるものについては，PE 認定の対象にして

いくことになります。

〔BEPS防止措置実施条約の署名国（７０カ国）〕
（国際課税資料５６）
国際課税資料５６にありますように，日本を含

めて７０カ国が，この多数国間条約に署名をして
います。私からは以上です。
―――――――――――――――――――――

Ⅳ．今後の対応に関する質問・意見

（渡辺） 細田さん，どうもありがとうござい
ました。

それではパネリストのお三方から，順次ご質
問，ご意見を頂戴できればと思います。最初に
青山さん，よろしくお願いいたします。

―――――――――――――――――――――
〔BEPS防止措置実施条約関連〕
（青山） 詳細なご説明ありがとうございまし
た。時間も押していますので，私からは特に最
後の BEPS 防止措置実施条約に絞って，コメ
ントと質問をさせていただきたいと思います。
まず，今のご説明にもありましたように，多国
間の条約ですが，どの条約を対象にするのか，
どの条項を対象にするのかというのを，それぞ
れの国が選択して指定するという仕組ですので，
基本的には各国にとってあくまで２国間条約が
ベースにあって，それらに上乗せして修正する
形の２階建方式です。従って，従来の租税条約
の２国間主義を多国間主義で置き換えようとい
う意欲的な条約ではないと考えられます。

ただ，そのような性格のものであるがゆえに，
個々の納税者にとって難しいのは，その２階建
ての構造を両睨みしながら，果たして自分のこ
の取引に最終的にどの条項が適用対象になるの
かを見定めるコンプライアンスコストが相当高
くなると思われる点です。

一方で，先ほどのご説明にもありましたよう
に，多くの国がこの条約に署名しつつあり，今
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後も増えてくるということでありますと，包摂
的枠組みの中でこれに参加した途上国は，この
条約の条文解釈に当たって，BEPS ガイダンス
文書を含めた OECD の諸文献を参照する機会
が増えるのではないかと期待できそうです。す
なわち，条約法に関するウイーン条約の解釈で
活用されるいわゆる文脈として BEPS ガイダ
ンス文書等が位置付けられる可能性です。こう
いったことになりますと，従来国連モデルと
OECD モデルとの間で先進国・途上国間に解
釈の違いがあるとして，納税者の予測可能性が
阻害されるという不満が，この多国間租税協定
を通じて共通の解釈に到達することで解消され
る可能性が高まります。従来の解釈ギャップの
解消は，納税者にとって歓迎すべき効果で，全
体としてみれば積極的な評価ができると思いま
す。

そこで質問ですが，まず１点目は，特に条約
濫用について既署名国は全ていわゆる主要目的
テストを適用するという意向を表明をしたと伺
っています。この主要目的テストは，主要目的
が税を免れることにある取引を対象とした濫用
防止規定という理念であることから見て，その
解釈適用に当たっては，ほとんどの国が国内法
の GAAR と同様な適用をするのではないかと
推測されます。そうしますと，主要目的テスト
について共通の適用ガイダンスを合意しておか
ないと，納税者にとっては，個別の条約ごとに
主要目的テストがどのように適用されるのか，
予測が立たないという懸念が生じます。

そこで，特に OECD の BEPS プロジェクト
において，この点に関する今後の取組みはどの
ように予定されているのかというのが１点目で
す。

なお，この主要目的テストの適用ガイダンス
の議論が進んでまいりますと，わが国にとって
も国内法上いわゆる一般的否認規定の導入可能
性についてどのように今後考えるのかという問
題が，また突き付けられることになると思いま
すが，いかがでしょうか。

２点目は，今後相互協議による解決を促進す
るというミニマムスタンダードをこの多国間条
約は包含しているわけですが，残念ながら仲裁
を受け入れている国は２６カ国にとどまると伺っ
ています。そうしますと，この仲裁を受け入れ
ない国の多さからは，納税者は二重課税解消の
リスクが多国間条約をもっても十分には解消で
きないのではないかという心配が残ります。こ
れについてのご見解はいかがでしょうか。以上
でございます。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） ありがとうございました。それでは
次に吉村さん，どうぞよろしくお願いいたしま
す。
―――――――――――――――――――――

（吉村） 私から，コメントとご質問を１点ず
つ申し上げたいと思います。

〔評価困難な無形資産について〕
１つ目は，評価困難な無形資産についてです。

最終報告書でも所得相応性基準の導入という方
向性が打ち出されました。また，今後ガイダン
ス等が整備され，それを受けて国内法でも実施
という運びになるかと思います。その一方で，
所得相応性基準につきましては，既にアメリカ
やドイツで導入されているものの，なかなかそ
の適用の実際はわかりにくい面があります。そ
のため，今後日本で所得相応性基準が導入され
ることになりましても，やはりそれを受け入れ
る納税者の方の理解も含めて，相当な準備とい
いますか，情報発信が必要になっていくのでは
ないかと感じているところです。

〔利子控除ルール〕
２点目は質問です。利子控除制限に関する行

動につきましては，BEPS プロジェクトでの位
置付けとして，多国籍企業について価値創造の
場での納税を確実なものとしたい，それを担保
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するための裏付けとして捉えられていると理解
しています。これに対して日本の現行制度は，
関連者間ローンにターゲットを絞って，国外へ
の利益の移転，利益の剥ぎ取りに関心を向けて
きたのではないかと思います。BEPS プロジェ
クトに従って利子控除制限の仕組みというもの
を設計していこう，導入していこうということ
になりますと，これまでいわゆるデッドとエク
イティを前提としてきた法人税の課税ベースと
の関係も問題になり得るのではないかと思いま
す。

そこで質問としましては，BEPS 行動で示さ
れた利子控除制限について，これは現行制度の
延長として位置付けられる改正として捉えてら
っしゃるのか，それとも新たな制度の検討とい
うことも視野に入れているのかということを，
差し支えない範囲でお教えいただければと思い
ます。

また，利子控除が認められる水準，いわゆる
コリドーと呼ばれて１０％から３０％という幅で示
されていますが，今後のレビューによって
BEPS 行動の実効性が検証されるということに
なるかと思います。つまり，日本をはじめとし
た多国籍企業のタックス・プランニングといい
ますか，節税に与えた影響を検証することにな
るかと思いますが，そのレビューの具体的内容
や，その際に必要となるデータがどのように集
められるのかといった点をお教えいただければ
と思います。以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 吉村さん，どうもありがとうござい
ました。それでは次に栗原さん，よろしくお願
いいたします。
―――――――――――――――――――――

〔外国子会社合算税制について〕
（栗原） 今後の展望につきましては，もうお
話が何回か出ていますが，利益分割法，所得相
応性基準，利子の控除制限に関心を持っていま

す。利益分割法と所得相応性基準は現在の移転
価格税制でカバーしきれない部分を補完する目
的で導入が検討されていると理解していますが，
理屈先行の議論が進み，現在の移転価格税制に
取って代わるようなイメージすら与えていると
思います。特に前半の方で出ました移転価格文
書化で膨大なコストをかけているにも拘らず，
数年後に全部やり直しになってしまうのではな
いかという不安も持っています。

取引単位営業利益法で文書化していまして，
その後調査で利益分割法が適当ですと言われて
も議論がかみ合いませんし，適切な移転価格で
あると説明しても所得相応性基準によって当時
の文書化は不十分であるということで，所得を
変更されるリスクがございます。どちらの方法
も，現在の議論では発動される基準が不安定の
ように感じています。利益分割法では，取引単
位営業利益法を否定し，利益分割法が適切とす
る基準が何かということ，ディスカッションド
ラフトにいう「ユニークで価値ある貢献」とそ
うでない貢献の境目はどこなのだろうか，境目
の案件が非常に増えてくるのではないかと，心
配しています。利益分割法の適用は限定的であ
ることを望んでいます。所得相応性基準も乖離
率２０％というのは非常にわかりやすいですが，
発動の免除基準が不明確であり，ともに実務に
耐えられるだけの知見が蓄積されるまでは現在
の移転価格文書化を適正に誘導するための道具
として，伝家の宝刀であるべきだと考えていま
す。

そこで質問ですが，利益分割法と所得相応性
基準を積極的に検討する理由について教えてい
ただければと思います。一般に，日本企業の場
合は技術ノウハウを親会社が保有しているケー
スが多いと思います。子会社側の政府には，子
会社の利益貢献を強調し，利益分割法により子
会社により多くの利益を配分するようなインセ
ンティブが働きやすいと思います。日本親会社
と海外子会社のパターンでは海外政府，海外親
会社と日本子会社のパターンでは日本が導入し
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たいと思うでしょう。納税者と税務当局のご意
見が違うと，相手の移転価格算定方法を否定で
きるほどの証拠がない限り，単なる利益の取り
合いに終始するのではないかと心配します。

所得相応性基準では，BEPS 勧告の乖離率
２０％をそのまま採用しますと，事後の実績が
２０％超大きく出た場合は日本で課税されること
になります。例えば実績が２５％大きく出た後，
所得相応性基準で課税され相互協議に発展し，
相互協議で１０％で妥結した場合，そもそも日本
は所得相応性基準を発動すべきだったのか，疑
問が湧きます。

利子控除制限についても積極的に採用する根
拠がわかっていません。理由をお教えいただけ
ればと思います。日本は，先ほどご紹介のあり
ましたように，過大支払利子税制が既にあり，
十分機能していると理解しています。国際グ
ループ間の利子ではなく第三者向けの利子を規
制するのであれば，過大支払利子税制とは別な
税制で議論すべきと思います。国際間の税率の
違いによる不公平を除去するのであれば，入り
口は税率の差でありますでしょうし，資本と負
債の不公平なら資本にみなし利子控除を適用す
るということを最初に検討すべきと考えます。
海外に投資をしている企業ならまだしも，国内
事業しか行っていない企業から見れば，メリッ
トが全くない中で巻き添え事故を食らうような
ものだと思います。

それから，BEPS 対抗策の中締めはいつごろ
になるか，お教えいただければと思います。今
回の OECD 勧告に従えば，かなり改善される
はずであります。そうは言うものの，新しい
BEPS が生まれてくるのではないかという不安
もありますが，コンプライアンスコストをこの
まま増やし続けることはできないと思います。
大体のゴールというのが必要だと思います。

それから，義務的開示について一言。今回の
検討されているスキームは，納税者とプロモー
ター，もしくはどちらかという報告になると思
うのですが，報告するくらいなら租税回避をし

ないと思わせる上でのけん制機能効果がある理
解しています。報告者は誰か，犯人，利用者は
誰かの話にどうしてもなりやすいですが，報告
対象とすべき租税回避スキームを事前に公開す
るなどして報告制度の対象に載せないというこ
とが一番重要ではないかと考えます。いかがで
しょうか。

今回の OECD の勧告では，OECD 加盟国以
外にインド，中国など新興国を加えましたので，
対象国もその後増加しグローバルスタンダード
になったと思います。一方で，合意を重視した
ため，ミニマムスタンダードが限定されまして，
アメリカが実質的に参加しないなど，はたから
見ると片手落ちのように感じます。不利なルー
ルには参加しなければ良い，必要な情報はミニ
マムスタンダードで縛られていないところで取
れば良いなど，勝手な行動を認めていくとルー
ルが形骸化しかねないと思います。次の見直し
の時期では，多国籍企業の行動がどう変わった
かも重要でありますが，各国の対応がアグレッ
シブになっていないかチェックする必要がある
と思っています。コメントを頂戴できれば幸い
でございます。以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 栗原さん，どうもありがとうござい
ました。

それでは，ただ今頂きましたお三方からの意
見，ご質問についての細田さんの方からご回答
をお願いしたいと思います。
―――――――――――――――――――――

（細田） ありがとうございました。

〔利益分割法と所得相応性基準の検討〕
移転価格税制について，栗原様から，利益分

割法，それから所得相応性基準を検討する理由
についてご質問を頂きました。利益分割法につ
いては，繰り返しになってしまいますが，グロー
バル・バリュー・チェーンが発達した中で，こ
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の利益分割法が最適な手法となる場面を明確に
することが目的でして，利益分割法の適用範囲
を恣意的に拡大していくというようなことでは
ないということです。

また，所得相応性基準につきましても，確か
にいろいろと論点はあると思っています。ただ，
特に評価困難な無形資産については，税務当局
と納税者の間の情報の非対称性というのは非常
に大きいので，BEPS のリスクも非常に大きく，
この所得相応性基準のような手法も必要なので
はないかということで，BEPS の報告書の中で
も指摘されているということです。実際にこの
所得相応性基準を適用していくに当たって，そ
の適用はどのような目的なのか，また適用除外
要件はどうすべきなのか，こういった様々な論
点をしっかりと議論していかなければいけない
と考えているところです。

いずれにしましても，まだ OECD のガイダ
ンスの策定作業が続いていますので，その進展
を踏まえて検討を進めていく必要があろうと思
っています。

〔利子控除制限〕
それから，利子控除制限の関係でご質問があ

りました。ご指摘いただきましたように，わが
国の現行制度の過大支払利子税制と BEPS 最
終報告書で勧告されている制度には，確かに基
準固定比率ですとか対象利子となる範囲，調整
所得金額の計算の方法など，幾つか違いがあり
ます。そこで今後どのような制度になっていく
のかということですが，これは今の段階で具体
的な方向性が確定しているものではないので，
申し上げることはなかなか難しいのですが，ま
ず，利子控除制限というのは BEPS のリスク
があり，そのため各国が協調して一定の基準の
中で制度を収れんさせていくことが重要だろう
という指摘がされており，それは我々としては
受け止めなければいけません。

ただ一方で，企業活動にどのような影響があ
るのかということをしっかり分析して，検討し
ていかなければいけないというところもあると
思いますので，様々な論点をこれからしっかり
議論していきたいと思っています。

また，吉村様からコリドーの１０％から３０％の
割合に関するレビューについてのご質問があり
ましたが，確かに２０２０年までに行動４の最初の
レビューが行なわれることになっていますが，
今は勧告内容が明らかになって，これから各国
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が導入していくというフェーズでございますの
で，まだこのレビューの具体的な方法にまで議
論が至っていないというのが現状です。

〔義務的開示〕
それから，義務的開示の関係でも栗原様から

コメントを頂戴しました。この報告制度という
のは，けん制効果という観点からすると可能な
限り報告の対象となる取引を明らかにしておく
という考え方というのは確かに１つあると思い
ます。ただ一方で，BEPS の行動計画において
は，対象の範囲が狭すぎるとその制度の実効性
を失うのではないかという指摘もされていると
ころです。そういったバランスもありますので，
この BEPS 報告書の内容ですとか，他の国の
事例などをいろいろと見ながら，制度を考えて
いく必要があるのだろうと思っています。

〔BEPS防止措置実施条約〕
それから，BEPS 防止措置実施条約の関連で

青山様にコメントを頂きました。１つは，条約
の特典の濫用防止措置です。この措置を適用す
るに当たって，適用が明らかにならないのでは
ないかというようなご心配ですが，この措置に
関しては BEPS の報告書行動６の中で，コメ
ンタリーが掲載されておりますので，これをガ
イダンスとして扱っていただければと思ってい
ます。また，実際の適用において問題が生じる
ようなケースが出てまいりましたら，OECD
に問題提起していくなどして対応するというこ
とになろうかと思っています。

また，この濫用防止規定との関連で，一般的
否認規定への議論の影響ということですが，こ
れは実際どういうことになるのかというのはま
だ明らかではありません。ただ，実際に導入の
要否を議論することになった場合には，このよ
うな条約の特典の濫用防止規定や各国の制度と
いうものをよく見ながら慎重に議論していく必
要があるのだろうと思っています。

それから，多数国間条約の仲裁規定の受入国

が２６カ国にとどまっているのではないかという
お話がございました。確かにおっしゃるとおり
です。わが国との間でこの仲裁規定が適用され
るのは現在の暫定の通知ベースで９カ国ですが，
この数字は，これから署名をする国もあるかと
思いますし，今後選択する規定を変える国もあ
るかと思いますので，増減していくものと思い
ます。いずれにせよ，仲裁に関する規定は，こ
の多数国間条約に限らず，二国間の租税条約の
交渉においても引き続き導入を慫慂していきた
いと思っているところです。

また，この多数国間条約に関しては，実際の
適用関係が分かりにくいというところもあるか
と思いますので，条約の批准後，実際に適用さ
れるという場面になりましたら，何らかの形で
どういうふうに適用されるのかということを公
表してまいりたいと考えているところです。

〔コンプライアンスコスト等について〕
栗原様から，BEPS プロジェクトの中締めは

いつになるのか，このままコンプライアンスコ
ストを増やし続けることはできないというご意
見を頂きました。まず，BEPS プロジェクトの
中締めについてですが，その実施状況をモニタ
リングしていくと，新たな問題がまた出てくる
と思いますので，継続的な取組みが必要ではな
いかと思っています。その中でコンプライアン
スコストは確かに問題になるわけですが，私ど
もとしても課税逃れを許さないという基本的な
考え方を保ちつつ，健全な経済活動は阻害しな
い，円滑な執行が可能である，という観点を心
掛けて制度改正を行っていきたいと考えており，
経済界を含め，いろいろな方々のご意見をしっ
かり聞いて進めてまいりたいと思っています。

最後に，途上国の対応がアグレッシブになっ
ていないか，フォローアップしていくべきでは
ないかというご指摘もございました。これは先
ほども申し上げましたが，Inclusive Frame-
work，また各種国際会議の中で，BEPS 全体
の取組みを進めていくよう慫慂してまいりたい
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と思っていますし，また，単独主義的な行動に
ついてもしっかり意見を申し上げていきたいと
思っているところです。以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 細田さん，どうもありがとうござい
ました。

まだまだ議論は尽きませんが，時間も超過し
ていますので，この辺で第２部を終了させてい
ただきたいと思います。本日ご参加いただきま

したパネリストの皆様には，ご見識に基づきま
して大変有意義かつ貴重なご意見を頂きまして，
誠にありがとうございました。
―――――――――――――――――――――

おわりに

（渡辺） それでは，本日のパネルディスカッ
ションをこれで終了させていただきます。ご協
力，どうもありがとうございました（拍手）。
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副会長挨拶
第６９回租税研究大会大阪大会開催にあたり

公益社団法人日本租税研究協会副会長

森 詳介
（関西電力株式会社相談役）

本日は，第６９回租税研究大会にご参加いただ
き，誠にありがとうございます。

財務省の新川大臣官房審議官，総務省の稲岡
大臣官房審議官には，公務ご多忙の中，パネリ
ストとしてご出席を頂き，誠にありがとうござ
います。感謝申し上げます。また，会員をはじ
め，皆様には，日ごろより，当協会の活動にご
支援・ご協力を賜っておりますことに，この場
を借りまして，厚くお礼申し上げます。

わが国の経済は，雇用所得環境の改善が見ら
れており，緩やかながらも景気の回復が続いて
おります。人口減少やグローバル化が進む中，
今後も持続的な成長を実現していくためには，
思い切った成長戦略の推進とともに，経済の基
盤となる財政の健全化が，大変，重要でありま
す。財政の健全化は，わが国の経済・財政運営
に対する市場の信認と，国際的な評価を維持す
る上での大前提であります。また，「安心，安
定した国民生活」に必要な社会保障制度等を維
持するためにも不可欠であります。しかしなが
ら，政府の試算によれば，わが国の長期債務残
高は増加を続けており，本年度末には１，０９３兆
円になると見込まれております。これは GDP
のほぼ２倍にあたり，歴史的，国際的に，最も
高い水準となっております。

消費税率の引き上げが２度にわたって延期さ
れ，２０１９年１０月からとなりましたが，かなりの
経済成長や歳出抑制がない限り，政府の財政健
全化目標の実現は難しい状況に置かれています。

将来をしっかり見据え，財政健全化目標の達成
に向けた具体的な方策の立案と，早急な実行を
進める必要があると考えております。

現在，政府では，歳入の根幹であります税制
につきまして，税体系全般のオーバーホールを
進めており，当協会は，先ごろ，税制改正への
意見を表明いたしました。

その中で，所得税につきましては，所得格差
が拡大しているといわれる現状において，「所
得再配分は今後どうあるべきか」，また「その
中で所得税はどのような役割を果たすべきか」
十分検討するよう求めています。社会保障の受
益や負担と併せ，世代間や所得階層間の公平性
に留意しながら，考えていく必要があると思い
ます。

法人税につきましては，「日本企業の国際競
争力を高めること」と「日本の立地競争力の強
化」という視点が非常に重要です。そのため，
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税率等，国際的な調和の取れた税制とすること
や，日本の経済発展に不可欠なイノベーション
創出を促す税制措置の拡充などを求めていると
ころです。

加えて，二重課税や課税逃れ等の問題が生じ
ている国際課税に関して，国際的に協調した取
り組みが進められておりますので，それらを踏
まえて，企業活動を阻害することのない，予測
可能で，法的に安定した制度とすることを求め
ています。

最後に，消費税につきましては，超高齢化社
会の財政を支える基幹税として，さらに引き上
げていく必要があると考えております。但し，
引き上げが消費を減退させる懸念もあることか
ら，引き上げの必要性について，国民に丁寧に
説明しながら進めるべきと考えています。

以上述べましたように，私ども，日本租税研
究協会は，民間の研究団体として中立の立場か
ら，税財政問題を研究し，あるべき税制改革に

ついて提言を行っております。また，租税教育
や税に関する情報提供といった，普及啓発にも
務めているところです。こうした活動を通じて，
経済成長と財政健全化，社会保障制度改革の一
体的な推進に向けた税制改革を実現してまいり
たいと思います。

本日の大阪大会では，まず午前の部において，
大阪大学の谷口先生から，「夫婦・家族課税の
あり方」と題してご報告いただきました。この
あと，ご案内のとおり，「税制改革を巡る現状
と課題」と題しまして，税財政に精通された方々
による討論会を予定しておりますので，引き続
きよろしくお願いします。

最後になりましたが，ご参加の皆様の今後ま
すますのご発展をお祈り申し上げますとともに，
当協会の活動につきまして，今後ともご支援，
ご協力いただきますよう，お願い申し上げまし
て，私からの挨拶とさせていただきます。どう
ぞよろしくお願いいたします。
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Ⅰ．はじめに

おはようございます。ご紹介いただきました，
大阪大学の谷口でございます。本日は，「夫婦・
家族課税の在り方」について，「ドイツにおけ
る近時の租税憲法上の議論を中心に」お話しさ
せていただきます。

わが国では，以前から夫婦・家族課税につい
て，特に配偶者控除を中心に議論がされてきま
したけれども，本日の案内文にも書きましたよ
うに，平成２９年度税制改正において，配偶者控
除及び配偶者特別控除に関する改正が行われま
した。ただ，この改正は，レジュメ１頁の下に
掲げております，税制調査会の平成２８年１１月１４
日の中間報告で示されたような形で，配偶者控
除等の問題を根本的に解決したものとはいえな
いように思われます。配偶者控除等の問題は，
視野を広げてみますと，夫婦・家族課税の在り
方に関わる問題でありますし，法律学のみなら
ず，経済学，社会学など，他の学問分野にも関
わる問題であります。その検討を，法的検討に
限ったとしても，その検討には税法の観点だけ
ではなく，憲法や民法，家族法などの，他の法
分野の観点をも考慮に入れる必要があると考え

られます。本日の報告では，特に憲法の視点か
ら，夫婦・家族課税の在り方について検討する
ことにいたします。

わが国では，現行憲法下の家族モデルとして，
個人主義的家族モデル，国家主義的家族モデル
及び共同体的家族モデルというような家族モデ
ルが提示されることがありますが，このような
家族モデルが，夫婦・家族課税の在り方に関連
付けて論じられることは，ほとんどありません
でした。本日の報告では，ドイツにおける近時
の租税憲法上の論議を紹介しながら，夫婦・家
族課税の在り方を，憲法の観点から検討するこ
とにいたします。

９月２０日�・午前報告

谷口 勢津夫
大阪大学大学院高等司法研究科教授

夫婦・家族課税の在り方
～ドイツにおける近時の租税憲法上の論議を中心に～
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ここで「租税憲法」という言葉は，わが国で
はあまり耳慣れない言葉かと思いますけれども，
私自身は，レジュメ１頁の下の方に書いており
ますように，租税憲法という言葉を課税権の統
制に関する憲法規範及び憲法原則の総称という
ような意味で用いております。税法の諸問題を
憲法の観点から論ずる，そういったところがド
イツ税法学の特徴の１つでありまして，私自身
もそういうことを少し勉強してまいりましたの
で，本日はそのような観点から，夫婦・家族課
税の在り方をドイツの議論を中心にみてみたい
と思います。

ドイツでも，従来から，夫婦・家族課税の在
り方が税制を巡る重要な論点の１つとして，長
く議論されてきました。最近では，更に一層強
い関心事となってきているように思われます。
これは政治的な課題も含めて，各方面で議論さ
れているところです。そういう中で，昨年（２０１６
年），『租税と経済（Steuer und Wirtschaft）』
という雑誌で，夫婦・家族課税に関する特集が
組まれました。この『Steuer und Wirtschaft』
という雑誌は，１９２１年に創刊されまして，もう
１００年近く続いている，ドイツの税法の分野に
おける権威ある雑誌であります。その２０１６年の
第４号，年４回ですから，最後の号なのですけ
れども，そこで夫婦・家族課税の特集が組まれ
たのです。５本の論文が，レジュメ２頁に書い
てあるように，掲載されております。序文をケ
ルン大学のハイ教授が書いておられますが，ハ
イ教授については，後でまた，平等権的租税憲
法論の中でお話しすることになると思います。
５つの論文を内容的にみますと，１つ目の論文
は経営経済学，とりわけ経済学の観点から，夫
婦・家族課税を論じるものであります。２番目
が経済社会政策の観点から，夫婦・家族課税を
論じるものです。３番目はイギリスの学者が書
いたもので，比較法あるいは理論的な側面の強
いものであります。４つ目と５つ目が，本日取
り上げる，租税憲法の観点からの，夫婦・家族
課税の在り方に関する議論であります。

この５つの論文を，３番目は別としまして，
内容的にみますと，１番目，２番目，５番目，
これらは，ドイツで夫婦課税の特徴であるとこ
ろの，夫婦二分二乗課税を廃止し個人単位課税
に移行することを説いているものであります。
４番目は，クーベ教授が夫婦二分二乗課税に対
する擁護，賛同の立場で書いておられます。数
の上からみると，４本のうち３本までが，夫婦
二分二乗課税を廃止するという方向での議論を
しているということからすると，ドイツでは廃
止論というのが，実際，強いのは強いのですけ
れども，何となくこれが主流であるかのように
思われるかもしれませんが，ここに出ていない
重要な立場があります。それは連邦憲法裁判所
が，夫婦二分二乗課税については，これを積極
的に評価する立場に立っているということであ
ります。そういう意味で，ハイ教授も含めて，
連邦憲法裁判所の判例の立場を支持するという
立場が，やはり法律の分野では特に根強いとい
ってよいと思います。

Ⅱ．人的控除，特に配偶者控除の
在り方に関するこれまでの私見

１．人的控除の憲法的位置付け・構成

さて，私自身も，夫婦課税あるいは家族課税
に関して，今まで少し勉強したことがありまし
て，レジュメ２頁のⅡの「人的控除，特に配偶
者控除の在り方に関するこれまでの私見」とい
うところの最初に，※印で，私が２００９年に日本
税務研究センターの機関誌であります，税研の
１４６号に書いた論文を載せております。この論
文は金子宏名誉教授の「個人所得課税の基本概
念」という共同研究会の中で，私が人的控除を
担当させていただいたときに書いた論文であり
ます。そこで，一応，私自身の当時の私見，今
もあまり変わってはいないのですけれども，基
本的な考え方を示しました。そこで，ドイツの
議論に入る前に，私の考え方を少しだけ，お話
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ししておこうと思います。
人的控除の在り方については，これは「現代

所得税の構造的構成要素」であるというふうに
金子教授がおっしゃっておられるわけでありま
すが，そういうふうに考えた場合は，立法政策
論にとどまらず，やはり憲法論をも視野に入れ
た検討が必要であるというようなことを，その
当時，考えました。人的控除というのは，日本
の税法の中では珍しく，憲法論がかなり前面に
出る分野でありまして，そういう意味で，憲法
論の観点から，この人的控除について議論して
みようというのが，この論文の１つの狙いであ
ります。

人的控除については，いろいろな憲法的な観
点から，その位置づけなり構成が試みられてお
りますが，代表的なものとしては，憲法２５条の
生存権の税法における現われであるというよう
な金子教授の位置づけあるいは構成がなされて
いるわけです。他にも幾つかありますが，私自
身は，次のページの③のところにも書いてあり
ますが，生存権の観点も，もちろん重要ではあ
りますけれども，自由権の観点をより重視して，
人的控除を検討してみたいというのが，私自身
の基本的スタンスであります。

先ほど家族モデルについては述べましたけれ
ども，憲法１３条と２４条の関係をどのように考え
るかという問題をめぐって，現行憲法下の家族
について幾つかのモデルが提示されているとこ
ろであります。憲法２４条というのは，レジュメ
３頁に引用しておりますけれども，１３条の具体
化の側面と，夫婦，家族に含まれる「公序」の
尊重の要素の側面の，両方の側面を持っている
といわれておりますが，その両者が，特に「公
序」の要素が１３条の個人の尊重と，どのように
関わるか，対抗関係にある場合もあるのではな
いかというところから，家族モデルが幾つか提
示されているものと思われます。案内文にも書
きましたように，個人主義的な家族モデル，国
家主義的な家族モデル，あるいはその中間にあ
るような共同体的家族モデルというようなもの

がありますが，先ほども申し上げましたように，
これらが夫婦・家族課税の在り方と，どのよう
に関係するかというのは，必ずしもはっきりは
しません。憲法の分野ではそういう議論がされ
ているところでありますけれども，それを税法
の分野で，どのように評価し，取り入れていく
のかというところについては，まだまだ，研究
が進んでいないのではないかと思っております。
そのような状況の下で，私自身としては，夫婦・
家族課税において個人単位主義を貫徹するとい
う立場をその論文でも書きましたし，本日の報
告の最後に今日の議論のまとめとしてドイツの
議論を踏まえた上で述べるところでも，個人単
位主義を更に貫徹するという観点を示したいと
思っております。

２．人的控除の在り方

人的控除の在り方については，結論だけ申し
上げますと，夫婦課税に関しては，配偶者控除
を廃止するということです。そして，基礎控除
を引き上げるということです。基礎控除に一本
化して，基礎控除を増額すること，それを私は
基礎控除中心主義と呼んでおりますけれども，
そのようなことを考えております。それから家
族課税については，扶養控除を維持するという
ことを，その論文では結論として述べておりま
す。そういったことを，今日のドイツの議論も
踏まえて，最後にまとめとして，皆さんにお示
ししたいと考えているところであります。

Ⅲ．ドイツ租税憲法論

レジュメの５ページに移りまして，まず，ド
イツにおける夫婦・家族課税を租税憲法の観点
から論ずる前提といたしまして，ドイツにおけ
る租税憲法論の状況を大づかみにお話ししてお
きたいと思います。先ほども，私の論文に関し
て申し上げましたけれども，この※印で書いて
ある幾つかの文献は，レジュメを作成するに当
たって，その箇所で参考にした文献を，私のも
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のもありますし，ドイツの文献もそうですけれ
ども，その※印の後に掲げておりますので，そ
のようにご覧いただきたいと思います。

私はかつて，日本税法学会の機関誌「税法学」
の創立５０周年記念号に，「税法における自由と
平等」と題しまして，ドイツ税法学における実
質的法治国家論の展開を概観といいますか，紹
介したことがあります。ここで法治国家とは，
法律に基づいて運営される国家のことをいうの
ですが，それに「実質的」という形容詞が付け
られていることの意味は，その国家運営の基本
となる法律の内容，中身が憲法に適合している
ことを要求する，特に人権保障を尊重する，人
権保障に反しないような法律でなければならな
いということにあります。そのような考え方を
とる法治国家を，実質的法治国家と呼んでおり
ます。それに対して，形式的法治国家ですが，
法律という形式に従って国家の運営が行われる
という，運営の根拠となる法の形式面を重視す
る場合に，そのような法治国家を形式的法治国
家論と呼んでおります。私自身は，レジュメ５
頁に書いてあります，先ほど，司会の方からご
紹介いただいた，『税法基本講義』という教科
書なのですけれども，その第１編で「税法の基
礎理論」を述べております。その３章では，実
質的法治国家論を税法の場面でいうということ
で，租税法律主義を実質的租税法律主義と呼ん
で，実質的法治国家論を税法の場面で展開して
おります。それに対して，４章と５章では，形
式的法治国家論を税法の場面で展開しており，
それを形式的租税法律主義という考え方として
提示しているところであります。以上のような
意味で，私自身は，税法における自由と平等と
いうような議論を通じて，租税法律主義に対す
る私自身の見方というものを練り上げてきたと
考えるところであります。

１．平等権的租税憲法論

その論文で検討した結果として，ドイツの租
税憲法論というのは，大きく分けて２つの流れ

から成るのではないかと思っております。１つ
目が，平等権的租税憲法論と私が呼ぶものであ
ります。クラウス・ティプケというケルン大学
の教授が，このような考え方の主唱者といって
いいと思います。ティプケ教授はドイツ税法の
碩学泰斗ですが，この教授が，租税正義を強調
して実質的法治国家論を展開しており，『租税
正義』というタイトルの本まで書いているわけ
であります。その本を私も大学院生のころに紹
介しました。私自身，ティプケ教授とは，大学
院に入って，私の恩師であるところの，清永敬
次先生の大学院の授業で，ずっとティプケ教授
の教科書を読んで以来，もう３０数年間，お付き
合いさせていただいているわけですが，非常に
深淵な税法理論を，しかも非常に骨太の税法理
論を展開される方でありまして，ドイツの税法
を知る上では必読の論文なり，単行本を多数書
いておられます。

ティプケ教授は，租税正義の観点から実質的
法治国家論を展開するわけでありますが，租税
正義の原語は「Steuergerechtigkeit」であり，
実は文脈によっては「租税公平」と訳した方が
いい場合もあります。この両者は必ずしもイ
コールではないわけですが，ティプケ教授にお
いては，租税公平という観点がより前面に出て
くるように，私自身は受け止めております。そ
のような観点から，ティプケ教授の税法の体系
の基礎あるいは根本にある原則が導き出される
わけであります。それはティプケ教授が担税力
原則と呼ぶものであります。日本流にいえば，
応能負担原則といわれることもあるものであり
ますが，担税力原則というふうに，私自身は訳
しております。これが税法秩序の根本にある原
則であるとされています。

ただ，ティプケ教授の実質的法治国家論とい
うのは，憲法の規定から導き出された，実証主
義的に導き出されたというふうには，必ずしも
いえません。むしろティプケ教授の価値判断が
より前面に出ているという評価がされていると
ころであります。そのようなティプケ教授の考
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え方を憲法に根付かせるというような方向で展
開されているのが，平等権的租税憲法論と私が
呼ぶものであります。すなわち，基本法３条１
項の平等原則，しかも社会国家原則，２０条１項
に定められている社会骨加減速，それと結び付
けられた平等原則を重視するような租税憲法論
が，ティプケ教授の考え方をベースにして確立
されたとみてよいと思います。

このような考え方は，連邦憲法裁判所の判例
においても受け入れられているように思われま
す。平等原則から担税力原則を導き出すという
考え方，これは確立した憲法判例となっている
とみてよいと思います。しかも税法秩序あるい
は税法体系の根本には，担税力原則があるわけ
でありますが，それを具体化する過程，すなわ
ち，より個別の税法規定を定めるに当たっては，
根本原則たる担税力原則を首尾一貫して具体化
していかなければいけないと考えられています。
このような首尾一貫性の要請という考え方も，
併せて，この平等原則から導き出されています。
首尾一貫性の要請というのは，要するに，担税
力原則の具体化に当たって，立法者の恣意を排
除するということを強く求めるものでありまし
て，これが連邦憲法裁判所の現在の確立された
憲法判例であるといっていいと思います。この
点については，また後でみたいと思います。

２．自由権的租税憲法論

もう１つの大きな流れとしては，私が自由権
的租税憲法論と呼ぶものであります。自由権的
租税憲法論の主唱者はハイデルベルク大学のパ
ウル・キルヒホフ教授であります。キルヒホフ
教授は，既にティプケ教授と同じく名誉教授で
ありますけれども，世代的にはティプケ教授よ
りも１つ若い，大体，今，７０代ぐらいの教授で
あります。そして，かつて連邦憲法裁判所の裁
判官も務められたという税法，あるいは税法だ
けではなく公法学の分野における，非常に有名
な，有力な学者の一人であります。

キルヒホフ教授は，どのような観点から実質

的法治国家論を説かれたかというと，所有権保
障，日本流にいえば財産権保障でありますが，
ドイツでは基本法１４条で所有権保障という形で，
日本の憲法２９条に相当するような規定が置かれ
ております。その所有権保障の観点から実質的
法治国家論を説くというのが，キルヒホフ教授
の特徴であります。キルヒホフ教授の考え方に
つきましては，金子宏先生の古稀祝賀論文集『公
法学の法と政策（上）』で，私が「市場所得説
と所得概念の憲法的構成」というタイトルで紹
介させていただいたのですが，キルヒホフ教授
によれば，所有権保障を通じて，私有財産制度
と租税制度と憲法上結合させると，両制度の内
容及び発展は，憲法上，所有権保障によって指
導されることになるとされます。これはどのよ
うなことかというと，そもそも，所有権保障と
いうものを持ち出す意味は何なのかということ
を考える必要があります。それを考えるに当た
っては，キルヒホフ教授の先生であるところの
クラス・フォーゲル教授という方がおられます
が，フォーゲル教授の考え方に遡って考える必
要があるように思われます。

フォーゲル教授はミュンヘン大学の教授であ
りましたが，もうお亡くなりました。フォーゲ
ル教授が，今から３０年ほど前に，「忘れ去られ
た前提問題」という副題で書かれた論文，租税
の正当化あるいは正当根拠ということを問題に
する論文を書かれました。租税の正当化あるい
は租税の正当根拠の問題というのが，実は，忘
れ去られた前提問題であると書かれたわけです。
憲法を，租税あるいは税法の領域で論ずるとい
う場合は，課税権あるいは課税を限界づけると
いうことが前面に出て，それが中心となって議
論されているわけですが，限界を論ずる場合は，
根拠を前提として論じないと，限界を論じる場
合の，いってみれば道筋といいますか，方向性
というものが出てこないという考え方だろうと，
私は理解しております。まず，租税の正当根拠
を論じて，そしてその上で課税の限界を論じる，
というようにしていくべきであるということを，
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フォーゲル教授は論じられたわけであります。
私自身も，フォーゲル教授のところに留学いた
しまして，大変お世話になったのですが，学問
的にもいろいろと感化を受けているところであ
ります。フォーゲル教授が，このように憲法上
の租税根拠論というものを，やはり論じる意味
があるのだということを，強く言われておりま
して，それに従って，キルヒホフ教授が租税根
拠論として所有権保障を持ち出されたというこ
とだろうと思います。

私自身も，このような考え方の影響を受け
て，７ページの下の方に参考として書いてあり
ますような，憲法上の租税根拠論を提示してお
ります。わが国で，憲法上の租税根拠論として
有名なのは，大嶋訴訟の大法廷判決で述べられ
ている租税の根拠論，あるいは租税観といって
もいいかもしれませんが，「租税は，およそ民
主主義国家にあっては，国家の維持及び活動に
必要な経費は，主権者たる国民が共同の費用と
して代表者を通じて定めるところにより自ら負
担すべきものである」という考え方であり，そ
こでは，だから税は納めなければいけないとい
うことが説かれているわけであります。このよ
うな民主主義的なプロセスに租税の正当根拠を
求める考え方，これを金子宏教授の表現を借り
れば，民主主義的租税観ということですが，こ
れが現在の最高裁の考え方であると思います。
ただ，この考え方は，民主主義的なプロセスに
租税の根拠を求めるということでありますが，
その実体的な根拠は何なのかという点について
の説明がやはり不足しているのではないかと，
以前から考えておりまして，その実体的な根拠
づけ，正当化を，フォーゲル教授やキルヒホフ
教授の考え方を受けて，私自身は財産権の保障
に求めて，租税というものは自由，特に経済的
自由の対価であるという見方を示しております。
それを私自身は自由主義的租税観と呼んで，教
科書でも書いております。そういう見方を私自
身が導き出したのは，フォーゲル教授やキルヒ
ホフ教授の自由権，特に所有権保障を重視する

考え方を学んだからだと考えております。
なお，次の８ページに，今日の報告とはあま

り関係なさそうな図を書いております。そのよ
うな考え方を更に発展させまして，租税国家と
いうものの法的な構造を表した図を書いておき
ました。租税国家における憲法及び税法の構造
を前提として，夫婦課税・家族課税も論じなけ
ればいけないと考えて，私の頭の中では，その
ような整理の下に，今日のお話もさせていただ
いているわけであります。この図について，い
ちいち説明していると時間もありませんので，
そういう頭で私が今日のお話をしているという
ことだけをご了解いただければと思います。

元に戻りまして，レジュメ６ページのところ
ですけれども，キルヒホフ教授は，では平等原
則との関係はどうなるかということについて，
「平等原則は所有権保障と化合して，担税力に
応じた課税という基本原則となる」と述べてお
られますが，これは要するに，平等原則と所有
権保障が，税法の規定を定める場合の両輪であ
るかのような考え方であると言ってよいと思わ
れます。平等権と自由権と両方を担税力原則の
根拠に用いるというのが，キルヒホフ教授の考
え方の特徴でありまして，最近でも，キルヒホ
フ教授は，所有権保障による平等原則の負担軽
減というようなことを言っておられます。これ
はどのような意味かというと，税法というと平
等原則，租税平等主義とか租税公平主義という
のが，非常に重視されるわけでありますが，過
重負担とまではいいませんけれども，平等原則
に少し，重きを置き過ぎではないかということ
で，それを所有権保障，自由権によって負担軽
減するというような意味であろうと思われます
が，税法において自由権をより重視するという
ことをそのような意味でも説いておられます。

では，所有権保障から，どのようなことが導
き出されるかというと，課税の根拠が先ほど述
べたところでありますが，と同時に，キルヒホ
フ教授は，課税の限界も導き出しておられます。
限界には２つありまして，下限と上限と両方あ
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るわけでありますが，まず課税の下限というも
の，これは生存最低限，日本流にいえば，最低
生活費を非課税とするというところが下限であ
るということです。他方，上限というのは，こ
れはキルヒホフ教授の独特な考え方であり，連
邦憲法裁判所も傍論ではあるかもしれません
が，１９９６年の決定の中で説示した五公五民原則
です。要するに，国家は，収益の半分までしか
課税してはいけないということです。それを超
えて課税すれば，所有権侵害になると説示した
のです。

まず，下限の面についてですが，レジュメ６
頁の中程で補足しておりますけれども，生存権
が重視されます。生存権とは書いてありますが，
憲法２５条の生存権とは違いまして，社会権とい
う意味ではなく，人間の生きる権利というよう
な意味で捉ええていただきたいのです。そのよ
うな意味での生存権という根源的な権利は，国
家の課税権に優先するのだということです。で
すから，人間の生きる権利を侵害するような課
税というのは，国家といえども許されないとい
うことであります。

次に，上限の方でありますが，これはなぜ五
公五民になるのかというと，レジュメ１４ページ
の基本法１４条２項の後段の方をみていただきた
いのです。前段は，「所有権には義務が伴う」
ですが，後段は「その行使は同時に，公共の福
祉に役立つものとする」となっております。こ
こで同時に（zugleich）という言葉が使われて
いますが，これは時間的な意味での「同時に」
ということではなく，憲法的な価値として等し
いということでありますので，要するに，所有
権の行使によって得られる私的な利益と国家に
対する公的な義務とが，半々になるということ
を，そこから導き出すというような解釈論をキ
ルヒホフ教授は展開しておられます。

さらに，キルヒホフ教授の特徴の１つとして，
そういった考え方から導き出されることは，物
的純額主義に対する人的純額主義の優先という
ことであります。純額主義とは純所得課税の原

則をいうのですが，純所得課税の原則について
は，日本でも必要経費控除ということと，人的
控除ということの２つがいわれます。ドイツで
は，前者を物的純額主義，後者を人的純額主義
と呼んでいるのです。計算上の順序としては，
必要経費控除の方が先にくるわけでありますけ
れども，キルヒホフ教授によれば，憲法的な価
値判断，価値序列からすると，最低生活費を非
課税にする人的純額主義の方が優先するとされ
ます。つまり，人間は稼ぐこと，稼得活動を行
うことができるようにするためには，何よりも
まずは生きていかなければならない。生きてい
くためには，生存に最低限必要な生活費すなわ
ち最低生活費を非課税とするということの方が，
憲法的な価値としては優先するのだということ
をいっておられます。このあたりが，キルヒホ
フ教授の特徴でありまして，そういう自由権，
先ほど，基本法１４条を言いましたけれども，他
には一般的な自由権として人格的な発展の自由
を保障する，日本の憲法１３条に相当する基本法
２条の１項とか，職業選択の自由に関する基本
法１２条とか，これらの自由を基本にしながら，
租税憲法論を説く，これが自由権的租税憲法論
と私が呼んでいる考え方であります。

３．男女平等権的租税憲法論

レジュメ８ページの下の方に移っていただき
たいのですが，私が「税法における自由と平等」
という論文を書いた当時は，以上の２つの流れ
を示したわけですけれども，殊，夫婦課税の問
題を論ずるに当たっては，もう１つ，また後で
取り上げますけれども，基本法３条２項，次の
９ページ上に引用してありますが，男性と女性
とは同権であることを定めている３条２項の規
定が，夫婦課税を論ずる際には重視されます。
基本法３条２項を重視して，夫婦課税の在り方
を説く立場があります。ここでは，それを男女
平等権的租税憲法論と呼んでおきたいと思いま
す。その内容については，後でまた紹介いたし
ますけれども，３条２項のいう男女の同権の意
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味について，時代によって流れ，考え方に変遷
があるということだけ，レジュメ８ページの下
に書いてありますので，簡単にみておきます。

６０年代ぐらいまでは，男女が人間として形式
的に等価値である，人間として価値は同じなの
だという，そういう意味での同権だと言われた
のです。その後は，男女の厳格な意味での法的
な平等扱いを要請するという考え方が強まって
きまして，８０年代ぐらいまでは，そのような考
え方が強かったのです。それから，８０年代末以
降は，更にそれが進んで，法的な側面レベルで
平等扱いするだけでは不十分なのだという考え
方が唱えられるようになりました。現実の問題
を考えなければいけない，社会的現実を視野に
入れて，男女同権を論ずるべきである，という
ことです。従いまして，女性に対する間接的な
差別とか，事実上の不利益取扱いを禁止するの
だというような考え方です，ジェンダーの観点
を強く前面に出す考え方ですが，そのような観
点から，現在の夫婦課税の問題が論じられてい
るということを，また後でみたいと思います。

以上，非常に雑ぱくではありますけれども，
ドイツにおける租税憲法論の流れといいますか，
そういった全体状況をお話ししたわけです。そ
れを基に，次のレジュメ９ページにいきます。

Ⅳ．夫婦二分二乗課税をめぐるド
イツ租税憲法上の議論

１．夫婦二分二乗課税の概要

�１ 連邦憲法裁判所合算非分割課税違憲判決
以上の租税憲法論を基に，夫婦二分二乗課税

をめぐるドイツ租税憲法上の議論をみたいと思
います。夫婦二分二乗課税をめぐるドイツの議
論というのは，実は，後でまた述べますけれど
も，日本における配偶者控除をめぐる議論と非
常によく似た局面あるいは状況にあると思われ
ますので，これを取り上げることによって，日
本の配偶者課税を中心とする夫婦課税，あるい

は家族課税の議論に，何らかの示唆を得たいと
考えているところであります。このドイツの租
税憲法上の議論に入る前に，夫婦二分二乗課税
の概要について，簡単に振り返っておきたいと
思います。

まず，夫婦二分二乗課税が，ドイツの所得税
法で導入されるきっかけとなった連邦憲法裁判
所の１９５７年１月１７日の判決からみていきたいと
思います。この判決で，連邦憲法裁判所は，そ
れまでの所得税法が採用していた，夫婦合算非
分割課税を違憲だと判断したわけであります。
その根拠となる基本法の条文は６条１項であり
ますが，６条１項はレジュメ１０ページの上の方
に引用しておきました。「婚姻及び家族は，国
家秩序の特別の保護を受ける」ということを６
条１項が定めているわけであります。レジュメ
９～１０ページには，判決要旨の部分を抜き出し
ています。その２段落目，「基本法６条１項は，
少なくとも，国家それ自体の撹乱的侵害によっ
て婚姻及び家族を害することを禁ずる範囲では，
立法者を現実に拘束する憲法である。所得税に
係る合算課税による夫婦の不利益取り扱いは，
そのような撹乱的侵害である」として，基本法
６条１項違反を認めたわけであります。

ちなみに，その６条１項の意味として，レジ
ュメのその下の下線部のところですが，積極，
消極，２とおりの意味あるいは機能があると，
この判決は説示しております。積極的な意味と
しては，「婚姻及び家族を他の諸力による侵害
から護るだけでなく適切な措置によって助成す
る国家の任務」，このような積極的保護機能あ
るいは助成機能と呼ばれるものと，消極的な意
味としては「婚姻に危害を加えたり，更にまた
婚姻を侵害したりすることの，国家それ自体に
対する禁止」ということがありますが，この禁
止に，この夫婦合算非分割課税が抵触すると判
断したのです。

そして，この判決は，ではどうすれば，この
違憲状態が解消できるかというところについて
は，別に命令的に，拘束的に述べているわけで
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はないのですが，レジュメ１０ページ２行目から
書いてありますように，「基本法６条１項は，
既婚者の優遇には反対せず，既婚者の不利益取
り扱いにのみ反対する。それゆえ，税法上の優
遇規定（例えば『分割課税』）」，これが二分二
乗課税のことだとお考えいただければいいと思
いますが，「（例えば『分割課税』）の導入は，
この観点からは，憲法上疑義はなかろう」と説
示しております。ここだけを読むと，１９５７年の
連邦憲法裁判所の判決は，夫婦二分二乗課税を，
一種の優遇だというふうに考えていたように読
めるわけであります。

�２ 判例における夫婦二分二乗課税に対する評
価の確立
ところが，その後，２５年ほどたって示された

連邦憲法裁判所１９８２年１１月３日判決では，それ
とは違った，より積極的な評価が夫婦二分二乗
課税についてされています。レジュメ１０ページ
の下の方に関連する部分を訳しておきました。
この判決は幾つかのことを述べております。１
つ目は，「二分二乗課税方式は担税力に応じた
課税の原則に適合する。この方式は，共同生活
をする夫婦が稼得及び消費の共同体を形成し，
その中で一方の配偶者が他方の配偶者の所得及
び負担に半分ずつ与ることを前提とする。した
がって，二分二乗課税は，配偶者間で，担税力
の移転が行われる健全な平均的婚姻の経済的現
実と結びついている」ということ，つまり，担
税力原則から夫婦二分二乗課税を正当化すると
いうことがいわれています。この点，注目して
ほしいのは，訳文中に波線の下線を引いた部分
です。ここで参照されているのは，ヨハンヒム・
ラングという，後で出てくる平等権的租税憲法
論を説かれる，ケルン学派の先生なのです。こ
の方の教授資格論文が，ここで引用されている
ということも，先ほど少し述べましたが，平等
権的租税憲法論というのが，連邦憲法裁判所の
判決の中に強い影響力を持っているのではない
かという，私の見立ての１つの根拠であります。

２つ目として，どういうことをいっているか
といいますと，その次のところであります。「こ
の夫婦課税」というのは夫婦二分二乗課税とい
うことですが，「この夫婦課税は家族法の基本
的評価とも一致する」ということです。これは
どういうことをいっているのかといいますと，
ドイツの夫婦の法定財産制としては，剰余共同
制と，別産制ももちろんありますが，両者の選
択制になっております。そのうち剰余共同制は，
婚姻の終了時に，その婚姻期間中に取得した財
産を折半して分与するというような財産制であ
ります。これが夫婦二分二乗課税の考え方と親
和的である，あるいはこれをもって夫婦二分二
乗課税が正当化されるということとして，説示
されているところであります。

ちなみに，日本はどうかといいますと，レジ
ュメ１２ページのところをみていただくと，日本
で夫婦二分二乗課税が導入されることが必要で
はないか，あるいは憲法上要請されるのではな
いかということも，広い意味では議論になった
ところでありますが，昭和３６年９月６日の最高
裁大法廷判決は，夫婦別産制が憲法２４条違反で
はないと判断するとともに，個人単位主義をと
っている所得税法も２４条違反ではないと判断し
たのです。これと同様の考え方は，実はドイツ
にもありまして，レジュメのそのページの下に
書いておりますが，「別算制の場合は，夫婦二
分二乗課税を正当化することができない」とい
われています。ですから，剰余共同制の場合は，
夫婦二分二乗課税と親和的であり，それを根拠
に正当化もできるということなのですが，別産
制をとっている夫婦にとっては，その別産制を
とりながら夫婦二分二乗課税というのは筋が違
うということになろうかと思うわけです。そう
いう意味では，日本には，先ほど紹介したよう
な連邦憲法裁判所の判決の考え方は，ストレー
トには持ち込めない，夫婦財産制も違うという
状況を念頭に置いて検討する必要がある，と思
います。

レジュメ１１ページのところに戻ると，３つ目
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の根拠として，上から６行目あたりですが，「二
分二乗課税方式は，立法者によって基礎に置か
れた目的によれば，とりわけ『主婦及び母とし
ての妻の役割の特別な承認』を意味する」，こ
れは日本流にいえば内助の功というようなこと
になろうかと思いますが，これが夫婦二分二乗
課税の正当化の根拠として援用されているわけ
であります。ただ，実は，これは最近では，ド
イツでも，ほとんどいわれなくなりました。当
時はこのようなこともいわれたのですが，今日
では，学説で，日本的にいえば内助の功という
ようなことを援用して，二分二乗課税を正当化
するということは，ほとんどされておりません。

それから４つ目としては，その下の下線のと
ころですが，これは後でいう，自由権的租税憲
法論からの評価に関連するところでありますが，
「自分たちの相互の財政関係における夫婦の自
己決定権は，その意味において，憲法上保護さ
れる」ということです。夫婦二分二乗課税とい
うのは，夫婦がどういう働き方をするか，夫婦
の中で役割分担をどのようにするかということ
を，夫婦が自由に決めることができる，自己決
定できるということを保障するという意味があ
る，そのような観点から，これを正当化すると
いうことが４つ目に述べられております。

最後に，その下の下線部ですが，「夫婦二分
二乗課税は，任意に変更可能な租税『優遇』で
はなく」と，１９５７年の判決では，どちらかとい
うと優遇のようなニュアンスがあったように思
いますけれども，ここでは明確に租税優遇では
ないといって，「基本法６条１項の保護命令及
び夫婦の経済的給付能力に照らして方向づけら
れた合理的な課税である」，要するに，担税力
に応じた課税なのだという冒頭で述べた考え方
を，ここでも繰り返しているわけです。この判
決が示され，その後１９８０年代のいくつかの判決
を通じて，ドイツの連邦憲法裁判所の判例は，
先ほど述べましたように，担税力に応じた課税
の原則は平等原則から導き出されるという立場
を，確立したわけであります。そのようなこと

を，そのページの一番下に引用してあるかつて
私が書いた論文で，紹介したところであります。

�３ 判例による夫婦二分二乗課税の拡大
次にレジュメ１３ページに移っていただきたい

のですが，１９８２年の判決によって夫婦二分二乗
課税を積極的に評価し正当化したわけでありま
すが，二分二乗課税の適用範囲を拡大するとい
うことが，２０１３年５月７日の連邦憲法裁判所の
判決によってなされました。これは，法律上の
婚姻ではなく，特別法，生活パートナーに対す
る差別を廃止するための法律というような特別
法によって認められる，登録された生活パート
ナーにも二分二乗課税を適用するということを
認めた判決であります。ただ，この判決の意味
は，今年６月３０日に成立いたしました同性婚の
合法化に関する法律，これによって同性婚であ
っても，異性婚と同じように婚姻として扱われ
るということになりましたので，この法律がで
きた結果，同性婚の場合も二分二乗課税という
ことは，この憲法裁判所の判決の効果というよ
りも，この法律によって承認されることになっ
たことになります。但し，この法律については，
本当にそうなるのかどうかわかりませんが，違
憲訴訟の可能性があるのではないかということ
もいわれております。ですので，特に次の日曜
日（９月２４日）に行われるドイツの連邦議会選
挙の後，どのような展開になるか注目されると
ころであります。

�４ 現行所得税法上の夫婦・家族課税
以上を踏まえて，ドイツの所得税法上の夫

婦・家族課税の現状をみておきますと，まず，
夫婦の場合，合算課税と個別課税，かつては分
離課税といわれたのですが，個別課税とが選択
できるということになっております。条文の順
番をみていただくと，個別課税の方が２６a 条に
なっていまして，合算課税の方が，これが二分
二乗課税ですが，２６b 条になっています。です
から，原則は個別課税であるというふうな法律
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のつくりになっておりますし，２６b 条の合算課
税，二分二乗課税についても，レジュメ１４ペー
ジに３２a 条を引用しておりますが，３２a 条の５
項をみると，これがいわゆる二分二乗課税方式
の根拠規定なのですけれども，夫婦の所得を合
算して，半分ずつにして，１人分の税額を計算
して，それを２倍するというのが二分二乗課税
方式でありますが，建前上は，１人分の所得税
を計算するということになっておりますので，
一応，個人単位で税額を計算して，それを２倍
するということでありますから，この５項をみ
てもわかりますように，ドイツは基本的には個
人単位主義を建前としてはとっているというこ
とであります。しかし，実質的には，夫婦単位
主義になっているといってもいいかと思います。

それから，レジュメ１４ページの下のところで
すが，これは非常に面白い制度ですけれども，
離婚した元配偶者・継続別居中の配偶者への扶
養給付については，給付を提供した側について，
最高１万３，８０５ユーロ，今の１３０円ぐらいのレー
トで計算すると，１８０万円ぐらいの特別な控除
を認めるということになっております。そして
受け取った方が，今度は，その他所得として課
税されるというシステムをとっております。こ
のような課税のやり方は実体的分割課税と呼ば
れます。日本流にいえば，所得税法の５７条１項
が，家族に払った給与を相当の範囲内であれば，
必要経費控除し，かつ，受け取った側で給与取
得課税を行うことにしていますが，このような
ものと似た制度であります。

それから子どもの方ですけれども，１５ページ
に書いてありますが，家族課税については，家
族給付調整というようなことが定められていて，
特徴としては，子どもの生存に配慮するという
ことから，子ども控除額というものを認めてい
るわけです。他方で，子ども手当というものが
ありまして，これらのうちどちらかを選択する
ということにドイツではなっています。

�５ 二分二乗課税に対する批判
最後に，夫婦二分二乗課税に対する批判とし

ては，どのようなものがあるかというと，導入
された当初から反対論が強かったわけでありま
すが，実際によくいわれるところは，二分二乗
課税は一定の者を優遇している，有利に取り扱
っている，それを二分二乗課税の「利益」だと
呼ぶ見方がやはり根強いわけです。夫婦の一方
が稼ぐ配偶者と稼ぐ単身者と比べたら，配偶者
の方が有利であるということです。夫婦であっ
ても，片稼ぎ夫婦と共稼ぎ夫婦の場合であれば，
片稼ぎ夫婦の方が有利であるということです。
あるいは，共稼ぎ夫婦であっても，稼ぐ額が均
等であるか，不均等であるかによって，不均等
に稼ぐ夫婦の方が有利に扱われるということで
す。以上のような，有利，不利があるというこ
とがいわれるわけですが，このような「利益」
の存在を前提として，「妻を家庭に縛りつける」
といわれることがあります。このことについて，
男女平等の観点から批判があるところでありま
すし，国民経済，労働市場政策の観点からも批
判があるところです。

面白いのは，日本で「１０３万円の壁」が議論
されてきましたけれども，ドイツにも，それと
はちょっと違う意味でありますけれども，「ミ
ニジョブ限界」と訳したらいいかと思いますが，
月４５０ユーロ，年間にして５，４００ユーロを超え
ないようにして働くと，もちろん二分二乗課税
の有利さもありますけれども，それに加えて，
源泉所得税あるいは社会保険の面で有利に扱わ
れるということなので，仕事をこの範囲内にと
どめておくというような考慮が働くということ
もあるわけです。そのような意味でも，夫婦二
分二乗課税は，配偶者控除で議論されることと，
よく似た状況にもあるということであります。

ただ，このような見方に対しては，実務上は
そうかもしれないけれども，これは「利益」で
はないのだということがフォーゲル教授などに
よっていわれてきました。夫婦二分二乗課税を
廃止して誰の利益になるかというと，それは税
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収が増える国家の利益になるだけであって，先
ほど比較した，例えば単身者がこれの廃止によ
って利益を受けるかというと，結局のところ，
二分二乗の「利益」を受けない者が，自己満足
とは書いておられませんけれども，満足するだ
けであって，それは廃止の利益とはいえないの
だということだろうと思われます。

２．平等権的租税憲法論による評価

さて，いよいよ租税憲法論の観点から，二分
二乗課税を評価したいと思いますけれども，レ
ジュメ１６ページ以下であります。まず１つ目，
平等権的租税憲法論による評価をみておきたい
と思います。これがおそらく通説的な評価では
ないかと思います。そしてまた，判例の立場を
基本に置いての評価ということで，ドイツにお
いては，これが根強い評価であろうと思います。
そのような評価を行う論者としては，先ほどか
ら名前が出ておりますティプケ教授，ラング教
授，さらにはハイ教授がおられます。彼らはい
わゆるケルン学派で，ティプケ教授の弟子がラ
ング教授で，ラング教授の弟子がハイ教授であ
ります。彼らがどのようなことをいっているか
といえば，連邦憲法裁判所の判決と同様，夫婦
二分二乗課税は平等原則，すなわち，担税力原
則に適合した課税であるということを，前面に
強く押し出されます。

連邦憲法裁判所の１９８２年判決の中でも，配偶
者間で担税力の移転があるということが説示さ
れていますが，ティプケ教授なども，夫婦二分
二乗課税は婚姻と結びついている担税力の変動
を考慮するものであるということを説かれます。
先ほど判決を読んだときに，ラング教授の教授
資格論文が参照されているというようなところ
からしても，やはりケルン学派の考え方が１９８２
年判決に強い影響を与えているように思います。
ただ，この考え方には，少しわからないところ
がありまして，なぜ結婚すると担税力が配偶者
間で移転するのかということについて，理由付
けなり，そもそも，その意味は何なのかという

ことが，にわかにはわかりにくいと思います。
ハイ教授も，結局，夫婦二分二乗課税をどのよ
うに評価するかという問題の核心は，２人の個
人間での所得分配にあるというようなことを述
べておりますが，やはりその担税力の移転，担
税力の変動というものを，どのように捉えるの
か，どのように理由付けるのかということが問
題になろうかと思います。この点について，私
なりの理解としては，１９８２年の判決文で，婚姻
というものを稼得及び消費の共同体と想定する
というのが，この判例の立場でありますけれど
も，おそらく，平等権的租税憲法論の立場は，
稼得及び消費の共同体のうち，消費共同体の側
面を重視する考え方ではないかと思います。

そういったところが，幾つかみられまして，
例えば，ハイ教授が教科書の中で，夫婦二分二
乗課税について批判しているところがありまし
て，夫婦二分二乗課税によれば基礎控除額を２
倍受けられるということを問題にしています。
なぜ問題にするかというと，要するに，夫婦で
あれば，家計が節約できるというのに，なぜ基
礎控除額は２倍受けられるのかというようなこ
とが問題とされています。夫婦における家計の
節約というこのような観点から考えることにす
ると，これは結局，消費を単位として考えると
いうことになろうかと考えられます。消費単位
主義的な発想が背景にあるのではないかと思わ
れます。また，ラング教授は，夫婦二分二乗課
税を更に家族全体に拡大して，先ほど実体的分
割課税ということを紹介しましたが，実体的家
族分割課税を導入するということを説かれてい
ます。実体的家族分割課税については，後でま
たお話ししますけれども，それは，要するに，
家族の扶養関係を課税に全面的に反映させよう
とするものです。民法上の扶養関係を課税に反
映させるという考え方でありまして，夫婦，更
に家族というものを扶養共同体として捉えてい
くという考え方をベースにするものであると考
えられます。扶養というのは，これは消費の一
種であります。もちろん，それは義務的な消費
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でありますけれども，消費であることには変わ
りないわけでありまして，そういう意味で，扶
養としての消費を考慮して，消費に着目して，
夫婦間での担税力の移転を考えているのではな
いかと考えられます。先ほどもいいましたが，
消費単位主義的な発想が，その背景にあるので
はないかと考えるところであります。

３．自由権的租税憲法論による評価

次に，自由権的租税憲法論の観点からの評価
をみておきたいと思います。これはハイデルベ
ルク大学のクーベ教授の論文が，この『Steuer
und Wirtschaft』の去年の特集に組み込まれて
おりましたので，それを紹介するという形にし
たいと思います。クーベ教授は，先ほどから名
前をあげておりますキルヒホフ教授の弟子であ
りまして，そういう意味で，自由権的租税憲法
論の現在の旗手の一人であります。その論文の
要約は１６ページの要旨というところに書いてお
きました。

�１ 「婚姻＝稼得及び消費の共同体」のうち稼
得共同体の側面の重視
自由権的租税憲法論の特徴というのは，婚姻

というものを，判例によれば，稼得及び消費の
共同体と想定しているわけでありますけれども，
自由権的租税憲法論はそのうち稼得共同体の側
面を重視するというところにあると思います。
稼得共同体ということが出てくる前提は，実は，
キルヒホフ教授の所有権保障を出発点として，
税法の議論をする，租税憲法論を考える，とい
うようなところにあるのではないかと思います。
すなわち，所有権保障の主体として稼得共同体
というものを捉えるということが出発点になっ
ているだろうと思います。現にキルヒホフ教授
は稼得共同体課税についての論文を書いておら
れまして，民法上の組合から株式会社まで，そ
れらを稼得共同体と捉えて，稼得共同体課税は，
稼得共同体がどのような法形式を選ぶのか，あ
るいは，どのような意思決定をするのかについ

て，中立的でないといけないということを憲法
の観点から論じておられます。そのような意味
で稼得共同体というのは，所有権保障を出発点
とする自由権的租税憲法論において，その主体
として重要な存在であると考えるところです。

そのような考え方を受けまして，クーベ教授
は，夫婦も稼得共同体であると考えて，夫婦課
税・家族課税の在り方を論じておられます。ま
ず，どのようなことを述べるかというと，「基
本法６条１項は，夫婦の共同の生活関係を自己
決定により規律し，しかもどちらの配偶者がど
の範囲で労働市場における生活費の獲得に貢献
するか，又は家族における生活の基礎を世話す
るか」，要するに家事労働するかということな
のですが，「を自分たちで決定することができ
る夫婦の基本権を保障する」，すなわち「夫婦
の決定自律権に対する自由権的保護」を６条１
項は与えているのだ，ということをいうわけで
あります。従いまして，夫婦が，その夫婦の間
で，どのような役割分担といいますか，働くこ
とについての決定をするか，それを夫婦の内的
形成というとすれば，その「夫婦の内的形成は，
所得税法上の異なる規律の連結要素としては援
用されず，この点で税法は意思決定中立的であ
り続ける」ということを述べておられます。つ
まり，どのような働き方をするかによって，所
得税の課税が違うということはあってはならな
いのだということをいっているわけであります。
夫婦を稼得共同体とみるというそのような想定
の下に夫婦二分二乗課税を正当化するというの
が，クーベ教授の説くところであります。

具体的には，「夫婦二分二乗課税の場合，労
働分担的協力に基づく，夫婦の市場への登場が
前提とされている」ということです。ですから，
どちらか一方が市場で働くといっても，それは
夫婦の協力があって市場に出て行っているわけ
でありまして，単独の決定によって市場で働い
ているということではなく，夫婦はやはり共同
で働いているという意識であるということなの
です。従いまして，夫婦双方が稼得の源泉に関
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与するということです。ですから，市場で働い
ているのも，実は仮に夫だけが会社で働いてい
ても，それは夫婦で働いているとみるという考
え方だろうと思います。従って，配偶者双方の
個人的な経済的給付能力が増加するといってい
るわけです。ですから，この場合，夫婦が稼得
共同体として稼いだものに半分ずつ与るという
ことは，そのような意味で理解すべきだという
ことであります。

そうすると，判例にいう担税力の移転という
ことの意味は，夫婦で共同で働いて，それに半
分ずつ与るということであって，消費という観
点は，実は前面には出てこないということにな
ります。このあたりが平等権的租税憲法論との
違いであろうと思われます。この点については，
ちょっと端折りますけれども，レジュメの次の
箇所，物的純額主義の下に引用しているところ
が明確に述べております。「半分ずつの収益帰
属は，物的純額主義のレベルに根を下ろし」，
すなわち，市場で所得を獲得するというレベル
で論ずるものであって，「消費の領域における
所得の使用に先行する」ものでありますので，
決して，夫婦で，一方が他方に稼いだものを与
える，これを贈与とみるかどうかは別ですけれ
ども，そういうことではないのだ，ということ
であります。さらに，その下のところの引用を
みていただきますと，「所得税法の視線は，正
しくは共同の稼得に向けられており，相互扶養
義務には向けられていない」。すなわち，夫婦
で扶養する，扶助するというようなことで，こ
の稼得共同体というのはみるべきではなく，ま
さに，先ほど述べたように，両方が市場におい
て稼得しているという見方をするということが，
このクーベ教授の説くところの特徴であろうか
と思います。

もちろん，平等権の観点についても，クーベ
教授は言及しておられます。半分ずつ収益が帰
属するということは，家族法上の剰余共同制な
どにも適合しますし，それから平等原則にも適
合するということです。

それから，レジュメ１８ページの上に書いてあ
りますけれども，婚姻を稼得共同体としてみた
場合，他の稼得共同体，例えば民法上の組合か
ら株式会社まであるわけですけれども，夫婦が
二分二乗課税を選択しなくても，民法上の組合
あるいは会社の形態で，夫婦が所得分割をする
ことができる，こういうのを事実上の分割課税
というのですが，そういう事実上の分割課税が
できる夫婦と，そういうことをしない夫婦とを
平等に扱おうとすれば，そういうことをしない
夫婦について，二分二乗課税によって，その分
割課税を保障するというのは平等扱いにも資す
るということであります。

�２ 二分二乗課税への廃止問題への対応
最後に，夫婦二分二乗課税の廃止問題への対

応については，結論からいいますと，廃止をす
るのであれば，当然，自由権，及び平等権によ
る正当化が必要であるということなのですけれ
ども，それはできないというのがクーベ教授の
結論であります。クーベ教授は夫婦二分二乗課
税の廃止論者に対して，次のようなことを述べ
ておられます。レジュメ１８ページの上から２つ
目の引用ですが，「自由国家において憲法上要
請される，人間の自由力」，自由の能力という
のがいいのかもしれませんが，「自由力に対す
る信頼を前提とすると，夫婦二分二乗課税は税
法の意思決定中立性及び税法の自由性を保障す
る。それゆえ，推定上の誤った刺激」，これは
要するに，推定上の誤った刺激というのは，夫
婦二分二乗課税は，一定の者に「利益」を与え
る，だからその「利益」の方に誘導されるとい
うような刺激のことをいっているわけですが，
これは推定上，本当にあるかどうかわからない，
推定上のものであるし，誤ったものであるとい
うことをクーベ教授はいわんとしていると思い
ます。続けて，「推定上の誤った刺激を取り除
くために，二分二乗課税を廃止しようとする企
ては，結局のところ，婚姻における互いの尊重
に基づく共同体的自由の展開に対する不信感」，
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要するに，夫婦が互いに尊重し合って，本来，
妻の方だけに不利益な扱いにならないように，
お互い尊重し合って，夫婦の生活環境を形成し
ているのだということを信頼すべきなのに，そ
れを信頼していないということ「によって支持
されている」。そういうことからすると，夫婦
二分二乗課税廃止論者は，自由国家においてあ
るべき夫婦の姿から離れたところで議論してい
るというのが，クーベ教授の見立てだろうと思
います。

では，平等権的租税憲法論は，ラング教授を
代表格として，実体的な家族分割課税を積極的
に説くわけでありますが，これについてクーベ
教授は，どのように言っているかといいますと，
これについては，実は，家族に対しては，これ
を積極的に評価しています。但し，夫婦の間で，
実体的分割課税を導入すべきかというと，この
点については態度保留のような形でありますが，
消極的なニュアンスのことを書いておられます。
要するに，夫婦の実体的分割課税というのは，
夫婦関係の課税関係を民法上の扶養関係を反映
するような形で形成していくということを説く
わけでありますが，扶養というのは，結局，消
費単位主義的な発想が，そのベースにあるわけ
でありますので，そういうあたりは，自由権的
租税憲法論では，夫婦を稼得共同体としてみる
ところからすると，相いれないところかもしれ
ないと思います。ですから，夫婦については別
に考えるのだろうと思います。もっとも，家族
については，特に子どもについては，実体的分
割課税を導入するということについては，１９
ページにありますように，積極論を展開してお
られます。

ただ，１９ページの基本法６条２項の下に書い
てあるところなのですが，実体的家族分割課税
を導入すると，先ほども述べましたように，受
け手の側，扶養を受ける側，子どもの方の課税
も発生するということ，これをどのように考え
るかということが問題になるわけです。下線部
のところを読みますと，「子どもはその扶養を，

確かに，自分が市場に登場して獲得したもので
はなく，稼得共同体の構成員として獲得したも
のでもない」。この点では，夫婦とは違うとい
うことです。「しかし，それでも，その扶養額
は，その扶養を給付する者の所得額によって変
わってくることになり，このことから，稼得領
域への一定の間接的な結びつきが明らかにな
る」。親がたくさん稼いでいれば，子どもの扶
養も多くなるということです。そうすると，親
の稼ぎということに，子どもも一定の間接的な
関係を持っているのだということです。だから，
子どもに課税することも許されるというような
論法ではないかと思いますが，このあたりはや
や苦しいかなという気がします。

４．男女平等権的租税憲法論による評
価

この論文の執筆者は，シュパンゲンベルクと
いうスウェーデンの女性研究者でありますが，
ドイツのベルリンで，論文執筆当時，活動して
おられたようでありますので，『Steuer und
Wirtschaft』誌に寄稿したのではないかと思い
ます。結論は，男女平等の観点からすれば，夫
婦二分二乗課税は，事実上，妻に対して不利益
な扱いを及ぼしているということで，妻を家に
閉じ込める，家庭に閉じ込めるというような，
事実上の作用があるということから，この事実
上の作用まで平等の観点から問題にするという
立場からすれば，これは違憲だ，ということに
なるわけであります。そのことを少し，レジュ
メ２０ページのところで２つに分けて書いており
ます。夫婦，特に圧倒的に妻に対して不利益な
作用が，夫婦二分二乗課税にはあるのだという
ことです。もちろん，夫婦二分二乗課税だけが，
妻を不利益に扱っているというわけではなく，
他の要素もあって，妻がどうしても働きに出る
ことをやめる，思いとどまるというところもあ
るということを問題にしているのですが，とも
かく，事実上，妻に対して間接的な差別がある
ということから，これを問題にしているわけで
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あります。ただ，シュパンゲンベルクさんの論
旨，結論は明快，明確でありますので，これ以
上あれこれいう必要もないわけですが，ただ，
この論文のタイトルが，「個人単位課税への長
い道」というのですけれども，夫婦二分二乗課
税の廃止はなかなか政治的には無理だ，難しい
ので，経過措置的に部分的に個人単位化してい
くというようなことをやっていくということも
説いておられます。その際，実体的分割課税と
いうのが，１つの選択肢として示されているわ
けであります。

彼女の論文の中で，特に注目すべき点は，レ
ジュメ２１ページの上のところです。これは自由
権的租税憲法論の弱いところをついていると思
いますが，私はむしろこちらの方に共感を覚え
ます。どのようなことかといえば，「稼得共同
体の想定を根拠のあるものとすることができる
のは，妻の協力，すなわち，家庭における無給
の支援が稼得所得に対する課税上，等価値の貢
献である場合のみである」，要するに，家事労
働と外で働く稼得労働とが等価値である，とい
うことです。これを税法学的にいえば，稼得所
得と家事労働から生ずる帰属所得とが等価値で
あるということを前提としないと，稼得共同体
という想定は崩れるのではないかということで
す。しかし，実は自由権的租税憲法論のいって
いる稼得共同体というのは，市場で働くこと，
稼得所得の場合を想定しながら，夫婦二分二乗
課税を議論している，夫婦二分二乗課税は外で
働く稼得所得についてのみ絞って議論している
というところが，自由権的租税憲法論の問題で
はないかと思います。直接は，そのような批判
としては書かれてはいないのですが，私にはそ
う読めました。むしろ，稼得共同体という以上
は，仮に妻が家事労働をする場合には，妻の家
事労働も考慮に入れて，それも含めた稼得共同
体というものを考えるべきだという指摘を彼女
はしているわけであり，この点は正鵠を射たも
のであると考えるところであります。

Ⅴ．おわりに

少し時間を気にしながら話しましたので，端
折ったところも多かったのですが，最後にレジ
ュメ２２ページに移ります。私自身が，以前書い
た論文で述べた考え方について，今回報告させ
ていただいたところも踏まえて，自分の考えを
若干展開したところを述べさせていただいて，
私の報告を終わりにしたいと思います。夫婦・
家族課税を考える場合は，先ほども述べました
ように，私はやはり，生存権ももちろん重要で
はありますけれども，自由権の尊重あるいは保
障というものをより重視すべきではないかとい
う立場で考えております。その点は，自由権的
租税憲法論の説くところの影響を強く受けてい
ると考えるところであります。３つの柱で整理
して申し上げたいと思います。

１つ目の柱は，個人単位主義の更なる徹底を
すべきであるという点であります。個人単位主
義という場合，これは稼得単位主義と実はイ
コールであるはずなのですが，現行の所得税法
では，配偶者控除とか扶養控除とかで，自分以
外の者をも考慮に入れながら，視野に入れなが
ら，個人単位主義の課税を税法上定めているわ
けでありますので，稼得単位主義とは異なる消
費単位主義的な発想も混入していると考えられ
ますので，それを極力排除するということであ
ります。具体的には後で述べますが，配偶者控
除の廃止はこのあたりからも出てくると考えて
いるわけであります。稼得単位主義をとるとい
うことは，所得概念の観点からも一貫しており
まして，現行所得税法は取得型取得概念を採用
しているわけでありますので，個人単位主義を
稼得単位主義として性格付け，それを徹底する
というのは，所得概念の観点からも支持される
ところだろうと思います。

それから，社会保障の分野などでも，個人単
位化というのが，よくいわれるわけであり，こ
れは以前の論文でも書いたところでありますが，
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要するに，生存というのはその本人にとって重
要なことでありますので，その本人を単位とし
て，あるいはその本人に対して，直接的な生存
権保障をもっと検討・導入すべきではないかと
いうことです。例えば，子どもの生存権保障の
ために，親に扶養控除を認めるということをし
て，果たして，子どもの生存権が保障されるか
というと，外国の研究によれば，親にそういう
控除を認めても，その分が子どもの扶養が行く
とは限らないというようなことがいわれるとこ
ろであります。必ずしもそうではないというこ
とがいわれることもありますが，もっと直接的
に，本人に対する直接的な生存権保障の観点を
取り入れるべきではないかというのが，個人単
位主義を徹底するということの，もう１つの意
味であります。

それから特に子どもに対してのことですけれ

ども，実体的家族分割課税を部分的に導入する
ということも，その個人単位主義の徹底の１つ
として検討に値するのではないかと考えており
ます。

次に，２つ目の柱ですが，これは配偶者との
関係であります。配偶者控除を廃止するという
ことは，以前からいっているわけであります。
そして，本人の生存権・自由権保障に資すると
ころの基礎控除というものを，もっと増額すべ
きであるとも主張しております。参考までに，
ドイツでは，基礎控除額というのが幾らかをみ
ておきますと，レジュメ１４ページの，先ほどみ
た所得税法３２a 条１項，これが基礎控除額の定
めなのですけれども，３２a 条１項１号をみます
と，８，８２０ユーロ以下の課税総所得金額は，０
ユーロということです。要するに，ドイツは基
礎控除額といいながら，これは０税率の適用と
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いうことを意味しているわけであります。この
基礎控除額と呼ばれるものは８，８２０ユーロと，
大体１３０円レートでいうと，１１５万円ぐらいにな
ろうかと思うわけですが，それぐらいが基礎控
除額ということです。これが，本人の生存に必
要な最低限度の生活費を非課税とするという考
え方から出てくるところでありますので，日本
の基礎控除額はもっと引き上げるべきではない
かと思います。本人に対する生存権・自由権保
障という観点からすると，もっと引き上げるべ
きではないかというのが１つであります。

配偶者控除を廃止するということについては，
婚姻を稼得共同体とみるという観点は，非常に
重要だと思います。そのような観点からすると，
夫婦が夫婦生活をどのように形成していくかと
いうのは，やはり自由であり，それを尊重すべ
きであろうと思いますけれども，配偶者控除が
あることによって，事実上働きを制約するとか，
思いとどまるとか，このような事実上の不利益
な作用を，単なる推定上の誤った刺激であると
か，婚姻における互いの尊重に基づく共同体自
由の展開に対する不信感という，先ほどのクー
ベ教授の言葉を引いているわけですが，これだ
けでは，やはり一蹴できないのではないかと思
います。やはり，そういうところも視野に入れ
ながら，しかも夫婦を婚姻共同体とみるのであ
れば，稼得所得の面だけではなく，家事労働に
よる帰属所得の面も視野に入れながら，それを
稼得所得と等価値としてみた上で，共同体とし
ての所得というものを考えていくということ，
これが必要ではないかと考えられます。包括的
所得概念の考え方からすれば，帰属所得も視野
に入れるべきであると考えるところであります。
この点において，シュパンゲンベルクさんの考
え方というのは，検討に値するものであろうと
考えているところであります。

それから，配偶者間での生存権保障について
は，ではどうするのかということです。配偶者
控除の１つの意味は，配偶者の生存権を保障す
る，配偶者の最低生活費を非課税とするという

ことだと説かれることがありますが，これは，
配偶者本人に対して，そういうことを保障して
いるわけではなく，他方の配偶者に控除という
形で保障することによって，その分が一方の配
偶者の生存権保障に役立つだろうという想定の
下に，説かれているのですけれども，そうでは
なく，日本の税法には，もっとストレートに配
偶者の生存権を保障する規定がありますので，
そちらを検討すべきだと思います。その規定は
所得税法９条１項１５号です。

扶養義務者相互間における扶養義務の履行と
して給付される金品は非課税であるという規定
ですが，その規定の意味は，実は，夫婦間で扶
養とはいわずに相互扶助ではあるものの，相互
扶助の義務の履行として金品を給付するという
ことは，家族法上要請されているので，それを
非課税とするということだろうと思います。た
だ，その規定の意味を憲法的な観点からみると，
その給付される金品は，夫婦間での生存権保障
に，国家がやるべき生存権保障なのですけれど
も，それを国家が課税することによって阻害し
ないという意味で生存権保障に，役立っている
とみることもできるように思われます。

もっとも，これを全面的に現行のまま，全部，
非課税とすべきかという点については，もう少
し検討が必要ではないかと思います。すなわち，
夫婦間の扶養義務，相互扶助義務というのは，
いわゆる生活保持義務というふうに民法上いわ
れますけれども，要するに，夫婦は同等の水準
で生活することができるようにしなければいけ
ないということであります。そういうことから
すると，金持ちの夫婦であれば，非常に高い生
活水準で生活していますので，それに必要な金
品は非課税とされるということになれば，生存
権保障の観点からすると，そこまでする必要が
あるのかと思われます。やはり，最低生活費の
限度内で非課税とすればよろしいのではないか
と思われるのです。それを超えた場合は，課税
してもいいのではないかと考えるところです。

最後に，３つ目の柱ですが，子どもの場合も，
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先ほどから述べているように，子ども単位で，
要するに扶養を受ける側を単位として，扶養控
除の問題を考えるべきではないかと思われます。
そうすると，どのようなことになるかというと，
親の側について考えてみると，共稼ぎの親であ
れば，１人の子どもに対してそれぞれ扶養控除
を半分ずつ，所得額に応じてというやり方もあ
るでしょうけれども，割り切って半分ずつ控除
するということでよいと思われます。それに対
して，１人の親，片稼ぎの親の場合あるいは寡
婦・寡夫の場合は，１人の子どもに対して全額
の控除を受けられるというようにすべきではな
いかと思われます。

それから，子どもの側についてですが，学資
金の非課税が同じ９条１項の１５号に定められて
いますが，学資金のうち扶養義務者からの学資
金には，就学中の生活費も含まれると考えて，
それも，非課税にすると考えるべきではないか
と思われます。それによって，子どもの最低生
活費が非課税になると考えるわけであります。
ただ，国家の目からみて，最低生活費というも
のについて，上限を設ける必要がないかという
と，やはり，貧富の差，親が金持ちである，貧
しいということによって，子どもの最低生活費
というのが大きく変わるというのはどうかと思

いますので，配偶者の場合と同様，そこについ
て一定の限度額を設けるということも検討に値
するのではないかと思われます。

非常に雑ぱくな話で終わりましたけれども，
最後に，冒頭で述べました，税制調査会の昨年
の中間報告の中で述べられていること，働き方
の選択に対して中立的な税制というのは，本日
お話ししたような憲法論をベースとしたもので
はないとは思いますけれども，そこで述べられ
ていることは，特に自由権的な発想に近いもの
であります。さらには，男女平等の観点からし
ても，中間報告の考え方は，本日申し上げたよ
うな話に親和性があるのではないかと思われま
す。そういう憲法的な観点も入れながら，今後，
わが国における夫婦・家族課税の在り方を検討
していくということが必要ではないかというこ
とを最後に申し上げて，私の報告とさせていた
だきます。ご清聴，どうもありがとうございま
した。

【後記】
本文中の引用部分の原典表記については，レ

ジュメ中の※印の箇所に掲げた論文の注記を参
照していただきたい。
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討論会 ９月２０日�・午後

総務省大臣官房審議官 稲岡 伸哉
財務省大臣官房審議官 新川 浩嗣

神戸大学大学院経済学研究科教授 玉岡 雅之
大阪産業大学経済学部国際経済学科教授 横山 直子

司会 関西大学経済学部教授 林 宏昭

●参加者（五十音順）

税制改革を巡る現状と課題

討論中に言及されている資料は，巻末「資料編１頁～７１頁」に掲載されています。
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はじめに

（林） 司会の関西大学の林でございます。今
日はどうぞよろしくお願いいたします。今日は，
スケジュールにありますように，２時間の討論
会を予定しています。先ほど副会長のお話にも
ありましたように，日本では何度か大きな税制
改革を繰り返しておりますが，税制というのは
常に時代に合せて変更していかないといけない
ということです。租研の方でも毎年度税制改正
に関する要望という形で意見を取りまとめてい
ます。

かつての高度成長期には，所得税に関する税
制改正は常に減税という状況でした。バブル期
を経て，消費税が入って以降，バブルの崩壊も
あって，税制をいかに良くしていくのかという
ことが常に議論になってきています。

この討論会は毎年開催しており，その時々の
税制についての課題を議論していきます。現状
は，財政が基本的には赤字構造が続いていると
いうことで，税収をどういう形で確保していく
のかが大きな課題です。もちろん歳出の見直し
も必要なことですが，一方で税収をどうやって
確保していくのかということです。高度成長期
のように，税制改革によってみんなが減税にな
れば一番いいのですが，これからの税制改革で
は多くの人が増税になります。ただし，みんな
が増税になるのだけども，どこに大きな増税の
負担を求めるのかといったような社会全体の中
での負担配分の求め方を考えないといけません。

それからもう１つは，やはり時間の経過とと
もにいろいろなところに税制のほころびが出て
いると思いますので，そういったひずみのよう
なものを修正していかなければいけません。そ
ういう個別のことと大きな負担配分の話，それ
から税収の確保の話，いろいろな側面から税制
の話をしていかなければいけないということだ
と思います。

今日は，財務省の審議官の方と総務省の審議

官の方に来ていただいていまして，前半でまず
財務省の新川審議官から，国税を中心に財政・
税制に関する説明をしていただきます。お手元
に資料をお配りしていると思いますが，その資
料に基づいてご説明いただいて，それを受けた
形で学者２名，玉岡先生と横山先生の方から質
問，或いは討論，コメントということで話して
いただきます。そして，それにまた新川審議官
にリプライをお願いするという形で進めてまい
ります。

後半は，総務省の稲岡審議官の方からお話し
いただいて，今度は地方税に関してご説明いた
だいた上でまた質疑していただきます。もし最
後お時間が許すようでしたら，フロアの皆さん
からのご質問も頂けたらと思っています。今日
は２時間という限られた時間ですが，活発な討
論になることと思います。

それではまず，税・財政の現状と課題という
ことで，国税を中心に新川審議官の方からお話
を頂きたいと思います。どうぞよろしくお願い
します。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．税・財政の現状と課題

（新川） ただ今ご紹介いただきました新川で
ございます。租税研究会の皆様方には日頃から
税制の企画・立案に関して非常に有益なご助言，
ご提言を頂いていますし，また税務執行の面で
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も大変ご協力いただきまして，この場をお借り
して御礼申し上げます。それでは，「税・財政
の現状と課題」という資料でご説明させていた
だきたいと思います。

１．最近の経済情勢

資料②をご覧ください。まず，経済の前提で
ございますが，安倍政権発足後，経済成長，そ
れから雇用，企業収益等，各指標をご覧いただ
きますと，非常に好調でございます。後ほどご
説明いたしますが，一部好循環をもうひと押し
する必要があるという現状もございますが，概
ね経済は全体的に好調に推移してございます。
資料③，資料④はその内訳等々がございます。
資料⑤，資料⑥をご覧ください。資料⑤は近

年の雇用情勢についてでございます。国全体の
有効求人倍率が１を超えて１．５２，また全都道府
県で有効求人倍率が１を超えているということ
でございますので，雇用情勢は非常に好転して
います。逆に言えば，企業が経営を拡大してい
くに従って人手不足の問題というのが非常に大
きな問題になっているということだろうと思い
ます。また，雇用者所得も伸びてはいます。
資料⑥をご覧ください。こちらは，企業サイ

ドの資料でございます。経常利益は非常に高い
水準でございます。それから，利益剰余金，よ
く報道では内部留保とも言われていますが，利
益剰余金も非常に高い水準になっていますし，
毎年毎年，非常に大きなペースで伸びてきてい
るということでございます。この部分をいかに
経済の好循環につなげていくかということでご
ざいます。まず，雇用との関係で申し上げます
と，労働分配率です。数年前に比べて労働への
分配がやや追い付いていない現状にございます。

次に，資料⑦をご覧ください。資産サイドの
現預金等が非常に大きく伸びています。どうし
ても経営を継続している過程で一定割合の手元
の流動性が必要ということだと思います。資料
⑦の右側のグラフのとおり，国際的に見まして
も，今，上場企業の時価総額に占める現金等の

保有比率が非常に高くなっています。これをい
かに経済の好循環に結び付けるか，税制がどう
いった貢献ができるかといった課題があるかと
思います。

次に，資料⑧をご覧ください。GDP ギャッ
プの推移を表しています。要するに，需要と供
給のギャップがどの程度かということでありま
して，どれぐらい需要が超過しているかという
ことであります。２００８年のリーマンショックが
この影のついているところでありますが，ここ
で大きく GDP ギャップが広がっています。需
要が足りなくなっているということであります
が，昨今ご覧いただきますと，ほぼこのギャッ
プは埋まっています。従いまして，日本経済が
安定して持続的な成長を続けていくためには，
需要の方も大事ですが，むしろ供給制約の方が
重要になりつつあり，構造問題に取り組んでい
く必要があるということだと思います。

次に資料⑨をご覧ください。構造問題の取り
組みということで，一番は，労働との関係でい
いますと，人口動態ということであると思いま
す。ご案内のとおり，生産年齢人口は，９７年を
ピークに減少傾向であります。一方で，労働力
人口は，言葉の定義上，働く意思のある方の人
口といいますが，労働力人口は，９８年をピーク
に多少下がり気味ではありましたが，最近は底
を打って増加傾向に転じています。
資料⑨のグラフの右端を拡大したものが，資

料⑩の左のグラフであります。一番上の折れ線
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グラフが労働力人口を示しております。就業者
数も増えていて，これが雇用情勢の改善という
ことですが，増えている大きな要因は，同じ資
料の右のグラフにございますように，女性と高
齢者の就業者が増えているといった現状にござ
います。

もう１点，労働について資料⑪をご覧くださ
い。労働生産性について国際比較したグラフで
ございます。一番下の折れ線グラフで示されて
いるのが日本の労働生産性の推移です。日本の
労働生産性も増えてきてはいますが，水準とし
ても諸外国に比べて低いところにありますし，
伸びという面から見ましても低いところにあり
ます。人口が最大の構造問題だとしましたら，
まずは労働参加率を高めるというのも１つ重要
ですが，さらに参加していただいた方々の労働
生産性を高めていくといったことが極めて重要
だろうと思います。

次に，労働生産性が伸びないと，よくいわれ
るもう１つの理由についてです。資料⑫をご覧
ください。これは総労働時間と労働生産性の関
係を示したものですが，負の相関が顕著でござ
います。労働生産性といっても，具体的に申し
上げますと，縦軸にありますように労働時間／
名目 GDP ですから，ある意味労働時間が減れ
ば労働生産性が増えるのは当たり前ではないか
と思われる方がいるかもしれません。これは，
仮に総労働時間が減ってもそれほど GDP が減
らないような努力を皆がしている。つまり，労
働時間を増やすことなく，できるだけ名目 GDP
を増やすような努力もされているということで
漫然と長時間労働をするという働き方を変えて
いただくという，働き方改革の中心課題がこう
いったものであろうと思います。
資料⑬をご覧ください。こういったところが，

単に長時間労働自体が社会的な問題であるとい
うことがありますが，日本の構造問題との関係
でいいますと，先ほど申し上げたように需要と
供給のギャップの問題は既に解消していますか
ら，これからは供給力を高めていかなければな

りません。それから，将来不安から消費の伸び
悩みや中間層の活力低下といった課題がありま
す。こういった中でも，働き方による成長と分
配の好循環を実現していく必要があるというこ
とであります。

本年３月には，「働き方改革実行計画」とい
うことで，税制に限らず，あらゆる分野につい
て労働生産性を高めて，それから長時間労働を
是正していきますということが決められました。
それからもう１つの大きな課題は，同一労働同
一賃金ということであります。こうしたものも
多様な労働参加を促す極めて重要な前提であろ
うと思います。

最近の経済情勢については，以上でございま
す。

２．財政健全化をめぐる状況

次に，財政健全化をめぐる状況について説明
させていただきます。資料⑰をご覧ください。

これは，よくわれわれの世界では「わに口の
絵」と呼んでいます。わにの口が開いたように
なっているということであります。ご覧いただ
きますと，安倍政権になって以降，歳出につい
ては依然１００兆円近くの高水準ではありますが，
一定程度の抑制をしてきています。しかし，財
政赤字という面では抑制が足りない，さらに努
力は必要だと思います。

他方，税収をご覧いただきますと，消費税率
の引上げ，それから企業業績の回復等々によっ
て，税収については予算ベースではあります
が，５７．７兆円まで回復してきています。平成２１
年のリーマンショック直後が３０兆円台だったこ
とを考えますと，かなりの税収増が見込まれて
います。

ただし，ストックで見てまいりますと，先ほ
ど副会長からお話がありましたとおり，債務残
高は国の分だけでも GDP の１５６％で，全部合
わせると２倍近い水準であります。これはよく，
海を渡っても川をさかのぼってもと言いますが，
国際比較しても，或いは日本の歴史上も極めて
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異常な水準に達しているということであります。
この原因ですが，歳出面では，これは間違い

なく高齢化の進展です。資料⑲をご覧ください。
左側の「給付費」と書いてある折れ線グラフが
社会保障給付費の推移を示しています。給付費
という言葉になじみがないかもしれませんが，
例えば医療でしたら，自己負担を除いた社会保
険から支払われる部分の伸びということであり
ますが，１００兆円を超える水準ということでご
ざいます。この１１２兆円の給付費の半分強は保
険料で賄われていまして，残りが公費となって
おります。公費という言葉が誤解を招きやすい
のですが，公費というと何かちゃんと賄ってい
るように見えますが，実際はそうではなくて，
この公費と称するものの多くの部分を国債発行
によって賄っているということであります。

従いまして，このままこの状況を放置します
と，日本の社会保障制度の持続可能性に疑問符
が付きますので，後で申し上げますが，そうい
ったことにやや不安を感じる世代にとっては，
財布のひもが固くなるということになると思い
ます。グラフの右上の方の資産収入について，
やや疑問に思われる方がいらっしゃるかもしれ
ませんが，実際はこれは何かの運用益ではなく
て，年金の積立金の取り崩しを一応収入として
いるということでございます。

さらに申し上げますと，社会保障給付費の半
分強が保険料でありますが，実際は保険料を払
っていただいた場合は，その分所得税が控除さ
れますので，実際は保険料と公費がお互い役割
分担しながら社会保障給付費を賄っているとい
うことでございます。

こういった社会保障給付費を賄うために，消
費税の役割ということを明確化したわけであり
ます。
資料⑳にありますが，社会保障と税の一体改

革をここ数年進めてきています。社会保障の面
では，少子高齢化に対処するための経費を充実
します。それから，税制の面では，これはかな
り強調していいことだと思いますが，地方税の

一部は別ですが，消費税を社会保障目的税化し
ています。従いまして，消費税収というのは社
会保障用の経費以外には法律上使えないという
ことでございます。他国でも，これだけ大きな
基幹税を目的税化している国というのは，あま
りないと思います。消費税のような基幹税を目
的税化にすることについては，当時は非常に大
きな議論があったわけでありますが，やはり日
本の少子高齢化という最大の構造問題に対処す
るという意味では，安定財源たる消費税を目的
税化するといった大きなかじが切られたという
ことでございます。

次に，資料㉑をご覧ください。１つの試算と
しまして，資料の左下に税収の推移が折れ線グ
ラフで示されており，上から二つ目が消費税の
グラフです。税制改正の影響もありますが，特
に法人税につきましては，景気によって大きく
振れております。一方で，消費税というのは驚
くほど経済の変動に対して中立的といいますか，
安定的に推移しています。時々消費税の税収が
増えているのは，税率を引き上げた部分であり
ます。よく消費税率を引き上げても税収が減っ
たら元も子もないという議論がありますが，少
なくとも消費税率引上げ単独を取れば確実に税
収は上がっています。さらに，所得税，法人税
もご覧いただきますと，実際は一時的な減収と
いうのはむしろ経済変動の方が大きく出ている
ということが，このグラフから見て取れると思
います。

次に資料㉒をご覧ください。消費税率を１０％
に引上げ，かつ社会保障との一体改革を行うこ
とを前提とした中長期の経済財政に関する試算
でございます。財政健全化目標というのは，政
策的経費を税収及び税外収入でどれだけ賄えて
いるかを示す指標であるプライマリーバランス
という指標について，２０２０年度に国と地方のプ
ライマリーバランスを均衡化させるというもの
であります。経済好調な前提であっても，なお
８．２兆円のギャップがある状態になりますので，
国際的な信認を保つためにも更なる財政上の改
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革が必要ということでございます。
次に資料㉔をご覧ください。税収と経済を巡

ってやや細かい話になりますが，税収弾性値と
いう議論がよくなされます。経済が伸びたら税
収がどれぐらい増えるのかという議論です。よ
くなされるのは，経済が伸びれば何倍も税収が
増えるのだからやはり経済重視だという議論で
ございます。実際，名目経済成長が１％伸びた
ら税収が何％伸びるのかということで，最近の
ものを平均しますと，資料の中ほどにございま
すように，４．０４となっております。要するに，
GDP が１％伸びたら税収は４％伸びというこ
とです。これは，GDP の伸びの４倍も５倍も
税収が伸びるから経済を重視するべきというよ
うな議論の論拠となるものであります。

ただし，これは一時的な要因などによる部分
が非常に大きいので，税収弾性値が４，５ある
前提で経済運営をしてしまいますと，なかなか
財政の持続可能性が保てないのではないかと考
えられます。
資料㉖をご覧ください。税収弾性値がかつて

高かった時代もありましたが，それでも１．３程
度であります。最近は１．０にだんだん近づいて
きています。消費税や法人税は比例税率ですか
ら，経済の拡大と比例して税収が伸びていきま
す。それから，所得税は累進税率ですから，経
済の伸び，所得の伸びよりも税収の伸びが大き
く出るのですが，大体こういったものを合わせ
てみても，１．０～１．１程度で推移しているところ
でございます。もちろん財政の健全化のために
は経済が好調であることが大前提ですが，経済
だけで財政が回復していくという状況にもない
ということはご理解いただきたいと思います。

次に資料㉗をご覧ください。個人消費の動向
を消費税との関係についても見ていく必要がご
ざいます。資料は，GDP ベースの個人消費の
水準を示したものでございます。１７年基準とい
うのと２３年基準というのがありまして，GDP
統計を計算するときに基準年というのを定めて
計算するわけでありますが，やはり統計という

のは重要で，資料右側の名目の個人消費水準の
推移をご覧ください。１７年基準で示されている
グラフが以前の基準でございました。前回の消
費税率引上げ以降，消費が非常に低迷していま
す。むしろマイナス傾向が続いているという統
計でありましたので，われわれもこれを前提に
議論してきたわけですが，先般 GDP 統計の改
定がありました。

ご覧いただきますと，一時的に大きな消費の
落ち込みはありましたが，その落ち込みが数四
半期で回復しています。足元をご覧いただきま
すと非常に消費が好調で，元に戻りつつあると
いう状況にあります。やはり統計を用いたデー
タに基づく議論というのは非常に重要だと思い
ますから，今までの消費が低迷しているという
議論は，まさにデータに基づく議論だったと思
いますが，こうして新しい統計が出ましたので，
今後はこういった統計を前提に消費動向等々に
ついて議論していく必要があると思います。
資料㉘をご覧ください。次に全体の消費動向

について，３つの折れ線グラフのうち，一番濃
い色のグラフが４０～４９歳の方で，一番薄い色の
グラフが２０～２９歳の方を示しております。この
グラフから特に２０～２９歳の方が，２０１０年以降，
財布を締めているという傾向が強いことが分か
ります。恐らく自分の将来とか，或いはそこは
どれぐらい明示的に意識されているのかわかり
ませんが，自分が住んでいる日本という国が自
分が年を取ったときにどうなっているだろうか
とか，いろいろなことを考えて，周りの状況も
考えて，なかなか財布のひもが緩まないという
状況であろうと思います。ですから，やはりこ
の財政なり経済なりが安定して将来的にも大丈
夫だという姿を示すということは非常に重要だ
と思います。

経済についての最後の資料は，国の B/S と
日銀の B/S についてでございます。今，国債
の金利は非常に安いですから，国債は幾らでも
出してもいいのではないか，間接的ではありま
すが，日銀が受けてくれれば財政は大丈夫だと
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いう議論があります。これは当然のことながら
両者のバランスシートを統合したからといって，
新たな純資産が生まれるわけではなく，ちょう
ど国が発行した国債と日銀が持っている国債と
いうのは両者ネットアウトしてしまいますので，
何か新しい資産が生まれるわけではないという
ことでございます。

総論については以上になります。

３．最近の税制改正

資料㉛をご覧ください。続きまして，税の議
論に入らせていただきます。資料は，ここ数年
のさまざまな税目についての改正内容を俯瞰し
たものであります。ここ数年で申し上げます
と，１つは，もちろん社会保障と税の一体改革
で消費税率引上げがございますが，法人税改革
については成長志向の法人税改革で，これは中
身をこれから申し上げます。それから，個人所
得税についても最高税率，或いは給与所得控除
の上限の見直しを順次行っています。それから
国際課税の面で多国籍企業にどう対応するかと
いった部分がございます。こういったものをこ
こ数年取り組んできていますし，今後もこの流
れ，トラックに乗った形での税制議論というこ
とになると思います。

最初の話題は，法人税改革であります。法人
税改革は成長志向ということで，要するに稼ぐ
力のある企業について税制上足を引っ張らない，
それから優遇するといったことでありまして，
やはり課税ベースを拡大しつつも実効税率の
２０％台をできるだけ早く達成するということで
あります。現状では，平成３０年度に２９．７４％を
達成する一方で，課税ベースについては拡大し
てくということでございます。

その結果ということでありますが，資料33，
資料34をご覧ください。後で少しお話しします
が，トランプ大統領が税制改革について時々ス
ピーチをなさいます。そのとき幾つかの国にア
メリカは置いていかれたというスピーチをされ
ますが，その幾つかの国の中に日本も入ってい

ます。
税制改革とは資料の実効税率を指しているも

のと思われます。現在，アメリカ実効税率は，
約４０％であります。トランプ大統領はこのうち
連邦税の方を１５％にすると言っているわけであ
りますが，なかなかその財源が出てこないとい
う問題もあります。

少なくとも日本については，平成３０年度に予
定されている２９．７４％が達成された場合には，
国際的に見て遜色のない水準まで実効税率が引
き下がってきているということでございます。

次に，所得税の改革についてでございます。
昨年いろいろな議論を経て改革を行いました配
偶者控除，或いは配偶者特別控除の見直しにつ
いてでございます。適用は３０年分からでござい
まして，いわゆる１０３万円の壁ということに対
処するということであります。これは後ほど申
し上げますが，やや心理的な壁のようなところ
がありまして，現実の問題として，パートに出
ていらっしゃる方が，１０月，１１月ぐらいになっ
てきてだんだん１０３万円に収入が近づいてくる
と，働きたいのに働かない，或いは雇う方にし
てみてもパートの方が急に１２月の忙しいときに
シフトが組めなくなって非常に困るということ
であります。労働参加を高める上ではあまり合
理的ではないことが起こっているという現状を
踏まえて，配偶者控除の見直し等々により，こ
ういった壁と称するものを１５０万円まで引き上
げたということであります。最低賃金が今後上
がることを考えますと，パートという形態を取
っていらっしゃる方が，何か壁が近づいてきた
から就業調整に入るということをあまり意識し
ないでいいような水準にはなってきているとい
うことでございます。

先ほど心理的と申し上げたのは，やはり配偶
者特別控除によって１０３万円を超えて手取りが
減るようなことはないような手立ては取ってい
るわけですが，やはりそこは人間ですから，ス
テレオタイプではいけないかもしれないですが，
旦那さんが普通の会社のサラリーマンで常用雇
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用で働いていて奥様がパートにちょっと出ると
いうときに，１０３万円を超えるとご主人の方の
会社での扶養の届出も変わってしまったりいろ
いろしますし，多少手続上の問題が発生します。

それ以上に，１０３万円を超えると扶養手当が
会社から打ち切りになってしまうというような
こともあったと思います。よくよく考えてみれ
ば，会社にしてみれば配偶者の方，奥様の手取
りは本当は幾らだったのかといって奥様の勤め
先まで聞きに行くわけにはいけませんから，し
ょうがないから税務上の控除をやっていないの
だったらそこをメルクマールにして手当てを打
ち切りますかというのは，気持ちは分かります。
しかし，全体で考えてみますとそうしたプラク
ティスを続けていきますと，あまりいい理由で
はなくて，女性に限りませんが，女性が働いて
いく，パートタイムでさらに働きたいという方
の雇用を，その意に反して制限してしまうとい
うことがあるだろうということで，それを見直
したところでございます。

４．税制の構造改革

次に，今後の話を少しさせていただきます。
資料41をご覧ください。少し税制から離れた話
をさせていただきます。最近の経済の状況を見
ていますと，伝統的な所得税が念頭に置いてい
た働き方と少し違う働き方が出てきているので
はないかということであります。例えばシェア
リングエコノミーがあります。空間やものや自
動車等をシェアします。考えてみますと，車が
駐車場に停まっていたら車ではないわけであり
ます。しかし，恐らく家庭にあります車のほと
んどは停まっている時間の方が長いので，それ
を活用しない手はないということがシェアリン
グエコノミーであります。国民の皆さんの７割
がスマホを持つようになって，初めてそういう
時間の切り売りとか場所の切り売りとか車の切
り売りとかできるようになるということであり
ます。

普通は，商売をするのだったら品ぞろえをち

ゃんとして，きちんと仕入れもして在庫も持っ
ていないとできないのであります。従いまして，
素人が片手間でということはなかなか難しかっ
たのですが，こういうシェアリングエコノミー
が ICT の発達で可能になったということは，
どんな方でも事業者になり得る，どんな形でも
所得を得ることができるということであると思
います。

また，例えばいろいろな大きな企業にしても
いろいろなアウトソースする場合に，専門の業
者にアウトソースするという場合もあるでしょ
うけれど，例えば何か英文を翻訳してもらうと
かいろいろなことがあると思いますが，そこも
時間を細かく切り売りできるということになれ
ば，クラウドソーシングといったことも可能に
なってくると思います。これはお金に限らず，
時間やスキルなども細かく切り売りできるよう
になるということであります。統計を少しご覧
いただきますと，金額的にはまだそれほどでも
ありませんが，国内でクラウドソーシングサー
ビス市場をご覧いただきますと，２０１２年，２０１３
年あたりは倍々で増えていますし，今後の予測
でも毎年５０％増で増えていくということになっ
ていまして，こういった部分がこれから拡大し
ていく中で，今後税制はどうやっていったらい
いのだろうという問題も出てくると思います。

それから，典型的な大きな企業に勤める，或
いは大きな企業に限りませんが，比較的働ける
うちは定年まで一定の企業に勤めるサラリーマ
ンという雇用形態があるわけでありますが，最
近見てみますと，これは全部税制調査会のある
方に出していただいた資料でありますが，雇用
的自営であります。例えば SE とか保険の外交
員をやっていらっしゃる方とか，サラリーマン
ではあるのだけど歩合だったりしてかなり自営
業に近いような形であります。従いまして，事
業というものと給与というものの境目がだんだ
ん融合してくるというような状態です。しかも，
その形態がどんどん増えていっているというこ
とだろうと思います。
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それから，先ほどの働き方改革のコンテクス
トで申し上げても，資料44の下の方に少し書い
てありますが，国家公務員は当然ですが，これ
まで普通の企業で副業禁止というのがデフォル
トだったと思いますが，それは一生その会社が
その従業員の方の面倒を見ます，一生丸ごと面
倒を見ますからこの会社以外の仕事はやらない
でくれ，というのであれば一定の合理性があっ
たかもしれません。ですが，最近の若い方で定
年まで勤め上げる方の割合はだんだん減ってき
ていますし，企業としても一生その人のキャリ
アの責任を持つというわけにもいきませんから，
やはりこの副業を禁止するというデフォルトは
おかしいのではないかということであります。

雇用契約の基本契約，要するにひな型であり
ますが，そこに副業あり，副業をしてもいいと
いうようなものに見直そうとしています。そう
いったこともあって，こういったものについて
税制はどう対応していったらいいのかという問
題が出てくると思います。

次に資料46をご覧ください。税法が想定する
所得というのは，給与所得をはじめいろいろな
種類の所得がありますが，日本の所得の負担と
いうのが，所得税或いは個人所得課税の負担率
というのは国際的に言ってもそれほど高くない
と思います。それは，税率の問題というよりは，
控除の問題がかなりあるのではないかと思いま
す。やや言葉がややこしいですが，各種所得に
ついての控除，所得計算上の控除と呼ばれるも
のでありますが，一番大きいのは給与所得控除
或いは公的年金等控除がありますが，ご覧いた
だくと６３兆円，１３兆円と非常に大きいわけであ
ります。要するに，控除ですからいわゆる一種
の経費的なものの概算的な控除ということであ
りますが，そういう大きな控除が認められてい
るということになります。
資料47をご覧ください。もう少し整理いたし

ますと，給与収入から給与所得控除を引いて給
与所得が出てきて，それが税率計算の基礎にな
ります。或いは，公的年金等は公的年金等控除

を引きます。それから，事業収入は，当然のこ
とながら必要経費を引くということになってい
ます。

先ほど申し上げたように，副業した人は事業
収入になったり雑収入になったりするわけで，
そちらは必要経費を引きます。給与の方は給与
所得控除で概算控除になっていますので，やや
給与の形態によって計算の仕方も変わってきま
すし，本当は給与収入と事業収入がだんだん融
合してきているのに，税制は本当にこのままで
いいのかという問題はあると思いますので，そ
ういった変化に税制はどうやって対処していっ
たらいいかということであると思います。
資料48をご覧ください。国際的に見ますと，

給与に対する概算控除的な給与所得控除であり
ますが，日本は非常に大きな控除が認められて
います。

それから，概算控除的支出といいましても，
なかなかこれは皆さんサラリーマンであれば実
感していると思いますが，経費というのは大体
会社が出してくれますから，自腹を切ってやっ
ている経費で給与所得控除まで積み上がる人と
いうのはほとんどいないのではないかと思いま
す。特定支出控除という枠組みがありまして，
給与所得控除の半分を超えれば超えた部分につ
いて実額控除が認められますが，なかなかそこ
まで積み上がる人もいないのではないかと思い
ます。

それから，資料50をご覧いただきますと，公
的年金等控除も他に大きな所得があってもこの
年金について大きな控除が認められます。こう
いうことも，所得の種類によってここまでの差
が必要なのかということはあると思います。
資料51をご覧ください。退職所得についても，

先ほど申し上げたような企業が丸ごとその方の
キャリアを一生分面倒を見るのだという前提で
はなくなっている以上，ご覧いただきますよう
に，勤続２０年を超えると退職金をもらうのに有
利になるような仕組みになっていますが，その
勤続２０年のところに大きな差を設けるというこ
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とで本当にいいのかどうかを見ていく必要があ
ると思います。

５．納税環境整備に関する動き

次に，資料54をご覧ください。納税環境整備
については，やはり申告をどうやって適正に，
かつ，できるだけ申告される方の負担にならな
いような形でやっていくかということについて，
やはり ICT の活用ということを進めていく必
要があると思います。
資料55をご覧ください。政府の税制調査会で

は海外の調査等もやっているところであります。
大きい国も小さい国もありますが，やはり税務
の世界では ICT を活用した申告ということを
かなり手広く進んでやっている国もありますし，
そこまで行っていない国もあります。国によっ
て国柄は違いますから，そのまま即日本に移植
ということはなかなかうまくいかない部分もあ
るとは思いますが，できるだけ納税環境の整備
ということに努める必要があると思います。

特に電子申告については，例えば大企業等で
は，現在，５割ぐらいの企業しか電子申告され
ていないので，これをもう少し高めていくとい
うような仕組みを考える必要があると思います。

６．国際課税

それから，国際課税であります。BEPS プロ
ジェクトというものが時々報道されます。
BEPS というのは，資料58の一番上に小さい字
でありますが，BaseErosion and Profit Shifting
のことをいいます。特に，国際的に活動する多
国籍企業が税源を浸食して利益を自国の外に移
転してしまうということであります。こればか
りは，課税権というものは国家主権の最たるも
のでありますから，各国が独自に対抗策を講じ
てもうまくいきませんので，国際協調が必要に
なってまいります。

実は BEPS が大きく意識されるようになっ
たのは，リーマンショックの後のことです。リー
マンショックの後にいったん各国は財政拡大を

したものでありますから，財政が非常に悪化し，
その後財政を再建しなければいけなくなりまし
た。そうしなければ国際的な金融の混乱を招く
可能性もありました。各国が財政再建しようと
いうときに，国際的に活動するグローバル企業
が必ずしもきちんと税を納めていないという問
題が顕在化してきたのですが，一国だけではこ
の問題を解決できませんから，国際的に解決し
ようということになったわけでございます。

直近の動きで申し上げますと，資料59をご覧
ください。国際課税というのは，申し上げまし
たとおり，ある国だけが独自に課税しても二重
課税になったり，或いはうまく課税できなかっ
たりしますから，いろいろな国と租税条約を結
び調整しています。その上で何か問題が生じた
らその条約を改正することになります。基本的
には，二国間で１個１個改正していく必要があ
ったわけでありますが，この BEPS 防止措置
実施条約という多数国間条約を締結することに
よって，一斉に各二国間の条約に対して租税条
約に関する BEPS 防止措置を導入することが
できるようになりました。

日本は６月にこの多数国間条約に署名いたし
ましたので，それに対応して国内法の改正を行
うという動きがございます。

７．米国の法人税改革

最後に，アメリカの法人税改革について申し
上げます。資料65をご覧ください。先ほど申し
上げたようにアメリカの法人税率というのは日
本よりもかなり高い水準なので，これを下げて
いきたいということであります。それでトラン
プ政権としては公約の段階からこれを思い切っ
て下げるということでありましたし，与党たる
下院共和党でも，そこまでは行きませんが，か
なり下げるということになっています。

今後も注視していく必要があると思いますが，
少し日本とは違うアメリカの独特の議会のルー
ル，或いは与野党の攻防という中で，法人税問
題とか財源問題が語られるという状況にござい
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ます。
私からは以上でございます。ありがとうござ

います。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。日本の財政と
税制について，多岐にわたってお話しいただき
ました。それでは，まずは玉岡先生と，横山先
生から質問していただいて，お二人のご質問を
受けた上でもう一度審議官の方にお願いすると
いうことにしたいと思います。

では，玉岡先生お願いします。
―――――――――――――――――――――

Ⅱ．税・財政の現状と課題への意
見

（玉岡） 新川さん，ありがとうございました。
私の方から，まず最近考えていることについて
お話しして，その後で質問項目に移りたいと思
います。

最近考えていることというのが，今日のテー
マが税制改革を巡る現状なのですが，現状とい
うよりはかなり遠い先の将来のことについてで
す。ちょうど今から５０年ぐらい前に高度成長華
やかなりし頃に，遠い将来の日本の財政は大変
になるというある学者の方がおられまして，財
政法を改定してまでも積み立てをして，今ある
税収を将来に備えておきなさいということを言
われました。その予言が見事にというか，当た
ってしまったわけです。

思いますのは，今から１０年先というのは割と
視野に入って考えやすいのです。今働いている
方ももちろんまだ働いていることが多いです。
でも，５０年たつと，財務省の方もそうだと思う
のですが，もう自分自身を含めて政策を策定し
た方はいません。責任を取れるようなタイムス
パンではないということでなかなか考えづらい
のですが，でも確実に５０年先というのはやって
きます。

つい最近『未来の年表 人口減少日本でこれ
から起きること』というよく売れている本が出
ていまして，それを読んだのですが，今後日本
社会というのはかなり今まで想定したことのな
いような非常にシビアな現実に直面していくと
いうことです。財政に関して言うと，GDP 自
体が５０年先にかなり減っているということなの
で，税収自体が非常に減ります。他方で，歳出
というのはそれに見合うように減ればいいので
すが，どうも増えそうであるということで，プ
ライマリーバランスの議論もありますが，財政
収支の計算自体がひょっとしたらしんどくなる
かもしれないということです。それよりも，経
済社会全体がどのようになっていくかというこ
と自体が非常に見通しが悪いのです。にも拘ら
ず，税や財政というのはこの社会で一定程度の
役割というのは果たす必要があります。ただ，
今行っているような税・財政の役割と，５０年先
とか或いは１００年先，もう考えられないような
先のことですが，今とは違った形で機能してい
くだろうということは間違いがありません。１０
年程度の中期の予測だけではなくて，５０年先或
いは１００年先の非常に長い超長期の経済予測と
いうのを行って，それで税収がどうなるのか，
或いは歳出はどうなるのかということを見計ら
った上で持続可能な税財政システムというのを
考える必要があるかなと思っています。

それに関連するのですが，かなり先の将来に
おいて，非常に財源不足になります。にもかか
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わらず政府の仕事というのがあるのですが，そ
の折に政府が最低限行わないといけない仕事と
いうのはそもそも何かということです。国と地
方があるわけですから，国と地方の間でどのよ
うに仕事を分担していくのか。当然政府だけで
は立ち行かなくて，国民或いは住民というもの
が，今，公共が行なっているような分野の仕事
についてどのように関わっていくかということ
について，今後デザインを煮詰める必要がある
と思っています。ある方は，これを縮充社会と
かという言葉を用いていますし，或いはコミュ
ニティデザインであるとかソーシャルデザイン
の問題に置き換えることもできるかと思うので
すが，非常に漠然としていますが，遠い将来の
経済・社会像について今から考えておく必要が
あります。

最後に，今日，働き方改革について紹介して
いただきましたが，大きな目玉となる政策は，
例えばつい最近では地方創生の話がありました。
具体的にそういう政策が目標としているものは
何か，目的は何かということが，実ははっきり
とはしていません。行政，政府側でできること，
それから民間の方でできることで，その目的の
ためにできることと或いはできないことの区別
というのが必要だと思うのですが，どうもはっ
きりしていません。いったん目的というものが
はっきり決まれば，その達成に必要な手段とい
うものはいろいろ考えられて，その中でベスト
なものを選択していくという手順になるはずで
すが，結論が先に出ていて後からそれに合うよ
うにいろいろつじつま合わせのことが行なわれ
ているというような感じを受けます。

〔税収調達能力と所得再分配機能の回復〕
税に関連することを幾つか質問したいと思い

ます。今日も資料でお示しいただいたように，
日本の所得税というのはかなり変わっています。
源泉徴収の仕組みができて，或いは法人税と所
得税が分離したという意味で，近代的な形を日
本の所得税が取ってからもう８０年近くなります。

先ほどもお話がありましたが，高度成長期に典
型的に見られたように，またそれ以降もですが，
日本の所得税というのは減税一辺倒の歴史であ
りました。表だって増税ということは行われて
こなかったのですが，所得税というのはやはり
基幹税だと思っていまして，今後もその役割は
なくならないと思っています。基幹税としての
所得税に求められている税収の調達能力という
ものと，それから所得再分配の機能というもの
が，数字でも挙げられるのですが，その機能の
低下が著しいです。

今後，そのような機能の低下，或いは能力の
低下というものをどのようにして回復していく
のかということをまず１番目にお聞きしたいと
思います。

〔租税支出の減少策〕
２番目ですが，これはもし日高先生がおられ

たら必ず聞かれたであろうという質問です。日
本の税制には，他の国の税制と同じように租税
支出（tax expenditures）というものを構造的
に備えていると思われます。租税支出の種類と
か或いは額について透明化が必要だということ
は随分前から言われていて，ある程度明らかに
されています。租税支出という言葉を聞くとす
ぐ思い浮かぶのは租税特別措置です。先ほど所
得税の課税ベースが非常に日本では小さいとお
っしゃいましたが，そのとおりで，幅広くは所
得税のいろいろな控除であるとか或いは分離課
税そのものも租税支出に実は含めることができ
ます。そういうものが課税ベースの侵食を実は
もたらしていて，先ほども言いましたように，
税収調達能力というものと所得再分配の機能と
いうのをそいでいる原因の一端となっていると
思います。

租税支出を，他の国でやっているように予算
書へ計上するということをはじめとした透明化
の作業の他に，どのようにしてそういう租税支
出を減少させていくのかということについて，
何か具体的なことはお考えになっておられるか
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というのが２点目の質問です。

〔tax consciousness の引き上げ〕
３点目なのですが，納税環境の整備に多分関

係すると思うのですが，７０年近く前にシヤウプ
勧告がありまして，その中で当時の日本におい
て tax consciousness というのですが，税を納
めようという意識について述べられています。
勧告では，日本においてはその意識が非常に低
いということが問題とされて，それをどうやっ
て引き上げたらいいかということが議論されま
した。その事態というのは，実は現在の日本で
もあまり変わっていません。

給与所得者が一番典型例ですが，ほとんどの
方は自分の納税額を知りません。にもかかわら
ず，納税額を知らないのに税負担が重いと感じ
るという，非常におかしな状況があって，それ
がずっと続いているわけです。マイナンバー制
度というものが始まって，少し事態が変わって
きたとは思います。日本だけではないのですが，
日本固有の年末調整制度の在り方を今後どのよ
うに考えるかということです。これは７０年前の
勧告でも年末調整制度ということ自体がさっき
言った tax consciousness というものを引き下
げる要因であるから，給与所得者が直接税務署
と交渉に行って年末調整を行うことを勧告して
いたのですが，当時の関係者からの猛反対があ
って実施されませんでした。

電子納税制度等が始まったこともあって事情
が若干異なってきましたので，今後年末調整制
度の在り方というものをどのように考えて，そ
れを切っ掛けに tax consciousness の度合とい
うのをどのようにして引き上げるかということ
ですが，具体的にどうすればよいかについてお
聞きしたいと思います。

〔企業の意識や行動の変革〕
法人税についてなのですが，今日お配りいた

だいた資料の中で非常に素晴らしいことが書い
てあって，企業の意識や行動を変革していくた

めの方策という文言がありました。それを実際
どういうふうにしてやっていくのかということ
です。私は昨年度もこの租研大会でお話ししま
して，そこで納税者というのは普通個人もそう
なのですが，企業ももちろん入っていて，企業
の方の持っている税を納めようという意識，タ
ックスモラール（tax morale）というのですが，
それをどうやって引き上げるかということで，
租税教育というものの必要性を個人納税者以外
に企業も含めて，或いは国会議員さんとか或い
は地方の議員さんも含めて，税に関わる方全て
に教育を施す必要性があるというふうに言いま
した。

BEPS の話がありましたが，適正な納税をし
ていない企業に対して，国民の見る目が厳しく
なります。適正な納税をしていない企業に対し
て国民の消費行動というのが変化することも，
他国ではあるのですが，変化が起こることもあ
り得ます。適正な納税というのは，私自身は
CSR の一環と思っています。

適正な納税を行ってもらうために，企業のみ
ならず，国民の意識や行動を少しずつですが，
変えていく必要があるとは思うのですが，もし
何か具体的な方策というものをお考えであれば
お聞きしたいと思います。

〔納税環境整備〕
最後です。昨年度行った質問なのですが，多

分後で横山先生が同種の質問をされると思うの
ですが，税を納めるときに，税を徴収する側が
かける費用，税務行政費用と，税を納める側が
税を納めることに対して直接・間接にかける納
税協力費用と２つあるのですが，その大小どち
らが大きいかということを比較すると，日本で
は他の国と比べて税を納める側が税を納めるた
めにかける費用，かかっている費用が大きいの
です。なぜ大きいかというと，個人所得税がそ
の典型例ですが，個人所得税だと企業に源泉徴
収義務を課して，納税を行ってもらっています。
先に年末調整制度の話をしましたが，それが最
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大の要因になっています。
その納税協力費についても，事業規模別で見

ると，規模の大きい事業者の方が１円納税する
額当たりのかける費用というのが少なくなりま
す。つまり事業規模別で見て納税協力費に関す
る逆進性というのが見られます。納税環境の整
備というときに，納めやすいということももち
ろんそうなのですが，納税自体にかける費用と
いうのを是非下げるような方向に努力してほし
いのです。

その前に，納税協力費，或いはその時間とい
うものがどれくらいあるのかというのは，実は
きっちりとは把握されていません。世銀などで
アンケートを行って納税協力費とか時間のデー
タを公表していて，日本はいわゆる先進国の中
では高い方になっています。例えばニュージー
ランドなどであれば政府自体が納税協力費用の
測定をこまめに行っていて，特に中小の事業者
に対してそういう費用がかからないように配慮
しています。納税協力費用の測定というものを
していただいて，高いということがわかって初
めてそれを下げようという動きになると思いま
すので，今後納税協力費用の測定というものを
行ってもらいたいと思っているのですが，そう
いう考えをお持ちかどうかということについて
お聞きしたいと思います。以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。非常にざっく
りしたことと，具体的なご質問と両方がありま
した。引き続いて，横山先生から先ほどの新川
審議官への質問ということでお願いします。
―――――――――――――――――――――

（横山） 審議官，ありがとうございました。
非常に勉強させていただきました。私は，質問
の前に視点だけ明確にさせていただいて，質問
させていただきたいと思っています。お手元の
方にも説明のご参考資料をお配りしています。
これはなぜかと申し上げますと，私自身が研究

と，或いは税金に対する興味といたしまして，
徴税制度ですとか納税協力費に非常に興味を持
っています。これをご覧いただきまして，納税
協力費は，玉岡先生もちょうどお話しいただき
ましたが，どういうものかと申し上げますと，
Sandford，C．，M．Godwin and P．Hardwick
（１９８９）によりますと，金銭的コストと時間的
コストと心理的コストに分解されるといいます
か，分類されています。金銭的コストといいま
すのが，納税者の方の税理士報酬ですとか，企
業でも源泉徴収義務者の方ですと経理の方，事
業所・事業主の方が計算されるかと思うのです
が，そういう経理課の方の費用といったものも
含まれます。あと，時間的コストは，申告書作
成に必要となる時間など，心理的コストにつき
ましては，心理的な気持ちということになるの
ですが，こちらもコストとして計算する必要が
あるのではないかという研究になっています。

ご参考資料の冒頭に書いていますサンフォー
ド先生というのは，イギリスの方なのです。イ
ギリスをはじめとしていろいろな国では，こう
いう計算によってこれぐらいかかりますよとい
うのが出されています。それで，ちょうど玉岡
先生も非常に関わっているというふうになって
います。日本は，多いのではないかというふう
に思われているということで，いろいろな数字
が出てきていますので，このあたりは大きいの
ではないかということです。

あと，サンフォード先生は納税協力費におい
て心理的コストについて考えることが重要であ
るというお話もされています。この心理的コス
トは納税意識に非常に関係があると言えまして，
ちょっと理念を一応見ていただきます。ご参考
資料をご参照ください。納税意識という言葉は，
普通の言葉として使うのですが，こちらも研究
の対象ともなっていまして，納税意識というも
のは非常に近い言葉として税負担感とか痛税感
とかこういったものがありますが，そういう主
観的なものとは少し違うものとしてありますよ
ということが研究としてもございます。シュメ
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ルダース（Schmölders，G．）（１９７０）によりま
すと，例えばここにも書かせていただいていま
すように，所得税の方の負担感というのは，は
っきりしているものです。消費税ですと年額幾
ら消費税を払ったかというのはぱっとわからな
いのですが，幾ら所得税を払ったか明細なんか
を見るとわかりますので，はっきりした上で非
常にはっきりしたものとしての負担感があると
いわれています。

シュメルダース（Schmölders，G．）（１９７０）
によりますと，負担に関する知識は，租税道徳，
租税道徳と一般にいわれているものに直接影響
を及ぼすというふうに言われています。

少しこの辺りはいったん置いておいていただ
きまして，e―Tax が日本では進んでいるとい
うことになりますと，いわゆる徴税費は低くな
ってきていますし，その一方で納税協力費の方
も低くなってきているといわれるのですが，実
は心理的コストなんかを考えますと，高くなっ
ている面もあるのではないかという気が私はし
ています。

〔軽減税率導入に伴うコスト〕
そこで幾つか質問させていただきたいのです。

せっかくいろいろな資料がございますので，消
費税のところのまず資料㉑のあたりに「消費税
の使途と特徴」がございます。こちらのあたり
にも，少し今後ここにも書かれていますように，
軽減税率が導入されていくということが言われ

ています。そうしますと，納税協力費というこ
とですと，現場の税金に携わっている人たちは
非常に混乱するといいますか，実は非常にコス
トがかかってくるのではないかと考えています
ので，その辺りをどのように抑えていくという
ことをお考えになられているかというのが１点
目の質問です。

〔消費税滞納問題〕
２点目は，同じくここの消費税の話にまつわ

っての話です。一般には国税庁の統計年報書な
んかも見ていますと，消費税は非常に滞納が多
い税金というふうにも聞いています。滞納の問
題が，もしかすると税率が大きくなりますと問
題が大きくなってくるのではないかという気が
していますので，そのあたりをどのようにお考
えになるのかということをお聞かせいただけま
したらと思っています。

〔給与所得控除の方向性〕
あと少し飛びまして，所得税の方で，私自身

も所得税の源泉徴収ですとか給与所得控除の話
が非常に気になっています。資料48のあたりに
すごくわかりやすく諸外国の話ですとかどれぐ
らいの金額ですとかというのが書いていまして，
非常に日本は給与所得控除が手厚いといいます
か，経費よりも非常に大きいというお話があり
ました。これは日本でも非常に特徴的なお話だ
と思っています。

一方で，働き方改革というのを進めておられ
ていますので，給与所得者という人だけではな
くて，給与所得と副業というような形が増えて
きますと，だんだんこの給与所得控除が高いま
まずっといくということをより長期的に考える
とどうなっていくのかなと気になっていますの
で，その方向性が，このあたりは審議官も触れ
られていましたが，さらにどういうふうに考え
ておられるかということをお聞かせいただけれ
ばと思っています。
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〔電子申告〕
あと４点目が，私が興味を持っています電子

申告のあたりです。電子申告の利用は，ここの
資料53～55にありますように，本当に年々増加
しています。本当に１００％になるというぐらい
の更なる上昇のためには，どのようにお考えに
なられているかということをお聞かせいただき
たいと思います。

〔納税協力費における心理的コスト〕
あと最後５点目です。同じく徴税制度を巡る

環境の中で，納税協力費に関して見てもプラス
の側面の方が非常に大きいと思いますが，心理
的コストに関してはだんだんインボイスですと
か複雑になっていくということがいろいろな情
報として入ってきていますので，そのような心
理的コストについて，もしお考えのことがあれ
ば，お聞かせいただければと思います。以上で
す。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。お二人からは
かなりいろいろな質問が出ました。その中で，
例えば玉岡先生の租税支出の縮小の話は，横山
先生が言われた給与所得控除と絡めていただく
とか，それから年末調整や納税協力費に関連し
ては，納税において発生するコストの計測の話
になります。また，消費税に関してはコストが
上がる部分をどういうふうに対応するのかとい
うようなことがありましたので，その辺りを絡
めながらお答えいただいたらと思います。よろ
しくお願いします。
―――――――――――――――――――――

（新川） いろいろ本質的な大変鋭いご指摘，
ありがとうございました。少しまとめてお答え
する部分が多くなることをお許しいただきたい
と思います。

〔所得税の機能について〕
最初はやはり所得税の機能ということであり

ます。やはり減税一辺倒となった理由は，実は
２つあったと思います。高度成長期の自然増収
をどう還元していくかというのは高度成長期で
ありますし，それから消費税導入時は税制全体
をどうリフォームするか，税制抜本改革と言っ
ていました。そのときの課題は，直間比率の是
正でございます。直接税に一辺倒，つまり直接
税のウエートが高すぎますと，それを下げてい
かなければいけないのではないのかということ
であります。税負担が１つに偏るのはよろしく
ないのではないかということで，直間比率を是
正しなければいけません。或いは，その後は所
得・消費・法人のバランスの取れた税制にしな
ければいけないという税制改正をやってきてい
ます。平たい言葉で言うと，消費税率を引き上
げる代わりに所得税を減税する，間接税を引き
上げる代わりに直接税を減税するという思想で
やってきました。かなり説明を省略しています
ので，語弊もあるかもしれません。

もう１つ，消費税率を５％から８％に引き上
げた社会保障と税の一体改革の考え方でありま
す。何かを上げて何かを下げるではなく，少子
高齢化が進んで中で社会保障の経費を安定的に
賄わなければいけないので，そのために安定的
な財源，税収が必要であります。つまり，ネッ
トの増税をしなければいけません。上げた分は，
社会保障という形で国民にお返しするというこ
とであったわけであります。従いまして，そこ
の中には消費税率を引き上げた分だけ所得税を
引き下げるという話ではもうないわけでありま
す。その後は，むしろ所得税の機能を少し回復
していかなければ，少し痩せすぎてしまったの
ではないかということで，最高税率の引上げで
ありますとか或いは給与所得控除の上限を少し
引き下げるとかそういった見直しをさせていた
だきました。多少所得再配分機能の強化という
ことだったと思います。

今後の課題でありますが，先ほど申し上げま
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したように，色々な働き方とか，国民のライフ
スパンにおける職業というものの考え方が変わ
ってきますので，これまで念頭に置いてきた控
除の置き方がこれでいいのかということであり
ます。そんなに事業所得と給与所得の所得計算
の方法が違っていていいのか，或いは年金所得
は違っていていいのかということであります。
これは非常に難しい話なので，今，この瞬間に
私がこうすべきですとなかなか申し上げられな
いのでありますが，もう少し多様な働き方を許
容するのであれば，今みたいにたくさんの所得
の区分を区分けしておのおの別個のものとして
控除していくというやり方を少し見直す必要が
あるのではないのかというのは，１つのやり方
だと思います。

〔租税歳出について〕
tax expenditures もどちらかというと租税特

別措置の部分が多いので，租特透明化法という
のができまして，それで今，あまり読んでいた
だけないかもしれないですが，電話帳ぐらいの
分厚さの租税特別措置の実施の現状というのを
国会に提出させていただいて，それ以前とは比
べものにならないほど租特の適用実態というの
は明らかになってきたと思います。確かにおっ
しゃりますように，控除というものについても，
よく実際の所得の実態を踏まえて少し時代に合
うように検討していく必要があろうと思います。

〔納税協力費について〕
それから，納税協力費につきましてもまとめ

て回答させていただきます。年末調整をはじめ
とするこの納税協力費との関係で申し上げます
と，これはいろいろなものがあろうと思います。
年末調整を企業がやってくれるおかげで，勤め
ているサラリーマンの方は手間がかからなくて
いいという，しかもそれに慣れてしまっている
という状態がありますので，ちょっとそれはど
うなのかなというのはごもっともなご指摘だと
思います。

他方で，すぐできること，いろいろな年末調
整をどうするか，或いは個々人がみんな申告す
べきだという方向性は分かりますが，では来年
からすぐそうするということについてはいろい
ろな異論が出ようと思います。そういう異論と
は別ですぐやれること，或いはやらなければい
けないこととしては，やはり事務手続の簡素化
であると思います。典型的にはやはり ICT の
活用ということで，電子納税，電子申告はもち
ろんそうですが，年末調整についても割と旧態
依然たる保険会社から控除のお知らせが来たり
いろいろなものをやって，その紙をホチキスで
留めて，企業の経理の方が年末になったら非常
にそれで時間を割いてやるというようなことが
あります。もう少し合理的に電子的な方法を活
用して，給与事務をやっていらっしゃる企業の
方のコストを下げ，かつ，恐らく保険料控除の
証明書を発行している保険会社にしましても，
あれをいちいち郵送してというのはコストも手
間もかかっていると思いますから，そこを電子
化していくということで手間を省けるという部
分があると思いますし，その部分については特
に異論というのはないと思いますから，そうい
う部分はどんどん進めていく必要があると思い
ます。

〔電子申告について〕
それから，もう１つ，今度は電子申告の方の

問題であります。これも「ぜひ皆さん，電子申
告をお願いします」とお願いしているような状
況でありますが，特に企業の事業者の方の申告
を見てみますと，大企業の半分ぐらいは電子申
告です。中小企業はやや直感とは反しますが，７
割以上が電子申告になっています。中小企業は
恐らく税務会計ソフトでありますとか或いは税
理士の先生方が頑張ってやっていただいたりし
ますので，電子申告に移行しやすいということ
があったと思います。場合によっては，大企業
について，電子申告の義務化みたいなものも考
えていってもいいのではないかと思います。そ
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ういうところは１つあります。
恐らく電子申告というのは，半々ぐらいの企

業がやっているうちは面倒くさいとかいろいろ
あると思いますが，先ほど横山先生から電子申
告の利用率を１００％にする方策如何というご指
摘がありましたが，まさにそのとおりでありま
して，みんながやり始めますと，社会的にはコ
ストが非常に低くなるのではないかと思います
ので，そういう部分を含めまして，ぜひ取り組
んでまいりたいと思っています。

〔納税環境整備について〕
それから，納税協力費をどう測定するかとい

うご指摘がありましたが，これは非常に重要な
ご指摘だと思います。客観的にどれぐらいコス
トがかかっているのかというのを透明な形でお
示しするということができればいいとは思いま
すが，まだなかなかそこまで政府側が追い付い
ていません。世銀等が一定のデータを公表して
いますので，税に限らず全体の政府の様々な申
請や申告の手続について，それを１つの指標と
して下げていくということは政府の方針に入っ
ていますが，世銀のメルクマールにしても，算
出根拠等がややどうなのかと思うような部分が
あります。どういった形でお示しするのがいい
のか。ただ，具体的にお示しできないにしても，
電子申告を進めていくことでコストが下がって
いくというのは間違いないことだと思います。
それから，義務化するだけではなくて，使い勝
手をよくしていくというのも必要だと思います
から，そこの取り組みは，ここは先送りするこ
となく，できるものからどんどん取り組んでい
きたいと考えています。

〔軽減税率導入に伴うコストについて〕
それから，消費税に関してですが，軽減税率

制度の実施に伴って，かなり事務コストがかか
るというのは，実際そうだと思います。現行の
請求書等保存方式では，帳簿を書いていただき，
仕入金額から割り戻すという比較的簡便な方法

で仕入税額を計算していただいていますが，当
然税率が複数になればそのやり方は取り得ない
ということで，請求書等に税額を税率ごとに別
記して，それから登録番号を記載していただく
という，いわゆるインボイスでありますが，そ
ういったことをわが国で初めてやることになり
ますから，新しい事務ということでかなり実際
のコストもかかるでしょうし，初めて取り組む
という意味で，おっしゃるように心理的なコス
トもあると思います。

従いまして，１つのやり方は，これは心理的
コストの方なのかもしれませんが，急には導入
しません。一定の経過措置を置いて，特に中小
企業の事務には配慮した形で制度になじんでい
ただく期間を，軽減税率制度実施後も数年の期
間がありますので，急激な事務の変化によるコ
ストというのはできるだけ避けていきたいと思
います。

それから，わが国の登録番号と税額別記のい
わゆるインボイスというものは，現実には商取
引で使っていませんので，初めてということで
ありますが，これはもう１つ，利点にもなり得
るわけで，後発の利を生かして電子インボイス
というのを最初から入れていただくということ
であります。多分紙でやっている事務を電子的
に置き換えるというのは余計なコストがかかっ
たりかえって手間だったりしますから，最初か
らそうしたものもやっていただけるような形を
やりたいと思います。

従いまして，経過措置をお示ししてゆっくり
付いてきていただく事業者向けにそういう方法
も用意いたしますし，最初から手間がかからな
いようなものをきっちり入れていこうという方
は手戻りがないように，最初からそういうもの
を入れられるような形での姿をぜひ施行までに
お示しするように頑張りたいと思います。

それから，実際はレジ等の入れ替えや，会計
システムの入れ替えも必要になると思います。
それについては一定の補助金を用意してありま
すので，ぜひご利用いただきたいと思っていま
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す。

〔消費税滞納問題について〕
それから，消費税の滞納の問題であります。

これは頭が痛いのでありますが，過去，確かに
税率が上がったときに消費税の滞納が増えた
ケースがございます。ただし，実際見てみます
と，それ以上に景気の動向に応じて景気が悪く
なったときにどうしても滞納が増えるという傾
向がございますので，中間申告等々を利用して
いただき，できるだけ早い段階で納めていただ
くように努力するということであります。発生
したタイミングについては，滞納処分をできる
だけ早く進めて，新規滞納分についてはできる
だけ次に繰り越さないような形で処理していく
というような形で引き続き対応していきたいと
思います。

ここはバランスが難しいところではあります
が，きちんと税に取り組んでいらっしゃる企業
とそうではない企業との間で，そこは一定の対
応の違いを設ける必要もあると思いますし，き
ちんとやっていらっしゃる方その他については，
周知を図っていきたいと思います。

〔税の負担感について〕
最後に，これは日本では前からそうなってい

ますが，税負担は，消費税についても所得税に
ついても必ずしも国際的に見て高くないのです
が，ふわっとした言葉で重税感というのでアン
ケートを取ってみると非常に高いという現状が
あります。北欧なんかは非常に税負担が高いの
に重税感が低いのは，それはちゃんと返ってく
るという意識があるからなのではないかという
ことが，前はだいぶ言われていたものですから，
社会保障と税の一体改革というのはそれを意識
して，例えば消費税を目的税化するというのは
そういう意味でありました。それから，返って
くる度合では，北欧或いはヨーロッパに比べて
日本の方がはるかに財政赤字が大きいわけであ
りますから，実は数字でいうと納めているもの

に比べて受け取っているサービスの方が非常に
大きい状態になっていますから，客観的には北
欧の方がリターンがいいというのは本当は間違
いなのであります。そこは，政府が変なことで
使っているのではないのかとか，そういった部
分についてのなかなか根強い疑念をちゃんと払
拭していくということが必要であります。目的
税化はそうですし，一体改革もそうだったわけ
であります。

引き続き，その点については，これは気持ち
の問題，国民の意識の問題，或いはわれわれの
姿勢の問題といった少し捉えどころのないよう
な問題も一部含みますので，制度として対応可
能な受益と負担の関係の明確化というのは引き
続き対応していきます。それに加えて，納税意
識の向上についてご指摘もありました。ある日
目が覚めたら劇的に良くなっているという性質
の問題ではないかもしれませんが，そこはよく
ご説明なり，普及啓発等々に努めてまいりたい
と思っています。

以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。以上で前半を
終了させていただきます。今から後半の地方財
政・地方税のお話に入らせていただきます。

それでは，地方財政・地方税制の現状と課題
について，稲岡審議官から資料に基づいてご説
明をお願いします。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．地方財政・地方税制の現状と
課題

（稲岡） 総務省の稲岡でございます。よろし
くお願いいたします。私からは，資料に沿って
ご説明申し上げたいと思いますが，時間も若干
押しているようですので，簡潔な説明に努めた
いと思います。
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総論：地方財政・地方税制の現状と課題

地方財政の果たす役割ということで，今日は
大阪市の方もたくさんお見えで，釈迦に説法か
もしれませんが，資料❷にありますように，内
政を担っているのは地方団体であり，地方財政
のウェイトですが，歳出ベースでは国と地方の
割合が４対６となっているという状況です。
資料❸がそのイメージ図です。右から見てい

ただきますと，年金・防衛等は国が直接担って
います。社会資本整備は国庫補助負担等があり
ますが，地方団体が実施しているものが多いと
いうことです。それから，社会保障や教育とい
う分野につきましては，国の負担を受けて地方
団体が歳出を組んでサービスを実施していると
いうことです。警察・消防・戸籍・保健所とい
ったものにつきましては，国の補助等がない分
野ですが，警察官の政令定数など国が法令等で
実施を義務付けている分野で，左端が義務付け
のない分野です。こういった形で地方団体が内
政を担っております。
資料❺は，地方の財源不足額です。左のグラ

フを見ていただきますと，リーマンショック前
に相当程度改善したわけですが，リーマン後，
これが拡大し，ここのところの税収増で低下基
調にあったのですが，２９年度には再度財源不足
が拡大しているといった状況です。借入金残高
は２００兆円で高止まりしております。
資料❼をご覧いただきたいと思います。地方

財政計画の歳出の規模ですが，公債費は横ばい，
投資的経費は減少，それから給与関係経費も減
少ということで，こういった要因があっても社
会保障関係経費の増等で全体としては抑制基調
ではありながらも，ここのところ若干増加とな
っております。

この中で，地方財政を支える地方税ですが，
資料❽をご覧いただきたいと思います。国が所
得・法人・消費という３つの基幹税を持ってい
ますが，これに対応した地方税としては個人住
民税，地方法人二税，地方消費税があり，それ

から地方独自の固定資産税があって，特に市町
村を見ていただきますと，個人住民税と固定資
産税で税収の約８割を占めているといった状況
です。
資料❾が，近年の税収の状況です。
資料10をご覧いただきたいと思います。租税

原則については簡素・中立・公平とされていま
すが，地方税につきましてはそれらに加えて，
安定的な税目が望ましいとされています。ご覧
いただきますと一目瞭然ですが，地方消費税は
極めて安定していますし，個人住民税につきま
しても，従来は，緩やかでありますが累進構造
にあったものを，国から地方への３兆円の税源
移譲の際に，１０％比例税率化したこともあって，
かなり安定的な税目となっています。

それから，中ほどの▲印の固定資産税ですが，
これも極めて安定しています。一方，地方法人
二税を見ていただきますと，景気の変動に極め
て左右されやすい状況にあります。
資料11がもう１つの点，偏在性が少ない地方

税が望ましいということです。国税であればど
こで納税されても国の税収となるものですが，
地方税の場合は，納税地が沖縄なのか，北海道
なのか，東京なのかということで決定的な違い
があるということです。地方税全体で平均を１００
とした場合の指数で見ていただきますと，最
大・最小で２．５倍となっていますが，地方法人
二税は６．２倍ということで，偏在が大きくなっ
ています。この偏在を是正するというのが近年
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の税制改正で大きな課題となっております。
それから，資料12でございます。昨今，消費

税率の引上げについてがホットな話題になって
いますが，現在の法令上どうなっているかとい
うと，３１年１０月に消費税率が１０％に上がるとい
うことになっています。そのうち国税消費税が
７．８％，地方消費税がその７８分の２２と法定され
ていまして，消費税率換算で２．２％となってお
ります。

軽減税率のところを見ていただきたいと思い
ます。軽減税率に係る国税消費税の税率は
６．２４％，これに７８分の２２を掛けて１．７６％分が軽
減税率に係る地方消費税ということで，今の
８％段階の税率とは違っているということにご
留意いただきたいと思います。要は，地方消費
税率というのは１つの税率であり，３１年１０月に
７８分の２２となるということが法定化されている
ということです。

消費税率の引上げに係る地方団体の意見を１３
ページに載せております。貴重な財源なので，
しっかりと引上げを行うための環境整備を行う
必要があるということです。

以上，地方税の総論関係でございます。

各論：個別税目の現状と課題

１．地方法人課税

資料16が，地方法人課税の税収の推移と，四
角枠囲みで制度改正の主なものを記載していま
す。国税の法人税と歩調を合わせつつ，大まか
には課税ベースの拡大と税率の引下げを行って
きたというのがこれまでの歴史であろうかと考
えています。

それから，資料17は法人実効税率の引下げで，
国税の方でもお話がありましたとおりです
が，２８年度に２９．９７％ということで３０％を切
り，３０年度では２９．７４％ということになってい
ます。法人実効税率の引下げには，法人事業税
所得割の税率の引下げと外形標準課税の拡大が
大きく寄与しております。

資料18がそのポンチ絵で，平成１５年度税制改
正で法人事業税に外形標準課税が導入されまし
たが，法人税改革の一環として，所得割の税率
の引下げと外形標準課税の拡大をセットで行っ
たということです。現在，大法人の所得割は税
率が３．６％となっています。一方，中小法人に
つきましては，外形標準課税が導入されていま
せんので，９．６％という税率となっており，か
なり制度が違うということです。
資料19でございますが，外形標準課税の適用

対象法人のあり方について引き続き慎重に検討
を行うということで，これが検討課題の１つで
あるということです。

それから，資料20以降は，地方法人課税の偏
在是正についての資料です。資料20をご覧いた
だきたいと思います。リーマンショック前の税
収の回復基調の中，平成１７・１８・１９と地方法人
課税の税収が急増しました。それに伴って，地
域間の財政力格差が拡大することとなり，これ
を何とかしなければならないという観点から，
税制の抜本的な改革で偏在性の小さい地方税体
系が構築されるまでの間の暫定措置として，地
方法人特別税・譲与税を創設したということで
す。これは何かというと，従来の法人事業税の
一部を地方法人特別税として国税化し，それを
人口と従業者数で譲与するという措置をとった
ということです。これにつきましては，暫定措
置なので，基本的にはいつかの時期に廃止しな
ければなりません。一方，消費税率の引上げで
地方消費税も増加しますので，財政力格差の拡
大が懸念されます。

この両方の要請に対応し，法人住民税の法人
税割を国税化して交付税原資化するという偏在
是正措置を，消費税率８％，１０％の２段階で講
じたということです。

具体的には資料21以降，資料が載っています
ので，後ほどご覧いただきたいと思います。近
年，この地方法人課税の偏在是正が非常に大き
な地方税に係るテーマであったということです。
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２．固定資産税

資料26からが固定資産税です。これはご承知
のとおり，土地，家屋，償却資産にかかる税で
す。市町村の基幹税として重要な役割を担って
いますが，資料27をご覧ください。

課税標準は，適正な時価，固定資産税評価額
ということですが，これを毎年毎年評価してい
たら大きな手間がかかるということで，３年に
１回評価替えを行い評価するということとされ
ています。平成３０年度が３年に一度の評価替え
の年ということです。

この評価替えに際して，評価額が変動した場
合に税負担の激変を緩和するために，負担調整
措置をこれまで講じており，今度の税制改正で
この負担調整措置をどうするかということが１
つ大きなテーマになっております。
資料28に，固定資産税の商業地の負担調整措

置が左側に記載してあります。現行，商業地は
固定資産税評価額の７０％を上限とするというこ
ととされています。この６０％とか７０％とかを負
担水準と呼んでおりますが，前年の課税標準額
の評価額に対する割合です。この負担水準が
６０％と７０％の間にある場合には，前年度課税標
準額に据え置かれることになり，要するに税負
担が据え置かれ，これを据置ゾーンと呼んでお
ります。負担水準が６０％を下回る場合は段階的
に引き上げられて６０％に到達します。こういっ
た措置を商業地についてとっております。
資料29をご覧いただくと，この据置ゾーンに

ほとんどの商業地が入っており，商業地の負担
水準というのは６０％から７０％に収れんしてきて
おります。一方，右の表の左側を見ていただき
ますと，評価額は６，９３５万円ですが，負担水準
が７０％ということで税額は６８万円です。一方，
右側は評価額７，６０１万円に対して負担水準が
６０％ですので税額が６４万円ということで，評価
額と税額の逆転現象が生じていて，この公平性
をどう確保するのかという課題があります。こ
れは２７年度税制改正でも議論されたのですが，

記載のとおり現行制度を継続ということとされ
ましたが，今回の評価替えでこれについての議
論がなされる見込みです。
資料30，31はその関係の資料で，資料32は償

却資産の関係ですが，省略させていただきます。

３．森林吸収源対策に係る地方財源の確
保

３０年度税制改正で，地方税に係る大きなテー
マの１つとしては，森林吸収源対策税制がござ
います。資料34をご覧いただきたいと思います。
従来からいわゆる山村地域の市町村，町村が中
心ですが，森林環境税ということで山村地域の
財源を確保すべきという動きがありました。現
在，相当数の市町村が全国森林環境税創設促進
連盟に加盟しており，地方六団体からも森林吸
収源対策税制，いわゆる森林環境税の創設につ
いて強い要望があります。

一方，与党の税調ですが，２４年に石石税の税
率の上乗せ措置が講じられ，CO２排出抑制対策
のための財源は確保されたのですが，森林吸収
源対策の財源の確保についてどうするかという
ことについて，ここのところずっと議論がなさ
れてきて，２９年度税制改正大綱で森林環境税（仮
称）の創設に向けて総合的に検討し，３０年度税
制改正において結論を得るとされたところです。
資料35に与党大綱を記載してありますが，要

は，森林の公益的機能を維持していなければな
らない，そのためには，身近な存在である市町
村がいろいろな仕事をしていく必要があるだろ
う，そして，そのために必要な財源の確保につ
いて，総合的に検討して結論を得るという構図
です。
資料36がこの森林の大切さについての資料，

資料37が，林先生にもご参画いただいている地
方財政審議会の検討会で現在鋭意検討を進めて
いるという資料です。

４．地方消費税の清算制度

３０年度税制改正のもう１つの課題は，地方消
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費税の清算制度です。
資料41をご覧ください。点線囲いのところに

書いてありますが，現行の地方消費税は，国の
消費税とともに納付されます。具体的には企業
の本店所在地に一括して納付されますので，い
わゆる納付段階，払い込み段階ではこれは大き
く偏在しているという状況です。一方，地方消
費税については，最終消費地に税収を帰属させ
るため，マクロ的に都道府県間で清算を行うと
いう仕組みをとっています。この結果として，
清算後の税収は偏在性が小さくなっております。

地方消費税も，創設後２０年を経過して，資料
42の与党税制改正大綱において，地方消費税の
税収を最終消費地により適切に帰属させるため，
抜本的な方策を検討し，結論を得るということ
とされていますので，これにつきましても検討
会を設置し，現在検討を進めているという状況
です。

５．地方税の電子化

資料49から，地方税の電子化の関係を若干ご
説明させていただきたいと思います。資料50は，
地方税の電子申告の状況です。国税よりは若干
低い状況ですが，地方法人二税につきまして，
足元で６割ぐらいの電子申告率となっておりま
して，この利用率のさらなる向上を目指してい
くということですが，国税と比べ大幅に遅れて
いるのが電子納税です。

右側の一番下に，この場合の電子納税という
のは地方法人課税などを電子申告と連動して行
う電子納税と捉えていただければと思いますが，
これにつきまして，利用率が１％程度にとどま
っているということです。その理由は，地方税
の場合１カ所だけではなくて複数の地方団体に
納税することが必要な場合があるわけですが，
法人にとっては，電子納税に対応していない地
方団体があると，他の地方団体に電子納税しよ
うという動機づけが弱いということです。一方，
地方団体はそういった状況なので，電子納税に
係るシステム整備を進めようとしないというこ

とで，このマルチペイメントネットワークとい
う決済サービスが開始後１５年も経っているのに
電子納税が一向に進まないといった状況にあり
ます。
資料51をご覧ください。eLTAX（エルタッ

クス）ということで，国税の e―Tax にローカ
ルの L を入れて eLTAX と呼んでいますが，
これが法人関係の電子申告や年金保険者との情
報のやりとり，それから国税との確定申告デー
タのやりとりなど，地方税の電子化の基盤とな
っております。電子納税についても，この eL-
TAX において共通の財布のようなものをつく
って，そこに納付していただければ各地方団体
に割り振るといったシステムの構築について，
現在検討しています。
資料53がイメージ図です。今は個別に電子納

税に対応しているところがない訳ではないので
すが，非常に少数です。特定のところが対応し
ていても，他が対応していないなら電子納税を
選択しないといった状況なのですが，今後１カ
所の財布に入れればそこから振り分けるといっ
たシステムの構築をしていきたいと考えている
ところです。

最後のページは，特徴税額通知の関係ですが，
説明は省略させていただきます。若干駆け足に
なりましたが，私の説明は以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。進行にご協力
いただいて，ありがとうございます。それでは，
また先ほどと同じように，玉岡先生の方からご
質問いただけますか。
―――――――――――――――――――――

Ⅳ．地方財政・地方税制の現状と
課題への意見

（玉岡） 稲岡さん，ありがとうございました。
時間の関係もございますので，具体的な質問を
２点行いたいと思います。具体的と言っても，
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非常に大きな話です。

〔地方消費税の清算基準の見直し〕
個人的に，消費税の研究をずっと何十年もや

っていて，最近ここ数年は地方消費税のことも
やっていますので，今日お話のあった地方消費
税の清算の話をまず最初にお聞きしたいのです。
現在総務省さんの方で研究会を発足させて，最
終消費の実態というものをきちんと把握しよう
ということをいろいろ検討されているというこ
とです。

統計でカバーできる部分となかなかできない
部分があって，統計でカバーできない部分につ
いては代替指標というものを用いて対応してい
るようですが，今後そういう代替指標というか，
統計でカバーできない部分について用いるよう
なものの比率というものを下げていくことをお
考えかどうかということです。

それよりも，清算制度というものは，付加価
値税については歴史的な経緯もあるのですが，
どうもうまく機能しないということがわかって
いて，うまく機能しているという国もあるので
すが，そう言っているだけで，実際にはうまく
機能しないということがわかっています。

視点を変えて，清算というものを使わないで
消費地に税収が帰属するような制度というもの
をお考えになるかということについてお聞きし
たいと思います。

〔付加価値割〕
もう１点は，今の地方消費税に関係していく

話なのですが，そもそも課税原則とかいろいろ
な話がありますが，地方税の場合はいわゆる応
益性の原則というのがあって，住民が自治体な
りから受けているサービスに応じて，それがあ
るから税を支払うということになっています。
地方消費税については，担税者が消費者である
ということから消費の実態を把握するというこ
となのですが，そもそも地方の住民が享受して
いる消費というものが地方自治体が与えるサー

ビスそのものとどう関係しているのか。住民が
行う消費で得られる受益というものが，自治体
が行うサービスとどう関係があるのかというこ
とです。もしそれがなければ，消費地に税収が
帰属しないといけないという根拠がなくなって
しまうので，非常に厄介です。

そういう議論もあって，事業税の代わりに入
ってきたという側面もあって，企業の課税ベー
スについて，何が受益を表すのに一番適当かと
いう非常に長い昔からの議論があって，最近も
少しは盛り上がってきているのですが，実は付
加価値というものが適当であるという意見もあ
ります。シャウプ勧告でも消費型という非常に
変わった形ではありますが，附加価値税という
ものを事業税の代わりに入れることを考えまし
た。結果的には入りませんでしたけれども。

現在日本では付加価値割の比率というのが
徐々に上がってきています。赤字法人の課税を
どうするかとか，非常に慎重にすべき問題もあ
ります。今後，付加価値割というものの割合を
どういうふうにしていくのか。或いは，アメリ
カなどがそうですが，地方税制に付加価値自体
を課税ベースとするような税を考えるのか。こ
れであれば，定式配賦などの問題が生じる反面，
清算の必要が基本的にはなくなるのですが，そ
ういうものを新たに課税ベースとして地方税と
して考えるのか。抜本的にどうするのかという
ことなのですが，今後，特に事業税ですが，適
切な課税ベースというものはどういうものかと
いうことについて，もしお考えがあればお聞き
したいと思います。以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。個別の話もあ
りましたが，最後のご質問はなかなか難しいか
もしれません。では，横山先生の方からお願い
します。
―――――――――――――――――――――

（横山） はい，わかりました。審議官，あり
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がとうございました。勉強させていただきまし
た。私は，先ほどと同じように，徴税制度です
とか納税協力費ですとかそのあたりの観点から
の質問をさせていただきたいと思います。

〔地方税の電子申告・電子納税〕
お配りいただいたご説明いただいた資料がご

ざいますので，資料50あたりからということに
なります。このあたりに地方税の電子申告・電
子納税を巡る状況というのがございまして，私
もずっと eLTAX というものにも注目している
のです。e―Tax，国のものと比べまして，意外
にずっと低く推移していて，この辺りがなぜか
なと気になっています。例えば資料50を見てい
ただきますと，法人道府県民税，法人事業税，
いわゆる法人関係の税金の件数・率ともに増え
て大きくなってきています。最近においても
６０％以上です。ただ，個人住民税を見ますと，
非常に増えてはいるのですが，やはりまだ法人
関係の税金と比べると非常に少なくなっていま
すので，このあたりを，もちろん上昇させるこ
とを考えておられると思うのですが，どういう
ふうに上昇のための方策としてお考えになられ
ているかということをお聞かせいただきたいと
思っています。

〔地方税に関する納税協力費〕
２点目ですが，やはり全体的に徴税関係の質

問をさせていただきたいのですが，納税協力費，
納税意識についてみますと，地方税の住民税で
すと，例えば国税の所得税と住民税の部分が納
税者から見ると結構セットに考えていますので，
私が興味を持っている納税協力費とか納税意識
といいましても，実際個々の納税者はそんなに
あまり切り離しては考えていないようなところ
があると思います。しかし，実際は納税協力費
というのはかかっていると思いますので，その
あたりが実際にはあまり語られないといいます
か，もちろん固定資産税という地方税独自のも
のもございますし，その地方税の納税協力費と

いうものについて，どのようにお考えになられ
ているかということが２点目の質問です。

〔地方税に関する納税意識〕
３点目の質問は，この２点目の質問に関連い

たしまして，地方税の納税協力費があるという
ことで，納税意識につきましても，より国税に
比べても地方の，地方というのは特に市町村で
すと行政サービスにすごく近いところにありま
すので，実際，本当は負担感とか何に使われて
いるかということが一番わかりやすくなってい
るはずなのですが，そのあたりが納税者側の責
任もあって，少し小さくなっているようなとこ
ろがあるかなと思っています。

広い質問になりますが，地方税に関しても納
税意識のあたりもどのようにお考えになってい
るかということをお聞きできればと思っていま
す。以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。前半の玉岡先
生が地方消費税の在り方，清算の在り方と，事
業税のこれからの課税ベースはどういう方向で
考えるべきかということです。それから横山先
生の方からは，電子化も含めて，納税の費用と
それから意識ということで，地方税に関しては
どうだろうかというお尋ねです。それでは，稲
岡審議官，よろしくお願いします。
―――――――――――――――――――――

（稲岡） どうもありがとうございます。大変
難しいご指摘でございますので，きちんとお答
えできるか，若干不安があります。

〔地方消費税の清算基準〕
まず，玉岡先生の清算基準の関係です。資料

41をご覧いただきたいと思います。現行の清算
基準は，資料41の真ん中より少し右に書いてあ
ります。最終消費をどう捉えるかということ，
つまり，消費に相当する額を幾らとするかにつ
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いて，現在は商業統計の①小売年間販売額と②
経済センサスのサービス業対個人事業収入額の
合算額を７５％，それから③人口を１７．５％，④従
業者数を７．５％としています。この③と④の２５％
分がいわゆる統計のカバー外の部分ということ
で，代替指標と我々は呼んでいます。

一般論でいえば，消費に関する統計でカバー
される部分が大きいことが望ましいということ
はあろうかと思いますが，この代替指標のウェ
イトをどうするかといった課題も含めまして，
先ほど申し上げました資料42の検討会において
議論を深めているという段階でございます。こ
れが上がるか下がるかということについて，現
時点で何か特定のイメージを持っているわけで
はないということで，ご理解を頂きたいと思い
ます。

それから，後段は若干否定的なお答えになっ
て申し訳ないのですが，私どもとしては地方消
費税を地方税として成り立たせるためには，こ
の清算制度というのは必須だと思っていますの
で，より適切な清算基準のあり方という観点か
ら，検討していきたいということです。

〔付加価値割〕
それから，いわゆる付加価値税の関係でござ

います。従来から法人の事業税につきましては，
法人が事業活動を行っていくために地方公共団
体から行政サービスを受けているという，応益
課税という観点で課税根拠が説明されてきまし
た。その課税標準としては，ご指摘がありまし
たとおり，法人の事業活動規模を適切に表すも
のが望ましいと考えられ，法人の事業活動規模
をどう捉えていくのかということについて，政
府税調等でもいろいろとご議論いただいて，付
加価値額，報酬給与額に支払利子と賃借料を足
して単年度損益を加減するといういわゆる加算
型の付加価値が望ましいということで，答申を
おまとめいただきました。その後，様々な議論
を経て，平成１５年度税制改正で外形標準課税，
いわゆる付加価値割が導入され，先ほども申し

上げましたように，法人税改革の一環として外
形標準課税が８分の５まで拡大したというのが
足元の状況です。

そういう意味では，付加価値割の拡大という
のは事業税として望ましい方向の改革だと考え
ていますが，今後のあり方につきましては，拡
大が行われてまだ間もないものですから，そう
いった状況も踏まえて検討する必要があるとい
うことです。

〔地方税の電子申告・電子納税を巡る状況〕
それから，横山先生のご指摘についてでござ

います。資料50の電子申告についてのご指摘で
あろうかと思います。この法人道府県民税・法
人事業税と法人市町村民税は，それぞれ企業が
決算を基にして申告をするというものであり，
これは税理士の方々が関与して eLTAX で代理
申告していただいているということもあり，一
定程度の申告率になっているということです。

一方，その下の個人住民税というのは，個人
の方々からの申告ではなくて，法人が給与を支
払った場合に，給与支払報告書を１月末までに
提出いただいており，これに基づいて住民税を
賦課するという給与支払報告書の提出について
の数値です。それぞれの法人が従業員の給与計
算を自ら行っており，利用率が今のところまだ
４割を切っているということです。

ただ，これにつきましても，上昇方策という
ご指摘がありましたが，今年の１月から所得税
の源泉徴収票と給与支払報告書を一括で電子的
に提出できるという取組みもスタートしました
ので，引き続き給報の電子的提出についても，
特に小規模なところを中心に取組みを進めてい
きたいと考えております。

〔地方税に関する納税協力費〕
それから，地方税の納税協力費に関してのご

質問でございます。お話にもありましたように，
例えば個人住民税については所得税の確定申告
書を提出いただければ，個人住民税の申告書を
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提出したとみなされるということで，申告手続
きについて連動しております。先生のご指摘が
あったように切り離して考えられない部分があ
ろうかと思います。

また，これはお答えになっているかどうかわ
かりませんが，地方税は大部分が賦課課税とい
うことで，課税庁側で課税資料を基に税額を計
算して賦課をするということですので，そうい
う面では納税者の事務負担は小さい面があろう
かと思います。一方，先ほど申し上げましたよ
うに，申告とか納税を，特に法人の場合，複数
の地方団体に行わなければならないということ
があって，そういった面では逆に負担感が大き
いという面もあろうかと思います。

さらに，賦課課税については，税額が通知さ
れるのですが，これは合っているのだろうかど
うだろうかという心理的な不安もあろうかと思
いまして，一概に国税と比べてどうかというの

は，何とも言えない面があるのではないかと考
えております。

いずれにしても，とにかく納税者の方々に説
明をして理解していただくということが大変重
要だと考えていますので，そういった取組みを
進めていきたいということです。私からは以上
でございます。
―――――――――――――――――――――

おわりに

（林） 簡潔にまとめていただきまして，あり
がとうございます。玉岡先生，横山先生，何か
言い残したということはないですか。

冒頭に，もし時間があればフロアの皆さんか
らもご質問をということも申し上げたのですが，
ちょっと時間的な都合で申し訳ありません。か
なり細かい論点についても聞いていただけたか
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なと思いますので，ある程度ご納得も頂けたか
なと思います。

進行表で私は最後に取りまとめというふうに
書かれているのですが，取りまとめといっても
なかなか難しいですので，少し感想的なことを
言わせていただきます。

国税の話と地方税の話と，両方していただき
ました。１９７０年代から８０年代にかけては一般消
費税の導入は是か非か，所得税を消費税に入れ
替えるのはどうかというようなテーマでの討論
していたのだと思います。これは非常にわかり
やすい話だと思います。そういう税制改革も経
て，税収が足りないという現状がありますが，
いろいろな税制がそれぞれにかなり時間がたっ
て成熟化，あるいは複雑化してきたというとこ
ろで，個別の税制の細かい仕組みについての課
題が生まれ，その理解も難しくなっています。
最近また選挙という話が出ています。消費税の
税率引き上げやその使途については議論されま
すが，今日出たような個々の税制の在り方につ
いてはあまり選挙の争点にはならないわけです。
そういう意味では，国民みんながわかりやすい
税制の議論というのは非常に難しい時期になっ
ているのだろうと思います。

ただ，国税に関しては，やはり減税というの
はできないわけですから，トータルで税収をど
うやって上げていきましょうかというときに，
例えば負担が上がらない人と上がる人とに分け
るのか，みんなで少しずつ分けるのか，たくさ
ん上がる人と少しだけ上がる人にするのか，
様々な方向性があります。広く一般的に見えや
すくするためには，こういうグループの人たち
は負担増になり，こちらのグループの人たちは
あまり上がらないというようなことの説明があ
って，そのための制度改革が必要をという説明
の形を取ると，もっと一般の人も巻き込んだ議

論ができるのかなと思いました。
それから，日本の地方税は基本的に全国画一

的な仕組みであり，税収が偏在しないことが望
ましいとされ，われわれも教科書を書くときに
説明します。では１人当たりの税収が全て等し
い地方税制を組めるかというと現実には経済力
に差が生じているために，実施は不可能です。
全国一律に１人当たり幾らという均等割のみの
税制にすれば１人当たりの均等な税金ができま
す。ただ，玉岡先生が言われたように，受益と
は何か，何に応じて各地方団体に税収が入れば
いいのかというと必ずしも１人当たりが同額で
はないかもしれません。そこで尺度の一つの候
補が，付加価値だということです。付加価値と
いうのは１人当たりで同じはずがありません。
このような議論をきちんと行って，それを実現
することを目指すと言うことになるとまた見え
やすくなるのかなと思います。

法人課税については，近年地方税を国税化し
たりしています。事業税の課税ベースを付加価
値にしても，複数の都道府県にまたがって活動
する企業については現在と同じように分割基準
の適用が必要になります。しかしながら，分割
基準を調整しても，東京都だけで活動している
大きな企業の税金を分けられません。そうする
と，いったん国税にするしかありません。地方
税である限り，東京に入った税金を他地域に配
分することはできず，東京の税収が北海道の税
収になるということは東京と北海道が合併しな
い限りあり得ないわけです。このような企業課
税の難しさも抱えながら地方税のいろいろな仕
組みを検討していただいているということで，
多大なご苦労がそれぞれおありになると思いま
す。

ちょうど予定された時間になりました。どう
も２時間ありがとうございました。
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